
令和６年度八千代市教育委員会第１２回定例会  

 

令和７年３月２５日  

午前１１時００分  

 

議  事  日  程  

 

１  開会  

 

２  会議録署名人の指定  

 

３  令和６年度教育委員会第１１回定例会会議録の承認  

 

４  報告事項  

（１）教育長報告  

（２）各課報告   

 

５  議事   

議案第１号  第４期八千代市教育振興基本計画の策定について  

議案第２号  第２期八千代市学校教育推進計画の策定について  

議案第３号  第４期八千代市生涯学習推進計画の策定について  

議案第４号  第３期八千代市スポーツ推進計画の策定について  

議案第５号  八千代市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の

制定について  

議案第６号  八千代市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定

について  

議案第７号  八千代市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令の制定

について  

議案第８号  八千代市適応支援センターの設置及び管理に関する条例施

行規則の一部を改正する規則の制定について  

議案第９号  八千代市青少年センター設置条例施行規則の一部を改正す



 

 

る規則の制定について  

 

議案第 10 号 第２期八千代市障害者活躍推進計画の策定について  

議案第 11 号 附属機関の委員の委嘱について  

（八千代市いじめ問題対策調査委員会委員）  

議案第 12 号 八千代市いじめ防止基本方針の改定について  

議案第 13 号 学校運営協議会及び地域学校協働本部の設置に伴う委員の  

任命について  

議案第 14 号 職員の任免について  

 

６  閉会  

  



 

 

【教育長報告】  

１  令和７年第１回八千代市議会定例会について  

 

【各課報告】  

  

 １  「（仮称）みどりが丘小学校分離新設校設立準備委員会」の進捗状況につ

いて（学務課）  

  

２  教育論文について（指導課）…資料１  

 

３  第４次八千代市子ども読書活動推進計画の策定について  

（生涯学習振興課）…資料２  

 

４  八千代市立図書館サービス方針の策定について  

（生涯学習振興課）…資料３  

 

５  審議会等の開催状況について  

（１）生涯学習審議会（生涯学習振興課）…資料４  

（２）図書館協議会（生涯学習振興課）  
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議案第１号  

 

   第４期八千代市教育振興基本計画の策定について  

 第４期八千代市教育振興基本計画を次のように策定する。  

  令和７年３月２５日提出  

 

八千代市教育委員会       

教育長  嶺  岸  秀  一     

 

第４期八千代市教育振興基本計画  
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議案第２号  

    

第２期八千代市学校教育推進計画の策定について  

第２期八千代市学校教育推進計画を次のように策定する。  

   令和７年３月２５日提出  

   

八千代市教育委員会     

               教育長  嶺  岸  秀  一     

 

 

第２期八千代市学校教育推進計画  
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議案第３号 

 

第４期八千代市生涯学習推進計画の策定について 

第４期八千代市生涯学習推進計画を次のように策定する。 

令和７年３月２５日提出 

 

八千代市教育委員会    

教育長 嶺 岸 秀 一  

 

第４期八千代市生涯学習推進計画 
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議案第４号  

 

   第３期八千代市スポーツ推進計画の策定について  

 第３期八千代市スポーツ推進計画を次のように策定する。  

  令和７年３月２５日提出  

 

八千代市教育委員会       

教育長  嶺  岸  秀  一     

 

 

第３期八千代市スポーツ推進計画  
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議案第５号 

 

   八千代市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

 八千代市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則を次のように制定す

る。 

  令和７年３月２５日提出 

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

   八千代市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

 八千代市教育委員会行政組織規則（昭和４２年八千代市教委規則第６号）の

一部を次のように改正する。 

 別表指導課の項第１１号中「適応支援センター」を「教育支援センター」に

改める。 

   附 則 

 この規則は，令和７年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

 適応支援センターの名称の変更に伴い，規則を改正いたしたい。 
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議案第６号 

 

   八千代市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について 

八千代市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

  令和７年３月２５日提出 

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

   八千代市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

 八千代市教育委員会公印規則（昭和５８年八千代市教委規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

 第７条中「管守者」の次に「又は公印取扱責任者（以下「管守者等」という。

）」を加える。 

 第１０条第１項中「管守者」を「管守者等」に改める。 

 第１１条第１項中「管守者」を「管守者等」に改め，同条第２項中「押印す

べき文書に決裁された起案文書（以下「決裁文書」という。）を添えて管守者

又は公印取扱責任者に提示し，その」を「次に定めるところにより，公印の使

用の」に改め，同項ただし書を削る。 

 第１１条第２項に次の各号を加える。 

 ⑴ 文書管理システム（八千代市文書管理規則（平成１２年八千代市規則第

３０号）第２条第７号の文書管理システムをいう。以下この項において同

じ。）の方法により決裁を受けたものにあっては，管守者等に対し，文書

管理システムを用いて公印の使用に係る手続を行うとともに，公印を押印

すべき文書を提示すること。 

 ⑵ 文書管理システム以外の方法により決裁を受けたものにあっては，公印

を押印すべき文書に決裁された起案文書（以下この条において「決裁文書

」という。）を添えて，管守者等に提示すること。 

第１１条第３項中「前項」を「第２項」に改め，同項を同条第４項とし，同

条第２項の次に次の１項を加える。 
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３ 前項第２号の規定にかかわらず，決裁文書を提示できないものについては，

公印使用簿（第３号様式）を添えるものとする。 

第１２条第２項中「教育総務課長に引継ぎをしなければ」を「当該事務を所

管する課の長（以下「所管課長」という。）は，速やかに焼却，裁断等の適当

な方法で廃棄しなければ」に改め，同条第３項を削る。 

第１３条第２項中「当該事務を所管する課の長（以下「所管課長」という。

）」を「所管課長」に改める。 

第１５条中「管守者」を「管守者等」に，「直ちに」を「速やかに」に改め，

「教育総務課長」の次に「の合議」を加える。 

第１号様式中「教育総務課長    様」を「（宛先） 教育総務課長」に， 

 

 

  

 

 

 

第４号様式中「教育総務課長    殿」を「（宛先） 教育総務課長」に

改め，「㊞」を削り，「～   年   日」を「～   年   月」に改

める。 

 

 

 

 

 

 

 

第６号様式を次のように改める。 

第３号様式中「第１１条第２項」を「第１１条第３項」に，  

「  

」  

管 守 者  

承 認 印  

「  

」  

を  

管 守 者 等 

承  認  印 

に改める。  

「管守者      ㊞」を  
管 守 者 又 は 

公印取扱責任者        

「  

」  
に改める。  

第５号様式中「㊞」を削り，  
使用開始年月日  年 月 日  

電子公印の寸法  □方    mm 

 

「  

」  

使 用 期 間  年 月 日～年 月 日  

電子公印を使用する  

システムの名称  
 

電子公印の寸法  □方    mm 

 

を  

「  

」  

に改める。  

「  」  
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第６号様式（第１５条） 

 

公 印 事 故 報 告 書 

 

（宛先） 八千代市教育委員会教育長 

 

管 守 者 又 は           

公印取扱責任者           

 

公印の事故について，次のとおり報告します。 

 

公 印 名 及 び 個 数 （      個）        

ひ な 形 番 号  発生年月日 年 月 日 

事 故 発 生 場 所   

事 故 内 容 

  

事 故 時 の

管 守 状 況 

  

公 印 管 守 者 

所 属 ・ 氏 名 

 

 

公印取扱責任者 

所 属・氏 名 

 

 

そ の 他 の 事 項 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は，令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の規則の様式の用紙は，

当分の間，これを取り繕い使用することができる。 

 

提案理由 

 文書管理システムの導入に伴う公印の使用の見直し等のため，規則を改正い

たしたい。 
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議案第７号 

 

   八千代市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令の制定について 

 八千代市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように制定する。 

  令和７年３月２５日提出 

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

   八千代市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令 

 八千代市立学校職員服務規程（昭和３９年八千代市教委訓令第１号）の一部

を次のように改正する。 

 第７条の２第１項中「又は」を「及び」に改める。 

 第１０条中第８項を第１１項とし，第７項の次に次の３項を加える。 

８ 職員は，勤務時間規則第１５条の２の規定により，子育て部分休暇の請求

をしようとするときは，子育て部分休暇承認請求書（第１０号様式の２の２

）に当該請求に係る子の氏名，職員との続柄等及び生年月日を証する書類を

添え，校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。 

９ 職員は，子育て部分休暇の期間中に，次の各号のいずれかに該当する事由

が生じたときは，速やかに養育状況変更届（第１０号様式の２の３）を校長

を経由して教育委員会に提出しなければならない。 

 ⑴ 産前の休暇を始め，又は出産したとき。 

 ⑵ 子育て部分休暇の承認に係る子が死亡したとき。 

 ⑶ 子育て部分休暇の承認に係る子が職員の子でなくなったとき。 

 ⑷ 子育て部分休暇の承認に係る子を養育しなくなったとき。 

１０ 前２項に規定する書類の提出があったときは，校長は，副申書（第１０

号様式の２の４）又は副申書（第１０号様式の２の５）を添えて教育委員会

に提出しなければならない。 

 第１０条の３第４項を次のように改める。 

４ 第２項の規定は，育児休業法第１１条第１項に規定する育児短時間勤務の
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期間の延長を受けようとする場合に準用する。 

 第１０条の３第５項中「養育状況変更届（第１０号様式の６）を，校長」を

「養育状況変更届を校長」に改め，同条第６項中「第１０号様式の７）」の次

に「又は副申書（第１０号様式の７の２）」を加える。 

 第１０条の７第１項中「確認書」を「自己啓発等休業の承認申請に関する意

見書」に改め，同項後段を削り，同条第２項を次のように改める。 

２ 職員は，自己啓発等を行う大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容及び

期間の変更により，承認された休業期間等を延長する等の変更をする必要が

生じたときは，自己啓発等休業承認申請書を添付して速やかに校長を経由し

て任命権者に提出しなければならない。 

 第１０条の７第３項中「第１０号様式の２１」を「第１０号様式の２０」に

改め，同項第２号中「休学した」を「休学している」に改め，同項第３号中「

された」を「されている」に改め，同項第４号中「頻繁に」を削り，同項に次

の１号を加える。 

 ⑻ その他前各号に類するとき。 

 第１０条の７第４項中「副申書（第１０号様式の２２）」を「自己啓発等休

業副申書（第１０号様式の２１）又は履修・活動状況変更副申書（第１０号様

式の２２）」に改める。 

 第１号様式（表）中「第   号」を削り，同様式（裏）中「常に」を「常

時」に，「この証明書は，新たな証明書が交付されたとき，又は職員の身分を

失ったときは，直ちに返還する」を「記載事項に変更が生じた場合は，直ちに

訂正を受ける」に，「この証明書の有効期間は，交付の日から５年とする」を

「退職等により不要となったときは，直ちに教育委員会へ返納すること」に改

める。 

 第３号様式中「前日」を「前」に改める。 

 第３号様式の２中 

「 
下記のとおり 

□ 養育 
のため，深夜勤務の制限を請求します。 

 

 □ 看護  

                所 属 

             職氏名 

 

」 

を 

「                所 属  
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             職氏名  

 
下記のとおり 

□ 養育 
のため，深夜勤務の制限を請求します。 

 

 □ 看護 」 

に改める。 

 第６号様式中 

「     「     

 届出者 取扱者    取扱者   

         

    を    に改める。 

         

         

   」     」  

 第６号様式の２中 

「教科・領域等（                        ）」を

「教科等（                           ）」に

改める。 

 第７号様式を次のように改める。 
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第7号様式(第10条第リ助

年次休暇前年度繰越日時数

(日時間

服

決

務

届出

月日

整

裁

理

分)

月

籍

、ノ＼ノノ＼y"、V/＼ノ人＼ノ゛＼^ノ＼

届

日

ノノ＼ノ＼

日計

日・時数・分

＼ノ＼ノ＼ノ.＼^＼^ノ＼/1＼ノ、^

日・時間・分

出

＼ノ'、V'、y＼V/＼ノ^ハ、ノへy、、ノ＼^气V"＼ノ＼ノ、^ノ、、ノ＼ハ

年次休暇

注理由欄には,年次休暇の場合は記入を要しないものとすること。

日

事

累計

時間

休暇等の種別

名

＼ノ

/J

項

療養休暇

日

理

時間

＼ノ人y＼ノ＼ノ＼ψ^、ノ＼,"'＼^、ノ、、ノ^〕ノ＼ψ^ノ＼ノ＼ノ、、ノ、^

フJ

由

特別休暇

日 時間

給の休暇

ノノ＼ノノ、V

日 時間 分

取
扱
者

職
氏

無

分

年
合
計
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「
に改める。第10ぢ様式中職氏名 を

第 10号様式の2の次に次の4様式を加える。
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第10号様式の2の2(第10条第部助

八千代市教育委員会様

(表)

子育て部分休暇承認請求書

私は,下記により子育て部分休暇の承認を請求します。

1 請求に係る

子

氏

2 請求期間

及び時間

続

生年月日

柄

名

所属

職氏名

(職員コード

等

記

3

年

備

月

注

日から

日まで

考

1 この請求書には,請求に係る子の氏名,請求者との続柄等及び生年児日を証明する

書類(医師又は助産師が発行する出生(産)証明書,母子健康手帳の出生届出済証明

書,官公署が発行する出生届受理証明書等)を添付すること(写しでも可)。

2 子育て部分休暇の承認が,職員からの請求に基づき取り消された場合は,その旨を

裏面に記入すること。

3 該当する口には,レ印を記入すること。

日

口毎日

口その他

年

日から

日まで

月

口毎日

口その他

日生

Z〒目1」

午後

分~

分~

ZF月Ⅱ

午後

分~

分~

＼
刀
＼
刀

分
分

月
月

年
年

月
月

年
年

時
時

時
時

時
時

時
時
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子育て部分休暇の承認の取消しを請求する臼時

日付 午

時間

/J

ー、.ι一

分から

分まで

目 1」

分から

分まで

(裏)

時間

フJ

分から

分まで

分から

分まで

分から

分まで

午

時間

7J

分から

分まで

分から

分まで

後

分から

分まで

時間

フJ

分から

分まで

分から

分まで

氏

職員コー

時間数

分から

分まで

時間

フJ

分から

分まで

分から

分まで

時間

分から

分まで

分から

分まで

分から

分まで

時間

分

分から

分まで

取消

請求日

分から

分まで

時間

フJ

分から

分まで

分から

分まで

時間

フJ

時間

分から

うシヨミゞ

取消

承,忍日

分から

分まで

分から

分まで

時間

/J

時間

フJ

時間

フJ

分から

分まで

分から

分まで

時間

分

備老

分から

分まで

分から

分まで

分から

分まで

分から

分まで

時間

/J

分から

分まで

時間

/J

分から

分まで

分から

分まで

時間

/J

分から

分まで

分から

分まで

分から

分まで

分から

分まで

時間

分

分から

分まで

分から

分まで

時間

フJ

分

分

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

名
ド

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時
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第10号様式の2の3(第10条第部動

養

様

次のとおり

状況変更届

届出の事由

口育児休業等に係る子を養育しなくなった。

口負傷・疾病口託児できるようになった。口同居しなくなった。

口その他(

口育児休業等に係る子が死亡した。

口育児休業等に係る子と離縁した。

口育児休業等に係る子との養子縁組が取り消された。

口育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。

口育児休業等に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審

判が終了した。

口育児休業等に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の

規定による措置が解除された。

口その他(

に係る子の養育の状況について変更が生じたので届け出ます。

年

所属

職氏名

月 日

2 届出の事由が発生した日

年月

注該当する口には,レ印を記入すること。

日

育

暇
業
務
業

勤

分
休
間
休

時

口て
児
短
分

児

月子
育
育
部

18



第10号様式の2の4(第10条第10項)

八千代市教育委員会様

校長

子育て部分休暇の承認について(副申)

このことについて,職員の勤務時間,休暇等に関する条例第15条の2により子育て部分

休暇の承認信青求書の提出がありましたが,下記の事項を確認し副申します。

岳!1 申

該当職員

請求に係

る子

所属

請求期間

氏名

請求時間

氏名

第

年

託占巳の態

様

月

通勤時間

記

口 毎日

その他

託児施設

その他

続柄

口

年

注

職名

その他(

時間

(託児時間

(託児時間

1 該当する口には,レ印を記入すること。

2 請求者以外の当該子の親が子育て部分休暇その他の育児のための短時間勤務の制度

の適用を受けている場合及び託児の態様,通勤の状況以外に子育て部分休暇を必要と
する事情がある場合には,「その他」の欄にその内容を記入すること。

月

年齢

分(託児先を経由する時間を含む。)

生年

月日

日から

分)

分)

年

分~

分~

年

月

月

日まで

日生

号
日

書

ロ
ロ

時
時

時
時

19



第10号様式の2の5(第10条第10項)

八千代市教育委員会様

校長

子育て部分休暇に係る子の養育状況の変更について(副申)

このことについて,養育状況変更届の提出がありましたので,下記の事項を確認し副申

します。

高{1 申

請求に係る子

所

職・氏名

属

氏

届出の内容

口

第

名

年

休暇に係る子を養育しなくなった。

口負傷・疾病口同居しなくなった。

口その他(

休暇に係る子が死亡した。

休暇に係る子と航縁した(養子縁組の取消しを含む。)。

休暇に係る子との親子関係が特別養子縁組により終了した。

その他(

記

月

摘

(注)該当する口には,レ印を記入すること。

続柄

要 口職務復帰

生年月日 年

口

月

その他(

日生

亥当職員

号
日

書

ロ
ロ
ロ
ロ

ニ
ロ
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第10号様式の5を次のように改める。

21



第10号様式の5(第10条の3第1項・第が動

育児休業(育児休業延長)承認請求書

千葉県教育委員会

私は,下記により

様

育児休業の承認

育児休業の期間の延長

記

請求に係る子

所属

職氏名

(職員コード

を請求します。

氏

続

2 請求の内容

生年月

柄

名

口育児休業の承認(次に掲げる育児休業の承認を除く。)

口同一の子に係る3回目以後の育児休業の承認(既に2回の育児休業
(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項各号に掲げる育

児休業を除く。)をした場合のものに限る。以下同じ。)

育児休業の期間の最初の延長

育児休業の期間の再度の延長

同一の子に係る3回目以後の育児休業の承認,育児休業の期間の
再度の延長が必要な事情を記入

年

等

3

月

日

4 既に育児休業

をした期間

求期間

日

年

日まで

日まで

日まで

日まで

5備

月

注

1 この請求書(育児休業の期間の延長に係るものを除く。)には,請求に係る子の氏
名,請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類(医師又は助産師が発行する出生

(産)証明書,母子健康手帳の出生届出済証明書,官公署が発行する出生届受理証明書

等)を添付すること(写しでも可)。

2 請求に係る子の出生前に請求する場合には,「3 請求期間」の欄は,出産予定日以
後の期間を記入し,「1 請求に係る子」の欄の記入及び証明書類の添付は,出生後
速やかに行うこと。

3 「5 備考」の欄には,請求に係る子以外に3歳に満たない子を養育する場合におい
てはその氏名,請求者との続柄等及び生年月日,請求に係る子が養子の場合において

は養子縁組の効力が発生した日,請求に係る子以外の子について現に育児休業の承認

を受けている場合においてはその旨並びに当該請求に係る子の氏名及び当該承認の請

求に係る期間等について記入すること。

4 該当する口には,レ印を記入すること。

日生

年

老

月 日から

日から

日から

日から

日から

年 月 日まで

月
月
月
月

年
年
年
年

ロ
ロ
※

月
月
月
月

年
年
年
年

請

22



第 10号様式の 5 の 2 中「千葉県教育委員会」を「葛南教育事務所長」に改

める。

第10号様式の6及び第10号様式の7を次のように改める。

23



第 10号様式の 6 削除
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第10号様式の7(第10条の3第田動

千葉県教育委員会様

品11

育児休業(育児休業延長)の承認について(副申)

このことについて,地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する育児休

業(同法第3条第リ鳳こ規定する育児休業期間の延長)の承認請求書が提出されたので,下記

の事項を確認し副申します。

申

八千代市立

当 該職

請求に係る子

所属

求の内容

氏名

校長

氏名

月

求

口育児休業

口再度の育児休業

期

記

求の理由

間

既承認期間

続柄等

注該当する口には,レ印を記入すること。

*添付書類

・出産証明書,母子健康手帳の出生届出済証明書等の写しを添付すること。

・育児休業の期間の延長,再度の育児休業及び再度の育児休業期間の延長の場合は,

辞令の写しも添付すること。

(再度の育児休業又は再度の育児休業期間の延長の場合に記載)

年

職名

月

年齢

口育児休業の期間の延長

口再度の育児休業期間の延長

生年月日

日から

年 月

年月

年

日から

月

日生

日まで

年 月 日まで

号
日

第
年

書

員

請

請

請
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第 10号様式の 7の次に次の 1様式を加える。
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第10号様式の7の2(第10条の3第印動

葛南教育事務所長様

育児短時間勤務の承認について(副申)

このことについて,別添のとおり育児短時間勤務承認信青求書が提出されたので副申しま

す。

品リ 申

八千代市立 校長

月

号
日

第
年

書

27



第 10号様式の 19 を削る。

第10号様式の 20 中「八千代市教育委員会」を「八千代市教育委員会教育

長」に改め,同様式を第 10 号様式の 19 とする。

第 1 0 号様式の 2 1 中「休学した」を「イ木学している」に,「された」を「

されている」に改め,「頻繁に」を削り,

「口大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている

「口大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている

口その他

)」

同様式の次に次の 1様式を加える。改め,同様式を第 10 号様式の 2 0 とし,

」を

こ

28



第10号様式の21(第10条の7第4助

千葉県教育委員会様

自 己啓発等休業副申

このことについて,別添のとおり申請があり,内容を確認したところ下記のとおり適当

と認められますので,承認くださるようぉ願いします。

自己啓発等休業の承認申請について(副申)

八千代市立

月

校長

記

号
日

書

第
年

29



第10号様式の22を次のように改める。

30



第10号様式の22(第10条の7第4勵

履修

千葉県教育委員会様

活動状況変更副申

このことについて,別添のとおり自己啓発等休業に係る履修・活動状況変更届が提出さ

れたので副申します。

自己啓発等休業に係る

八千代市立

履修

活動

状況の変更について(副申)

月

校長

号
日

書

第
年

31



第15方様式中職氏名 を に改める。

第16号様式及び第16号様式の2を次のように改める。

32



第16号様式(第18条)

八千代市立

職務専念義務免除承認申請書

校長様

下記のとおり職務に専念する義務の免除を受けたいので申請します。

期間又は期日

2 事 由

所属

職氏名

年 月

記

日

33



第16号様式の2(第18条)

八千代市教育委員会様

職務専念義務免除承認申請書

下記のとおり職務に専念する義務の免除を受けたいので申請します。

期間又は期日

2事

所属

職氏名

年

由

月

記

日
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第17号様式中

附則

(施行期日)

1 この訓令は,令和 7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に存するこの訓令による改正前の訓令の様式の用紙は,

当分の間,これを取り繕い使用することができる。

3 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの訓令による改正

前の八千代市立学校職員服務規程に規定する身分証明書を交付された職員の

当該身分証明書は,施行日以後においても,この訓令による改正後の八千代

市立学校職員服務規程に規定する身分証明書を新たに交付されるまでの間,

なお効力を有する。

「所

及び所属コー

職・氏

及び職員コー

「所

所属コ

を

職・氏

職員 コ

提案理由

子育て部分休暇に係る様式を追加する等のため,訓令を改正いたしたい。

名

ド」

に改める。

属
ド
名

」ド

属
ド
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議案第８号 

 

   八千代市適応支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則の制定について 

 八千代市適応支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則を次のように制定する。 

  令和７年３月２５日提出 

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

   八千代市適応支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

 八千代市適応支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成９年

八千代市教委規則第５号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   八千代市教育支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則 

 第１条中「八千代市適応支援センターの設置及び管理に関する条例」を「八

千代市教育支援センターの設置及び管理に関する条例」に，「八千代市適応支

援センター」を「八千代市教育支援センター」に，「適応支援センター」を「

教育支援センター」に改める。 

 第２条及び第３条中「適応支援センター」を「教育支援センター」に改める。 

 第４条中「適応支援センター」を「教育支援センター」に，「八千代市適応

支援センター通所許可申請書」を「八千代市教育支援センター通所許可申請書

」に改める。 

 第５条中「八千代市適応支援センター通所許可書」を「八千代市教育支援セ

ンター通所許可書」に改める。 

 第１号様式中「八千代市適応支援センター通所許可申請書」を「八千代市教

育支援センター通所許可申請書」に，「八千代市適応支援センター」を「八千

代市教育支援センター」に改める。 

36



 第２号様式中「八千代市適応支援センター通所許可書」を「八千代市教育支

援センター通所許可書」に，「八千代市適応支援センター」を「八千代市教育

支援センター」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は，令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の規則の様式の用紙は，

当分の間，これを取り繕い使用することができる。 

 

提案理由 

 適応支援センターの名称の変更に伴い，規則を改正いたしたい。 
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議案第９号 

 

   八千代市青少年センター設置条例施行規則の一部を改正する規則の制定

について 

 八千代市青少年センター設置条例施行規則の一部を改正する規則を次のよう

に制定する。 

  令和７年３月２５日提出 

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

   八千代市青少年センター設置条例施行規則の一部を改正する規則 

 八千代市青少年センター設置条例施行規則（昭和５３年八千代市教委規則第

３号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「は，事務職員とし，その」を「の」に改め，同条の表事務職員の

部主任指導員の項及び指導員の項を削り，同部の前に次のように加える。 

指導主事 主任指導主事 上司の命を受け，青少年の指導及び学校教育に

に関する専門的事項の指導に関する事務に従事

する。 

指導主事 上司の命を受け，青少年の指導及び学校教育に

に関する専門的事項の指導に関する事務に従事

する。 

   附 則 

 この規則は，令和７年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

 青少年センターに指導主事を置くため，規則を改正いたしたい。 
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議案第１０号 

 

第２期八千代市障害者活躍推進計画の策定について 

 第２期八千代市障害者活躍推進計画を次のように策定する。 

  令和７年３月２５日提出 

 

八千代市教育委員会 

教育長 嶺 岸 秀 一   

 

第２期八千代市障害者活躍推進計画 
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議案第１１号  

 

   附属機関の委員の委嘱について  

附属機関の委員に下記の者を委嘱したいので，ご承認願いたい。  

  令和７年３月２５日提出  

 

八千代市教育委員会     

教育長  嶺  岸  秀  一     

 

記  

 

１  八千代市いじめ問題対策調査委員会委員  

 委員の任期満了に伴い，次期委員を委嘱したい。  

 任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日  

区分  氏名  経歴・職業  備考  

法律   富田  絵津子  
鈴木牧子法律事務所  

弁護士  
再任  

医療  高梨  潤一  
東京女子医科大学  

八千代医療センター副院長  
再任  

心理  大橋  和佳  
八千代市教育支援センター  

臨床心理士  
再任  

福祉  曲沼  三七夫  
船橋人権擁護委員協議会  

人権擁護委員  
再任  

教育  花屋  哲郎  秀明大学学校教師学部教授  再任  
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議案第１２号 

    

八千代市いじめ防止基本方針の改定について 

八千代市いじめ防止基本方針を次のように改定する。 

   令和７年３月２５日提出 

   

八千代市教育委員会    

                        教育長  嶺 岸 秀 一    

 

 

八千代市いじめ防止基本方針 
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議案第１３号  

 

   学校運営協議会及び地域学校協働本部の委員の任命について 

学校運営協議会及び地域学校協働本部の委員に下記の者を任命したいので，

ご承認願いたい。  

  令和７年３月２５日提出  

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

記  

 

１ 学校運営協議会委員の任命  

（１）八千代台小学校 

学校運営協議会の設置に伴い，新たに委員を任命したい。  

   任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

八千代台小学

校  

賢賀 正治  八千代台小学校ＰＴＡ会長  新任  

榊巻 敦子  八千代台小学校学校評議員  新任  

髙橋 玲子  八千代台小学校学校評議員  新任  

塩田 恭子  元 萱田南小学校校長 新任  

 八千代台小学校 校長 新任  

 八千代台小学校 教頭 新任  

 

（２）八千代台東小学校  

学校運営協議会の設置に伴い，新たに委員を任命したい。  

   任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

八千代台東小

学校  

切替 基貴  八千代台東小学校 PTA 会長  新任  

崎村 知生  八千代台東町会 会長 新任  
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桒田 詔三  八千代市長寿会連合会副会長  新任  

閑田 栄子  八千代台東南地区民生委員  新任  

藤澤 伊佐雄  秀明大学 教授  新任  

 八千代台東小学校 校長  新任  

 八千代台東小学校 教頭  新任  

 

（３）八千代台西小学校  

学校運営協議会の設置に伴い，新たに委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

八千代台西小

学校  

奥村 隆志  
八千代台西小学校  

PTA 会長  
新任  

神谷 万寿美  
八千代台西小学校  

PTA 副会長  
新任  

小暮 美香  
八千代台西小学校  

PTA 副会長  
新任  

鎌田 和代  
八千代台西小学校 学校評議

員  
新任  

渡邉 美香  
八千代台西小学校 学校評議

員  
新任  

柴山 浩子  
八千代台西小学校 学校評議

員  
新任  

會田 正浩  元 村上北小学校校長 新任  

 八千代台西小学校 校長  新任  

 八千代台西小学校 教頭  新任  

 

 

（４）西高津小学校 

学校運営協議会の設置に伴い，新たに委員を任命したい。  
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  任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

西高津小学校  

結城 慶一  
高津・緑が丘地域学校協働本

部コーディネーター 
新任  

橋本 一義  西高津小学校ＰＴＡ会長  新任  

永田  良  西高津小学校前ＰＴＡ会長  新任  

本間 正美  元西高津小学校教諭 新任  

 西高津小学校校長  新任  

 西高津小学校教頭  新任  

 

（４）高津小学校  

学校運営協議会委員を新たに任命したい。 

任期：令和８年４月１日～令和９年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

高津小学校  寺田 好江  元 高津小学校校長 新任  

 

（５）南高津小学校 

学校運営協議会の設置に伴い，新たに委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

南高津小学校  

藤田 眞紀  南高津小学校 学校評議員  新任  

石坂 杏里  南高津小学校 学校評議員  新任  

安東 真美  南高津小学校 保護者会会長  新任  

清水 純子  
高津・緑が丘地域学校協働本

部 地域コーディネーター  
新任  

久保 光則  元 南高津小学校長 新任  

 南高津小学校 校長 新任  

 南高津小学校 教頭 新任  
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（６）大和田西小学校 

学校運営協議会の設置に伴い，新たに委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

大和田西小学

校  

添田 秀和  元 大和田西小学校 校長   

飯田 英治  元 大和田西小学校 教諭   

服部 直也  大和田西小学校ＰＴＡ会長   

石井 勝規  
大和田西小学校おやじの会会

長  
 

池田 温子  主任児童委員   

江口 弘幸  元大和田西小学校ＰＴＡ会長   

 大和田西小学校 校長  

 大和田西小学校 教頭  

 

（７）新木戸小学校 

学校運営協議会委員を新たに任命したい。 

任期：令和８年４月１日～令和９年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

新木戸小学校  

山口 幸恵  スクールガード  新任  

岡本 宗之  新木戸小学校ＰＴＡ副会長  新任  

 

（８）萱田南小学校 

学校運営協議会の設置に伴い，新たに委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

萱田南小学校  

浮貝 公雄  萱田南小学校 学校評議委員  新任  

谷村 晶子  萱田南小学校 学校評議委員  新任  

飯山 三枝子  萱田南小学校 学校評議委員  新任  

原田 光一  萱田南小学校 学校評議委員  新任  

吉岡 久美子  大和田地区主任児童委員  新任  
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土井 雅津代  萱田南小学校 PTA 会長  新任  

 
 萱田南小学校 校長 新任  

 萱田南小学校 教頭 新任  

 

（９）みどりが丘小学校  

（仮称）みどりが丘小学校分離新設校の開校と同時に学校運営協議会を

設置するため，円滑な運営が図れるよう，１年間みどりが丘小学校学

校運営協議会委員として任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和８年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

みどりが丘小

学校  
宍浦 重智  元 みどりが丘小学校校長  新任  

 

（１０）八千代中学校 

学校運営協議会の設置に伴い，新たに委員を任命したい。  

任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

八千代中学校  

森 千恵子  八千代中学校 PTA 会長  新任  

相馬 剛  元 八千代中学校長 新任  

関野 薫  北東自治会長  新任  

上野 純司  西北地区民生委員  新任  

香取 正子  東南地区主任児童委員 新任  

 八千代中学校 校長 新任  

 八千代中学校 教頭 新任  

 

（１１）勝田台中学校 

学校運営協議会の設置に伴い，新たに委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

勝田台中学校  粟根 秀光  勝田地区自治会会長 新任  
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岩澤   勝利  勝田台自治会会長  新任  

齋藤 雄大  勝田台中学校学校評議員  新任  

岡本 哲夫  
社会福祉協議会 勝田台支会

長  
新任  

橋本 周二  勝田台中学校 元 PTA 会長  新任  

原田 聡子  主任児童委員  新任  

山本 博志  
市民活動推進センター 

カモミールの森代表 
新任  

瀬間めぐみ  勝田台中学校 PTA 会長  新任  

 勝田台南小学校 校長 新任  

 勝田台小学校 校長 新任  

 勝田台中学校 校長 新任  

 勝田台中学校 教頭 新任  

稲盛 貴光  勝田台おやじの会代表 新任  

 

（１２）高津中学校 

  学校運営協議会委員を新たに任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和８年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

高津中学校  一  雅雄  高津中学校 保護者 新任  

 

（１３）八千代台西中学校  

学校運営協議会の設置に伴い，新たに委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

八千代台西中

学校  

荒井 和美  
八千代台西中学校 元 PTA会

長  
新任  

斎藤 新一  元 八千代台西中学校長  新任  

三代川 義雄  
八千代台西中学校 学校評議

員  
新任  
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石黒 真  
学校評議員・八千代台街づく

り  
新任  

鈴木 和昌  
令和７年度八千代台西中学校

保護者会会長  
新任  

小川 紫  
八千代台西中学校 学校評議

員  
新任  

 八千代台西中学校 校長  新任  

 八千代台西中学校 教頭  新任  

 

（１３）東高津中学校 

学校運営協議会の設置に伴い，新たに委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

東高津中学校  

山口 信行 
高津・緑が丘地域学校協働本

部地域コーディネーター 
新任  

出倉 幸夫 
高津・緑が丘地域学校協働本

部地域コーディネーター 
新任  

吉田 江利香 高津地区民生委員 新任  

遠藤 昭司 元 東高津中学校校長 新任  

出倉 大輔 東高津中学校 保護者会会長 新任  

 東高津中学校 校長 新任  

 東高津中学校 教頭 新任  

 

（１４）萱田中学校 

学校運営協議会の設置に伴い，新たに委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

萱田中学校  

宇羽野 聡  萱田中学校 PTA 会長  新任  

齊藤 裕一  萱田中学校 学校評議員  新任  

津川 恵美子  萱田中学校 学校評議員  新任  
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竹原 久美子  萱田中学校 学校評議員  新任  

 萱田中学校 校長  新任  

 萱田中学校 教頭  新任  

 

（１５）阿蘇米本学園 

学校運営協議会の設置に伴い，新たに委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

阿蘇米本学園  

山﨑 達也  阿蘇米本学園 元 PTA 会長  新任  

石川 美恵子  阿蘇米本地区青少協 新任  

小林 直人  阿蘇米本学園保護者代表  新任  

大澤 紀子  元 阿蘇中学校長  新任  

 阿蘇米本学園 校長 新任  

 阿蘇米本学園 副校長 新任  

 阿蘇米本学園 教頭 新任  

 阿蘇米本学園 教頭 新任  

 

※氏名が空欄の委員は，令和７年４月１日現在の校長又は教頭を委員とし

て任命いたしたい。  
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２  地域学校協働本部運営委員の任命  

（１）大和田小学校  

地域学校協働本部運営委員の任期満了に伴い，新たな委員を任命したい。 

  任期：令和７年４月１日～令和８年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

大和田小学校  

杉山 晴康 大和田地区主任児童委員 再任 

新谷 等 萱田町区会長 再任 

八巻 憲一 大和田小学校 PTA 会長 再任 

大澤 こずえ 
八千代市社会福祉協議会 

大和田副支会長 
再任 

小野寺 ひでみ すずかけっこ役員 再任 

木村 恵子 元 八千代台東第二小校長 再任 

池田 温子 大和田小学校 元学校評議員 再任 

小林 裕 大和田小学校 元学校評議員 再任 

 大和田小学校 校長 再任 

 大和田小学校 教頭 再任 

 

（２）八千代台小学校  

地域学校協働本部の設置に伴い，新たな委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和８年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

八千代台小学

校  

賢賀 正治  八千代台小学校ＰＴＡ会長  新任  

榊巻 敦子  八千代台小学校学校評議員  新任  

髙橋 玲子  八千代台小学校学校評議員  新任  

塩田 恭子  元 萱田南小学校校長 新任  

 八千代台小学校 校長 新任  

 八千代台小学校 教頭 新任  
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（３）八千代台東小学校  

地域学校協働本部の設置に伴い，新たな委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和８年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

八千代台東小

学校  

切替 基貴  八千代台東小学校 PTA 会長  新任  

崎村 知生  八千代台東町会 会長 新任  

桒田 詔三  八千代市長寿会連合会副会長  新任  

閑田 栄子  八千代台東南地区民生委員  新任  

藤澤 伊佐雄  秀明大学 教授  新任  

 八千代台東小学校 校長  新任  

 八千代台東小学校 教頭  新任  

 

（４）八千代台西小学校  

地域学校協働本部の設置に伴い，新たな委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和８年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

八千代台西小

学校  

奥村 隆志  
八千代台西小学校  

PTA 会長  
新任  

神谷 万寿美  
八千代台西小学校  

PTA 副会長  
新任  

小暮 美香  
八千代台西小学校  

PTA 副会長  
新任  

鎌田 和代  
八千代台西小学校 学校評議

員  
新任  

渡邉 美香  
八千代台西小学校 学校評議

員  
新任  

柴山 浩子  
八千代台西小学校 学校評議

員  
新任  
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會田 正浩  元村上北小学校 校長 新任  

 八千代台西小学校 校長  新任  

 八千代台西小学校 教頭  新任  

 

（５）高津・緑が丘地域学校協働本部  

地域学校協働本部運営委員の任期満了に伴い，新たな委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和８年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

高津・緑が丘

地域学校協働

本部  

高津・緑が丘

地域学校協働

本部  

佐々木  俊一  

高津・緑が丘地域学校協働

本部  

統括コーディネーター  

再任 

久保  光則  元南高津小学校  校長  再任  

出倉  幸夫  元東高自治会  会長  再任  

結城  慶一  元西高津小学校 PTA 会長  再任  

横尾  雅彦  元西高津小学校 PTA 会長  新任 

石橋  義秀  元西高津小学校  校長  再任  

須藤  隆之  元西高津小学校  校長  再任  

 西高津小学校  校長   

伊佐山  巧  
元高津小学校父親の会  会

長  
再任  

内藤  俊夫  元みどりが丘小学校  校長  再任  

 高津小学校  校長   

清水  純子  
東高津中学校保護者会  会

長  
再任 

 南高津小学校  校長   

一  雅雄  
元 新 木 戸 小 学 校 父 親 の 会  

会長  
再任  

寺田  好江  元新木戸小学校  校長  再任  
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 新木戸小学校  校長   

菅谷  貢  
元みどりが丘小学校保護者

会  会長  
再任  

坂井  誠一  元みどりが丘小学校  校長  再任  

中村  真悟  
みどりが丘小学校  元父親

の会  会長  
新任  

山口  理沙  
みどりが丘小学校  元保護

者会  副会長  
新任  

田中  厚美  
みどりが丘小学校  元保護

者会  副会長  
新任  

 みどりが丘小学校  校長   

樋口  充紀  
元高津中学校保護者会  会

長  
再任  

 高津中学校  校長   

山口  信行  
元 高 津 小 学 校 父 親 の 会  

GM 
再任 

遠藤  昭司  元東高津中学校  校長  再任  

 東高津中学校  校長   

宍浦  重智  元みどりが丘小学校  校長  再任 

風戸  佳代  
元高津小学校・高津中学校

PTA 副会長  
再任 

 

（６）大和田西小学校  

地域学校協働本部の設置に伴い，新たな委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和８年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

大和田西小学

校  

添田 秀和  元大和田西小学校 校長   

飯田 英治  元大和田西小学校 教諭   

服部 直也  大和田西小学校ＰＴＡ会長   
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石井 勝規  
大和田西小学校おやじの会会

長  
 

池田 温子  主任児童委員   

江口 弘幸  元大和田西小学校ＰＴＡ会長   

 大和田西小学校 校長  

 大和田西小学校 教頭  

 

（７）萱田小学校  

  地域学校協働本部の設置に伴い，新たに委員を任命したい。 

  任期：令和７年４月１日～令和８年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

萱田小学校  

麻生 秀樹 学校評議員 再任 

市山 寛朗 萱田 FC 代表 再任 

中島 崇 萱田小学校 PTA 会長 再任 

岩澤 良隆 ボルピィ会会長 再任 

齊藤 裕一 
子供たちを明るく健やかに育

てる会会長 
再任 

津川 恵美子 パーゴラの会 再任 

髙木 雅晴 元 萱田小学校 校長 再任 

 萱田小学校 校長 再任 

 萱田小学校 教頭 再任 

 

（８）萱田南小学校  

地域学校協働本部の設置に伴い，新たな委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和８年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

萱田南小学校  

浮貝 公雄  萱田南小学校 学校評議委員  新任  

谷村 晶子  萱田南小学校 学校評議委員  新任  

飯山 三枝子  萱田南小学校 学校評議委員  新任  
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原田 光一  
萱田南小学校 学校評議委員

（推進員）  
新任  

吉岡 久美子  大和田地区主任児童委員  新任  

土井 雅津代  萱田南小学校 PTA 会長  新任  

 萱田南小学校 校長 新任  

 萱田南小学校 教頭 新任  

 

（９）八千代中学校  

地域学校協働本部の設置に伴い，新たな委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和８年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

八千代中学校  

森 千恵子  八千代中学校 PTA 会長  新任  

相馬 剛  元八千代中学校長  新任  

関野 薫  学校評議員・北東自治会長  新任  

上野 純司  
学校評議員・西北地区民生委

員  
新任  

香取 正子  東南地区主任児童委員 新任  

 八千代中学校 校長 新任  

 八千代中学校 教頭 新任  

 

 

 

（１０）勝田台中学校  

地域学校協働本部の設置に伴い，新たな委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和８年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

勝田台中学校  

粟根 秀光  八千代自治会連合会長 新任  

岩澤   勝利  勝田台自治会会長  新任  

齋藤 雄大  勝田台中学校学校評議員  新任  
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岡本 哲夫  
八千代市社会福祉協議会  

勝田台支会長  
新任  

橋本 周二  元 PTA 会長  新任  

原田 聡子  主任児童委員  新任  

山本 博志  
市民活動推進センター 

カモミールの森代表 
新任  

瀬間めぐみ  本校 PTA 会長  新任  

 勝田台南小学校 校長 新任  

 勝田台小学校 校長 新任  

 勝田台中学校 校長 新任  

 勝田台中学校 教頭 新任  

稲盛 貴光  勝田台おやじの会代表 新任  

 

（１１）八千代台西中学校  

地域学校協働本部の設置に伴い，新たな委員を任命したい。  

  任期：令和７年４月１日～令和８年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

八千代台西中

学校  

荒井 和美  
八千代台西中学校元 PTA 会

長  
新任  

斎藤 新一  元八千代台西中学校長 新任  

三代川 義雄  学校評議員  新任  

石黒 真  
学校評議員・八千代台街づく

り  
新任  

鈴木 和昌  令和７年度保護者会会長  新任  

小川 紫  
八千代台西中学校 学校評議

員  
新任  

 八千代台西中学校 校長  新任  

 八千代台西中学校 教頭  新任  
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（１２）萱田中学校 

地域学校協働本部の設置に伴い，新たな委員を任命したい。  

任期：令和７年４月１日～令和８年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

萱田中学校  

宇羽野 聡  萱田中学校 PTA 会長  新任  

齊藤 裕一  萱田中学校 学校評議員  新任  

津川 恵美子  萱田中学校 学校評議員  新任  

竹原 久美子  萱田中学校 学校評議員  新任  

 萱田中学校 校長  新任  

 萱田中学校 教頭  新任  

 

（１３）阿蘇米本学園 

地域学校協働本部の設置に伴い，新たな委員を任命したい。  

任期：令和７年４月１日～令和８年３月３１日  

学校名  氏名  所属名・役職名  備考  

阿蘇米本学園  

山﨑 達也  阿蘇米本学園 元 PTA 会長  新任  

石川 美恵子  
阿蘇米本地区青少年育成連絡

協議会  
新任  

小林 直人  阿蘇米本学園保護者代表  新任  

櫻井 良夫  
阿蘇米本地区青少年育成連絡

協議会会長  
新任  

丸山 茂  

社会福祉協議会阿蘇北部支会

会長  

畑の先生（2 年生じゃがいも

）  

新任  

根本 清人  スクールガードリーダー  新任  

山野 洋司  米本地区スクールガード  新任  

排詞 妙子  社会福祉協議会米本支会会長  新任  

小名木 信耶  田んぼの先生  新任  

冨田 直希  阿蘇米本学園 元 PTA 会長  新任  
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三橋 一宏  阿蘇米本学園 元 PTA 会長  新任  

福田 美穂  阿蘇米本学園 PTA バレー  新任  

杉元 加奈恵  青少年相談員前会長 新任  

 

※氏名が空欄の委員は，令和７年４月１日現在の校長又は教頭を委員とし

て任命いたしたい。  
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議案第１４号  

 

   職員の任免について  

職員の任免を下記のとおり，ご承認願いたい。  

  令和７年３月２５日提出  

 

八千代市教育委員会    

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

八千代市教育委員会事務局職員（職務の級が７級以上の者に限る。）任免一覧  
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第４次八千代市 

子ども読書活動推進計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
八千代市イメージキャラクター「やっち」 

 

 

令和７年３月 

八千代市教育委員会 

各課報告資料２



 

 



 

 

は じ め に 

 

子どもの読書活動は，子どもが言葉を学び，感性を磨き，表現力を高め，創造

力を豊かなものにし，人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くこと

のできないものです。 

子どもが本と出会い読書に親しむことは，子どもが健やかに成長していく上

で重要な意味を持ちます。読書を通じて，子どもは読解力や想像力，思考力，表

現力等の生きる基礎力を養うとともに，自ら学ぶ楽しさや知る喜びを体得し，さ

らなる知的探究心や真理を求める態度を培うことができます。これらの力や態

度は子ども時代を豊かにするだけでなく，生涯を通じた学びに大きく関わるも

のです。 

子どもが読書を身近な楽しみと感じ，読む習慣を身に付けていくためには，家

庭や学校，図書館をはじめ，保育園，幼稚園，学童保育所など子どもたちの日常

的な生活の場に魅力的な本がある環境が必要です。そして，本と子どもの架け橋

となる大人の存在が重要となります。 

そこで本市では平成２４年（２０１２年）度からの５年間を計画期間とする

「八千代市子ども読書活動推進計画」を策定し，以降その基本方針を継承して子

どもの読書活動を推進するための取組を実施してきました。 

今後も，八千代市の未来を担う子どもたちが，読書を通じて豊かな人間性を備

え，成長することを願って，令和７年（２０２５年）度を初年度とする「第４次

八千代市子ども読書活動推進計画」を策定し，家庭・地域・図書館・学校など関

連機関が連携した，子どもの読書活動を推進してまいります。 

 

 

令和７年３月 

 

 

八千代市教育委員会 

教育長 嶺岸 秀一    
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第１章 計画の策定 

 

１ 計画策定の趣旨 

子どもの読書活動を社会全体で支援するため，国では平成１２年（２０００年）を「子

ども読書年」と定め，平成１３年（２００１年）１２月には，「子どもの読書活動の推

進に関する法律」が施行されました。 

本市では，この法律の施行を受けて，平成２４年（２０１２年）３月に「八千代市子

ども読書活動推進計画」を，令和４年（２０２２年）３月には「第３次八千代市子ども

読書活動推進計画」（以下，「第３次計画」とする）を策定し，「子どもが読書に親しむ

機会の提供と読書環境の整備・充実」「家庭・地域・学校等が一体となった読書活動推

進体制の充実」「子ども読書活動推進の意義の普及・啓発」の３つの基本方針を基に，

子どもたちが自主的に読書に親しみ，読書習慣を身に付けることができる環境づくりを

目指し，必要な施策・事業を推進してきました。 

この度,第３次計画の計画期間が令和６年（２０２４年）度で終了することから，そ

の基本方針を継承し，子どもの読書活動の更なる推進を図るため，「第４次八千代市子

ども読書活動推進計画」を策定します。 

 

【計画の性格】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの読書活動の推進に関する法律 

第四次・第五次 

「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」 

第４次八千代市子ども読書活動推進計画 

千葉県子どもの読書活動推進計画（第四次） 

平成１３年（２００１年） 

１２月 公布・施行 

第四次：平成３０年 

（２０１８年）４月 策定 

令和２年（２０２０年） 

２月 策定 

令和７年（２０２５年） 

３月 策定予定 

第五次：令和５年 

（２０２３年）３月 策定 

国 

国 

県 

市 
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２ 計画の位置づけ 

 本計画は，「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づく「子どもの読書活動の推

進に関する基本的な計画（第五次）」及び「千葉県子どもの読書活動推進計画（第四次）

を基本とし，本市の子どもの読書活動を推進するために定めた第４次の計画です。 

 本市の長期施策を策定した「八千代市第５次総合計画」，教育の基本目標及び施策の

方向性等を示す「第４期八千代市教育振興基本計画」，生涯学習の分野における個別計

画としての「八千代市第４期生涯学習推進計画」の下に位置づけられます。 

 また図書館サービスの推進を目指し策定する「八千代市立図書館サービス方針」とは

相互に関係する計画になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                         

    

 

３ 計画の対象 

 計画の対象は，おおむね１８歳以下の子どもとその保護者等とします。 

 

４ 計画期間 

本計画は，令和７年（２０２５年）度から令和１２年（２０３０年）度までの６年間

とします。 

第４次八千代市 

子ども読書活動推進計画 

計画期間：令和７年（２０２５年）度 

から令和１２年（２０３０年）度 

八千代市第４期生涯学習推進計画 

計画期間：令和７年（２０２５年）度から令和１２年（２０３０年）度 

八千代市第５次総合計画（後期基本計画） 

計画期間：令和７年（２０２５年）度から令和１０年（２０２８年）度 

第４期八千代市教育振興基本計画 

計画期間：令和７年（２０２５年）度から令和１２年（２０３０年）度 

八千代市立図書館サービス方針 
 

計画期間：令和７年（２０２５年）度 

から令和１６年（２０３４年）度 
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５ 計画の効果的な推進のための体制 

本計画を実効性のあるものとするため，関係機関や施設の連携を図るとともに，地域

の民間団体等との連携をさらに深め，取組の効果的な推進を図ります。 

本計画の進捗状況や実績等を定期的に確認し，必要に応じて，取り組み状況を「八千

代市図書館協議会」に報告して意見を求めるなど，引き続き円滑な計画の推進を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

家庭 

・親子で本に親しむ環境づくり 

・本に親しむ機会を創出 

 

地域 

・それぞれの施設等の特色を 

生かし，読み聞かせや読書に 

係る市民の理解と関心の醸成 

 

図書館 

・地域に密着した読書活動の 

拠点 

・発達段階に応じたサービス 

の提供 

・豊かな読書環境を提供 

 

保育園・幼稚園等 

・読書の楽しさに出会う読書環境 

の整備 

・読み聞かせによる子どもたちの 

豊かな感性を育む 

 

学校 

・言語に関する能力の育成等 

・様々な図書に触れる機会を確保 

・多様な子どもたちに対する読書 

活動の支援 

子
ど
も
読
書
活
動 

推
進
の
た
め
の
役
割 
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６ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）への取組 

平成２７年（２０１５年）９月に国連総会で採択された「持続可能な開発のための２

０３０アジェンダ」に掲げられたＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals:持続可

能な開発目標）は，経済・社会・環境の３つのバランスが取れた社会を目指すための国

際目標です。このＳＤＧｓは，発展途上国だけでなく，先進国も含めた全ての国々や人々

を対象としており，令和１２年（２０３０年）までに持続可能な世界を実現するための

１７のゴール・１６９のターゲットで構成され，「誰一人取り残さない」社会の実現を

目指し，達成に向けて全ての人々がＳＤＧｓを理解し，それぞれの立場で主体的に行動

することが求められています。 

本市においては，まちづくりの基本目標となる将来都市像に『人がつながり 未来に

つなぐ 緑豊かな 笑顔あふれるまち やちよ』を掲げる「八千代市第５次総合計画（後

期基本計画）」の中で，ＳＤＧｓの理念を踏まえた施策の展開を図っています。 

本計画においても，ＳＤＧｓの１７のゴールのうち，「４ 質の高い教育をみんなに」，

「１６ 平和と公正をすべての人に」，「１７ パートナーシップで目標を達成しよう」

の達成に貢献することを目指し，全ての人々に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し，

子どもの読書活動推進に向けて司書，保育士，教職員等とともにボランティアグループ

との連携・協働に取り組みます。 

 

 

４ 質の高い教育をみんなに 

子どもの発達段階に応じて本が利用できるように，また図書館の

利用に障害のある子どもにも利用できる本の収集に努めることに

より，子どもの読書環境の整備に取り組みます。 

 

１６ 平和と公正をすべての人に 

 子どもたちの年代や生活環境を問わず，必要としている情報への

アクセスを確保し，学習の拠点として図書館が利用できるよう支援

します。 

 

１７ パートナーシップで目標を達成しよう 

子どもの読書活動推進に向けて，司書，保育士，教職員等ととも

にボランティアグループとの連携・協働に取り組みます。 
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第２章 現状と課題 

１ 子どもの読書活動を取り巻く状況 

⑴  国の第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の閣議決定 

令和５年（２０２３年）３月に閣議決定された「子どもの読書活動の推進に関する

基本的な計画（第五次）」においては，①不読率の低減，②多様な子どもたちの読書

機会の確保，③デジタル社会に対応した読書環境の整備，④子どもの視点に立った読

書活動の推進の４つの基本方針を揚げています。また，国・都道府県・市町村は，様々

な機関と連携して全ての子どもが読書活動の恩恵を受けられるよう，読書活動を推進

することとしています。 

 

⑵  「千葉県子どもの読書活動推進計画（第四次）」策定  

 令和２年（２０２０年）２月に千葉県は，「千葉県子どもの読書活動推進計画（第

四次）」を策定しました。この計画では， ①発達段階別アプローチ，②環境整備・連

携の２つを特色として揚げ，具体的な取り組み事例をあげて明確にしています。新た

な取り組みとして，セカンドブック事業，タブレット端末・インターネット活用，電

子図書館を利用した読書，読みやすさやバリアフリーに配慮した環境整備（読書バリ

アフリー），ビブリオバトル大会，地域の課題に応じた研修会の実施等を揚げていま

す。 

 

⑶  学校図書館法の改正 

  平成２６年（２０１４年）６月に「学校図書館法」は改正され，学校には，司書教

諭のほか，学校図書館の運営の改善及び向上を図り，児童又は生徒及び教員による学

校図書館の利用の一層の促進に資するため，専ら学校図書館の職務に従事する職員を

置くよう努めなければならないと規定されたことから，翌年４月より各学校への学校

司書の配置が進められました。その後，平成２８年（２０１６年）１１月「学校図書

館ガイドライン」「学校司書のモデルカリキュラム」により，学校図書館の整備・充

実化，学校司書に求められる知識・技能を整理したカリキュラムが提示されました。 

  令和４年（２０２２年）４月に「第６次学校図書館図書整備等５か年計画」が始ま

り，学校図書館の計画的な図書の更新，学校図書館への新聞の複数紙配備，学校司書

の配置拡充等の環境整備が求められています。 

 

⑷  学習指導要領等の改訂 

  平成２９年（２０１７年）に「幼稚園教育要領，幼保連携型認定こども園教育・保

育要領，小学校及び中学校学習指導要領」，「保育所保育指針」，平成３０年（２０１

８年）に「高等学校学習指導要領」が改訂され，小学校，中学校及び高等学校では，

言語能力の育成を図るために，必要な言語環境を整えるとともに，国語科を要としつ
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つ各教科等の特質に応じて，言語活動を充実させることと提示されています。併せて，

学校図書館を計画的に利用し，その機能の活用を図り，子どもの自主的及び自発的な

読書活動を充実することが規定されています。 

  また，幼稚園，保育所，認定こども園において，引き続き，乳幼児が絵本や物語等

に親しむこと，それらを通して想像したり，表現したりすることを楽しむことと規定

しています。 

 

⑸  「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の施行 

  「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）（令

和元年法律第４９号）」が令和元年（２０１９年）６月に施行されました。障害の有

無にかかわらず，全ての国民が読書を通じて，文字・活字文化の恵沢を等しく享受す

ることができる社会の実現に向けて，国や地方公共団体が視覚障害者等（視覚障害，

発達障害，肢体不自由等の障害により視覚による表現の認識が困難な者）の読書環境

の整備を総合的かつ効果的に推進することが求められています。 

 

⑹  「子どもの頃の読書活動の効果に関する調査研究報告書」の公表 

令和３年（２０２１年）３月，国立青少年教育振興機構青少年教育研究センターは，

子どもの頃の読み聞かせや読書活動の実態，読書活動が大人になった現在の意識・非

認知能力に与える影響，それに読書活動を形成する要因を検証するために行った,イ

ンターネット調査の結果を公表しました。 

調査結果のポイントとして，①子どもの頃の読書量が多い人は，意識・非認知能力

と認知機能が高い傾向がある，②興味・関心にあわせた読書経験が多い人ほど，小中

高を通した読書量が多い傾向にある，③年代に関係なく，本（紙媒体）を読まない人

が増えている，④一方で，スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを使

った読書は増えている，⑤読書のツールに関係なく，読書している人はしていない人

よりも意識・非認知能力が高い傾向があるが，本（紙媒体）で読書している人の意識・

非認知能力は最も高い傾向がある，の５つがあげられています。 
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２ 第３次計画の成果と課題 

 ⑴ 家庭における読書活動の推進 

子どもの読書習慣の形成には生活の基盤となる家庭の役割が重要になります。保護

者に対しての取組として，まちづくりふれあい講座「ザガズー広場」を開催し,保護

者に子どもへの読み聞かせの大切さや読書の重要性を伝えました。 

また，乳幼児の親子への取り組みとして，赤ちゃんと保護者が絵本を介して心ふれ

あうひとときを持つきっかけとなるよう，絵本をおくるブックスタート事業を実施し，

令和４年（２０２２年）度から令和５年（２０２３年）度の２年間で１，７２４人に

絵本の配布を行いました。「ブックスタート事業に関するアンケート調査」では，ブ

ックスタート絵本を受け取った後，「絵本に興味を持つようになった」「子どもと絵本

を介した楽しい時間を持つようになった」「図書館から絵本を借りるようになった」

との回答があり，ブックスタートをきっかけに保護者が絵本に興味を持つようになっ

たことが窺えます。 

 

読書環境の充実（第３次計画の取組 №1） 

児童書の貸出冊数 令和４年度 令和５年度 目標値（令和６年度） 

冊数 380,925冊 359,216冊 447,000冊 

 

【課題】 

「読書が好き」という子どもたちを増やしていくために，保護者に対して家庭での

読み聞かせを今後も推進していく必要があります。子どもたちが読書に親しむきっか

けを作ることや，読書活動の習慣化に繋がるよう支援していくことが必要です。 

 

 

 

 ⑵ 地域における読書活動の推進 

公民館では，９館のうち２館に図書室があるほか，公民館の主催事業として，主に

子どもを対象とした事業やカリキュラムのひとつに読み聞かせを取り入れて実施し

ました。 

また,子ども支援センターすてっぷ２１と公立保育園に併設した地域子育て支援セ

ンターでは，親子で安心して遊べる場の提供として「遊びと交流の広場」を提供し，

わらべうたや手遊びの紹介，絵本の読み聞かせを実施しました。 

  さらに，学童保育所では，日常的に読書ができるように図書コーナーを設け読書環

境の整備に努め，放課後子ども教室では定期的におはなし会の開催や絵本の読み聞か

せ等を実施しました。 
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学童保育所等における読書活動の推進（第３次計画の取組 №6） 

市内各学童での読み聞

かせの実施 
令和４年度 令和５年度 

目標値 

（令和６年度） 

実施状況 100％  100％ 100％ 

 

文庫等における図書の貸出と本の読み聞かせ（第３次計画の取組 №7） 

読み聞かせサークル等

の登録団体数 
令和４年度 令和５年度 

目標値 

（令和６年度） 

団体数 21団体  15団体 30団体 

 

【課題】 

地域で読書活動を行っている読み聞かせサークル・文庫等については，コロナ禍に

よる活動の縮小や，構成員の高齢化などによって活動困難となった団体もあると思わ

れます。第３次計画以前の水準（目標値）に戻すことを目標に支援していくことが必

要です。 

 

 

 

⑶ 図書館における読書活動の推進 

八千代市には，中央図書館，大和田図書館，八千代台図書館，勝田台図書館，緑が

丘図書館の５つの図書館があります。第３次計画策定時の令和３年（２０２１年）度

末時点と令和５年（２０２３年）度末時点を比較すると，５館での児童書の蔵書冊数

は１６４，２２７冊から１７０，７５３冊と６，５２６冊増加しました。年間の児童

書の貸出冊数は３８４，８０４冊から３５９，２１６冊と２５，５８８冊の減少，０

～１８歳の登録者数は１４，３０５人から１３，３２６人と９７９人の減少となりま

した。 

 

団体貸出の充実（第３次計画の取組 №14） 

団体貸出冊数 令和４年度 令和５年度 
目標値 

（令和６年度） 

冊数 17,642冊 17,119冊 20,000冊 

 

【課題】 

令和２年（２０２０年）度はコロナ禍による休館や外出控えもあり，個人の貸出冊

数は落ちましたが，団体貸出は保育園・幼稚園・学童保育所の利用が伸びました。コ

ロナ禍前は１５，０００冊程度で推移していましたが，令和２年度は１８，３２７冊

の貸出があり，令和３年度は１８，９６９冊と最も多く貸出がありました。コロナ禍
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が落ち着いた令和５年度では利用が控えられている傾向が見られます。子どもたちが

一日の多くの時間を過ごす場所に多くの本を提供することにより，本との出会いの機

会を増やせるよう連携を強化していく必要があります。 

また，八千代市の図書館の０～１８歳の登録者数は，年々減少傾向にあります。令

和３年度と令和５年度の０～１８歳の登録者数の内訳をみてみますと，０～６歳の登

録者数は１，２６０人から１，２７９人と１９人増加していますが，７～１８歳の登

録者数は９９８人の減少となっています。 

小学校から中学校，中学校から高等学校等へ進学するにつれて読書から離れてしま

う傾向にあり，特にティーンズ世代における読書習慣の形成を効果的に図る必要があ

ります。 

 

 

 

⑷ 保育園・幼稚園等における読書活動の推進 

保育園では，保育の中で年齢や発達段階にあった絵本の提供や，季節や日本の行事

に合う絵本の紹介をしました。また，絵本コーナーの置き方も工夫して年齢や興味に

合った絵本を手に取りやすくしたほか，年齢に合った絵本の読み聞かせ等行いました。

保護者に対しては園だよりやクラスだより，保育参観，懇談会等で家庭での読み聞か

せの大切さを伝えました。 

 

職員への研修（第３次計画の取組 №25） 

園内や外部の絵本や読

み聞かせ等に係る研修 
令和４年度 令和５年度 

目標値 

（令和６年度） 

開催数 年間 3回  年間 3回 年間 3回 

 

【課題】 

日々の保育活動において，今後も図書の情報提供等を積極的に取り組む必要があり

ます。また，子どもたちが読書の楽しさを知ることができるよう，継続的な読み聞か

せや，その子にあった図書が身近に手に取れる環境が必要です。 

 

 

 

⑸ 学校における読書活動の推進 

学校の図書館においては，文部科学省が定める「学校図書館図書標準」を目途に，

蔵書を点検し，傷んだ又は情報が古くなった図書を廃棄するとともに，新たな図書を

整備し，蔵書を刷新しました。小学校１９校，中学校１０校，義務教育学校１校の計

３０校うち，各学校の学級数に応じた標準的蔵書冊数を満たす学校図書館は２３校で
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した。（令和５年（２０２３年）３月末時点）。 

また，教育課程内に朝の読書や一斉読書を位置づけ，各学校で実施しました。 

各学校の学校司書が中心となって学校図書館オリエンテーションを進めたことに

よって，より読書に親しもうとする児童・生徒の育成を進めることができました。 

 

読書時間の充実（第３次計画の取組 №27） 

学校図書館オリエンテ

ーションの充実 
令和４年度 令和５年度 

目標値 

（令和６年度） 

実施校割合 100％  100％  100％ 

 

図書館活用の推進（第３次計画の取組 №28） 

1月当たりの学校司書

勤務時の平均利用者数 
令和４年度 令和５年度 

目標値 

（令和６年度） 

人数 549人／月 591人／月  600人／月 

 

学校図書館の蔵書の充実（第３次計画の取組 №30） 

学校図書館図書標準で

定める冊数以上を蔵書

する学校の数 

令和４年度 令和５年度 

目標値 

（令和６年度） 

学校数 23校／30校 23校／30校 26校／30校 

 

学校司書研修会の開催（第３次計画の取組 №32） 

研修会の実施 令和４年度 令和５年度 
目標値 

（令和６年度） 

開催数 3回 3回 
6回 

（希望研修含む） 

 

【課題】 

朝の読書や一斉読書などの読書時間を確保し，今後も継続していくことが必要です。 

また，児童・生徒が読書に興味を持つよう，年齢や個々の興味に応じた読書活動を

促すための働きかけが必要です。 

そして，学校図書館が有している「読書センター」「学習センター」「情報センター」

の３つの機能の実践と，内容のさらなる充実に努める事が必要です。 
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 ⑹ 子ども読書活動を推進するための啓発・広報 

図書館等での「子ども読書の日」のポスター掲示や「こどもの読書週間」における

図書館での読書に関連したイベントの実施，読書に関連するイベント等の情報の広報

やちよ等への掲載等を行い子どもの読書活動を推進するための啓発・広報に努めまし

た。 

 

【課題】 

子どもの読書活動を推進していくため，家庭・地域・図書館・学校・関係機関等が

連携して，子どもが身近に本を手にすることができる環境の整備をさらに進めていく

必要があります。 

 

 

 

 

 

＜「こどもの読書週間」におけるイベント「本だいす木」＞ 
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第３章 計画推進の方策 

 

１ 基本方針 

⑴ 子どもが読書に親しむ機会の提供と読書環境の整備・充実 

個々の興味，感性に合うすばらしい本と出会い，本の楽しさを発見する機会を提供

し，子どもが生涯にわたる読書習慣を身に付けることができるよう，読書環境の整備・

充実を図っていきます。 

 

⑵ 家庭・地域・学校等が一体となった読書活動推進体制の充実 

子どもの自主的な読書活動を推進するため，図書館を中心に家庭・地域・学校・関

係機関等がこれまで以上に連携，協力し，地域社会全体で子どもの読書活動推進を支

えていきます。 

 

⑶ 子ども読書活動推進の意義の普及・啓発 

子どもの読書活動を支え，読書習慣に結び付けるために，子どもと関わる大人が，

子どもの読書活動の意義や重要性についての理解と関心を深めるよう普及や啓発に

努めます。 

 

「第４次 八千代市子ども読書活動推進計画」の体系 

 

 

⑴ 子どもが読書に親しむ機会の 

提供と読書環境の整備・充実 

 

⑵ 家庭・地域・学校等が一体とな 

った読書活動推進体制の充実 

 

⑶ 子ども読書活動推進の意義の 

普及・啓発 

 

     

 

 

⑴ 家庭における読書活動の推進 

⑵ 地域における読書活動の推進 

⑶ 図書館における読書活動の推進 

⑷ 保育園・幼稚園等における読書活 

動の推進 

⑸ 学校における読書活動の推進 

⑹ 子ども読書活動を推進するため 

の啓発・広報 

  

 

個 

 

別 

 

取 

 

組 

  

６つの子ども読書活動推進の 

ための取組 

 

３つの基本方針 
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２ 子ども読書活動推進のための取組 

 

⑴ 家庭における読書活動の推進 

子どもの読書習慣は日常の生活を通して形成されます。そのため，読書が生活の中

に位置づけられ，継続して行われるよう，子どもにとって最も身近な存在である保護

者が配慮・率先して，子どもの読書活動の機会の充実及び習慣化に積極的な役割を果

たせるよう支援します。 

家庭で子どもに絵本を読み聞かせたり，子どもと一緒に本を読んだり，地域の図書

館に出向いたりするなど，工夫して子どもが読書に親しむきっかけを作ることが重要

です。 

こうした家庭における読書活動を促すため，３つの事業に取り組んでいきます。  

 

                                   【継続】 

No.1 具体的な取組 読書環境の充実  

具体的な取組の概要 推進部署 

家庭での読み聞かせや読書を支援するため，図書館の絵本

や児童書の充実を図り，家庭における図書館の本の利用に繋

げます。また，館内の雰囲気づくり等来館しやすい環境の整備

を行い，図書館の利用を促進します。 

図書館 

 ■指標 

内容 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ１２年度末） 

児童書の貸出冊数 359,216冊 511,000冊 

 

                                  【継続】 

No.2 具体的な取組 ブックスタート事業の実施  

具体的な取組の概要 推進部署 

八千代市在住のすべての赤ちゃんに絵本を贈る「ブックス

タート事業」を実施し，乳児期から家庭での絵本を介した親子

の言葉かけやスキンシップの大切さを伝えます。 

図書館 
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                                  【継続】 

No.3 具体的な取組 講座等での啓発  

具体的な取組の概要 推進部署 

まちづくりふれあい講座「ザガズー広場」等を開催し，保護

者に子どもへの読み聞かせの大切さや読書の重要性を伝えて

いきます。 

生涯学習振興課 

■指標 

内容 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ１２年度末） 

まちづくりふれあい講座「ザ

ガズー広場」の年間延べ人数 
－ 180人 

 

 

 

 

＜ザガズー広場＞ 
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⑵ 地域における読書活動の推進 

地域は，家庭や図書館，学校や保育園・幼稚園等以外で子どもたちが過ごす場です。

生涯学習施設である公民館や子育て支援施設である子ども支援センター，地域子育て

支援センター，学童保育所等があります。各施設で実施されている様々な活動により，

子どもがより多くの本に出会い，読書体験をさらに広げるよう支援します。 

また，家庭・地域文庫や読み聞かせ活動等の団体も様々な活動に取り組み，大きな

力を発揮しています。 

地域における読書活動を充実していくため，子どもの自主的な読書活動を支援し，

読書環境を豊かにする活動を推進する，４つの事業に取り組んでいきます。 

 

                                  【継続】 

No.4 具体的な取組 公民館における読書活動の推進  

具体的な取組の概要 推進部署 

公民館では，子どもや保護者を対象に，本の読み聞かせやわ

らべうた等を主催講座の中に取り入れ，子どもの読書活動の

推進に努めます。 

公民館 

 

                                  【継続】 

No.5 具体的な取組 地域子育て支援センター等における読書活動の推進  

具体的な取組の概要 推進部署 

子ども支援センターすてっぷ２１ ２か所，市内公立保育園

に併設した地域子育て支援センター３か所の遊びと交流の広

場で，定期的にわらべうた遊びを行ったり，絵本の紹介を兼ね

て読み聞かせをし，子育てにおいて絵本の読み聞かせ等の大

切さを伝えていきます。 

子ども保育課 

子育て支援課 
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                                  【継続】 

No.6 具体的な取組 学童保育所等における読書活動の推進  

具体的な取組の概要 推進部署 

日常的に子どもが自由に読書できるように児童書コーナー

を設け，読書環境の整備に努めます。また，職員やボランティ

アによるおはなし会の開催や絵本の読み聞かせ等を行いま

す。 

子育て支援課 

■指標 

内容 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ１２年度末） 

市内各学童保育所等での読み

聞かせの実施 
91% 100% 

 

                                  【継続】 

No.7 具体的な取組 文庫等における図書の貸出と本の読み聞かせ  

具体的な取組の概要 推進部署 

子どもたちが，身近に親しい雰囲気の中で本に接すること

ができる家庭・地域文庫等では，読み聞かせや図書の貸出しを

行っています。その活動を促進していくように，ボランティア

へ向けた資料や情報の提供や運営相談に応じるなど，活動へ

の支援に努めます。 

図書館 

■指標 

内容 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ１２年度末） 

読み聞かせサークル等の登録

団体数 
15団体 25団体 

 

 

＜八千代布の絵本製作サークル作成 布の絵本＞ 
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⑶ 図書館における読書活動の推進 

図書館は，子どもが自分の読みたい本を豊富な図書の中から自由に選択し，読書に

親しむ機会を得ることができる場です。子どもが多様な本と出会い，読書の楽しみを

通じて豊かな人間性を育み，知りたいことを自主的に調べることで自ら学び考える機

会を提供できるよう取り組みます。 

また，保護者にとっても子どもと一緒に本を選んだり，子どもの読書について司書

等に相談したりすることができる場所です。そのため，図書館では，子どもや保護者

を対象にしたおはなし会，講座，展示等を実施するほか，子どもの読書活動を推進す

る団体の支援や多様なボランティア活動等の機会・場所の提供，それらの活動を円滑

に行うための研修等も行っており，地域における子どもの読書活動を推進する上で重

要な役割を果たしています。 

図書館における子どもの読書活動の推進のため，４つの新規事業を含む２０の事業

に取り組んでいきます。 

 

                                  【継続】 

No.8 具体的な取組 図書館資料やサービスの充実  

具体的な取組の概要 推進部署 

絵本や物語，調べ学習に役立つ本等魅力ある蔵書の充実を

図り，乳幼児，児童，生徒の発達段階に添った資料やサービス

の提供に努めます。 

図書館 

 

                                  【継続】 

No.9 具体的な取組 おはなし会やイベントの充実  

具体的な取組の概要 推進部署 

本やおはなしの世界に親しみ，本の楽しさを知ってもらう

ため，対象に合わせた絵本の読み聞かせや本の紹介等のおは

なし会や映画会，工作等のイベントを行い，図書館に親しむ機

会を提供します。 

図書館 

 

【継続】 

No.10 具体的な取組 調べ学習の支援  

具体的な取組の概要 推進部署 

図書館の資料を活用し，子どもが自ら調べ学ぶことができ

るよう支援します。また，「図書館を使った調べる学習コンク

ール」 の地域コンクールを行い，学校と連携してコンクール

への参加促進に努めます。 

図書館 

指導課 

学校 
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【継続】 

No.11 具体的な取組 親子で来館しやすい環境の整備  

具体的な取組の概要 推進部署 

子育てコーナーの設置等，乳児期から親子で来館しやすい

環境の整備に努めます。また，図書館ホームページを活用し，

イベント情報等を発信し，親子で図書館に親しむ機会の提供

に努めます。 

図書館 

 

【継続】 

No.12 具体的な取組 ティーンズサービスの充実 

具体的な取組の概要 推進部署 

興味や関心，要求等が多様化するティーンズ世代のための

資料を積極的に収集・提供します。ティーンズコーナーを充実

し，図書館ホームページ上のティーンズのページでも情報を

発信して，ティーンズ世代の図書館利用推進に努めます。ま

た，ティーンズ世代に図書館に親しみを持ってもらえるよう，

おすすめの本やイラストを投稿してもらい，ティーンズコー

ナーに掲示・展示する等，コミュニケーションの場の提供に努

めます。 

図書館 

 

 

【継続】 

No.13 具体的な取組 ブックリストの発行 

具体的な取組の概要 推進部署 

子どもの発達段階に添ったブックリストの作成や見直しを

行い，子どもの興味を促すような図書の紹介に努めます。ま

た，保護者に対し，子どもと本との出会いの機会を取り入れて

もらうためにブックリストを積極的に配布し啓発に努めま

す。 

図書館 

 

 

【継続】 

No.14 具体的な取組 団体貸出の充実 

具体的な取組の概要 推進部署 

保育園や学校，子どもの読書に関わる活動をしている団体

等に対して，図書館資料の貸出しや本の選び方や子どもの読

書活動に役立つ情報提供等の支援を行います。 

図書館 

 

■指標 

内容 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ１２年度末） 

団体貸出冊数 17,119冊 20,000冊 
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【継続】 

No.15 具体的な取組 学校等との連携 

具体的な取組の概要 推進部署 

児童・生徒の図書館職場体験や図書館見学を受け入れ，図書

館の利用方法や読書の楽しさを知ってもらい，図書館に行く

きっかけづくりを支援します。さらに，児童・生徒の調べ学習

等で学校と情報交換を図り，図書館を有効に活用できるよう

に努めます。また，保育園等と連携し，来館した園児へのおは

なし会や本の紹介を行います。 

図書館 

 

 

  【継続】 

No.16 具体的な取組 障害のある子どもに配慮したサービスの充実 

具体的な取組の概要 推進部署 

障害のある子どもが利用しやすい図書や録音資料，布の絵

本，電子書籍等の提供や紹介を行うとともに，宅配サービスを

実施し，利用の促進に努めます。また，点字図書館等全国の図

書館との相互貸借を活用していきます。 

図書館 

 

 

  【継続】 

No.17 具体的な取組 司書の適切な配置と研修の充実 

具体的な取組の概要 推進部署 

児童図書に関する広範な知識，子どもの発達段階に応じた

図書の選択に関する知識及び子どもの読書指導に関する知識

を持ち，子どもや保護者等に本の案内や助言を行うために，専

門的知識・技術を習得するための研修への積極的な参加を図

ります。 

図書館 

 

 

  【継続】 

No.18 具体的な取組 人材の育成と活用 

具体的な取組の概要 推進部署 

地域・保育園・学校等における子どもの読書活動を推進する

ため，活動の場等に関する情報提供や職員及びボランティア

の養成のための研修体制を整備し，子どもの読書活動推進の

担い手の輪を広げていきます。 

図書館 
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  【継続】 

No.19 具体的な取組 図書館利用案内の配布・活用 

具体的な取組の概要 推進部署 

子どもを持つ保護者が利用する窓口や施設等，図書館以外

の場所に図書館の利用案内やブックリストを配置し，図書館

を利用していない方への周知に努めます。 

図書館 

 

 

【継続】 

No.20 具体的な取組 子どもの活動の支援 

具体的な取組の概要 推進部署 

中高生による図書館での絵本の読み聞かせの実演やポップ

作成など，子どもの図書館での活動を支援し，子どもの図書館

や読書への理解を促進します。また，図書館の業務全般を知る

ための研修や講座を行い，受講した児童や生徒を「子ども司

書」として認定していきます。 

図書館 

 

 

  【継続】 

No.21 具体的な取組 学習室や学習スペースを活用した図書館利用の促進 

具体的な取組の概要 推進部署 

図書館の学習室に図書館の魅力を紹介する掲示をする等，

学習のみを目的に来館した中高生等を図書館利用に結びつけ

る取組を実施します。 

図書館 

 

 

【継続】 

No.22 具体的な取組 図書館情報の発信 

具体的な取組の概要 推進部署 

読書や図書館への関心を高めるため，本や図書館の魅力，情

報を発信する手段として，図書館ホームページや SNS を活用

していきます。 

図書館 

 

 

【継続】 

No.23 具体的な取組 市内小学校を対象とした図書館利用登録の促進 

具体的な取組の概要 推進部署 

図書館の利用登録を推進するため，学校を通じて小学生を

対象に，利用登録について周知していきます。 

図書館 
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【新規】 

No24 具体的な取組 図書館展示の充実 

具体的な取組の概要 推進部署 

子ども向け図書の展示を，子どもや保護者への読書に対す

る関心と理解につながるよう定期的に行います。 

図書館 

 

 

【新規】 

No.25 具体的な取組 読書手帳の配布 

具体的な取組の概要 推進部署 

読んだ本を記録することにより，本を読むことに達成感を

感じることで読書意欲が向上することを目指し，読書手帳を

配付します。 

図書館 

 

 

【新規】 

No.26 具体的な取組 外国語と多文化に親しむ図書の充実 

具体的な取組の概要 推進部署 

日本語を母語としない子どもが読書に親しむことができ，

日本の子どもも多様な文化に触れる事ができるよう，中央図

書館で外国語図書等の収集に努めます。 

図書館 

 

 

【新規】 

No.27 具体的な取組 電子図書館の活用 

具体的な取組の概要 推進部署 

情報のデジタル化などの社会変化を踏まえ，子ども向けの

電子書籍を揃えて，電子図書館の整備を進めます。 

図書館 

 

 

 

 

＜ぬいぐるみおとまり会＞ 

 

＜おはなし会＞ 
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⑷ 保育園・幼稚園等における読書活動の推進 

保育園や幼稚園等は，乳幼児にとって初めて集団生活を体験し，１日の中で長い時

間を過ごす場であり，同年齢の子どもたちが読書の楽しさを共有することができます。 

乳幼児期に読書の楽しさを知ることができるよう，保育士や幼稚園教諭が中心にな

り，乳幼児が絵本や物語に親しむ活動を積極的に行います。 

乳幼児が読書の楽しさを知り，日常的に本とつながり，絵本や物語に親しめるよう

取り組みます。また保護者に対し，家庭での読み聞かせや絵本を通しての子育ての楽

しさを伝えていきます。 

こうした保育園・幼稚園等における読書活動を促すため，２つの事業に取り組んで

いきます。 

 

  【継続】 

No.28 具体的な取組 保育園・幼稚園等における絵本に親しめる環境づくりの

充実 

具体的な取組の概要 推進部署 

子どもの豊かな感性を育むために，子どもたちの心に響く

読み聞かせの機会を増やし，よい絵本と出会う環境の充実を

図ります。また，保育園・幼稚園等の絵本コーナーでは発達段

階に合わせた絵本の紹介や園だより等を活用し，保護者に対

して家庭で読み聞かせの大切さや絵本を通しての子育ての楽

しさを伝えるよう努めます。 

子ども保育課 

子育て支援課 

 

  【継続】 

No.29 具体的な取組 職員への研修 

具体的な取組の概要 推進部署 

乳幼児に関わる職員を対象に絵本に対する知識を深め，読

み聞かせの技術を向上するため，講習や研修を行います。 

子ども保育課 

子育て支援課 

■指標 

内容 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ１２年度末） 

園内や外部の絵本や読み聞か

せ等にかかる研修 
年間 3回 年間 3回 

 

 

 

  



23 

 

⑸ 学校における読書活動の推進 

学校は，子どもが本と親しみ，生涯にわたって読書を継続していく習慣を身に付け

ることができる場です。読書習慣を身に付けさせるためには，小学校段階からの継続

した読書指導が大切であり，小学校・中学校・高等学校等の発達段階に応じた子ども

の自主的・意欲的な学習活動や，読書活動を支援します。特に小学生期は基礎的な読

書能力が形成され，読書習慣が身につく時期です。そして中学生期は目的をもって読

書活動をし，知識や考えを深めていける時期です。読書活動や調べ学習を通し，生涯

を通じて幅広く読書を楽しみ，自ら学び続ける姿勢を身につけられるよう，学校図書

館を軸にした読書活動の推進に努めます。 

家庭・地域・図書館・関係機関との連携を図りながら，学校における読書活動を推

進するため，１０の事業に取り組んでいきます。 

 

  【継続】 

No.30 具体的な取組 各学校における魅力ある読書活動の推進 

具体的な取組の概要 推進部署 

司書教諭を中心に各学校の特色や地域，児童・生徒の実態に

即した読書活動を推進し，その充実に努めます。 

指導課 

学校 

 

  【継続】 

No.31 具体的な取組 読書時間の充実 

具体的な取組の概要 推進部署 

各学校で朝の読書や一斉に読書に取り組む活動を実施し，

読書時間の充実に努めます。また，各校で作成した「学校図書

館年間計画」を活用し，教育課程に位置づけた計画的な活用に

努めます。 

指導課 

学校 

図書館 

■指標 

内容 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ１２年度末） 

学校図書館オリエンテーショ

ンの充実（実施校の割合） 
100% 100% 
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  【継続】 

No.32 具体的な取組 図書館活用の推進 

具体的な取組の概要 推進部署 

研修を通じて，職員の意識の高揚を図るとともに，各教科，

領域において，積極的に調べ学習を取り入れ，学校図書館，（市

立）図書館の利用を促進します。 

指導課 

学校 

図書館 

■指標 

内容 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ１２年度末） 

図書館活用の推進 

（１月あたりの学校司書勤務

時の平均利用者数） 

591人／月 650人／月 

 

【継続】 

No.33 具体的な取組 多様な子どもたちの読書活動の推進 

具体的な取組の概要 推進部署 

特別な教育的支援を必要とする子ども、日本語指導を必要

とする子ども、特異な才能のある子ども等、多様な子どもたち

が豊かな読書活動を体験できるよう、一人一人の子どもに合

わせた図書・教材や指導・支援を工夫しながら、読書活動の推

進に努めます。 

指導課 

学校 

 

  【継続】 

No.34 具体的な取組 学校図書館の蔵書の充実 

具体的な取組の概要 推進部署 

毎年度計画的に子どもたちの知的好奇心を満たす魅力的な

図書並びに各教科及び領域での調べ学習に必要な図書の充実

に努めます。                

教育総務課 

指導課 

学校 

■指標 

内容 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ１２年度末） 

学校図書館図書標準で定める

冊数以上を蔵書する学校の数 
23校/30校 26校/31校 
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  【継続】 

No.35 具体的な取組 学校図書館担当教諭及び司書教諭の研修の充実と学校

図書館運営の充実 

具体的な取組の概要 推進部署 

学校に配置されている図書館担当教諭及び司書教諭の研修

を実施し，資質及び実践的能力の向上を図ります。また，「図

書主任と学校司書のための学校図書館運営マニュアル」の活

用をすすめ，学校図書館運営にかかわる教職員の効果的な連

携による運営の充実に努めます。 

指導課 

学校 

 

  【継続】 

No.36 具体的な取組 学校司書研修会の開催 

具体的な取組の概要 推進部署 

学校司書が各学校で活動する際に必要な読書指導に関する

基本的な知識や，学校図書館業務に関することについての研

修を行います。研修の成果を「学校司書実践のまとめ」として

作成し，特色ある取組の情報共有を行います。 

指導課 

学校 

■指標 

内容 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ１２年度末） 

研修会の実施 3回 3回 

 

  【継続】 

No.37 具体的な取組 学校図書館ボランティアの活用 

具体的な取組の概要 推進部署 

学校図書館を活性化し，利用を促進するために，保護者や地

域の人を本と子どもの橋渡し役となる「学校図書館ボランテ

ィア」として活用していきます。 

指導課 

学校 

 

  【継続】 

No.38 具体的な取組 関係機関との連携 

具体的な取組の概要 推進部署 

小中義務教育学校図書館担当教諭と，公共図書館職員との

情報交換を行い，児童・生徒の読書環境の整備に努めます。 

指導課 

学校 

図書館 
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  【継続】 

No.39 具体的な取組 学校図書館における３つの機能の実践と内容の充実 

具体的な取組の概要 推進部署 

学校図書館は読書活動の拠点となる「読書センター」として

の機能と，学習活動を支援したり、授業の内容を豊かにしてそ

の理解を深めたりする「学習センター」としての機能ととも

に，情報ニーズに対応したり、情報の収集・選択・活用能力を

育成したりする「情報センター」としての機能も有していま

す。そのために，それぞれの機能の実践と内容の充実に努めま

す。 

指導課 
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⑹ 子ども読書活動を推進するための啓発・広報 

子どもの読書活動を推進するためには，身近な大人が読書活動の意義について理解

を深め，推進する気運を高めることが重要です。 

社会全体が読書に関心を持ち，子どもの発達段階や個性に応じた自主的な読書活動

を支えていくために，「子ども読書の日」などの啓発をします。また様々な機会を利

用して，家庭・地域・図書館・関係機関が連携して取り組み，市民への子どもの読書

活動の意義や優れた取組についての幅広い広報を行っていきます。 

読書活動推進のための啓発や広報活動を着実に行うため，３つの事業に取り組んで

いきます。 

 

  【継続】 

No.40 具体的な取組 ｢子ども読書の日」等における啓発 

具体的な取組の概要 推進部署 

4 月 23 日「子ども読書の日」は，国民の間に広く子どもの

読書活動についての関心と理解を深めるとともに，子どもが

積極的に読書活動を行う意欲を高めるために設けられた日で

す。そのため子どもや保護者に子どもの読書活動の重要性や

読書の楽しさを周知する行事等を，図書館をはじめ関係機関

で実施します。 

図書館 

関係機関 

 

  【継続】 

No.41 具体的な取組 広報紙・ホームページ等による情報の発信 

具体的な取組の概要 推進部署 

地域や図書館・公民館・学校等における読書に関する取組み

や行事の情報を広報紙・各ホームページ・読書に関するパンフ

レット等を通じて積極的に発信します。 

図書館 

生涯学習振興課

子育て支援課 

 

  【継続】 

No.42 具体的な取組 子ども読書活動推進のための講座等の実施 

具体的な取組の概要 推進部署 

図書館をはじめ，公民館，地域，学校等が連携し，子どもの

読書活動推進のための講座等の実施に努めます。 

図書館 

公民館 

学校 
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資 料 編 
 

１ 子どもの読書活動の推進に関する法律 

（平成十三年十二月十二日法律第百五十四号） 

（目的） 

第一条 

 この法律は，子どもの読書活動の推進に関し，基本理念を定め，並びに国及び地方公

共団体の責務等を明らかにするとともに，子どもの読書活動の推進に関する必要な事項

を定めることにより，子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し，もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 

 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は，子どもが，言

葉を学び，感性を磨き，表現力を高め，創造力を豊かなものにし，人生をより深く生き

る力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ，すべての子

どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよ

う，積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。 

（国の責務） 

第三条 

 国は，前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，子どもの読書活動

の推進に関する施策を総合的に策定し，及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 

 地方公共団体は，基本理念にのっとり，国との連携を図りつつ，その地域の実情を踏

まえ，子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し，及び実施する責務を有する。 

（事業者の努力） 

第五条 

 事業者は，その事業活動を行うに当たっては，基本理念にのっとり，子どもの読書活

動が推進されるよう，子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。 
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（保護者の役割） 

第六条 

 父母その他の保護者は，子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極

的な役割を果たすものとする。 

（関係機関等との連携強化） 

第七条 

 国及び地方公共団体は，子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよ

う，学校，図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整

備に努めるものとする。 

（子ども読書活動推進基本計画） 

第八条 

 政府は，子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，

子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」

という。）を策定しなければならない。 

２ 政府は，子ども読書活動推進基本計画を策定したときは，遅滞なく，これを国会に

報告するとともに，公表しなければならない。 

３ 前項の規定は，子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 

（都道府県子ども読書活動推進計画等） 

第九条 

 都道府県は，子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに，当該都道府県にお

ける子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ，当該都道府県における子どもの読書活

動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」とい

う。）を策定するよう努めなければならない。 

２ 市町村は，子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定

されているときは，子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）

を基本とするとともに，当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ，

当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町

村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は，都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活

動推進計画を策定したときは，これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は，都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計

画の変更について準用する。 
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（子ども読書の日） 

第十条 

 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに，子どもが

積極的に読書活動を行う意欲を高めるため，子ども読書の日を設ける。 

２ 子ども読書の日は，四月二十三日とする。 

３ 国及び地方公共団体は，子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努

めなければならない。 

（財政上の措置等） 

第十一条 

 国及び地方公共団体は，子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な

財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

附則 

 

 この法律は，公布の日から施行する。 
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２ 発達段階ごとの特徴 

時期 特徴 

幼稚園・保育所等の時期 

（おおむね６歳頃まで） 

 乳幼児期には，周りの大人から言葉を掛けてもらっ

たり乳幼児なりの言葉を聞いてもらったりしながら言

葉を次第に獲得するとともに，絵本や物語を読んでも

らうこと等を通じて絵本や物語に興味を示すようにな

る。更に様々な体験を通じてイメージや言葉を豊かに

しながら，絵本や物語の世界を楽しむようになる。 

小学生の時期 

（おおむね 

６歳から１２歳まで） 

 小学校低学年では，本の読み聞かせを聞くだけでな

く，一人で本を読もうとするようになり，語彙の量が

増え，文字で表された場面や情景をイメージするよう

になる。 

 中学年になると，最後まで本を読み通すことができ

る子どもとそうでない子どもの違いが現れ始める。読

み通すことができる子どもは，自分の考え方と比較し

て読むことができるようになるとともに，読む速度が

上がり，多くの本を読むようになる。 

 高学年では，本の選択ができ始め，その良さを味わ

うことができるようになり，好みの本の傾向が現れる

とともに読書の幅が広がり始める一方で，この段階で

発達がとどまったり，読書の幅が広がらなくなったり

する者が出てくる場合がある。 

中学生の時期 

（おおむね 

１２歳から１５歳まで） 

 多読の傾向は減少し，共感したり感動したりできる

本を選んで読むようになる。自己の将来について考え

始めるようになり，読書を将来に役立てようとするよ

うになる。 

高校生の時期 

（おおむね 

１５歳から１８歳まで） 

 読書の目的，資料の種類に応じて，適切に読むこと

ができる水準に達し，知的興味に応じ，一層幅広く，

多様な読書ができるようになる。 

（「子どもの読書活動の推進に関する有識者会議論点まとめ」平成３０年３月より）  
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第４次八千代市子ども読書活動推進計画 

 

発 行 令和７年３月 

八千代市教育委員会 中央図書館 

        〒276-0028 千葉県八千代市村上 2510 

        TEL 047-487-3130  FAX 047-456-8665 

         

          

 

 



 

 

 

八千代市立図書館サービス方針 

 

 

 

 
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

八千代市イメージキャラクター「やっち」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年３月 

八千代市教育委員会 

各課報告資料３



 

 

 



 

 

目   次 

 

 

第１章 八千代市立図書館サービス方針の策定・・・・・・・・・・２ 

   １．方針策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

   ２. 方針の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

   ３. 方針の期間について・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

   ４. 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）への取組・・・・・・・４ 

 

第２章 八千代市立図書館のサービスの概要・・・・・・・・・・・５ 

１．図書館全体の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

   ２. 各図書館の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

 

第３章 八千代市立図書館の現状と課題・・・・・・・・・・・・１６ 

１．図書館のサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

   ２. 図書館の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

 

第４章 これからの図書館サービス・・・・・・・・・・・・・・２０ 

   １．方針の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

   ２．方針の体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

   ３．取組方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

 

    ○資料編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

１．図書館事業に関連する法律及び計画・・・・・・・・・・３０ 

２．年表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１  

  



2 

 

第１章 八千代市立図書館サービス方針の策定 

１．方針策定の趣旨 

近年，少子化による人口減少や高齢化が進行しており，また，グローバル化や技

術革新の進展，働き方改革等，社会を取り巻く環境は，急激に変化しています。こ

れに伴い，個人の価値観やライフスタイルは多様化し，市民の生涯学習に対するニ

ーズはますます高度化しています。こうした市民の生涯学習ニーズに対応するため，

誰もが生涯にわたり学び続けることができ，学んだことを生かし，活躍できる生涯

学習社会を実現することが重要です。 

本市においては，生涯学習部門の個別計画として「八千代市生涯学習推進計画」

を策定し，市民一人ひとりが身近な場所で，学習活動に取り組むことができる機会

の充実に努めるほか，学習の成果が広く生かせる仕組みを構築するとともに，情報

提供や施設整備等学習支援体制の充実を図ることで，学びを通じた市民相互の交流

活動や得られた知識を地域社会に還元できる生涯学習を推進しています。 

八千代市立図書館においては，平成２８年（２０１６年）３月に策定された「八

千代市立図書館サービス計画」を２次に渡って策定，推進して参りました。「第２次

八千代市立図書館サービス計画」が令和６年度をもって満了することを受け，文部

科学省が定めた「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」（平成２４年１２月１９

日文部科学省告示第１７２号）を尊重し，「サービス計画」を「サービス方針」に改

め，単年度の事業計画の策定，公表を実施することと致しました。  

引続き，「地域に根ざしたサービスを行う市民にやさしい図書館」を基本理念と

し，「生涯学習の拠点としての図書館」，「課題解決を支援する図書館」，「まちづくり

の拠点となる図書館」，及び「市民にやさしい図書館」の４つの基本目標に基づき，

中央図書館を中心とした図書館サービスを推進することを目指し，「八千代市立図

書館サービス方針」を策定します。 
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２．方針の位置づけ 

本方針は，本市の長期施策を策定した「八千代市第５次総合計画」を基に，生涯

学習の分野における個別計画としての「八千代市第４期生涯学習推進計画」の影響

下にありますが，図書館サービスは短期間で本質が変わるものではありません。そ

のため，上位計画を参照しつつ，方針の期間は１０年間に設定いたします。 

また，子どもの読書活動推進を目指し策定した「八千代市子ども読書活動推進計

画」とは相互に関連します。 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                         

   

  

 

         

 

 

 

３．方針の期間について 

令和７年度から令和１６年度までの１０年間を対象期間としますが，上位計画の

見直しの際，あるいは社会情勢や市民の生涯学習ニーズの変化等へ対応するため，

適宜見直しを図るものとします。 

第４次八千代市子ども読書活動 

推進計画 

計画期間：令和７年（２０２５年）度か

ら令和１２年（２０３０年）度  

八千代市立図書館サービス方針 

 

対象期間：令和７年（２０２５年）度

から令和１６年（２０３４年）度  

 

 

八千代市第４期生涯学習推進計画 

計画期間：令和７年（２０２５年）度から令和１２年（２０３０年）度  

八千代市第５次総合計画（後期基本計画） 

計画期間：令和７年（２０２５年）度から令和１０年（２０２８年）度  

各図書館 

単年度事業計画  

第４期八千代市教育振興基本計画 

計画期間：令和７年（２０２５年）度から令和１２年（２０３０年）度  



4 

 

４．持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）への取組  

平成２７年（２０１５年）９月に国連総会で採択された「持続可能な開発のため

の２０３０アジェンダ」に掲げられたＳＤＧｓ（ Sustainable  Development 

Goals:持続可能な開発目標）は，経済・社会・環境の３つのバランスが取れた社会

を目指すための国際目標です。このＳＤＧｓは，発展途上国だけでなく，先進国も

含めた全ての国々や人々を対象としており，令和１２年（２０３０年）までに持続

可能な世界を実現するための１７のゴール・１６９のターゲットで構成され，「誰一

人取り残さない」社会の実現を目指し，達成に向けて全ての人々がＳＤＧｓを理解

し，それぞれの立場で主体的に行動することが求められています。 

本市においては，まちづくりの基本目標となる将来都市像に『人がつながり 未

来につなぐ 緑豊かな 笑顔あふれるまち やちよ』を掲げる「八千代市第５次総

合計画（前期基本計画）」の中で，ＳＤＧｓの理念を踏まえた施策の展開を図ってい

ます。 

本計画においても，ＳＤＧｓの１７のゴールのうち，主に「４ 質の高い教育を

みんなに」の達成に貢献することを目指し，全ての人々に包摂的かつ公正な質の高

い教育を確保し，生涯学習の機会を図っていく必要があります。 
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第２章 八千代市立図書館のサービスの概要 

１．図書館全体の状況 

八千代市立図書館は，昭和４４年（１９６９年）に八千代市立図書館（現八千代

市立大和田図書館（以下「大和田図書館」という。）），昭和５０年（１９７５年）に

八千代市立八千代台図書館（以下「八千代台図書館」という。），昭和６２年（１９

８７年）に八千代市立勝田台図書館（以下「勝田台図書館」という。），平成１６年

（２００４年）に八千代市立緑が丘図書館（以下「緑が丘図書館」という。），平成

２７年（２０１５年）７月に地域中心館 1となる八千代市立中央図書館（以下「中央

図書館」という。）が開館し，現在の地域中心館１館と地域図書館 2４館の計５館体

制となりました。令和元年（２０１９年）１０月に，大和田図書館の本館について

は，施設の老朽化対策として同じ敷地内に建てた仮設建物へ移転し，引き続き５館

体制で図書館サービスの提供を行っています。 

また，平成１９年（２００７年）には八千代市立阿蘇公民館（以下「阿蘇公民館」

という。）及び八千代市立睦公民館（以下「睦公民館」という。）での予約本の受取・

返却を開始しました。 

さらに，平成２５年（２０１３年）には八千代市総合生涯学習プラザ及び八千代

市立村上公民館，平成２７年（２０１５年）１０月に八千代市立高津公民館及び中

央図書館入口ロータリー付近（現在は廃止）にブックポスト 3を設置し，市内５図書

館，阿蘇公民館，睦公民館及び各ブックポストを結ぶ物流便を運行することにより，

利用者の利便性の向上を図りました。 

運営の面では，効率的・効果的な図書館サービスを推進するため，平成２７年（２

０１５年）５月に緑が丘図書館，平成２７年（２０１５年）７月に中央図書館，平

成２９年（２０１７年）４月に勝田台図書館に指定管理者制度を導入しました。指

定管理者制度を導入した３館については，令和２年（２０２０年）度からは一括し

て指定管理者による運営を行っています。 

                                                   
1 地域中心館：市民が文化，教養を高め，さらに，調査研究等を進めていくことにより，一人ひ

とりが充実した人生を過ごすことができるような生涯学習の拠点として，貸出とともに高度な

レファレンスサービスを実施する。また，地域図書館支援機能や学校支援の機能，資料の保存機

能，市外の公共図書館等との相互協力の窓口となる役割をもつ，図書館サービスの中心となる図

書館を指す。  

 

2 地域図書館：市民の身近にあって，暮らしに役立つサービス拠点としての役割を持つ。貸出サ

ービス，リクエストの受付，簡易なレファレンス等直接的・実務的なサービスを行うとともに，

集会活動を実施し，催しを開催する図書館を指す。読書相談等に十分に対応できない場合は中央

館への照会や取次等を行う役割も担っている。  

 

3 ブックポスト：利用者が閉館後や休館日等でも図書館資料を返却できるように，設置されたも

のを指す。 
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２．各図書館の状況   

⑴ 中央図書館 

中央図書館は，平成２７年（２０１５年）７月に市内５館目の図書館として，「学

び・憩い・集い・情報の場」をコンセプトに，千葉県立八千代広域公園内に開館し

た，八千代市市民ギャラリーとの複合施設です。 

東葉高速鉄道村上駅から徒歩約１０分の場所に位置し，八千代市全体を半径５キ

ロ圏内でカバーしており，市内全域をサービスエリアとし，本市の図書館サービス

の地域中心館としての機能と役割と地域図書館としての機能と役割を併せ持ちま

す。 

 

 

所在地 〒２７６－００２８ 八千代市村上２５１０ 

電話／ＦＡＸ ０４７－４８６－２３０６ ／ ０４７－４５６－８６６５ 

開館日時 
火～金      午前１０時～午後７時 

土・日・祝日   午前 ９時～午後６時 

休館日 

月曜日（月曜日が休日に当たるときは，その日後において，そ

の日に最も近い休日でない日） 

館内整理日（月曜日を除く最後の平日） 

年末年始（１２／２９～１／４） 

特別整理日（１５日以内） 

開館年月 平成２７年（２０１５年）７月 

施設区分／構造 複合／鉄筋コンクリート造一部鉄骨造２階建，免震構造 

敷地面積 １２，０７３．４２㎡ 

延床面積 ４，８６０．０１㎡ 

各階構成 
１階 

一般図書エリア，児童図書エリア，参考図書エ

リア，雑誌エリア，ティーンズ，ほっとコーナ

ー，おはなしのへや，学習室１，学習室２，グル

ープ学習室，個室，対面朗読室，ボランティア

室，集密書庫，事務室等 

２階 学習室３，自動出納書庫等 

収容可能冊数 ４６０，０００冊 

閲覧席 ３５０席 

駐車場 県有料駐車場２８８台 
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＜中央図書館 外観＞ 

 

市内で最も多くの蔵書を持ち，豊富な資料や情報の中で，滞在型の読書や学習を

行うことができる，ティーンズコーナー，グループ学習室等，若年世代に配慮した

多様な閲覧席が配置された図書館です。  

生涯学習を支援するため，新聞，雑誌，児童書，一般書の閲覧・貸出やレファレ

ンスサービス，ビジネス支援サービス，医療情報サービス等を行っています。   

また，児童書の貸出や家族が一緒に楽しめるおはなし会等を通し，子育て支援や

子どもの読書活動を推進する場の提供を行っています。  

さらに，ボランティアと協働で図書館の運営にあたることで，ボランティアの活

動の場も提供も行っています。 

 

●中央図書館で行っている主なサービス  

 ・閲覧・貸出サービス 

 ・有料オンラインデータベース情報の提供サービス 

 ・レファレンスサービス 

 ・ティーンズサービス 

 ・ビジネス支援サービス 

 ・医療情報サービス 

 ・視聴覚サービス 

 ・郷土・行政資料の提供 

 ・ボランティア活動の支援 

 ・児童サービス 

 ・子育て世代へのサービス 

 ・学校等との連携 

 ・高齢者サービス 

 ・障害者サービス 

 ・多様な言語・文化に配慮したサービス 
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⑵ 大和田図書館 

大和田図書館は，昭和４４年（１９６９年）７月に旧大和田中学校校舎（建築年

昭和３７年（１９６２年）３月）を転用し，八千代市立図書館として開館しました。

その後，昭和５０年（１９７５年）４月に，大和田図書館に改称しました。 

また，昭和５９年（１９８４年）５月に児童図書専用の図書館として別館が開館

しました。 

なお，令和元年（２０１９年）１０月に，敷地内に軽量鉄骨造平屋建（プレハブ）

の施設を八千代市立大和田公民館との複合施設として建設の上で，築５０年以上が

経過し，耐震強度が不足していた本館の機能を移転しました。 

京成大和田駅より徒歩約７分の住宅街に位置し，市民の身近にあって，暮らしに

役立つサービス拠点である，地域図書館の機能と役割を持ちます。 

所在地 〒２７６－００４５ 八千代市大和田２５０－１ 

電話／ＦＡＸ ０４７－４８２－３２４０ ／ ０４７－４８６－６１５６ 

開館日時 火～日・祝日    午前９時～午後５時 

休館日 

月曜日（月曜日が休日に当たるときは，その日後において，そ

の日に最も近い休日でない日） 

館内整理日（月曜日を除く最後の平日） 

年末年始（１２／２９～１／４） 

特別整理日（１５日以内） 

開館年月 

（本館）昭和４４年（１９６９年）７月 

  ＊旧本館は令和４年に解体 

＊現在の本館は，令和元年（２０１９年）１０月に開館 

（別館）昭和５９年（１９８４年）５月 

施設区分／構造 
（本館）複合／軽量鉄骨造平屋建（プレハブ）  

（別館）単独／鉄筋コンクリート造２階建     

敷地面積 ３，６９７．５８㎡ 

延床面積 （本館）２４４．４３７㎡  （別館）２５８．３９㎡ 

各階構成 

本館 
一般室，子育てコーナー，ティーンズコーナー，

参考図書コーナー，事務室 

別館１階 児童室，おはなしコーナー 

別館２階 児童室 

収容可能冊数 （本館）２１，０００冊   （別館）２０，０００冊     

閲覧席 ２２席 

駐車場 兼用３９台 
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＜大和田図書館外観＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜大和田図書館 本館 外観＞   ＜大和田図書館 別館 外観＞  

 

住宅街にあり，乳幼児から高齢者までの世代に利用されており，特に，公園に隣

接していることから，家族連れでの利用が多い図書館です。 

生涯学習を支援するため，本館では，新聞，雑誌，一般書の閲覧・貸出，簡易な

レファレンスサービスを行っています。 

また，別館では，児童書の貸出や家族が一緒に楽しめるおはなし会等を通し，子

育て支援や子どもの読書活動を推進する場の提供を行っています。  

さらに，ボランティアと協働で図書館の運営にあたることで，ボランティアの活

動の場の提供も行っています。 

 

●大和田図書館で行っている主なサービス  

・閲覧・貸出サービス 

・簡易なレファレンスサービス  

 ・ティーンズサービス 

 ・郷土・行政資料の提供 

 ・ボランティア活動の場の提供 

 ・児童サービス 

 ・子育て世代へのサービス 

・高齢者サービス 
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⑶ 八千代台図書館 

八千代台図書館は，市民の厚意により土地が提供され，昭和５０年（１９７５年）

５月に市内２館目の図書館として開館しました。 

京成八千代台駅より徒歩約５分の住宅街に位置し，市民の身近にあって，暮らし

に役立つサービス拠点である，地域図書館の機能と役割を持ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 〒２７６－００３１ 八千代市八千代台北６－７－６ 

電話／ＦＡＸ ０４７－４８２－０９１２ ／ ０４７－４８６－６１５７ 

開館日時 
火～日（木・金を除く）・祝日  午前９時～午後５時 

木・金            午前９時～午後７時 

休館日 

月曜日（月曜日が休日に当たるときは，その日後において，そ

の日に最も近い休日でない日） 

館内整理日（月曜日を除く最後の平日） 

年末年始（１２／２９～１／４） 

特別整理日（１５日以内） 

開館年月 昭和５０年（１９７５年）５月 

施設区分／構造 単独／鉄筋コンクリート造３階建    

敷地面積 ３４０㎡ 

延床面積 ４３５㎡ 

各階構成 

１階 
一般室，参考図書コーナー，ティーンズコーナ

ー等 

２階 児童室，子育てコーナー，事務室 

３階 倉庫 

収容可能冊数 ６０，０００冊     

閲覧席 ２２席 

駐車場 専用２台 
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＜八千代台図書館 外観＞ 

 

住宅街にあり，乳幼児から高齢者までの世代に利用されている小規模な図書館で

す。 

生涯学習を支援するため，新聞，雑誌，児童書，一般書の閲覧・貸出や簡易なレ

ファレンスサービスを行っています。 

また，児童書の貸出や家族が一緒に楽しめるおはなし会等を通し，子育て支援や

子どもの読書活動を推進する場の提供を行っています。  

さらに，ボランティアと協働で図書館の運営にあたることで，ボランティアの活

動の場の提供も行っています。 

 

●八千代台図書館で行っている主なサービス  

・閲覧・貸出サービス 

・簡易なレファレンスサービス  

 ・ティーンズサービス 

 ・郷土・行政資料の提供 

 ・ボランティア活動の場の提供 

 ・児童サービス 

 ・子育て世代へのサービス 

・高齢者サービス 
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⑷ 勝田台図書館 

勝田台図書館は，昭和６２年（１９８７年）６月に市内３館目の図書館として開

館しました。勝田台支所と勝田台文化センター，勝田台消防署等との複合施設であ

る，勝田台市民文化プラザの１，２階に配置されています。 

東葉高速鉄道東葉勝田台駅及び京成線勝田台駅から徒歩約５分の商業地に位置

し，市民の身近にあって，暮らしに役立つサービス拠点である，地域図書館の機能

と役割を持ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 〒２７６－００２３ 八千代市勝田台２－５－１ 

電話／ＦＡＸ ０４７－４８４－４９４６ ／ ０４７－４８６－６１５８ 

開館日時 
火～金    午前９時～午後７時 

土・日・祝日 午後９時～午後５時 

休館日 

月曜日（月曜日が休日に当たるときは，その日後において，そ

の日に最も近い休日でない日） 

館内整理日（月曜日を除く最後の平日） 

年末年始（１２／２９～１／４） 

特別整理日（１５日以内） 

開館年月 昭和６２年（１９８７年）６月 

施設区分／構造 
複合／鉄筋コンクリート造地上４階，地下１階建（内 １・２

階）   

敷地面積 ２，３３８㎡ 

延床面積 ６６３㎡ 

各階構成 
１階 

一般図書コーナー，児童図書コーナー，参考図

書コーナー，ブラウジングコーナー，子育てコ

ーナー，ティーンズコーナー等 

２階 おはなし室，事務室 

収容可能冊数 ８５，０００冊  

閲覧席 ２４席 

駐車場 兼用１０台 
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＜勝田台図書館 外観＞ 

 

ターミナル駅としての東葉高速鉄道東葉勝田台駅及び京成線勝田台駅があり，学

生や八千代市，佐倉市，千葉市の市民の乗降駅として利用されていることから，学

生や社会人の利用も多い図書館です。 

生涯学習を支援するため，新聞，雑誌，児童書，一般書の閲覧・貸出，簡易なレ

ファレンスサービスを行っています。 

また，児童書の貸出や家族が一緒に楽しめるおはなし会等を通し，子育て支援や

子どもの読書活動を推進する場の提供を行っています。 

さらに，ボランティアと協働で図書館の運営にあたることで，ボランティアの活

動の場の提供も行っています。 

 

●勝田台図書館で行っている主なサービス  

・閲覧・貸出サービス 

・簡易なレファレンスサービス  

 ・ティーンズサービス 

・郷土・行政資料の提供 

 ・ボランティア活動の場の提供 

 ・児童サービス 

 ・子育て世代へのサービス 

・高齢者サービス 
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 ⑸ 緑が丘図書館 

緑が丘図書館は，平成１６年（２００４年）４月に市内４館目の図書館として開

館しました。八千代市立緑が丘公民館との複合施設である，緑が丘プラザの１，２，

３階に配置されています。 

東葉高速鉄道八千代緑が丘駅から徒歩約４分の住宅街に位置し，市民の身近にあ

って，暮らしに役立つサービス拠点である，地域図書館の機能と役割を持ちます。 

 

所在地 〒２７６－００４９ 八千代市緑が丘３－１－７ 

電話／ＦＡＸ ０４７－４８９－４９４６ ／ ０４７－４８９－４９４７ 

開館日時 
火～金    午前９時～午後７時 

土・日・祝日 午後９時～午後５時 

休館日 

月曜日（月曜日が休日に当たるときは，その日後において，そ

の日に最も近い休日でない日） 

館内整理日（月曜日を除く最後の平日） 

年末年始（１２／２９～１／４） 

特別整理日（１５日以内） 

開館年月 平成１６年（２００４年）４月 

施設区分／構造 複合／鉄筋コンクリート造５階建（内 １・２・３階） 

敷地面積 １，０００㎡ 

延床面積 １，１６９㎡ 

各階構成 

１階 学習室，管理事務室等 

２階 児童図書室，おはなし室，書庫，事務室 

３階 

一般室，参考図書コーナー，ブラウジングコー

ナー，子育てコーナー，ティーンズコーナー，作

業室等 

収容可能冊数 １２５，０００冊  

閲覧席 ９１席（内 学習室２８席） 

駐車場 兼用２０台 
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＜緑が丘図書館 外観＞ 

 

東葉高速鉄道の開通により開発された地域であり，家族連れや若年世代の利用が

多い図書館です。今後も，緑が丘西地区の都市開発に伴い，図書館利用の増加が見

込まれます。 

生涯学習を支援するため，新聞，雑誌，児童書，一般書のほか，ＣＤ・ＤＶＤの

閲覧・貸出，無線ＬＡＮの提供サービス等情報化社会に対応したサービス，簡易な

レファレンスサービス等の提供のほか，公民館との複合施設であることのメリット

を生かし，大人数を対象とした講座の開催等を行っています。 

また，児童書の貸出や家族が一緒に楽しめるおはなし会等を通し，子育て支援や

子どもの読書活動を推進する場の提供を行っています。 

さらに，ボランティアと協働で図書館の運営にあたることで，ボランティアの活

動の場の提供も行っています。 

 

●緑が丘図書館で行っている主なサービス  

・閲覧・貸出サービス 

・簡易なレファレンスサービス  

 ・ティーンズサービス 

 ・視聴覚サービス 

 ・郷土・行政資料の提供 

 ・ボランティア活動の場の提供 

 ・児童サービス 

 ・子育て世代へのサービス 

・高齢者サービス 
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第３章 八千代市立図書館の現状と課題 

１．図書館のサービス 

⑴ 図書館資料の充実について 

 図書館資料の収集については，市民の要望や地域の実情に留意し，計画的に整

備することが重要であり，その際には紙媒体の資料以外に，映像資料，音声資料，

インターネット等による電子媒体等の多様な資料を整備する必要があります。 

また，年間の図書受入冊数や蔵書新鮮度 4は減少傾向にありますが，限られた予

算の中で新鮮で魅力ある蔵書の維持に努め，市民の知的要求に応えていく必要が

あります。 

 
（資料：「図書館年報」（八千代市立中央図書館）） 

 

（資料：「図書館年報」（八千代市立中央図書館）） 

                                                   
4 蔵書新鮮度：ある期間に新規に受入れた図書冊数をその期間の終わりの蔵書冊数で割った数値

で，蔵書がどれだけ新しくなっているかを示す。 

14,394 
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0
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（年度）
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0.010 0.010 0.011 0.011 
0.013 0.014 0.014 

0.013 

0.013 0.012 0.011 0.013 
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中央 大和田 八千代台 勝田台 緑が丘

（蔵書新鮮度）

（年度）
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 ⑵ 図書館の広報活動について 

図書館は，図書館＝本を借りるところと認識されています。しかし，現在の広

報活動では，既に図書館を利用し図書館で行われる様々な講座に関心を寄せる市

民への情報発信が主となっています。 

図書館では本の貸出以外にも様々なサービスを展開していることを伝えていく

ことで，現在図書館を利用していない市民にも図書館へ関心を持ってもらうこと

が重要となります。 

市民にとって有益で，図書館への理解が深まる情報を効果的に発信する必要が

あります。 

 

 ⑶ 課題解決支援の充実について 

市民の読書活動を支援するだけでなく，地域や市民の課題解決支援や仕事上の

問題を解決するために必要な資料や情報を提供することは，図書館の重要な役割

となっています。特に，健康・医療，ビジネス等といった市民が必要としている

情報を正確に得られるよう支援することが求められています。 

市民の抱える課題を把握し，資料収集や講座の開催による情報提供等に生かし

ていく必要があります。 

 

⑷ レファレンスサービスの利用促進について 

 インターネットの普及により，簡易なレファレンスサービスは減少傾向にあり

ますが，レファレンスサービスは，図書館の持つ資料や情報を効率的に活用する

ための重要なサービスです。しかし，人口規模の近い隣接市のレファレンスサー

ビスの受付件数と比較しても少なくなっています。 

市民が自身の直面する様々な出来事に適切な判断を行うために，市民の活用機

会を増やしていく必要があります。 

 

（資料：「千葉県の図書館」（千葉県公共図書館協会）） 

※令和２年度はレファレンスサービス休止期間あり。 
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16,457 

10,801 
9,159 

10,722 10,984 

2,598 

4,556 5,906 

7,433 

2,500

7,500

12,500

17,500

R2 R3 R4 R5

レファレンスサービス件数（隣接市との比較）

習志野市 佐倉市 八千代市

（年度）

（件）



18 

 

⑸ 読み聞かせ等のボランティア活動を支援する体制の充実について 

図書館では，読み聞かせや布絵本作成といったボランティアが活動しており，

図書館サービス推進のために協働するボランティアは図書館にとって重要な存在

となっています。 

また，現在の図書館には，市民の生涯学習の成果を発揮できる場としての役割

が求められています。 

図書館が行うことのできる支援活動とボランティアが図書館で行うことができ

る活動を具体化し，ボランティア活動に興味を持つ市民や，ボランティアとして

生涯学習の成果を発揮したい市民のために，活動を支援する体制を充実させる必

要があります。 

 

⑹ 児童サービスの充実について 

 子どもの読書活動の充実は，子どもたちが様々なことへの興味・関心を広げ，

知的好奇心や想像力，社会性を育み，また，言葉を学び，感性を磨き，表現力や

想像力を培い，人生をよりよく生きる力を身に付けていく上で欠くことのできな

いものとなっています。 

本市での児童書の個人貸出冊数は，減少傾向にありますが，引き続き「八千代

市子どもの読書活動推進計画」に基づき，子どもの読書環境の整備にあたる必要

があります。 

  

 （資料：「図書館年報」（八千代市立中央図書館）） 

※令和２年度は，新型コロナウィルス感染症対策等による長期休館の期間あり。 

※令和５年度は中央図書館の長期休館の期間あり。 

 

⑺ 学校等との連携・協力に関することについて 

子どもたちが読書の楽しさを知り，自ら考え学ぶことができるよう，学校，

家庭，地域との連携を図り，子どもの発達段階に応じた，子どもの読書活動を

支援することが重要となっています。 
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図書館と学校等で連携を深め，市で一丸となって児童・生徒の読書・学習環 

  境を整え，それぞれもつ課題や，必要な情報を把握していく必要があります。 

２．図書館の運営 

 ⑴ 図書館の持つスペースの活用について 

資料に対する市民の要望に応える一方，限られたスペースの中での資料保管に

は限りがあります。地域図書館の中には，既に収容可能冊数を超えている図書館

もあり，八千代市立図書館全体で収集した資料の利用状況を把握し，重複資料や

利用が少ない資料は中央図書館への移管をする等，八千代市立図書館全体で蔵書

の管理を行う必要があります。 

また，市民からは学習するためのスペース等の増加に対する要望もあることか

ら，限られた館内のスペースをどの用途に使用するか，利用者の意見を踏まえ，

各図書館の利用実態に合うよう検討する必要があります。 

※蔵書冊数＝令和５年度末時点の蔵書冊数 

       

 ⑵ 利用者の視点に立ったサービス環境の実現について 

利用者及び市民の利用促進については，開館時間の延長やブックポストの増設

等の要望もあることから，利用者アンケート等により利用者及び市民のニーズを

的確に把握し，その結果を踏まえ，持続可能な範囲で検討する必要があります。 

  

 ⑶ 効率的・効果的な管理運営について 

施設の管理運営については，各図書館の利用状況を正確に把握し評価を行い，

評価結果と図書館に期待されている役割やサービス形態，地域に必要な機能，及

び費用対効果等，市民の利用ニーズの変化等を総合的に勘案し，検討を進める必

要があります。 

 

⑷ 施設の老朽化について 

八千代台図書館・勝田台図書館・大和田図書館別館は築３０年を越えており，

図書館に期待されている役割やサービス形態，地域に必要な機能，及び費用対効

果等，市民の利用ニーズの変化等を総合的に勘案し，施設の老朽化対応等につい

て，検討を進める必要があります。 

 中央 大和田 八千代台 勝田台 緑が丘 計 

収容可能冊数 460,000  41,000  60,000  85,000  125,000  771,000  

蔵書冊数 223,865 66,613  64,267  94,981  126,324  576,050  

収容率 48.7% 162.5% 107.1% 111.7% 101.1% 74.7% 
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第４章 これからの図書館サービス  

１．方針の基本的な考え方 

 八千代市第５次総合計画では，「誇りと愛着」「共生と自立」「安心と安全」を基本

理念とし，まちづくりの基本目標となる将来都市像を『人がつながり 未来につな

ぐ 緑豊かな 笑顔あふれるまち やちよ』と定めています。 

本方針は，八千代市第５次総合計画の柱の一つである，「豊かな心と文化を育むま

ちづくり」を目指し，これからの本市における生涯学習推進の一環である，図書館

サービスのあるべき姿を示し，市民の生涯学習支援のための基礎となるものです。 

図書館は，図書館法の精神に基づき，図書，記録その他必要資料を収集し，整理

し，保存して，一般公衆の利用に供し，その教養，調査研究，レクリエーション等

に資することを目的として設置され，市民の生活スタイルや考え方の違いによる

様々な情報に対する要求に応え，乳幼児から大人，高齢者や図書館の利用に障害の

ある人といったすべての市民に公平に図書館のサービスを提供することが求めら

れています。 

本方針では，市民一人ひとりの生涯にわたっての様々な活動と日々の暮らしの中

で生じる生活上の疑問や問題に対する課題解決を支援し，暮らしに役立つ地域に根

ざしたサービスを行うことで，市民の知的要求に応えるため，「地域に根ざしたサー

ビスを行う市民にやさしい図書館」を「第２次八千代市立図書館サービス計画」に

続き，基本理念とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

地域に根ざしたサービスを行う 

市民にやさしい図書館 
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２．方針の体系 

 

 

 

 

≪基本目標≫      ≪取組方針≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 生涯学習の拠点  

としての図書館 

２ 課題解決を 

支援する図書館 

⑴ 情報・資料の収集・保存 

⑵ 情報・資料の整備・提供 

⑶ 生涯学習に関する情報発信 

⑷ 多様な学習スペースの提供 

⑸ 自動出納書庫の活用 

⑴ レファレンスサービス 

⑵ ティーンズサービス 

⑶ ビジネス支援サービス 

⑷ 医療情報サービス 

⑴ 郷土・行政資料の収集・保存 

⑵ 郷土・行政資料の整備・提供 

⑶ 行政支援サービス 

⑷ 読み聞かせ等のボランティア活動の支援 

⑴  児童サービス 

⑵  子育て世代へのサービス 

⑶  学校等との連携 

⑷  高齢者サービス 

⑸  障害者サービス 

⑹  多様な言語・文化に配慮したサービス 

  

 

(5)学校図書の支援 

３ まちづくりの 

拠点となる図書館 

４ 誰もが利用 

しやすい図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 

地域に根ざしたサービスを行う 

市民にやさしい図書館 
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３．取組方針 

基本目標１：生涯学習の拠点としての図書館 

自己の充実や生活の向上のために，人生の各段階での課題や必要に応じて，あら

ゆる場所，時間，方法により誰もが生涯にわたり学び続けることができる生涯学習

の拠点として，市民が学ぶための環境を整備するとともに，八千代市内外の図書館

等をつなぐネットワークを活用することで市民が必要とする情報・資料の迅速な提

供を推進します。 

 

⑴ 情報・資料の収集・保存 

市民の多様なニーズに応えるため，「八千代市立図書館資料収集基準」等に基づ

き，文学，参考図書，教養・実用図書等，生涯学習に資する幅広い分野の図書館

資料を収集・保存するとともに，新鮮で魅力ある蔵書の構築に努めます。 

また，視覚や聴覚からの情報取得に役立つ視聴覚資料も図書資料との関係や最

新の技術動向を考慮し収集するとともに，情報化の進展に合わせ，電子書籍等の

デジタル資料（電子的な出版物）の収集に努めます。 

さらに，中央図書館では，専門性の高い内容の調査・研究にも対応できる専門

的な資料も収集・保存し，地域図書館においては，市民に身近な資料の収集・保

存に努めます。 

 

⑵ 情報・資料の整備・提供 

利用者の利便性の向上を図るため，図書館資料の分類，配架，目録・索引の整

備等に努めます。 

また，市内の図書館を結ぶ物流便を運行し，資料の提供体制を整えるとともに，

必要に応じ，国立国会図書館，他県や県内自治体等の図書館からの資料借用制度

を活用した資料の提供に努めます。 

さらに，紙媒体以外の資料については，有料オンラインデータベースや国立国

会図書館デジタル化資料送信サービス（※），電子図書館等のインターネットを活

用したサービスの提供に努めます。 

※ 絶版等の理由で入手が困難な資料を国会図書館の承認を受けた図書館内で

利用できるサービス。 

 

⑶ 生涯学習に関する情報発信 

図書館に対する市民の理解と関心を高め，利用者の拡大を図るため，市ホーム

ページや図書館ホームページ，広報紙，ＳＮＳ等を活用し，図書館情報の周知に

努めます。 
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また，生涯学習に関する情報の発信拠点として，市民にとって幅広い情報を発

信し，利用しやすい図書館ホームページの構築に努めます。 

 

⑷ 多様な学習スペースの提供 

市民の多様な利用ニーズに応えるため，個人が集中して学習できる学習室やキ

ャレル席(隣の席との仕切りがある個人閲覧席)，グループが自由に話し合いをし

ながら学習できるグループ学習室等について，各館の状況に応じ，使用方法や環

境の整備等に努めます。 

また，利用者用にインターネット端末を設置し，インターネット接続環境を持

たない市民の情報の検索や調査の支援に努めるととともに，各館の状況に応じ，

情報提供のための環境の整備等に努めます。 

 

 ⑸ 自動出納書庫の活用 

各地域図書館の資料のうち，八千代市の図書館として今後も必要になる資料を

選定の上で中央図書館に設置の自動出納書庫に移管し，地域図書館の収容冊数を

適正数とすることに努めます。 

また，各地域図書館の収容冊数に余裕を持たせることで，今後必要となる資料

の受入，あるいは館内のレイアウトを見直すなど，地域図書館の実情に合わせた

図書館づくりを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

中央図書館  
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基本目標２：課題解決に役立つ図書館 

社会を取り巻く環境の急激な変化や日々の暮らしの中で生じる課題に応えるた

め，求める情報・資料を的確に聞き取り，必要な情報を案内・提供するとともに，

利用者自身が問題を解決するための正確な情報・資料に速やかにたどり着くよう環

境の整備等を行い，課題解決の支援を推進します。 

 

⑴ レファレンスサービス 

市民の健康・医療・法律等，様々な生活上の疑問に応えるため，市民がレファ

レンスサービスを受けやすい環境の整備をするとともに，参考図書，デジタル資

料及びインターネットを活用した的確なレファレンスに努めます。 

また，利用者が自主的に文献を調べたり調査を進めたりできる，調べ方案内等

のリーフレットやリンク集の作成，講座の開催，及びデータベースの使い方の周

知等の支援に努めます。 

中央図書館では，豊富な蔵書をもとに，地域図書館のレファレンスサービスの

支援に努めます。 

また，地域内外の他機関等との連携を図り，各図書館の資料では調査が難しい

レファレンスサービスの支援に努めます。 

 

 ⑵ ティーンズサービス 

読書離れの傾向が強いティーンズ世代に対しての利用促進を図るため，本に親

しむきっかけづくりとして，ティーンズ世代に向けた広報，及び図書館ホームペ

ージ上での専用ページの充実に努めます。 

また，ティーンズ世代に向けた講座等を開催することにより，図書館の利用促

進を図るとともに，ティーンズ世代同士の交流の場の提供に努めます。 

さらに，日常生活や進路等の悩みといった成長過程に沿った，課題解決に役立

つ資料を充実させ，求める情報の入手の支援に努めます。 

 

 ⑶ ビジネス支援サービス 

ビジネスに関する市民の課題や仕事上の問題を解決するため，中央図書館が中

心となり，ビジネス関係，各種資格取得や，就職，キャリアアップのための情報・

資料を収集・整備・提供するとともに，調べ方案内のリーフレット作成等を行い，

利用しやすい環境の整備に努めます。 

また，関係機関と連携を図り，ビジネス支援に関する講座等の開催に努めます。 
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⑷ 医療情報サービス 

医療や健康に関する市民の課題や問題を解決するため，中央図書館が中心とな

り，医学関係の情報・資料や闘病記等を収集・整備・提供するとともに，調べ方

案内のリーフレット作成等を行い，利用しやすい環境の整備に努めます。 

また，関係機関と連携を図り，医療情報に関する講座等の開催に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八千代台図書館  

大和田図書館  

別館（児童室）  旧本館（令和４年度解体）  

本館（一般室）  
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基本目標３：まちづくりの拠点となる図書館 

郷土について知り，学び，考えるための手がかりとなる資料の活用や次世代への

継承のため，郷土・行政資料の収集や保存，提供に努めることにより，豊かな市民

文化の創造を推進します。 

また，多様化する市民のニーズに対応するため，図書館ボランティアとの協働に

よる事業展開を行い，図書館サービスの質の向上に取り組むとともに，自主的に活

動できるような支援を推進します。 

 

⑴ 郷土・行政資料の収集・保存 

市民が地域について学ぶ機会を提供するため，本市に関する資料については，

中央図書館を中心として，各館の書架の状況に合わせて収集・保存に努めます。 

また，千葉県や近隣自治体に関する資料については，県内図書館の所蔵状況等

も考慮し，主に中央図書館において収集・保存を推進するとともに，今後は，本

市に関する資料のデジタル化に努めます。 

 

⑵ 郷土・行政資料の整備・提供 

収集した郷土・行政資料を有効活用するため，資料の適切な整備・提供に努め

ます。 

また，調査・研究を行うための情報提供及び支援に努めます。 

 

⑶ 行政支援サービス 

市の政策決定，各課の課題解決のため，行政事務に役立つ情報を収集，整備し，

図書館の有する資料や情報を活用したレファレンスに努めます。 

 

⑷ 読み聞かせ等のボランティア活動の支援 

図書館での読み聞かせ等のボランティア活動を推進するため，生涯学習の成果

を発揮できる場の提供，及び図書館ボランティア登録の制度の周知に努めます。 

また，社会貢献活動に興味を持つ方や読み聞かせ等のボランティア活動をして

いる方に対し，講座の開催等による支援に努めます。 
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基本目標４：誰もが利用しやすい図書館 

図書館を利用する乳幼児から高齢者，障害者，外国籍の人等様々な市民のニーズ

に応え，誰もが利用しやすい図書館とするため，それぞれの年代や対象に合わせた

サービスの提供を推進します。 

また，子どもの読書活動については，「八千代市子どもの読書活動推進計画」に基

づき，関係部署と連携して推進します。 

 

⑴ 児童サービス 

子どもの読書活動を支援するため，発達段階に応じた魅力ある絵本や読み物等

を豊富に揃えるとともに，資料の排架やテーマに沿った展示の工夫に努めます。 

また，おはなし会や工作会等の講座を通じ，子どもたちの読書や図書館への関

心の向上に努めます。 

 

⑵ 子育て世代へのサービス 

子育て中の市民を支援するため，子育てに関する資料を集めたコーナーの設置

に努めます。 

また，講座等の開催により，図書館の利用促進を図るとともに，子育て世代同

士の交流の場の提供に努めます。 

 

⑶ 学校等との連携 

子どもの読書活動を支援するため，子どもたちが読書の楽しさを知り，自ら考

え学ぶことができるよう，学校等との連携を図り，児童・生徒の職場体験の受入

れや保育園・幼稚園から来館する園児等へのおはなし会，本の貸出等に努めます。 

また，学校等への図書館資料の団体貸出や読書活動に役立つ情報の提供等を通

し，子どもの読書活動の支援に努めます。 

 

⑷ 高齢者サービス 

高齢者の読書活動を支援するため，文字の大きさや行間等に考慮して作られた

大活字本や音声・映像資料等を収集するとともに，高齢者の読書傾向に配慮した

資料・サービスの提供に努めます。 

また，資料の充実や，高齢者がゆっくりと読書を楽しめ社会とのかかわりが持

てる環境の整備に努めます。 
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⑸ 障害者サービス 

障害者の生涯学習を支援するため，障害の有無による生涯学習への取組に差が

出ることのないよう，大活字本や電子書籍等の障害のある方に配慮した資料の収

集に努めます。 

また，心身に障害がある等の理由で来館が困難な方に対しては，中央図書館に

よる宅配サービスを行うほか，自宅から資料を借りることができる，電子図書館

の案内に努めます。 

さらに，館内設備である対面朗読室や録音室の活用の促進に努めます。 

 

⑹ 多様な言語・文化に配慮したサービス 

外国人等の生涯学習を支援するため，日本語以外の言語を母国語とする市民に

対し，自国についての情報や日本で暮らしていくための知識が得られるよう，外

国語資料の充実，利用案内等の配布物の多言語対応に努めます。 

また，多文化理解に役立つ資料や情報の収集・提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

勝田台図書館  

緑が丘図書館  
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 資料編  

１．図書館事業に関する法律及び計画  

２．年表 
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図書館関係の法令等 

・日本国憲法（昭和 21 年 11 月 3 日 憲法）  

・教育基本法（昭和 22 年 3 月 31 日 法律第 25 号） 

・社会教育法（昭和 24 年 6 月 10 日 法律第 207 号） 

・図書館法（昭和 25 年 4 月 30 日 法律第 118 号） 

・図書館法施行規則（昭和 25 年 9 月 6 日 文部省令第 27 条） 

・図書館法施行令（昭和 34 年 4 月 30 日 法令第 158 号） 

・著作権法（昭和 45 年 5 月 6 日 法律第 48 号） 

・著作権法施行令（昭和 45 年 12 月 10 日 政令第 335 号） 

・生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 

（平成 2 年 6 月 29 日 法律第 71 号） 

・図書館の設置及び運営上の望ましい基準 

（平成 24 年 12 月 19 日 文部科学省告示 第 172 号） 

 ※公立図書館の設置及び運営の望ましい基準 

 （平成 13 年 7 月 18 日 文部科学省告示第 132 号）の全部を改正したもの 

・子どもの読書活動の推進に関する法律（平成 13 年 12 月 12 日 法律第 154 号） 

・子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（第四次） 

（平成 30 年 4 月 20 日閣議決定） 

・文字・活字文化振興法（平成 17 年 7 月 29 日 法律第 91 号） 

・国民読書年に関する決議（平成 20 年 6 月 6 日 決議第 2 号） 

・視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（令和元年 法律第 49 号） 

 

八千代市立図書館に関係する条例・規則・計画等 

・八千代市立図書館設置条例（昭和 44 年 4 月 1 日） 

・八千代市立図書館管理運営規則（平成 11 年 3 月 30 日） 

・第５次八千代市総合計画（令和 3 年度から令和 10 年度） 

・八千代市第４期生涯学習推進計画（令和 7 年度から令和 10 年度） 

・第４次八千代市子ども読書活動推進計画（令和 7 年度から令和 10 年度） 

 

 

 

 

１．図書館事業に関する法律及び計画 
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２．年表 

昭和   41 年 4 月 八千代町教育委員会図書室発足 

 42 年 1 月 市制施行で「八千代市」となる 

 44 年 7 月 八千代市立図書館開館（旧大和田中学校校舎） 

 45 年 8 月 移動図書館「みどり号」運行開始 

 50 年 4 月 八千代市立図書館を「大和田図書館」に改称 

  5 月 八千代台図書館開館 

 59 年 5 月 大和田図書館別館（児童室）開館 

 62 年 6 月 勝田台図書館開館 

平成 8 年 2 月 勝田台図書館電算化業務開始 

 9 年 4 月 八千代市図書館協議会設置 

 10 年 10 月 市立図書館 3 館ネットワーク開始 

  11 月 市立図書館相互運搬業務委託開始 

 16 年 4 月 緑が丘図書館開館  

   祝日開館開始（月曜日以外） 

 18 年 3 月 移動図書館「みどり号」運行廃止 

  5 月 大和田図書館に団体貸出専用の図書室を設置 

 19 年 3 月 障害者等への宅配サービス開始 

  12 月 阿蘇公民館・睦公民館での予約本の受取・返却を開始 

 21 年 4 月 団体貸出配送開始 

 24 年 3 月 (仮称)八千代市立中央図書館・市民ギャラリー整備事業（基本設計） 

  4 月 月曜日の祝日開館実施 

 25 年 3 月 (仮称)八千代市立中央図書館・市民ギャラリー整備事業（実施設計） 

  4 月 文部科学大臣表彰受賞(子どもの読書活動優秀実践図書館として) 

  10 月 総合生涯学習プラザ・村上公民館にブックポストを設置 

 27 年 4 月 緑が丘図書館学習室の月曜日開放開始 

  5 月 緑が丘図書館に指定管理者制度を導入（指定期間 4 年 11 か月間） 

  7 月 八千代市立中央図書館・八千代市市民ギャラリー開館 

   中央図書館に指定管理者制度を導入（指定期間 4 年 9 か月間） 

   電子図書館サービス提供開始 

  10 月 高津公民館と中央図書館入口ロータリー付近にブックポストを設置 

 29 年 4 月 勝田台図書館に指定管理者制度を導入（指定期間 3 年間） 

令和 元年 10 月 大和田図書館本館が仮設施設に移転 

 2 年 2 月 新型コロナウイルスの流行により主催事業が全面中止 
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 4 年 10 月 旧大和田図書館本館解体工事開始（令和 5 年 3 月 11 日まで） 

  11 月 令和４年度千葉県教育功労者表彰（社会教育の部）を受賞 

 5 年 9 月 中央図書館自動出納書庫整備工事開始（令和 7 年 2 月まで） 

  11 月 大和田図書館別館屋根等改修工事開始（令和 6 年 3 月まで） 

 6 年 1 月 中央図書館建物停電のため休館（令和 6 年 2 月 29 日まで） 

  10 月 大和田図書館本館の仮設建物を無償譲渡により本設として利用開始 

  12 月 八千代台図書館玄関庇改修工事開始（令和 7 年 1 月まで） 

    

八千代市イメージキャラクター「やっち」  
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開催会場 八千代市教育委員会庁舎 ２階 大会議室 

議  題 第４期八千代市生涯学習推進計画の策定について 

出席者名 

出席委員   藤澤 伊佐雄 会長（学識経験者） 

田村 俊毅  副会長（市民） 

佐藤 知行  委員（市民） 

武田 美保  委員（市民）           

長谷川 幸雄 委員（関係団体の代表者） 

小野尾 忠一 委員（関係団体の代表者） 

金子 寿次  委員（関係団体の代表者） 

笠川 嘉雄  委員（関係団体の代表者） 

 

事務局    井澤 延浩 （生涯学習振興課長） 

       大野 光弘 （文化・スポーツ課長） 

岡﨑 智  （生涯学習振興課公民館担当主幹） 

       花嶋 政彦 （生涯学習振興課副主幹） 

       江尻 浩太 （生涯学習振興課主査） 

       内田 颯一 （生涯学習振興課主査補） 

       石井 優斗 （生涯学習振興課主査補） 

公開又は非公開の別 公開 

傍聴人定員及び傍聴人数 ０人／定員５人 

所管課名 教育委員会生涯学習振興課 

 

   

各課報告資料４



 

第４期八千代市教育振興基本計画 

（案） 

 

令和７年３月 

八千代市教育委員会 

議案第１号資料



 

 

 

 



は じ め に 

 

現代社会は，少子高齢化・人口減少，グローバル化の進展，気候変動による異常気象や自然災害リ

スクの増大，世界的な感染症の流行や国際情勢の不安定さに象徴される，これまで想定されなかった

事態が発生する予測困難な時代となっています。このような社会的変化を乗り越え，豊かな人生を切

り拓き，個人や社会のウェルビーイング
         ※ １

を実現するため必要とされる主要な知識，スキル及び態度・

価値を示しているのが，ＯＥＣＤ
   ※ ２

が提唱するラーニング・コンパス（学びの羅針盤）２０３０（以下

ラーニング・コンパス
   ※ ３

）です。 

このラーニング・コンパスという名称には，学習者である児童生徒が指導や指示等をそのまま受け

入れるのではなく，未知なる環境の中を自力で歩みを進め，責任をもって進むべき方向を自分で見出

すことが大切であるという想いが込められています。 

本市の子どもたちが，将来の予測が困難なＶＵＣＡ
     ※４

と言われる時代の中で，たくましく，しなやか

に変化を乗り越え，よりよく自らの人生を切り拓いていくためには，「ラーニング・コンパス」を手

に多様な方向性を探っていくという経験を繰り返すことで，自律して学び続ける人間に成長していか

なければなりません。 

そのためには，子どもに関わる全ての大人が，子どもは有能な学び手であると『本気』で捉え，子

どもの学びの伴走者となり，子ども主体の学びを進めていくという意識をもたなければなりません。 

子どもは，適切な環境が整えば主体的・能動的に力を伸ばす有能な学習者であるという共通認識を

もち，潜在的にもっている資質・能力を自ら引き出し，伸ばそうとする子どもたちの伴走者として学

びを支え，自律して学び続ける人間を育てる教育を推進していきたいと考えています。 

このたび，本市教育委員会は，その果たす役割を深く認識し，これからの６年間を見据えた教育の

目標や施策の方向性等を示す「第４期八千代市教育振興基本計画」を策定しました。 

本計画は，「第２期学校教育推進計画」「第４期八千代市生涯学習推進計画」「第３期八千代市スポ

ーツ推進計画」を３本の柱とすることで計画の達成を図ろうとするものです。子どもたちはもとより

成年からシニアまで，各々のライフステージや興味関心に応じた多様な学びを得られるように環境を

整え，市民一人一人が生きがいを感じ，幸福感に満たされた生き方ができることを目指します。そし

て，教育の充実が，個，家庭，地域全体にウェルビーイングをもたらし，持続可能で豊かな地域社会

の創造につなげていけるよう，学校教育と社会教育を一体的に推進してまいります。 

 

令和７年３月 

 八千代市教育委員会 

教育長 嶺岸 秀一   

 

※1 ウェルビーイング：身体的・精神的・社会的に良い状態にあることを示し，多様な個人がそれぞれ幸せや生

きがいを感じつとともに，個人を取り巻く場や地域，社会が幸せや豊かさを感じられる良い状態にあるにある

ことも含む包括的な概念 

※2 ＯＥＣＤ：「Organisation for Economic Co-operation and Development」（経済協力開発機構）

は，世界経済や社会福祉の向上を目的とする国際機関 

※3 ラーニング・コンパス：生徒が，未知なる環境の中を自力で歩みを進め，意味のある，また責任意識を伴う

方法で，進むべき方向を見出す必要性を強調する目的で採用された比喩 

※4 VUCA：Volatility（変動性），Uncertainty（不確実性），Complexity（複雑性），Ambiguity（曖昧

性）の頭文字を取った造語で，変化が激しく，将来の予測が困難な状態 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

「八千代市教育振興基本計画」は，本市における総合的かつ計画的にまちづくりを進め

る指針として策定される「八千代市総合計画」と整合を図り，学校教育，生涯学習，文化・

スポーツに関する施策を包含したものであり，教育の基本目標及び施策の方向性等を示す

計画です。 

 

２ 計画の位置づけ 

この計画は，「八千代市総合計画」を上位とした関連する各種分野別計画と整合を図り，

教育基本法第１７条第２項の規定に基づく，八千代市における「教育振興基本計画」とし

て位置づけるものです。 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国  教育振興基本計画 

 

 
県  教育振興基本計画 

 

 

八千代市教育振興基本計画      

 

 

八千代市総合計画 

八千代市教育大綱 

 

八
千
代
市 

学
校
教
育
推
進
計
画 

 

八
千
代
市 

生
涯
学
習
推
進
計
画 

 

八
千
代
市 

ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画 

 
 

 
 

 

八千代市教育委員会では，学校教育，生涯学習，スポーツに関する施策はそれ
ぞれ「八千代市学校教育推進計画」「八千代市生涯学習推進計画」「八千代市

スポーツ推進計画」で定めています。 
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３ 計画期間 

第４期八千代市教育振興基本計画の計画期間は，令和７年度(2025)から令和12年度

(2030)までの６年間とします。なお，計画期間内であっても社会情勢や新たな教育課題等

を踏まえ，必要に応じて見直すものとします。             

             （年度） 

 令和３ 
（2021） 

令和４ 
（2022） 

令和５ 
（2023） 

令和６
（2024） 

令和７
（2025） 

令和８ 
（2026） 

令和９ 
（2027） 

令和 10 
（2028） 

令和 11 
（2029） 

令和 12
（2030） 

八千代市 
教育振興基本計画  

 

          

八千代市 
学校教育推進計画 

 

          

八千代市 
生涯学習推進計画  

          

八千代市 
スポーツ推進計画  

 

          

 
４ 教育を取り巻く状況 

⑴ 国の動向 

令和５年６月に，第４期教育振興基本計画が閣議決定され，教育基本法を普遍的な使命

としつつ，新たな時代の要請を取り入れていく「不易流行」を基調とし，２０４０年以降

の社会を見据えた教育政策におけるコンセプトとも言うべき「総括的な基本方針」として

「持続可能な社会の創り手の育成」と「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」を

掲げました。 

さらに，実効ある教育施策を進めていくため，「グローバル化する社会の持続的な発展に

向けて学び続ける人材の育成」「誰一人取り残されず，全ての人の可能性を引き出す共生社

会の実現に向けた教育の推進」「地域や家庭でともに学び支え合う社会の実現に向けた教育

の推進」「教育デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進」「計画の実効性確保の

ための基盤整備・対話」の「５つの基本的な方針」と「１６の目標と基本施策，指標」を定

め，政策の目標と具体的な施策を総合的かつ体系的に示しています。 

⑵ 県の動向 

県は，令和７年３月に策定（予定）の第４期千葉県教育振興基本計画中で，「子供たちの

自信を育む教育の土台づくり」「未来を切り拓く人の育成」「地域全体で子供を育てる体制

と全ての人が活躍できる環境づくり」の３つの基本目標を定め，人生をしなやかに切り拓

き，千葉の未来を創る「人」の育成を目指しています。 

第３期八千代市教育振興基本計画 

【令和４年度～令和６年度】 
第４期八千代市教育振興基本計画 

【令和７年度～令和 12年度】 

 

八千代市学校教育推進計画 
【令和４年度～令和６年度】 

 

第２期八千代市学校教育推進計画 

【令和７年度～令和 12年度】 

 

第３期八千代市生涯学習推進計画 

【令和３年度～令和６年度】 

第４期八千代市生涯学習推進計画 

【令和７年度～令和 12年度】 

 

第２期八千代市スポーツ推進計画 

【令和３年度～令和６年度】 

第３期八千代市スポーツ推進計画 

【令和７年度～令和 12年度】 

 

第２期 

【～令

和３年

度】 
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⑶ 本市の取組 

本市では，令和４年度から令和６年度まで，「第３期八千代市教育振興基本計画」におい

て，教育目標「未来を拓き，豊かに生きる人間を育む」に向けた，基本方針を示すととも

に，３本の柱である「八千代市学校教育推進計画」，「第３期八千代市生涯学習推進計画」，

「第２期八千代市スポーツ推進計画」により，それぞれの施策を推進することで，教育の

振興に取り組んできました。 

また，コロナ禍においては，話合い活動や学校行事など様々な活動が制限されるなど，

教育活動の一部に支障が生じ，不登校の増加や体力低下など，児童生徒の学習や心身に影

響が出ました。本市ではこの課題に対し，「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的

な充実を推進することで，誰一人取り残さない教育を実践しています。 

⑷ ＥＳＤとしてのＳＤＧｓへの取組 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は，平成２７（２０１５）年９月の国連サミットで採

択された国際目標であり，１７のゴール・１６９のターゲットから構成され「誰一人取り

残さない」社会の実現を目指して，経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り

組むものです。 

一方，ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）は，ＳＤＧｓの全ての目標の実現に寄与

するものであることが第７４回国連総会において確認され，学習指導要領の基盤となる理

念とされています。 

本市では全ての小中義務教育学校において，ＥＳＤを推進し，持続可能な社会の創り手

の育成を目指し，教育活動を推進しています。 

≪持続可能な開発目標≫ 
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第２章 本市が目指すこれからの教育 
 

１ 基本目標 

八千代市第５次総合計画では，まちづくりの基本目標となる将来都市像を「人がつなが

り 未来につなぐ 緑豊かな 笑顔あふれるまち やちよ」と定め，「誇りと愛着」「共生と自

立」「安心と安全」を基本理念としています。  

本計画は，「しなやかに未来を拓き，豊かに生きる人間を育む」ことを教育目標として掲

げ，様々な社会変化を乗り越え，豊かな人生を切り拓くことができるよう，持続可能な社

会の創り手を育成するとともに，教育を通じてウェルビーイングの向上に取り組みます。 

 

２ 基本方針 

⑴ 教育 

グローバル社会を生きるこどもたちには，自他を大切にし，尊重する心を育てることや

多様性を認め，他者と協働して課題を解決する力を育てることが求められています。 

道徳教育や体験活動，多様な表現活動等を通して，情操豊かな心の育成，地域を愛する

心や誇りを育むための教育を推進し，青少年健全育成に取組むことにより，学校・家庭・

地域社会が一体となって，誰一人取り残さない社会づくりを実現します。 

⑵ 生涯学習 

平均寿命が伸長する中，豊かな人生を送るためには，生涯にわたり学習できる環境の整

備と学習成果を地域活動に活かすことができる体制が必要です。 

誰もが身近な場所で，学習活動に取り組める学習の機会や情報提供の充実，施設整備な

どの学習支援体制の充実を図るとともに，学びを通した市民相互の交流活動や得られた知

識を地域社会に活かすことができる生涯学習を推進します。 

⑶ 文化 

市民の心の豊かさや地域の魅力を高めるため，より多くの人が文化芸術に興味を持って

もらい，文化芸術活動の活性化が重要となっています。 

誰もが文化芸術を身近に感じ，市民の自主的な文化活動を支援するとともに，先人が守

ってきた伝統文化の継承と貴重な文化財の適切な管理・保存，観光資源としての有効活用

を図ります。 

⑷ スポーツ 

スポーツへの関心や意欲の高まりを受けて，誰もが気軽に参加することができ，スポー

ツをより親しむことができる環境が求められています。 

健康増進につながるスポーツの重要性や魅力を伝えることで市民の関心を高め，生涯に

わたって自発的にスポーツを楽しめる機会の提供と環境の整備・充実を目指します。 



教育 〔施策〕 〔取組〕

（5）教育ＤＸの推進  ① １人１台端末の活用

 ② 児童生徒の情報活用能力の育成

 ③ 校務ＤＸの推進

 ④ ＩＣＴ環境の整備

 ⑤ 緊急時の対応

 ④ 学校安全の推進

（4）体育・健康・安全に関する教育の充実  ① 学校体育の充実

 ④ 豊かな心の育成とウェルビーイングの
　　向上

 ⑤ 郷土愛を育む教育の充実

 ⑥ 生徒指導と教育相談の充実

 ⑦ 地域社会との連携の推進

（3）多様な教育ニーズに応じた支援の充実  ① 個に応じた支援の充実

 ③ 学校給食・食育の充実

 ② 特別支援教育のための環境整備

 ③ 交流及び共同学習の推進

 ④ 不登校児童生徒への支援の充実

 ⑤ 日本語指導が必要な児童生徒への支援の
　　充実

 ② 学校保健の充実

 ③ 国際教育・外国語教育の充実

３　施策と取組

 １ 学校教育 （1）教育環境の整備  ① 学校の適正配置

 ② 学校教育施設の整備・改修等

 ③ 就学困難児童生徒の支援

 ④ 学校の働き方改革の推進

（2）教育内容の充実  ① ＥＳＤの推進

 ② 教職員の資質向上と確かな学力の育成

5



生涯学習

（2）学びを通した交流と成果の還元  ① 学習成果を活用した交流の支援

 ② 団体活動の支援と学習成果の地域還元の
　　促進

 ③ 人材の育成・確保・活用の推進

（3）市民の学びの環境整備  ① 生涯学習関係施設の整備

 ② 情報提供の充実

（4）地域社会と連携した教育の支援  ① 地域と学校の連携・協働の推進

 ② 青少年による自主活動の推進

 １ 生涯学習 （1）市民の学びの支援  ① 市民のニーズに対応した学習機会の提供

 ③ 青少年健全育成施設の管理・運営

 ① 地域社会活動への参加の促進

 ② 非行防止対策・自立支援の推進

（2）青少年の自立支援

 ② 地域力の強化

（3）青少年健全育成事業の推進  ① 社会環境の健全化の推進

 ２ 青少年健全育成 （1）青少年健全育成支援体制の整備  ① 組織体制の充実

6



文化

スポーツ

 ④ 総合型地域スポーツクラブの活動支援

 ⑤ スポーツ情報の収集と提供

（3）スポーツ施設の充実  ① スポーツ施設の管理・運営

 ② 学校体育施設の活用

 ② スポーツ推進委員の資質向上と活動の
　　充実

 ③ 関係団体との連携

 ② 資料の収集と活用

（3）埋蔵文化財の保護と活用  ① 発掘調査体制の整備

 ② 整理事業の推進と活用

 ③ 出土資料の適切な管理

 ② スポーツ大会等の開催

 ③ 競技力の向上

（2）スポーツ環境の整備  ① スポーツ指導者の育成

 ② 文化活動の機会の充実

 ③ 文化芸術に関する情報の発信とネット
　　ワーク化

１ スポーツ・
 レクリエーション

（1）スポーツ活動の推進 
 ① ライフステージ等に応じたスポーツ活動
　　の推進

 ２ 文化財 （1）文化財の保護と活用  ① 文化財調査の推進

 ② 文化財の保護

 ③ 伝統文化の継承

（2）文化資料の収集・保存・活用  ① 保存・展示施設の充実

（2）文化芸術施設の活用・充実  ① 文化芸術施設の管理・運営

 １ 文化芸術 （1）文化活動の推進  ① 文化芸術団体，グループ等の支援

7
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４ 計画の進行管理 

 

本計画を地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づき，点検，評価及び

公表するとともに，八千代市学校教育推進計画，八千代市生涯学習推進計画及び八千代市

スポーツ推進計画の計画ごとに評価し，計画の進行を管理します。 

 

 

※地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 

第２６条 教育委員会は，毎年，その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を

行い，その結果に関する報告書を作成し，これを議会に提出するとともに，公表しなければならない。 

２ 教育委員会は，前項の点検及び評価を行うに当たっては，教育に関し学識経験を有する者の知見の

活用を図るものとする。 



資 料         市民憲章・都市宣言 
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八千代市民憲章 

        光よ，土よ，風よ，水よ，きょうも新しい命をありがとう。 

        わたしたちは，生ある限り，互いに支え合い，共に生きる社会をつくるため， 

        ここに八千代市民憲章を定めます。 

 

        １．やさしい心と明るい声が響き合う，健やかなまちをつくります。 

        １．小さな一歩を積み重ね，地球を考えるまちをつくります。 

        １．よろこびと希望に満ちた，安心して住めるまちをつくります。 

        １．自然を愛し，緑と花を育て，文化と潤いのあるまちをつくります。 

        １．みんなで支え合い，共に生きるまちをつくります。 

平成１０年１１月１９日制定 

 

 

八千代市子ども憲章 

     緑豊かな自然に恵まれた八千代市の輝かしい未来を願う私たちは， 

     八千代市を誇りに思い，愛と友情あふれるやさしい心をもち，「みんなが一人のために， 

     一人がみんなのために」を心がけながら，手をとりあい，だれもが好きになるすばらしい 

     八千代市にしていくことを誓い，ここに「八千代市子ども憲章」を定めます。 

 

     【自  然】  私たちは，八千代市のシンボル新川を守りつづけながら， 

             ゴミのない自然の豊かなきれいなまちをつくっていきます。 

 

     【  夢  】  私たちは，自分の夢に向かって，共に語りあい励ましあいながら 

             前進するため日々努力していきます。 

  

     【  命  】  私たちは，明るく健康な毎日を送れるように心がけ， 

             両親から与えられたかけがえのない命と， 

             地球すべての命を大切にしていきます。 

 

     【思いやり】  私たちは，いつも相手の気持ちを考える心を持ち， 

             仲間と協力しあい助けあっていきます。 

 

     【礼  儀】  私たちは，だれとでも明るいあいさつをかわし， 

             たがいにマナーを守って，気持ちよくふれあっていきます。 

 

     【文  化】  私たちは，八千代市の文化や伝統を大切にし，さらに，世界の仲間たち 

             との交流を深めることで新しい文化をつくっていきます。 
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２００１年１月１日制定 

緑の都市宣言 

    私たちは，祖先が培った豊かな緑と美しい自然環境の中で生活を営んでいる。 

    この緑豊かな自然環境こそ，私たち八千代市民共通の誇りであり宝である。 

    私たちは，この緑豊かな八千代市に永遠に住み続けたいと念願する。 

    そのため私たち八千代市民は， 

    失われつつあるこのふるさとの貴重な緑を守り身近な緑を育み， 

    後世に引き継ぐために全ての市民が一体となり，決意をもって総力をあげ， 

    緑に囲まれ安らぎと潤いのある，健康的で人間が住むにふさわしい街づくり 

    をすることを誓い，八千代市を「緑の都市」とすることをここに宣言する。 

 

昭和６２年５月２３日 八千代市 

 

 

平和都市宣言 

    私たち八千代市民は， 

    ２１世紀に向けて「調和のとれた人間都市」八千代市の実現をめざしている。 

    この将来都市像の実現は，日本の安全と世界の恒久平和なくしては望み得ないものである。 

    私たち八千代市民は，わが国が世界唯一の被爆国として， 

    核兵器の恐ろしさと被爆者の苦しみを世界の人々に訴え続けるとともに， 

    再び地球上に広島・長崎の惨禍が繰り返されることがないよう 

    世界の恒久平和の達成を強く念願するものである。 

    私たち八千代市民は，生命の尊厳を深く認識し， 

    将来にわたって，わが国の非核三原則が堅持されるとともに， 

    平和を脅かす核兵器の廃絶と世界の恒久平和の達成のため努力することを決意し， 

    ここに平和都市を宣言する。 

昭和６２年９月１８日 八千代市 

 

 

健康都市宣言 

    私たち八千代市民は，新川のようにおだやかなまちの中で，だれもが生きがいをもち， 

    安心して自分らしく，心豊かに暮らせることを望んでいます。 

 

    私たちは健康について考え，家族や地域の人たちと学び合い，ふれあいの輪を広げながら， 

    地球市民であることを自覚し，健康的な環境づくりに努めます。 

 

    ここに市民一人ひとりが，愛と夢，勇気をもって， 

    生きていることの幸せを実感できるまちづくりを誓い，「健康都市」を宣言します。 

 

平成１１年３月１９日 八千代市 
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八千代市教育委員会 

議案第２号資料



 

 

は じ め に 

 

現代社会は，少子高齢化・人口減少・グルーバル化の進展，気候変動による異常

気象や自然災害リスクの増大，世界的な感染症の流行や国際情勢の不安定さに象徴

される，これまで想定されなかった事態が発生する予測困難な時代になっています。 

本市では「未来を拓き，豊かに生きる人間を育む」ことを教育目標として掲げ，

現代的・社会的な課題に対してグローバルな視野に立ち，自らの課題を見出し，課

題解決に向けて行動できる，持続可能な社会の創り手の育成に取り組んできました。

今後，社会がどのように変化しようとも教育の本質は変わりません。教育の転換期

である今こそ，多様で寛容な包摂性のある社会の構築に向け，社会総がかりで子ど

もたちを育成することが求められています。 

 そこで，本市の学校教育において重点目標である「子どもたちのよさや可能性を

引き出し伸ばす教育」と「教育を核とした持続可能な地域社会の構築」の実現に向

け，教育環境の充実がよりよい社会を創るという理念，持続可能な社会の創り手を

育てるという理念を具現化していく必要があります。そのことを踏まえ，今後，持

続可能な社会の創り手として，次代を担う児童生徒を育成していく「ＥＳＤ（持続

可能な開発のための教育）の推進」（重点目標）を基調とし，『子どもをど真ん中に

置く，誰一人取り残さない教育』の実践に努めます。 

 中央教育審議会答申（令和６年８月）では，「全ての子供たちへのよりよい教育の

実現を目指した，学びの専門職としての『働きやすさ』と『働きがい』の両立に向

けて」教師を取り巻く環境整備が示されました。本市が目指す教育の実現のために

は，時代の変化に応じた高い資質能力を身に付け，学び続け，成長し続ける教職員

の存在が不可欠です。「八千代市の教育の財産」は，前向きでひたむきに努力する教

職員です。今後も，学校と教育委員会が一体となり，子どもたちとしっかりと向き

合う機会の充実を目指した「働き方改革」に覚悟を持って取り組みます。そして，

多様で寛容な包摂性のある「社会に開かれた持続可能な社会の構築」に向け，全て

の教職員はもとより，子どもたちの育成に関わる全ての方々と共に，オール八千代

で未来の創り手である本市の子どもたちの成長を共に想い（共想），よりよい学びを

共に創り出していきます（共創）。 

 今後も，引き続き，学校，家庭，地域，団体及び関係機関と連携を図りながら，

学校教育の充実に尽力してまいりますので，皆様のご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

 

八千代市教育委員会 

教育長 嶺岸 秀一 
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第１章 計画の策定にあたって                 

１ 計画策定の趣旨                          

「八千代市第５次総合計画」の柱の一つである，「豊かな心と文化を育むまちづくり」

を目指すため，八千代市教育委員会では「未来を拓き，豊かに生きる人間を育む」を教育

目標とし，「八千代市学校教育推進計画」（令和４年度～令和６年度）に基づき，八千代市

の児童生徒一人一人が，「自分のよさや可能性を引き出し伸ばす」とともに，豊かな未来

を切り拓く「持続可能な社会の創り手」となることができるよう，学校教育を推進してき

ました。 

この間，国の「第４期教育振興基本計画」の策定やＧＩＧＡスクール構想による児童生

徒１人１台端末の配備等，学校の教育活動に大きな変化が生じています。 

このような背景を踏まえ，今後の八千代市の学校教育に関する計画として，令和７年度

を初年度とする「第２期八千代市学校教育推進計画」を策定しました。 

２ 計画の位置づけ                           

 「第２期八千代市学校教育推進計画」は，「八千代市第５次総合計画」「八千代市教育大

綱」を上位とした関連する各種分野別計画と整合性を図り，「第４期八千代市教育振興基

本計画」に基づき，学校教育及び家庭や地域社会における児童生徒の教育に係る具体的な

取組を推進するための基本的な考え方や施策を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 教育振興基本計画 

県 教育振興基本計画 
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３ 計画期間                              

 各種分野別計画と整合性を図るため，計画期間は令和７年度（2025）から令和１２年度

（2030）の６年間とします。 

なお，計画期間内であっても，社会情勢や新たな教育課題等を踏まえ，必要に応じて見

直すものとします。 

 

年度 
令和

３ 

令和

４ 

令和

５ 

令和

６ 

令和

７ 

令和

８ 

令和

９ 

令和

10 

令和

11 

令和

12 

教育振興基本計画           

千葉県教育振興基本計画 
          

八千代市総合計画基本計画 

 
          

八千代市教育振興基本計画  

 
          

八千代市学校教育推進計画 

 
          

八千代市生涯学習推進計画  
          

八千代市スポーツ推進計画  

 
          

 

４ 学校教育を取り巻く状況                       

 〇国の動向 

国においては，令和５年６月に令和５年度から９年度までを計画期間とする「第４

期教育振興基本計画」が閣議決定されました。 

コンセプトとして，「持続可能な社会の創り手の育成」「日本社会に根差したウェル

ビーイングの向上」を掲げ，５つの基本的な方針が示されています。 

① グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成 

② 誰一人取り残されず，全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向

けた教育の推進 

③ 地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進 

④ 教育デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 

⑤ 計画の実効性確保のための基盤整備・対話 

 

 

 

第４期八千代市 

生涯学習推進計画 

【令和７年度～令和１２年度】 

 

第４期 

教育振興基本計画 

【令和５年度～令和９年度】 

第３期 

千葉県教育振興基本計画 

【令和２年度～令和６年度】 

第３期 
【令和元年度 

～令和４年度】 

第２期八千代市 

学校教育推進計画 

【令和７年度～令和 12年度】 

 

第２期 

八千代市スポーツ推進計画 

【令和３年度～令和６年度】 

第３期 

八千代市生涯学習推進計画 

【令和３年度～令和６年度】 

第３期八千代市 

教育振興基本計画 
【令和４年度～令和６年度】 

第４期八千代市 

教育振興基本計画 

【令和７年度～令和 12年度】 

 

第４期 

 千葉県教育振興基本計画 

【令和７年度～令和１１年度】 

 
八千代市第５次総合計画 

後期基本計画 

【令和７年度～令和 10年度】 

第３期八千代市 

スポーツ推進計画 

【令和７年度～令和 12年度】 

 

八千代市第５次総合計画 

前期基本計画 

【令和３年度～令和６年度】 

八千代市 

学校教育推進計画 

【令和４年度～令和６年度】 
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〇県の動向 

 千葉県においては，令和２年３月に「第３期千葉県教育振興基本計画～次世代へ光

り輝く『教育立県ちば』プラン～」を策定し，「ちばの教育の力で『自信』と『安心』

を育む学校をつくる」を基本目標に掲げています。 

令和７年３月策定予定の「第４期千葉県教育振興基本計画」では，「人生をしなや

かに切り拓き，千葉の未来を創る『人』の育成～一人一人が可能性を最大限に伸ばし，

自分らしく活躍するために～」を基本理念とし，「子供たちの自信を育む教育の土台

づくり」「未来を切り拓く『人』の育成」「地域全体で子供を育てる体制と全ての人が

活躍できる環境づくり」の３つの基本目標が示されています。 

 

〇本市の学校教育をめぐる現状と課題 

・学校規模の適正化 

児童生徒数の二極化の進行による学校規模の適正化が課題となっています。  

・学校教育施設の老朽化等  

小中学校の校舎や体育館の老朽化が進行しており，学校教育施設の長寿命化改修

などが必要です。 

・教職員の勤務時間の超過 

教職員の勤務時間の超過の常態化という課題が生じており，働き方改革の推進が

求められています。 

・ＥＳＤの推進  

ＥＳＤの取組を推進し，各学校の実態に合わせた取組が実践されています。 

・児童生徒の学力の向上と教職員の資質能力の向上 

教員の年齢構成や経験年数の不均衡から，学校現場の環境が大きく変化しており

ます。教職員の資質能力の向上による質の高い教育を行い，児童生徒の学力の向

上が求められています。 

・不登校児童生徒数の増加，多様なニーズに応じた支援  

不登校児童生徒数は増加しており，いじめの重大事態発生件数は増加傾向にあり

ます。授業を受けられていない児童生徒の教育機会の確保のための教育支援セン

ターの充実や相談体制等，多様な教育ニーズに応じた支援の充実が求められてい

ます。 

・教育ＤＸ1（デジタルトランスフォーメーション）の推進 

全ての教科において情報技術を適切に活用した教育ＤＸの推進が課題となってい

ます。 

 

 

 

 

 

                             
1 教育分野において，デジタル技術を活用することで，教育手法や教職員の事務作業などを変革するこ

と 
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しなやかに未来を拓き，豊かに生きる人間を育む 

第２章 計画の基本的な考え方                  

１ 教育目標                              

 

  
 

急激に変化する社会では，社会及び個人の在り様として「持続可能な社会の創り手の育

成」及び「日本社会に根差したウェルビーイング2の向上」が求められます。 

「しなやかに未来を拓き」は，社会を取り巻く環境が複雑さを増す中，様々な場面に柔

軟に対応し，新たな課題に立ち向かい，乗り越えるための知恵と行動力，自らが未来の創

り手となる力を身に付けてほしいと願い，掲げました。 

「豊かに生きる」は，持続可能な社会を目指す一員として，多様な人々と連携し，相互

の信頼を強化して，地域社会から国際舞台まで幅広い分野において，それぞれの立場で活

躍できる人間として，社会の期待に応える力を身に付けてほしいと願い，掲げました。 

 

２ 学校教育の重点目標                         

 

 

令和３年５月に決定した「第２期ＥＳＤ国内実施計画」では，「ＥＳＤがＳＤＧｓ達成

への貢献に資する」と明示され，将来の世代にわたり豊かな生活を送ることができるよう，

日常の課題を地球規模の課題と結びつけて考え，それらの課題の解決につながる新たな価

値観や行動等の変容をもたらすことが求められました。 

「第４期教育振興基本計画」（令和５年６月閣議決定）では，５つの基本的な方針の中

で「グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成」が示されまし

た。ＥＳＤの推進はグローバル人材の育成にも資する取組であり，多くの児童生徒にグロ

ーバルな環境を体験する機会を与えられることが求められています。 

学習指導要領前文では，育成を目指す児童生徒の姿として「これからの学校には，一人

一人の児童（生徒）が，自分のよさや可能性を認識するとともに，あらゆる他者を価値の

ある存在として尊重し，多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え，豊かな

人生を切り拓き，持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められ

る」と示されています。誰一人取り残されず，一人一人の多様なウェルビーイングの実現

                             
2 「幸福感（現在と将来，自分と周りの他者）」「学校や地域でのつながり」「協働性」「利他性」「多様性への

理解」「サポートを受けられる環境」「社会貢献意識」「自己肯定感」「自己実現（達成感，キャリア意識な

ど）」「心身の健康」「安全・安心な環境」 
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のためには，全ての人の可能性を引き出す，個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充

実が求められています。 

これらのことを踏まえ，一人一人の多様な能力・適性，興味・関心，性格，学習経験等

を的確に捉え，児童生徒が自分のよさや可能性を引き出し，伸ばす教育を推進していきま

す。 

また，学校と社会が「よりよい教育を通してよりよい社会を創る」という理念を共有し，

連携・協働して「社会に開かれた教育課程」の実現を目指すことにより，教育を核とした

持続可能な地域社会を構築していきます。 
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３ 施策の体系                            

 

取組１ 学校の適正配置 

通学区域の見直し，学校の設置・統合，学校規模の適正化  

取組２ 学校教育施設の整備・改修等 

学校教育施設の長寿命化改修 

取組３ 就学困難児童生徒の支援 

就学児童生徒援助事業 

取組４ 学校の働き方改革の推進 

八千代市小中義務教育学校教育課程・業務改善検討委員会 

 

 

取組１ ＥＳＤの推進 

ＥＳＤカフェ，ＥＳＤカレンダー作成 

取組２ 教職員の資質向上と確かな学力の育成 

八千代市初任者研修会，若年教員研修会，ＩＣＴ機器研修会，教務主任研修会，

学習指導研修会  

取組３ 国際教育・外国語教育の充実 

教育課程特例校（言語活動科），ＡＬＴ派遣 

取組４ 豊かな心の育成とウェルビーイングの向上 

人権教育，体験活動・交流活動，キャリア教育，読書活動，道徳教育，幼保小

連携  

取組５ 郷土愛を育む教育の充実 

八千代子どもサミット，郷土読本「わたしたちの八千代市」 

取組６ 生徒指導と教育相談の充実 

いじめ防止対策，インターネットの適正利用による非行防止，青少年の非行防

止に関する相談活動 

取組７ 地域社会との連携の推進 

地域とともにある学校づくり，八千代教育サミット，休日部活動の地域移行 

 

 

 

 

主な施策事業 

施策１ 教育環境の整備 

 

主な施策事業 

主な施策事業 

主な施策事業 

施策２ 教育内容の充実 

 

主な施策事業 

主な施策事業 

主な施策事業 

主な施策事業 

主な施策事業 

主な施策事業 

主な施策事業 
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取組１ 個に応じた支援の充実 

特別支援教育コーディネーター研修会，特別支援学級等担当者研修会 

取組２ 特別支援教育のための環境整備 

特別支援学級・通級指導教室の計画的な整備，専門家チーム巡回相談  

取組３ 交流及び共同学習の推進 

合同作品展 

取組４ 不登校児童生徒への支援の充実 

教育支援センターや関係機関等との連携，校内教育支援センターの設置 

取組５ 日本語指導が必要な児童生徒への支援の充実 

外国人児童生徒等教育相談員の派遣 

 

取組１ 学校体育の充実 

体育・保健体育などの教科学習の充実，初若年体育実技研修会 

取組２ 学校保健の充実 

薬物乱用防止，性の正しい知識に関する指導 

取組３ 学校給食・食育の充実 

食に関する指導 

取組４ 学校安全の推進 

安全教育の推進，通学路の整備 

 

取組１ １人１台端末の活用 

情報教育主任研修会，夏季研修会 

取組２ 児童生徒の情報活用能力の育成 

ＩＣＴ支援員派遣，デジタル・シティズンシップ教育  

取組３ 校務ＤＸの推進 

校務支援システムによる校務の効率化 

取組４ ＩＣＴ環境の整備 
高速大容量ネットワークの整備及び維持管理，情報セキュリティ担当者会議，
ＩＣＴ支援員派遣 

取組５ 緊急時の対応 

遠隔・オンライン教育のためのＩＣＴ環境整備 

施策３ 多様な教育ニーズに応じた支援の充実 

 

主な施策事業 

主な施策事業 

主な施策事業 

主な施策事業 

主な施策事業 

施策４ 体育・健康・安全に関する教育の充実 

 

施策５ 教育ＤＸの推進 

 

主な施策事業 

主な施策事業 

主な施策事業 

主な施策事業 

主な施策事業 

主な施策事業 

主な施策事業 

主な施策事業 

主な施策事業 
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第３章 計画の具体的な取組                    

１ 教育環境の整備 

（１）学校の適正配置 

通学区域の見直しや新たな学校の設置・統合等の検討を行い，教育的及び全市的

な観点から，地域の実情に応じた学校規模の適正化を進めます。 

 

（２）学校教育施設の整備・改修等 

学校規模の適正化に応じた施設整備や老朽化が進む学校教育施設の長寿命化改修

などを推進します。 

また，災害時には避難所としても使用される学校教育施設のバリアフリー化や体

育館への空調設置などを推進します。 

 

（３）就学困難児童生徒の支援 

全ての子どもたちが家庭の経済状況にかかわらず質の高い教育を受けられるよう，

就学援助制度の周知を図るとともに申請の利便性の向上に努めます。 

 

（４）学校の働き方改革の推進 

教師が安心して本務に集中し，志気高く誇りを持って子どもに向き合うことがで

きるよう，学びの専門職としての「働きやすさ」と「働きがい」の向上に努めます。 

 

【指標】 

 項目 
現状 

（R6） 

目標 

（R12） 

・教師の在校等時間の割合 

（月 45時間以上の教師の割合） 

小 40％ 

中 57％ 

小 32％ 

中 46％ 

・教師の「働きやすさ」の値 

ア 上司や同僚からの支援 

※数値が高い方がよい 

イ 職場環境・職場の対人関係のストレス 

      ※数値が低い方がよい 

 

ア 9.0p 

全国(8.6p) 

イ 4.0p 

全国(3.9p) 

全国の 

平均値を

上回る 

・教師の「働きがい」の値 

※数値が高い方がよい 
3.3p 

全国(3.2p) 

全国の 

平均値を

上回る 

 

 

 

 

施策１ 教育環境の整備 
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２ 教育内容の充実 

（１）ＥＳＤの推進 

「誰一人取り残さない」という考えのもと，ＳＤＧｓが掲げる目標を教育課程に

取り入れ，ＥＳＤの視点をもった学習を全校において行います。八千代市の学校教

育の強みを生かしたＥＳＤ（ＥＳＤカフェ3，ＥＳＤカレンダー4作成）を推進します。

また，現代社会における様々な問題を自らの問題として捉え，主体的に行動する児

童生徒の育成を目指します。 

 

（２）教職員の資質向上と確かな学力の育成 

① 教職員の資質向上 

教職員の資質向上を図るため，ＩＣＴ機器研修等，各種研修を充実させます。

初若年教員に対しては，「千葉県・千葉市教員等育成指標」に対応した研修を充実

することで，授業づくり及び学級づくりの実践力を高めます。 

 

② 確かな学力の育成 

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図り，主体的・対話的で深い

学びの視点からの授業改善を推進します。校長会との連携，合同訪問，学校要請

訪問，教務主任研修会，学習指導研修会等を通じて，効果的な指導の実践事例に

係る情報提供等を行います。 

 

（３）国際教育・外国語教育の充実 

教育課程特例校として全小学校及び義務教育学校が，１・２年生に言語活動科を

特設し，入学時から外国語教育を行います。全校にＡＬＴを派遣し，年間を通して

外国語教育の充実に努めます。 

 

（４）豊かな心の育成とウェルビーイングの向上 

① 人権教育の推進 

教育活動全体を通して，児童生徒の人権感覚を高めるとともに自他を尊重する

人権意識の啓発を推進します。教職員の資質向上を図るため，学校人権教育研修

会を計画的に実施し，学校における人権教育の取組の改善・充実に努めます。 

 

② 体験活動・交流活動の充実 

児童生徒の社会性や豊かな人間性を育むため，地域・企業・青少年教育団体・学

校等の連携により，発達段階に応じた宿泊体験活動や自然体験活動，職場体験活

動などの充実に努めるとともに異年齢による集団活動を取り入れます。 

                             
3 市内教職員が，オンラインで ESDに関する研修会やイベント等について，情報共有を行う場の名称。 
4 ESDの考えに沿った教育を行うために，教科等横断的な学びを実践するための年間指導計画のこと。

教科の枠を超え，環境や国際理解，人権などの ESDの視点から，各教科や地域活動等と関連させなが

ら，より深い学びにつなげるイメージマップのようなもの。 

施策２ 教育内容の充実 
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③ キャリア教育の充実 

児童生徒が，学ぶことと自己の将来とのつながりを見通し，社会の中で自分の

役割を果たしながら生きることについて考えることができる実践を推進します。

また，職業体験活動やキャリアパスポートの活用等を通して，自分らしい生き方

を実現していくキャリア教育を促進します。 

 

④ 読書活動の充実 

公立図書館と学校の連携とともに，図書主任の育成や学校司書の配置など学校

図書館の整備充実，多様な子どもの読書機会の確保，読書活動の重要性に関する

普及啓発等を通じ，子どもの読書活動を推進します。また，電子書籍の活用や，デ

ジタル社会に対応した読書環境の整備に努めます。 

 

⑤ 道徳教育の推進 

児童生徒の社会性やよりよく生きるための基盤となる道徳性を育むために，「特

別の教科 道徳」を要とした道徳教育の推進を図ります。また，市の研究指定校

等での児童生徒が主体的に問題と捉え向き合う「考える道徳」「議論する道徳」の

先進的な取り組みを公開研究会や要請訪問等を通じて広げていきます。 

 

⑥ 幼保小連携の推進 

幼児教育と小学校教育との円滑な接続を図るために，接続期カリキュラムを作

成し，保育者と小学校教員が「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を共有す

るなどの連携を推進します。 

 

（５）郷土愛を育む教育の充実 

児童生徒が主体的に活動する学校行事，児童・生徒会活動や「八千代子どもサミ

ット」等の活動を通して，学校や地域の課題や将来について考え，地域社会の一員

としての自覚と認識を深め，地域社会を大切にする心や地域社会の発展に主体的に

参画する態度を実践的に育んでいきます。 

郷土読本「わたしたちの八千代市」を通して本市及び千葉県の自然や歴史，文化

などを教科横断的に学習し，郷土への誇りや愛着を深めるなど郷土愛を育む教育の

充実を図ります。 

   

（６）生徒指導と教育相談の充実 

① いじめ防止対策 

「八千代市いじめ防止基本方針」を基に，いじめの未然防止，早期発見，早期対

応を図り，いじめの根絶に向け，児童生徒の社会性や豊かな人間関係の構築を推

進します。 

各学校の生徒指導体制・教育相談体制充実のための支援を行うとともに，各学

校間の情報交換を充実し，関係諸機関との連携を推進します。 
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② インターネットの適正利用による非行防止 

インターネットに係る非行，犯罪等から子どもたちを守るため，警察との連携

を強化し，ネットパトロール，ネット安全教室等を通じてインターネットの適正

利用に関する講演や啓発を行い，青少年の非行防止を推進します。 

 

③ 青少年の非行防止に関する相談活動 

青少年相談を通して，適切な関係機関への連携調整を図ります。 

 

（７）地域社会との連携の推進 

① 地域とともにある学校づくり 

 子どもたちを地域全体で育む地域とともにある学校づくりを推進し，コミュニ

ティスクールと地域学校協働活動の一体的な取組を推進します。 

 

② 「八千代教育サミット」の開催 

市内の幼稚園・保育所等，小中義務教育学校，高等学校，大学，特別支援学校の

連携を図り，情報共有や効果的な連携の在り方を探るため，教育サミットを開催

し，教育を核とした地域社会の構築に取り組みます。校種を越えて教育理念を共

有化するとともに，その具現化を推進します。 

 

③ 休日部活動の地域移行の実施  

部活動の地域連携や地域移行を推進し，子どもたちが，将来にわたって文化ス

ポーツ芸術活動に親しむ環境を整備するとともに，子どものニーズに応じた多種

多様な活動を体験できる機会の確保を目指します。 

 

【指標】    

項目 
現状 

（R6） 

目標 

（R12） 

・ＥＳＤ教育の推進に取り組み，実践した学校の割合 小 100％ 

中 100％ 

小 100％ 

中 100％ 

・「授業の内容がよく分かる」と思う児童生徒の割合 

 

小 80.0％ 

中 77.6％ 

小 82.0％ 

中 78.0％ 

・研修の振り返りのレポートやアンケートの中で，肯定

的な意見を書いた受講生の割合 
－ 増加 

・外国語の授業に意欲的に取り組む児童の割合 小 80.4％ 小 85.0％ 

・学校人権教育の全体計画及び年間指導計画について

策定及び点検・見直しを行った学校の割合 

小 100％ 

中 100％ 

小 100％ 

中 100％ 

・「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童生徒の

割合 

小 82.2％ 

中 65.1％ 

小 83.2％ 

中 66.3％ 
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項目 
現状 

（R6） 

目標 

（R12） 

・学校生活をよりよくするために学級会で話し合い，互

いのよさを生かして解決方法を決めていると答える

児童生徒の割合  

小 81.8％ 

中 86.7％ 

小 82.8％ 

中 87.7％ 

・優良・優秀学校図書館認定事業における優秀学校図書

館の認定の割合 

・71％ 

(22校/31校) 

・95.9% 

(30校/31校) 

・地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う

児童生徒の割合 

小 82.5％ 

中 74.0％ 

小 83.5％ 

中 75.8％ 

・困りごとや不安がある時に，先生や学校にいる大人に

いつでも相談できると感じている児童生徒の割合 

小 62.6％ 

中 63.7％ 

小 64.1％ 

中 65.8％ 

・幼稚園・幼保連携型認定子ども園・保育所の教育・保

育全体と小学校との接続状況（ステップ０〜４5） 
ステップ１ ステップ４ 

 

 

（１）個に応じた支援の充実 

障害の状態等に応じて適切な支援や必要な支援を受けられるよう，個別の教育支

援計画・個別の指導計画の効果的な活用を進め，合理的配慮の提供に努めます。特

別支援学級等担当者研修会や特別支援教育コーディネーター研修会を通して，一人

一人の教育的ニーズに応じた支援の充実に努めます。 

 

（２）特別支援教育のための環境整備 

地域の実態や一人一人の教育的ニーズに応じて，特別支援学級や通級指導教室の

計画的な整備に努めます。また，学習や生活面に困り感を抱える児童生徒について，

専門家チームの巡回相談を進めます。どの子も学びやすい適切な学習環境の構築に

努め，特別支援教育支援員の適切な配置・活用を進めていきます。就学相談につい

ては，本人や保護者の意向を尊重した適切な就学先の決定の促進に努めます。 

 

（３）交流及び共同学習の推進 

社会的包摂6の観点から，校内の特別支援学級と通常の学級の間で交流及び共同学

習を進めます。また，合同作品展や地域における交流を通じて，児童生徒同士の交

流を図るほかに，近隣の県立特別支援学校との交流及び共同学習や居住地校交流に

ついても進めます。 

                             
5 文部科学省実施の幼児教育実態調査:ステップ１(連携，接続に着手したいが，検討中)ステップ２(年
数回の授業，行事，研究会などの交流はある)ステップ３(授業，行事，研究会などの交流が充実し，
接続を見通した教育課程の編成，実施が行われている)ステップ４(接続を見通して編制・実施された
教育課程について，実施結果を踏まえ，更によりよいものとなるように検討が行われている） 

6 (Social Inclusion) それぞれの人が持つ潜在的な能力をできる限り発揮できるようにするため，誰も
排除せず，一人一人を社会の構成員として取り込むこと。 

施策３ 多様な教育ニーズに応じた支援の充実 
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（４）不登校児童生徒への支援の充実 

児童生徒が安心して教育を受けられるよう学校内外の教育支援センターや関係機

関等との連携，必要な教育相談体制を充実し，不登校児童生徒の状況に応じた多様

な学びの場の確保による支援を行います。また，校内教育支援センターの設置の促

進やＩＣＴ機器の活用等を通じて全ての不登校児童生徒の教育機会の確保に努めて

いきます。 

 

（５）日本語指導が必要な児童生徒への支援の充実 

日本語指導を必要とする外国人児童生徒に対し，外国人児童生徒等教育相談員を

派遣し，日本語指導が必要な児童生徒の指導体制の充実を図ります。 

 

【指標】    

項目 
現状 

（R6） 

目標 

（R12） 

・通級による指導を受けている児童生徒の増加に伴う，

通級指導教室（巡回を含む）設置校の割合 

小 100 % 

中 81.8% 

小 100% 

中 100% 

・校内教育支援センターの設置率 小 60  ％ 

中 90.9％ 

小 100％ 

中 100％ 

・不登校児童生徒のうち，学校内外の機関等で専門的な

相談・指導等を受けていない，または学校の教職員か

ら継続的に相談・指導等を受けていない児童生徒の

割合  

小 3.0％ 

中 1.8％ 

小 0％ 

中 0％ 

・日本語指導が必要な児童生徒のうち，日本語指導を受

けている児童生徒の割合 
100％ 100％ 

 

４ 体育・健康・安全に関する教育の充実 

（１）学校体育の充実 

児童生徒の体力向上を図るために，授業内容の充実と地域スポーツとの連携を推

進します。 

また，初若年体育実技研修会等を通じて，教師の指導力の向上を図り，児童生徒

が生涯にわたって健康を保持増進し，豊かなスポーツライフを実現するための資質

能力の育成を目指します。 

 

（２）学校保健の充実   

児童生徒が生涯にわたって健康で安全な生活を送るため，自分の健康に関心をも

ち，自ら生活習慣を見直したり，自分自身の健康を増進したりしようとする態度の

育成に努めます。また，薬物乱用防止や多様性を含む性の正しい知識に関する指導

を行い，生涯を健康でたくましく生きる資質・能力の育成を目指します。 

施策４ 体育・健康・安全に関する教育の充実 
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  （３） 学校給食・食育の充実 

学校，地域，栄養教諭等と連携した食に関する指導の充実を図るとともに，学校

給食における地場産物の積極的な活用や，各校における残食を減らす取組を通して，

児童生徒への食育を推進します。 

             

（４）学校安全の推進 

児童生徒が生涯にわたって安全な生活を送るための危険予知・危険回避の能力を

育てる安全教育を推進します。 

また，学校や地域と連携して安全安心な通学路の整備を進め，児童生徒の命を守

る地域社会の構築を目指します。 

 

【指標】    

項目 
現状 

（R6） 

目標 

（R12） 

・１週間の総運動時間（体育授業を除く）が６０分未満

の児童生徒の割合 

小男子 10.3% 

小女子 13.6% 

中男子 7.9% 

中女子 23.2% 

小男子 6.3% 

小女子 11.6% 

中男子 6.0% 

中女子 19.1% 

・毎日，同じくらいの時刻に寝ている児童生徒の割合 小 80.0％ 

中 78.3％ 

小 83.0％ 

中 81.0％ 

・児童生徒の登下校時における救急搬送を伴う交通事

故件数 

（R5） 

小 5件 

中 1件 

 

小 0件 

中 0件 

 

５ 教育ＤＸの推進 

（１）１人１台端末の活用 

情報教育主任研修会や夏季研修会等を通して，教師のＩＣＴ活用指導力の向上に

取り組みます。児童生徒一人一人の特性や理解度・進度に合わせて学習を進めたり，

友達と意見を共有したりすることで，個に応じた指導を推進します。 

 

（２）児童生徒の情報活用能力の育成 

ＩＣＴ支援員や校内研修講師の派遣を行い，児童生徒が情報及び情報技術を適切

かつ効果的に活用するための情報活用能力の育成を図ります。また，デジタル技術

の利用を通じて社会に積極的に関与し，参加する能力を育成することを目的とした

デジタル・シティズンシップ教育7を推進します。 

                             
7 インターネットやインターネット上のメディアを使用する際の責任ある行動を促すことを目的とした教育 

施策５ 教育ＤＸの推進 
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（３）校務ＤＸの推進 

校務支援システムの各種データ連携によって校務の効率化を図り，教職員の事務

負担の軽減や，教職員が児童生徒と向き合う時間を確保し，教育の質の向上へとつ

なげます。 

 

（４）ＩＣＴ環境の整備 

１人１台端末環境を円滑に利用できる高速大容量ネットワークの整備及び維持管

理を行います。十分なサポート体制の構築を図るために，情報セキュリティ担当者

会議，教育の情報化推進委員会等の各種会議や研修，ＩＣＴ支援員や校内研修講師

の派遣等も行います。 

 

（５）緊急時の対応 

児童生徒が，遠隔・オンライン教育を取り入れた家庭学習や休校などの非常時で

も学習できるＩＣＴの環境整備を進めます。 

 

【指標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 計画の進行管理                     

 本計画を効果的かつ着実に実施するためには，定期的な点検とその結果のフィードバッ

クが不可欠です。 

 このため，八千代市学校教育推進計画の策定後，八千代市学校教育推進計画進行管理委

員会を設け，施策の進捗状況について点検及び評価を行い，本計画の推進に生かし，必要

に応じて見直すものとします。 

 

項目 
現状 

（R6） 

目標 

（R12） 

・教師のＩＣＴ活用指導力（授業にＩＣＴを活用して指

導する能力）のできるもしくはややできると答えた

割合 

小 85.8％ 

中 72.6％ 

小 100％ 

中 100％ 

・教師のＩＣＴ活用指導力（児童生徒のＩＣＴ活用を指

導する能力）のできるもしくはややできると答えた

割合 

小 87.0％ 

中 74.2％ 

小 100％ 

中 100％ 

・児童生徒同士がやりとりする場面でのＩＣＴ機器の

活用（週３回以上ＩＣＴ機器を使用している）頻度 

小 15.0％ 

中 18.2％ 

小 100％ 

中 100％ 

・ＩＣＴを活用した校務の効率化の優良事例を十分に

取り入れている学校の割合 

小 35.0％ 

中 36.4％ 

小 100％ 

中 100％ 
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第１章 計画策定に当たっての背景       
 

１ 計画策定の趣旨                    

 

近年，少子高齢化や核家族化の進展とともに，地域コミュニティにおける交流の希薄化が

進むなど，社会環境が変化し，一方で，新型コロナウイルス感染症の感染拡大や世界情勢の

不安定化など，予測が困難な時代となっています。こうした中，インターネットやソーシャルネ

ットワークサービス（ＳＮＳ）の普及等による情報化社会の進展等により，ライフスタイルが劇的

に変化し，生涯学習のニーズは，複雑化・高度化しています。これらに対応し，誰もが生涯に

わたり学び続けることができ，学んだことを生かし，活躍できる生涯学習社会を実現すること

が重要です。 

国の方針としましては，第 11期中央教育審議会生涯学習分科会において生涯学習及び社

会教育の現状や果たしうる役割，振興方策等が議論され，令和５年６月に『第４期教育振興基

本計画』閣議決定され，生涯学習及び社会教育の目標も示されました。 

千葉県では，県民一人一人が，いつでも，どこでも学ぶことができ，その成果を生かし，生

涯にわたり活躍し続けられる社会の実現を図るため，生涯学習を推進するための方針を定め

る『千葉県生涯学習推進方針』を令和５年５月に策定しました。 

本市では，生涯学習に関する施策を総合的・効果的に推進するための指針である「第３期

八千代市生涯学習推進計画」が本年度で計画期間が満了することに伴い，次期計画として

「第４期八千代市生涯学習推進計画」を策定するものです。 

市民一人ひとりが，身近な場所で，学習活動に取り組むことができる機会の充実に努める

ほか，学習の成果が広く生かせる仕組みを構築するとともに，情報提供や施設整備など，学

習支援体制の充実を図ることで，学びを通じた市民相互の交流活動や得られた知識を地域

社会に還元できる生涯学習を推進します。 

「第４期八千代市生涯学習推進計画」は，本市の教育の基本目標及び施策の方向性等を

示す「八千代市教育振興基本計画」を上位計画とし，生涯学習に関する施策を総合的・効果

的に推進するための方針を示すものであり，また，社会情勢の変化及び生涯学習を取り巻く

現状と課題を踏まえ，令和７年度から令和１２年度までの６年間について，具体的な施策の実

現を図るための計画であります。 
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２ 計画の位置づけ                    

 

この計画は，本市の最上位計画に当たる八千代市第５次総合計画に即し，教育基本法第 

１７条第２項の規定に基づく，本市の教育の基本目標及び施策の方向性等を示す「八千代市

教育振興基本計画」における生涯学習部門を担う個別計画として位置づけるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国  教育振興基本計画 

県  教育振興基本計画 
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進
計
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進
計
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八千代市総合計画 

八千代市教育大綱 
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３ 計画の対象期間                    

 計画期間は，八千代市教育振興基本計画等の教育委員会内の計画期間との整合を図り，

令和７年度(2025)から令和 12年度(2031)までの６年間とします。 

 なお，計画期間内であっても社会情勢や市民の生涯学習ニーズの変化等へ対応する ため，必

要に応じて見直すものとします。 

 

 令和３ 

（2021） 

令和４ 

（2022） 

令和５ 

（2023） 

令和６

（2024） 

令和７

（2025） 

令和８ 

（2026） 

令和９ 

（2027） 

令和 10 

（2028） 

令和 11 

（2029） 

令和 12

（2030） 

国 

教育振興基本計画 
          

千葉県 

教育振興基本計画 
          

八千代市 

総合計画基本構想 
          

八千代市 

総合計画基本計画 
          

八千代市 

教育振興基本計画 
          

八千代市 

学校教育推進計画 
          

八千代市 

生涯学習推進計画  
          

八千代市 

スポーツ推進計画 
          

 

  

八千代市第５次総合計画 

基本構想 

【令和３年度～令和 10年度】 

八千代市第５次総合計画 
前期基本計画 

【令和３年度～令和６年度】 

八千代市第５次総合計画 
後期基本計画 

【令和７年度～令和 10 年度】 

第３期八千代市教育振興基本

計画 

【令和４年度～令和６年度】 

第４期八千代市教育振興基本計画 

【令和７年度～令和 12年度】 

 

八千代市学校教育推進計

画 
【令和４年度～令和６年度】 

 

第２期八千代市学校教育推進計画 

【令和７年度～令和 12年度】 

 

第３期八千代市生涯学習推進計画 

【令和３年度～令和６年度】 
第４期八千代市生涯学習推進計画 
【令和７年度～令和 12年度】 

 

第２期八千代市スポーツ推進計画 

【令和３年度～令和６年度】 

第３期八千代市スポーツ推進計画 

【令和７年度～令和 12年度】 

 

第２期 
 

 

第３期千葉県教育振興基本計画 
次世代へ光り輝く｢教育立県ちば」プラン 

【令和２年度～令和６年度】 

国 第４期教育振興基本計画 

【令和５年度～令和９年度】 
令和５年６月１６日閣議決定 

国第３期教育

振興基本計画 

【H30～R4年度】 

 

第４期千葉県教育振興基本計画 

 

【令和７年度～令和１１年度】 

【～令和３年度】 
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４ 生涯学習を取り巻く状況                

⑴ 国の動向 

令和４年（2022年）８月の中央教育審議会生涯学習分科会における『第11期中央教育

審議会生涯学習分科会における議論の整理～全ての人のウェルビーイング※を実現する， 

共に学び支えあう生涯学習・社会教育に向けて～』では，今後の生涯学習・社会教育の振

興方策として，「公民館等の社会教育施設機能強化，デジタル社会への対応」，「社会教育

人材の養成、活躍機会の拡充」，「地域と学校の連携・協働の推進」，「リカレント教育※の推

進」，「多様な障害に対応した生涯学習の推進」が示されました。 

また，令和５年６月には『第４期教育振興基本計画』が閣議決定されました。この計画で

は，2040年度以降の社会を見据えた「持続可能な社会の創り手の育成」と「日本社会に

根差したウェルビーイングの向上」をコンセプトとして掲げ，５つの基本的方針と16の教育

政策の目標，基本施策及び指標を示しています。生涯学習・社会教育に関連する目標とし

て「生涯学び，活躍できる環境整備」，「学校・家庭・地域の連携・協働の推進」，「地域コミュ

ニティの基盤を支える社会教育の推進」が掲げられています。 
 

※ウェルビーイング 

○身体的・精神的・社会的に良い状態にあること。短期的な幸福のみならず，生きがいや人生の意義などの将来

にわたる持続的な幸福を含む概念。 

○多様な個人がそれぞれ幸せや生きがいを感じるとともに，個人を取り巻く場や地域，社会が幸せや豊かさを感

じられる良い状態にあることも含む包括的な概念 

 

※リカレント教育 

学校教育を修了した後，社会人が再び学校等で受ける教育のこと。職業から離れて行われるものか，職業に

就きながら行われるものかを問わず，職業に必要とされるスキルを身につけるためのリスキリングや，職業

とは直接的には結びつかない技術や教養等に関する学び直しを含む概念として用いている。 

 

⑵ 県の動向 

  千葉県では，「千葉県総合計画」及び「千葉県教育振興基本計画」の趣旨を踏まえ，令

和５年５月に『千葉県生涯学習推進方針』を策定し，人生１００年時代・Society5.0※の到

来，社会的包摂の必要性の高まりなど，生涯学習をめぐる環境が大きく変化する中で「社

会とつながる生涯学習」～いつでも、どこでも、誰でも学ぶことができ、その成果を生かし

て活躍できる生涯学習社会の実現～を生涯学習推進の目標としています。 

「多様な学習機会の充実」，「学習に関する情報提供・相談の充実」，「学習成果を社会

に生かす仕組みづくり」，「多様な主体との連携・協働の推進」を推進の４つの柱とし，それ
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ぞれにおいて県・市町村・民間に期待される役割を位置づけ，新しい時代に合った生涯学

習社会の実現を目指しています。 

 

※Society5.0 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより，経済発展と社会

的課題の解決を両立する，人間中心の社会。すべての人とモノがつながり，様々な知識や情報の共有，新たな価

値の創出につながる IoT（Internet of Things），必要な情報が必要な時に提供される人工知能（AI），ロボットや

自動走行車などの技術で様々な課題や困難が克服される。 

 

⑶ 本市の取組について  

本市では，これまで生涯学習に関する施策を総合的に推進していく指針として，平成７年

３月に「八千代市生涯学習基本構想」（以下「基本構想」という。）を策定し，その後，基本構

想に基づき，「生涯学習推進計画（計画期間：平成 8 年度～平成 13 年度）」，「第２次八千

代市生涯学習推進計画（計画期間：平成 14 年度～平成 16 年度）」，「第３次生涯学習推

進計画（計画期間：平成 17年度～平成 19年度）」，「第４次生涯学習推進計画（計画期間：

平成 20年度～平成 22年度）」を作成しました。 

平成 22 年 10 月には，基本構想の策定から 15 年が経過したことや社会情勢の変化に

加え，教育基本法（平成 18年法律第 120号）において生涯学習の理念が明文化されたこ

とに伴い，新たな課題に的確に対応するため「第２次基本構想（計画期間：平成 23 年度～

平成 32 年度（令和 2 年度））」を策定し，それに基づく「第１期生涯学習推進計画（計画期

間：平成 23年度～平成 27年度）」・「第２期生涯学習推進計画（計画期間：平成 28年度

～令和 2年度）」を策定し，施策の取組を推進しました。 

第２次八千代市生涯学習基本構想の終了後は，計画のスリム化等の観点から，新たに

構想の策定は行わず，基本構想で定めていた「基本理念」・「基本目標」・「基本方針」を位

置づけ，生涯学習推進の基本的な考え方などを継承した形で「第３期八千代市生涯学習推

進計画」（計画期間：令和３年度～令和６年度）」を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

八千代市生涯学習基本構想

八
千
代
市
生
涯
学
習
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第
2
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八
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第
1
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八
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市
生
涯
学
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推
進
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令和3年度

～令和6年度

第
4
期
八
千
代
市
生
涯
学
習
推
進
計
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令和7年度

～ 令和１２年度

第
３
次
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千
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生
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学
習
推
進
計
画

第
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次
八
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代
市
生
涯
学
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進
計
画

第
２
期
八
千
代
市
生
涯
学
習
推
進
計
画

平成８年度 ～ 平成２２年度 平成２３年度 ～ 令和２年度
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⑷ 生涯学習に関する市民アンケート調査について  

本市における生涯学習に係る現状やニーズ，課題等を把握するため令和５年度にアンケ

ート調査を実施しました。 

 
 
【調査概要】 
 

１ 調査期間 

   令和５年１２月８日（金）～ 令和５年１２月２８日（木） 

 

２ 調査対象 

   無作為に抽出した１８歳以上の市民１，５００人 

 

３ 調査方法 

  対象者宛てにアンケート用紙を郵送配布。回答はインターネット，または調査票の提出。 

 

４ 回収状況 

   ・配布数   １，５００  

   ・回収数     ５０４ 

   ・回収率   ３３．６％ 
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 第２章 計画の基本的な考え方        

 

１ 基本理念                                  

  生涯学習に対するニーズが多様化かつ高度化する中，市民一人ひとりがその生涯にわた

って学び，必要とする様々な能力を身に付け，その成果を生かし合うことで学びを通した交流

が広がっていくことが期待されます。 

また，誰一人取り残さない生涯学習社会の実現に向け，多様性（ダイバーシティ）と包摂性

（インクルージョン）の観点に基づき，全ての人の人権が尊重される社会の形成をめざします。 

 これらを踏まえ，「第３期八千代市生涯学習推進計画」での基本理念を引き続き掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本目標及び基本方針                          

 基本理念の実現に向けて４つの基本目標を定めます。また，それぞれの目標ごとの基本方

針に基づき各施策の推進を図ります。 

  

 【基本目標 1】 市民の学びの支援                       

  ■基本方針 

   1－1 市民のニーズに対応した学習機会の提供 

         ・市民が必要な知識を得られるよう，学習機会の充実を図ります。 

         ・大学や企業などと連携し，市民の学習機会の充実を図ります。 

 

 【基本目標 2】 学びを通した交流と成果の還元                

  ■基本方針 

   2－1 学習成果を活用した交流の支援 

         ・学習の成果が広く生かせる仕組みづくりとともに，学びを通した交流活動を

支援します。 

 

一人ひとりが学びを深め，互いに成果を生かし合い，共に生きるまち八千代 

基 本 理 念 
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   2－2 団体活動の支援と学習成果の地域還元の促進 

        ・団体活動の機会の拡充や情報提供などの支援により，学習成果の地域還元を

促進します。 

   2－3 人材の育成・確保・活用の体制整備 

        ・地域で活動するリーダーやボランティアなどの人材育成を推進します。 

        ・ボランティアを中心とした人材の活用制度について十分な周知に努め，ボラン

ティアを求める需要者と適切にコーディネートする体制の整備を図ります。 

 

 【基本目標３】 市民の学びの環境整備                    

  ■基本方針 

   3－1 生涯学習関係施設の整備・充実 

        ・生涯学習関係施設の適切な維持管理を図るとともに，市民のライフスタイルの

多様化に合わせた利用方法の改善など利便性の向上を図ります。 

   3－2 情報提供の充実 

        ・本市のホームページや生涯学習情報提供システム「まなびネットやちよ」，広報

紙のほか，ＳＮＳなどを積極的に活用し，市民が必要とする情報を得やすい環

境を整備します。 

        ・関係部署と連携し情報の共有化を図った上で，市民の求める情報を適切に提

供する学習相談を行います。 

 

 【基本目標 4】 地域社会と連携した教育の支援                

  ■基本方針 

   4－1 地域と学校の連携・協働の推進 

        ・地域と学校が連携・協働する体制を整備し，子供たちの学びを充実させるとと

もに，地域づくりを推進します。 
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３ 施策体系                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-３ 
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２ 学びを通した 

交流と成果の

還元 

３ 市民の学びの 

環境整備 

2-1 

学習成果を活用した 

交流の支援 

2-２ 

 団体活動の支援と学習

成果の地域還元の促進 

3-1 

生涯学習関係施設の 

整備・充実 

４ 地域社会と連

携した教育へ

の支援 

3-2 

 情報提供の充実 

【基本理念】 【基本目標】 【基本方針】 

4-1 

 地域と学校の連携・ 

協働の推進 



 

- 10 - 

 

 

 ４ 計画の進行管理                     

  本計画の進行管理につきましては，各施策が着実かつ効率的に取り組まれているかを

毎年度，進捗状況の点検・確認を行います。 

計画の進捗状況を八千代市生涯学習審議会において審議し，ホームページ等にて公表

します。 
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 第３章 計画の具体的な取組         
 

【第４期八千代市生涯学習推進計画 取組項目一覧】 

 

整理番号 具体的な取組 掲載ページ

1-1-① まちづくりふれあい講座の充実 13ページ

1-1-② 家庭教育の支援の充実 13ページ

1-1-③ 生涯学習関連施設の主催講座の充実 14ページ

1-1-④ 市内の教育機関との連携の促進 15ページ

1-1-⑤ デジタル・オンラインを活用した学びと情報の提供 15ページ

1-1-⑥ 子ども読書活動の推進 15ページ

1-1-⑦ レファレンスサービスの充実 16ページ

1-1-⑧ 伝統文化・伝承文化の継承促進 16ページ

1-1-⑨ 博学連携の推進 16ページ

1-1-⑩ 消費者教育事業の推進 17ページ

1-1-⑪ 健康づくり学習事業の実施・支援 17ページ

1-1-⑫ 環境保全意識の普及・促進 18ページ

1-1-⑬ ごみの減量化・リサイクル推進等の啓発事業の実施 18ページ

1-1-⑭ 身近な消防啓発の充実 19ページ

1-1-⑮ 救命技術教育の推進 20ページ

2-1-① サークルの学習成果の発表の場の検討・推進 22ページ

2-1-② ニューリバーロードレースｉｎ八千代の開催 22ページ

2-1-③ ふれあい大学校の充実 23ページ

2-1-④ 放課後子ども教室の推進 23ページ

2-2-① ふれあい教室の充実 24ページ

2-2-② 高齢者学習グループの支援 24ページ

2-2-③ 青少年学校外活動支援事業の推進 25ページ

2-2-④ 社会福祉協議会との連携したボランティア及び地域活動の推進 25ページ

2-3-① 生涯学習ボランティアバンク制度の活用の推進 26ページ
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基本目標１ 市民の学びの支援    

 【現状と課題】 

〇市民一人ひとりの必要な知識が得られるよう，総合生涯学習プラザや公民館，図書館等

の社会教育施設の他，市の各部署が行う講座などにおいて，学習機会の提供に努めてい

ますが，年代や地域によってもニーズが違うため，様々な分野で学習機会の充実を図っ

ていく必要があります。 

 

〇市民の高度化する学習ニーズに応えるため，関係機関をはじめ，家庭，地域，企業等と相

互に連携する仕組みづくりなどが課題となっており，学習情報の共有や市民が参加でき

る公開講座の開催などの取組が必要となっています。 

 

〇生涯学習に関する市民アンケート調査「あなたは，現在どのような生涯学習活動を行っ

ていますか。」の質問に対する回答のうち，「特に行っていない」と回答した方が約 ２

６％と最も多くなっており，より多くの市民が学習できる環境づくりが必要になってい

ます。 

 

〇生涯学習に関する市民アンケート調査「あなたは，どのような場所や形態で生涯学習活

動を行っていますか。」の質問に対する回答で，「パソコン・タブレット等によるインタ

ーネットを活用した学習」と回答した方が最も多く，生涯学習においても情報化・デジタ

ル化が進んでいます。その一方で，オンライン講座等を実施するために必要な専門的な

知識やノウハウが市の職員に不足していることが課題となっています。  
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基本方針                         

１-１ 市民のニーズに対応した学習機会の提供 

◆市民一人ひとりの必要な知識が得られるよう，学習機会の充実に努めます。 

 

◎具体的な取組  

                                   【継続】 

1-1-① まちづくりふれあい講座の充実 

推進部署 生涯学習振興課・市各部局 

具体的な取組の概要 

市民のグループを対象に，市職員が市の事業や施策について出前講座を実施します。 

また，受講者数の更なる増加を図るために，広報活動を推進します。 

 

〈実施する講座例〉 

 防災知識講座，やちよの自然発見，ニュースポーツ体験会 等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

まちづくりふれあい講座の受講者数数 4,682 人 7,700 人 

 

                                   【継続】 

 

1-1-② 家庭教育の支援の充実 

推進部署 生涯学習振興課，公民館 

具体的な取組の概要 

⑴子育てや，しつけ等家庭教育のあり方を学ぶ機会として，家庭教育講演会を開催し，家庭教

育を支援します。 

〈実施する事業例〉 

 子どもの発達を理解するための講演会，食育についての講演会 等 

 

⑵家庭教育のあり方の学習や，保護者同士の交流の機会として，家庭教育事業を推進し，学

習機会の充実を図ります。 

 

〈実施する事業例〉 

 1歳児親子学級，親のための思春期講座 等 
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【継続】 

1-1-③ 生涯学習関連施設の主催講座の充実 

推進部署 生涯学習振興課，公民館，図書館，郷土博物館 

具体的な取組の概要 

各施設において多様なニーズに対応した様々な講座を実施します。 

 
⑴総合生涯学習プラザ 

スポーツイベントや文化・歴史など幅広い分野の講座を実施し，ボランティア講師を活用す

ることにより人材交流の活性化を図ります。 

〈実施する事業例〉 

 子ども書初め講座，歴史講座，スポーツに関する講座・イベント等 

 

⑵公民館，東南公共センター 

子どもから高齢者まで，幅広い世代を対象とした各種の講座・イベントを開催します。また，

関係機関等と連携し，多様な学習機会の提供に努めます。 

<実施する事業例> 

夏休み子ども向け教室，高齢者学級 等 

 

⑶図書館 

図書資料，インターネットを活用した講座や親子で参加できるイベントのほか，児童対象の

おはなし会や講座等を充実させるとともに，図書館見学，職場体験学習など学校と連携した活

動を推進し，読書普及活動の充実を図ります。 

<実施する事業例> 

おはなし会，工作会 等 

 

⑷郷土博物館 

市民のニーズに応えられるよう，講座や講演会等を充実させます。 

 

〈実施する事業例〉 

 古文書講座，自然観察会，文化財散歩 等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

 郷土博物館の講座参加者数 1,512 人 2,000 人 

 

 

 

  



 

- 15 - 

 

 

【継続】 

1-1-④ 市内の教育機関との連携の促進 

推進部署 生涯学習振興課 

具体的な取組の概要 

大学の持つ高度な教育機能を地域に開放し，市民の生涯学習活動を推進するため，市内私立

大学の秀明大学が開催する公開講座について，広報等の支援を行います。 

 

〈実施する講座例〉 

 秀明大学の公開講座の広報・周知 等 

 

【継続】 

1-1-⑤ デジタル・オンラインを活用した学びと情報の提供 

推進部署 生涯学習振興課  【関係課】総合生涯学習プラザ／公民館／図書館 

具体的な取組の概要 

デジタル・オンラインを活用した講座等を提供することで，いつでもどこでも学習ができる

環境を整備し，情報提供の充実に努めます。 

また，高齢者向けのスマホ講座等を実施し，デジタルデバイドの解消に向けた取組を実施し

ます。 

 

〈実施する事業例〉 

 オンライン講座の提供，スマホ講座の実施，公民館における無線 LANの整備の検討 等 

 

【継続】 

1-1-⑥ 子ども読書活動の推進 

推進部署 図書館  【関係課】子育て支援課／子ども保育課／生涯学習振興課／指導課 

具体的な取組の概要 

満 1歳までのお子さんがいる家庭を対象に，図書館の窓口で絵本を贈るブックスタート事業

をはじめとし，さまざまな読書の機会を提供し，子どもの読書活動を推進します。 

 

〈実施する事業例〉 

 ブックスタート絵本の配布，読書環境の充実，絵本の読み聞かせ講座 等 
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  【継続】 

1-1-⑦ レファレンスサービスの充実 

推進部署 図書館 

具体的な取組の概要 

市民の学びを支援するため，レファレンスサービスの周知を図るとともに，調べ方案内等の

整備を行うほか，図書資料や電子資料，インターネットを活用したレファレンスを行います。 

 

〈実施する事業例〉 

 課題解決資料の収集，調べ方案内のリーフレット作成・更新，学習支援 等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

 年間レファレンス受付件数 7,433 件 16,500 件 

 

【継続】 

1-1-⑧ 伝統文化・伝承文化の継承促進 

推進部署 文化伝承館 

具体的な取組の概要 

日本の伝統文化と八千代に残る伝承文化を学習・体験できる機会を提供し，次世代への継承

を促進します。 

 

〈実施する事業例〉 

 八千代伝承文化講座，茶道入門講座，日本舞踊体験， 

子ども邦楽教室 等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

 文化伝承館主催事業参加者数 674 人 3,６00 人 

 

【継続】 

1-1-⑨ 博学連携の推進 

推進部署 郷土博物館 

具体的な取組の概要 

学校対応メニューの開発，児童・生徒向けのワークシートの作成，歴史等を学ぶフィールド

ワークの実施を通して，博学連携を推進します。 

 

〈実施する事業例〉 

 学校と連携した博物館利用促進，学校対応メニュー開発 等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

 講師の依頼件数 44 件 50 件 
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【継続】 

1-1-⑩ 消費者教育事業の推進 

推進部署 消費生活センター 

具体的な取組の概要 

市内の各種団体等が開催する消費者教育講座に、消費生活相談員を派遣し、消費者被害の減

少を図るなど、被害の防止に向けた消費者意識の向上と自立支援を推進します。 

 

〈実施する事業例〉 

 消費者問題出前講座・市 HP 等からの情報提供 等  

 

【継続】 

1-1-⑪ 健康づくり学習事業の実施・支援 

推進部署 健康づくり課，母子保健課 

具体的な取組の概要 

⑴健康づくり課 

生活習慣病の発症や重症化予防，フレイル（虚弱）を予防するために，日々の運動習慣，食

生活，口腔機能の維持，向上等に関する健康づくりを行うための講座や講演会を開催します。 

 

〈実施する事業例〉 

お試し体操広場，生活習慣病予防講演会 等 ※年 55 回実施予定 

 

⑵母子保健課 

ライフステージにあった生活行動が取れるよう，「健康・食・歯」に関する知識や情報を提

供します。 

 

〈実施する事業例〉 

 子どもの食育講座，いい歯で歯っぴい講座 等 ※年 30 回を目標に実施 
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【継続】 

1-1-⑫ 環境保全意識の普及・啓発 

推進部署 環境政策課（ゼロカーボンシティ推進室） 

具体的な取組の概要 

生物多様性及び自然環境の保全，地球温暖化対策が喫緊の課題となっていることから，さま

ざまな機会を通して環境保全意識の向上に努めるとともに，環境保全に関する啓発を行いま

す。 

 

〈実施する事業例〉 

子ども環境教室，自然観察会 等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

環境学習会の参加者数 317 人 400 人 

 

【継続】 

1-1-⑬ ごみの減量化・リサイクル推進等の啓発事業の実施 

推進部署 クリーン推進課 

具体的な取組の概要 

ごみの排出抑制や，減量化，再資源化を啓発するごみ減量学習会やまちづくりふれあい講

座，リサイクルフェアを実施します。 

 

〈実施する事業例〉 

 ごみ減量学習会，ごみ減量とリサイクル講座，リサイクルフェア 等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

 参加団体数 
自治会等  1 

小学校  17 

自治会等  ５ 

小学校  全校 
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【継続】 

1-1-⑭ 身近な消防啓発の充実 

推進部署 中央消防署，予防課 【関係課】東消防署 

具体的な取組の概要 

⑴中央消防署 

火の怖さ，消火に必要な知識と技術を学習させるとともに，消火器で火を消す技術を体験す

ることにより，いざという時に「火を消せる」人材を育成します。 

〈実施する事業例〉市民訓練施設等を利用した消火体験，煙中避難体験 等   

防火意識の普及啓発のため，市民訓練施設を活用した消火・煙中避難体験や市内小学生を対

象とした防火体験を実施します。 

 

〈実施する事業例〉 

 市民訓練施設等を利用した消火体験，煙中避難体験 等 

 

⑵予防課 

火災予防思想の普及と火災による被害の軽減を図るため，住宅用火災警報器の設置普及と

その維持管理や住宅防火対策について，八千代市に根ざした市民のニーズに応じた講習会等

を開催します。 

 

〈実施する事業例〉 

 住宅防火対策に関する講座 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

 市民訓練施設などの利用回数 107 回 110 回（22 校含む） 
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【継続】 

1-1-⑮ 救命技術教育の推進 

推進部署  消防本部【関係課】警防課，中央消防署，東消防署，  

具体的な取組の概要 

⑴警防課 

正しい応急手当の知識を習得してもらうため，ＡＥＤの取扱いを含めた救命講習会を，市内

在住，在勤及び在学の方に実施し，応急手当の普及啓発を図ります。 

 

〈実施する事業例〉 

 普通救命講習（成人，小児，乳児） 等 

 

⑵中央消防署，東消防署 

命の大切さを学ぶため，市内小中学生を対象に心肺蘇生法及び AED の取扱いなどの救命体

験を実施します。 

 

〈実施する事業例〉 

 市内小中学校児童・生徒への救命体験 等 

 毎年，市内小中学校全校で実施を目標 

 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

 救命講習年間受講者数（警防課実施分） 1,065 人 増加 
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基本目標２ 学びを通した交流と成果の還元    

【現状と課題】 

〇令和６年 4 月 1 日現在，市内 9 公民館で，273 サークル（会員数 3,529 人）が公民館

登録サークルとして活動しており，また，高齢者学習グループやボランティア・市民活動

推進センターに登録されている市民団体などにより様々な学習活動が行われています。 

 

〇学習成果を活用した交流の支援として，「公民館まつり」や「市民文化祭」等を開催し，

学びを通した地域交流の促進に努めておりますが，近年，公民館まつりも年々規模も縮

小傾向にあり，新たな学習成果の発表をする場の検討が必要となっています。 

 

〇生涯学習に関するボランティア活動として，各分野において知識，技能を有する人材を

登録し，その知識等を学びたい方に紹介する「生涯学習ボランティアバンク制度」及び

「公民館ボランティア講師制度」などを中心に「教えたい人」と「学びたい人」を結びつ

けることにより，地域の学びの輪を広げる支援をしています。 

 

〇一方で，「生涯学習ボランティアバンク制度」及び「公民館ボランティア講師制度」の活

用実績が低い傾向にあり，制度を推進するための周知方法等を検討する必要があります。 

また，講師の高齢化などにより登録者数の減少が課題として挙げられることから，若い世

代へのＰＲも必要です。 

 

〇生涯学習に関する市民アンケート調査では，生涯学習活動で身につけた知識や技能の生

かし方として，「自身の健康増進」や「家庭・日常生活のため」とする方が大半を占め，

学びの成果を発表する場や学びを通した交流活動は活発であるとは言い難く，地域への

還元も低い傾向となっています。 

 

〇公民館登録サークル等は，会員の高齢化・固定化が進み，内容も硬直化しがちであり，学

習活動自体が停滞するなどの課題があります。そのため，幅広い年代の市民が交流でき

るよう，引き続きサークル等への活動支援を行い，活力ある学習活動が継続されるよう

サポートするとともに，新しく学習活動をはじめる人への支援を実施することが必要で

す。 

 

〇学んだ成果を地域に還元する仕組みづくりを推進し，学習の成果を自身のためだけでは

なく，地域に生かす環境づくりを行う必要があります。地域社会においては，人と人との

つながりの希薄化が進んでいることから，地域の学習の輪を広げる交流の場の提供など

住民相互による学習を通して，つながりの意識や住民同士の絆の強化を目指す取組みが

必要です。 
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基本方針                         

２-１ 学習成果を活用した交流の支援 

◆学習の成果が広く生かせる仕組みを構築するとともに，学びを通した交流活動について

支援していきます。 

 

◎具体的な取組 

【継続】 

2-1-① サークルの学習成果の発表の場の検討・推進 

推進部署 公民館 

具体的な取組の概要 

サークルの減少及び会員の高齢化に伴い，公民館まつり以外においても，学習成果の発表の

場について検討・実施し，地域との交流や生涯学習の啓発を行います。 

 

〈実施する事業例〉 

 公民館まつり，サークル体験・見学会 等 

 

 

【継続】 

2-1-② ニューリバーロードレース in 八千代の開催 

推進部署 文化・スポーツ課 

具体的な取組の概要 

市内外から多くのランナーを迎え，体力と健康の増進及び生涯スポーツ活動の推進を図ると

ともに，八千代市を広くＰＲするニューリバーロードレース in 八千代を，実行委員会，ボラ

ンティアと連携して開催します。 
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【継続】 

2-1-③ ふれあい大学校の充実 

推進部署 長寿支援課  【関係課】生涯学習振興課 

具体的な取組の概要 

高齢者が自ら生きがいを求め，仲間をつくりながら生涯にわたって充実した生活を営むこと

を目的に実施しているふれあい大学校の充実を図ります。 

 

〈実施する事業例〉 

 講義（社会福祉・健康管理） 等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

ふれあい大学校への応募人数 63 人 100 人 

 

【継続】 

2-1-④ 放課後子ども教室の推進 

推進部署 子育て支援課 

具体的な取組の概要 

小学校の余裕教室等を活用し，全ての児童を対象として，安全・安心な子どもの活動拠点（居

場所）を設け，地域住民の参画を得ながら，勉強やスポーツ・文化活動，地域住民との交流活

動等の機会を提供するため順次開設します。 

 
〈実施する事業例〉 

 放課後子ども教室の実施及び実施校拡充の協議・検討 等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

 放課後子ども教室の実施校数 ９校 市内小学校全校 
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基本方針                         

２-２ 団体活動の支援と学習成果の地域還元の促進 

◆活動機会拡充の支援や情報提供など，団体の活動の支援を図ることにより，学習成果が

地域に還元されるように取り組みます。 

 

 ◎具体的な取組 

【継続】 

2-２-① ふれあい教室の充実 

推進部署 生涯学習振興課 

具体的な取組の概要 

ボランティア指導者が物づくりや昔遊び等を通して，知恵や技能を若い世代に伝え，交流を

深めるふれあい教室の充実を図るための支援を行います。 

 

〈実施する事業例〉 

 折り紙教室，昔遊び 等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

 ふれあい教室開催回数 52 回 80 回 

 

【継続】 

2-２-② 高齢者学習グループの支援 

推進部署 生涯学習振興課 

具体的な取組の概要 

高齢者学習グループとして登録された，八千代市に在住する 20 人以上の高齢者（60 歳以

上）で構成される学習グループに対して，公共施設の減額措置や学習情報の提供を行い，学習

への支援を実施します。 

 

〈実施する事業例〉 

 総合生涯学習プラザ，八千代台東南公共センターホール，緑が丘公民館集会ホール 

の使用料の減額（半額免除）の実施 等 
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【継続】 

2-２-③ 青少年学校外活動支援事業の推進 

推進部署 生涯学習振興課 

具体的な取組の概要 

青少年の健全育成を図るため，土曜日などの学校休業日に，体験活動の機会を提供する

地域組織を支援します。 

 

〈実施する事業例〉 

 地域組織との連絡調整，レクリエーション研修会，安全管理講習会 等 

 

【新規】 

2-２-④ 社会福祉協議会との連携したボランティア及び地域活動の推進 

推進部署 生涯学習振興課，【関係課】福祉総合相談課 

具体的な取組の概要 

社会福祉協議会の活動と連携し，地域ボランティアの育成・活動支援や地域連携の推進を図

ります。 

 

〈実施する事業例〉 

 「八千代市ボランティア・市民活動推進センター」との情報連携 

学校運営協議会・地域学校協働本部と社会福祉協議会支会との活動連携 
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基本方針                         

２-３ 人材の育成・確保・活用の体制整備 

◆地域で活動するリーダーやボランティアなどの人材育成を推進します。 
◆ボランティアを中心とした人材の活用制度について十分な周知に努め，ボランティアを求

める需要者と適切にコーディネートする体制の整備を図ります。 

  

 

◎具体的な取組 

 
【継続】 

2-3-① 生涯学習ボランティアバンク制度の活用の推進 

推進部署 生涯学習振興課，公民館 

具体的な取組の概要  

各分野において知識・技能及び技術を有する人材を登録し，その知識等を学びたい人に紹介

することによって市民相互の生涯学習活動を支援し，生涯学習社会の実現を図ります。 

教えたい人と学びたい人をつなぐ「生涯学習ボランティアバンク制度」及び「公民館ボランテ

ィア講師制度」の内容を充実させるとともに，市民の積極的な活用を推進します。 

 

〈実施する事業例〉 

 生涯学習ボランティアバンク制度及び公民館ボランティア講師制度の周知・啓発，人材登録・派遣 等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

生涯学習ボランティアバンク制度の登録者数 26 人 40 人 

生涯学習ボランティアバンク制度を活用した講

座の実施件数 
6 件 20 件 

公民館ボランティア講師制度の登録者数 27 人 40 人 

公民館ボランティア講師制度を活用した講

座の実施件数 
9 件 30 件 
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【継続】 

2-3-② 青少年団体指導者養成講座（友・遊・カレッジ）の実施 

推進部署 生涯学習振興課 

具体的な取組の概要 

青少年活動に関わる人たちが地域社会活動に必要な基礎的知識や技術を身につけ，指導者

として活動できるよう青少年団体指導者養成講座「友・遊・カレッジ」を実施します。 

 

〈実施する事業例〉 

 青少年育成講演会，野外活動実習 等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度

末） 

青少年団体指導者養成講座（友・遊・カレ

ッジ）の受講者数 
56 人 60 人 

 

【継続】 

2-3-③ バラの植栽管理講習会の実施 

推進部署 公園緑地課（バラのまちづくり庁内委員会事務局），生涯学習振興課，公民館 

具体的な取組の概要 

バラの植栽管理講習会を開催し，公共施設等のバラの管理が担えるボランティアの育成を

行います。また，受講生の中から地域のリーダーとなるような人材の発掘に努めます。 

 

〈実施する事業例〉 

 バラの植栽管理講習会，バラボランティアの育成 等 
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【継続】 

2-3-④ やちよ元気体操応援隊の養成と活動支援 

推進部署 健康づくり課 

具体的な取組の概要 

住民主体の健康づくり活動を推進するため，やちよ元気体操応援隊を養成し，応援隊が実施

する体操グループを支援します。 

 

〈実施する事業例〉 

 やちよ元気体操応援隊養成講座 等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

やちよ元気体操応援隊が実施する体操グループ数 86 グループ 98 グループ 

 

【継続】 

2-3-⑤ 農業ボランティア推進事業の充実 

推進部署 農政課(やちよ農業交流センター) 

具体的な取組の概要 

都市住民と農業者の交流を図りながら，農業に関心のある都市住民を対象に農業ボランティ

アとして養成し，援農システムを拡充します。 

 

〈実施する事業例〉 

 農業ボランティア推進事業の在り方の検討， 

農業ボランティア養成講座， 

ボランティア認証者と受入農家との連絡調整 等 

 

【継続】 

2-3-⑥ 里山整備ボランティアの育成 

推進部署 環境政策課（ゼロカーボンシティ推進室） 

具体的な取組の概要 

「第３次環境保全計画」に基づき，里山楽校を開催し，里山整備ボランティアを育成します。 

 

〈実施する事業例〉 

 里山整備ボランティア人材育成講座，里山学習会 等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

里山楽校（里山整備ボランティア人材育成講座）

の参加者数 
160 人 240 人 
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基本目標３ 市民の学びの環境整備    

 

 【現状と課題】 

〇本市の生涯学習関係施設としては，総合生涯学習プラザをはじめ，公民館（９館），図書

館（５館），郷土博物館，市民体育館，市民会館等，市内の各地域に配置され，生涯学習

活動の拠点として重要な役割を果たしています。また，学校体育施設の開放などといっ

た施設の提供も行っています。 

 

〇市ホームページ，生涯学習情報提供システム「まなびネットやちよ」，広報やちよ，やち

よ情報メール等により生涯学習の講座情報や団体情報など各種学習関連情報を発信して

います。また，窓口や電話等の相談による情報提供があります。 

 

〇市民満足度調査では，「生涯学習情報が得られやすいと感じている」と回答した市民の割

合が約 16%で年々減少傾向にあり，生涯学習に関する市民アンケート調査の結果では，

生涯学習情報提供システム「まなびネットやちよ」があまり活用されていない結果とな

りました。 

 

  〇公民館や図書館など多くの生涯学習関係施設は，昭和 40 年代～平成元年にかけて整備

されており，建物や設備の老朽化が進んでいることが課題です。近年は修繕箇所が多く

なっており，今後も改修・更新等に多額の費用が必要となります。一方，人口減少・少子

高齢化の進行による税収の減少などが見込まれる中，改修・更新等に係る財源の確保は

更に困難になることが予測されます。 

   

〇本市では，未来を見据えた最適な公共サービスを目指すため，平成２７年に「八千代市公

共施設等総合管理計画」を策定し，公共サービス・施設等の規模の適正化，公共施設

等の効率的な施設管理及び有効活用の３原則に基づく公共施設等の全体最適化を推進し

ており，また，令和３年には「八千代市公共施設等個別施設計画」が策定され，将来にわ

たり真に必要な公共サービスを安心・安全な公共施設等で提供し続けていくため，施設

ごとの今後の方向性等が定められることから，当計画と整合を図り，生涯学習関係施設

の整備・充実に努める必要があります。 

 

〇施設の老朽化以外の課題として，生涯学習関係施設をより利用しやすくするため，市民

のライフスタイルの多様化にも合わせ，機能や役割について見直しを行い，管理手法や

利用方法の改善に努めるとともに，地域の課題や生涯学習ニーズなどを施設運営に効果

的に反映できるような仕組みづくりが必要です。 
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〇市民満足度調査（意識調査）や生涯学習に関するアンケート調査の結果を見ると，市が発

信している生涯学習の情報が市民へ十分に行き届いていないと考えられます。既存の情

報媒体以外にも，より効果的かつ身近な場所で生涯学習情報を得られる環境整備につい

て検討する必要があり，市民のライフスタイルの多様化にも合わせた生涯学習情報を的

確に提供する必要があります。 
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基本方針                         

３-１ 生涯学習関係施設の整備・充実 

◆生涯学習関係施設の機能や役割について見直しなどを行うとともに，市民 

のライフスタイルの多様化に合わせた利用方法等の改善に努め，利便性の向上を

図ります。 

 

 

◎具体的な取組 

【継続】 

3-1-① 生涯学習関係施設の整備・改善 

推進部署 
生涯学習振興課 

【関係課】総合生涯学習プラザ／公民館／図書館／八千代台東南公共センター 

具体的な取組の概要 

生涯学習関係施設の機能や役割について見直しなどを行うとともに，市民のライフスタイル

の多様化に合わせた利用方法等の改善に努め，利便性の向上を図ります。 

また，施設を安心・安全に利用できるように不具合箇所の修繕等，適切な維持管理を実施し

ます。 

〈実施する事業例〉 

 生涯学習関係施設の整備・充実・見直し，施設利用方法の改善，施設の点検・修繕， 

公民館への指定管理者制度の導入の検討 等 

 

 

【継続】 

3-1-② 郷土博物館展示事業 

推進部署 郷土博物館 

具体的な取組の概要 

常設展のリニューアルを検討・計画し，展示内容を充実させます。 

 

〈実施する事業例〉 

 考古・歴史・民俗・産業・自然の常設展開催 
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基本方針                         

３-２ 情報提供の充実 

◆市ホームページ，生涯学習情報提供システム「まなびネットやちよ」，広報紙のほか，ＳＮＳ

等を積極的に活用し，情報提供の充実に努めます。 

◆関係部署と連携し情報の共有化を図った上で，市民の求める情報を適切に 提供する

学習相談を行います。 

 

 

◎具体的な取組  

【継続】 

3-2-① 生涯学習情報提供システムの充実 

推進部署 生涯学習振興課（総合生涯学習プラザ） 

具体的な取組の概要  

生涯学習情報提供システム「まなびネットやちよ」の情報の掲載内容を充実させ，様々な情

報の需要に応えます。 

また，まなびネットやちよへの認知度を向上させるため，サイトの周知やアクセスのしやす

さを向上させるための改善等を実施します。 

 

〈実施する事業例〉 

 生涯学習情報提供システム「まなびネットやちよ」の充実・周知・啓発，  

 他の生涯学習情報サイトとの連携等 
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【継続】 

3-2-② 情報提供による学習の向上 

推進部署 生涯学習振興課（総合生涯学習プラザ），公民館，図書館 

具体的な取組の概要  

⑴ 総合生涯学習プラザ 

市民が生涯学習を始めるきっかけをつかめるよう，また，より広く，深く学べるよう情報を

提供しながらサポートします。 

 

〈実施する事業例〉 

パンフレット配布・パネル展示による情報発信，相談窓口・閲覧用パソコンの設置 等 

 

⑵ 公民館 

市民の学習相談に的確に対応できるよう，生涯学習関係機関と情報の共有を図るとともに，

市民が気軽に相談できる雰囲気づくりを行っていくなど，学習相談窓口を充実します。 

 

〈実施する事業例〉 

パンフレット配布・パネル展示による情報発信，相談窓口の設置 等 

 

⑶ 図書館 

資料の充実を図り，資料提供，情報提供を通して，市民の日常的な読書から調査・研究まで

の生涯学習活動を支援し，暮らしと仕事に役立つサービスを充実させます。また，ホームペー

ジ等を活用した情報発信を行うことで，利用の拡大に努めます。さらに，非来館型サービスで

ある電子図書館を充実させ，市民が活用できるよう周知に努めます。 

 
〈実施する事業例〉 

 資料収集・提供，団体貸出 等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

生涯学習情報が得られやすいと感じている

市民の割合 
15.9％ 30.0％ 

 市民一人当たりの年間図書貸出冊数 4.3 冊 6.0 冊 

 市内在住の図書貸出個人登録者数 71,744 人 82,000 人 
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【継続】 

3-2-③ 多文化交流センター事業の推進 

推進部署 シティプロモーション課 

具体的な取組の概要 

在住外国人への生活等に係る情報の提供や相談への対応，日本語習得や文化交流等の支援を

します。 

 

〈実施する事業例〉 

多言語情報メールによる防災・生活情報の配信，相談窓口の設置 等 

 

 

【継続】 

3-２-④ 子育て支援における情報提供の充実 

推進部署 
子ども支援センターすてっぷ 21 

【関係課】 

子育て支援課／地域子育て支援センター／保育園／子ども保育課／子ども福祉課／母子保健課 

具体的な取組の概要 

親子で安心して遊び，交流する場を提供するとともに，子育てについての相談及び子育て中

の家庭が必要な情報を入手しやすい環境の整備に努めます。 

 

〈実施する事業例〉 

子育て相談，やちよ子育てハンドブックの発行 等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

 地域子育て支援センターの利用人数 37,649 人 42,259 人 
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基本目標４ 地域社会と連携した教育への支援    

【現状と課題】 

〇「学校を核とした地域づくり」を目指して，地域と学校が相互にパートナーとして連携・

協働して行う様々な活動（地域学校協働活動）と「地域とともにある学校づくり」を実現

させる仕組みであるコミュニティ・スクール（学校運営協議会を設置した学校）の設置を

一体的に推進しています。 

   

  〇令和５年度末時点で学校運営協議会が設置している学校は，６校，地域学校協働本部が

整備されている学校は，9 校となっています。 

 

〇令和 8 年度末までに市内全小中学校及び義務教育学校に学校運営協議会を設置し，各学

校区に地域学校協働本部を組織化することを目標として取り組んでいます。 

 

〇地域により抱える課題や活動している個人や団体の状況も様々であることから，地域の

現状把握と環境や状況に応じたネットワークの構築とが重要となっています。 

 

〇災害時には，多くの学校が避難所となるため，学校と地域が連携した防災体制を充実さ

せていくことが重要です。 

 

〇少子化や教員の働き方改革の進展に伴い，「部活動の地域移行」が全国的に検討されてい

ます。本市においても地域の受け皿や担い手の確保等の課題が多くあります。 
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基本方針                         

４-１ 地域社会と連携した教育への支援 

◆地域と学校が連携・協働する体制を整備し，子どもたちの学びを充実させるとともに地域

づくりを推進します。 

  

◎具体的な取組  

【継続】 

4-1-① 学校運営協議会及び地域学校協働本部の推進 

推進部署 生涯学習振興課 

具体的な取組の概要 

学校運営及び学校への必要な支援に関して協議する機関である「学校運営協議会」の設置，

及び幅広い地域住民や団体等の参画により形成された緩やかなネットワークである「地域学

校協働本部」の組織化を一体的に推進します。 

また，整備された学校や組織の活動に対し，継続的に支援します。 

 

〈実施する事業例〉 

学校運営協議会の設置・支援等，地域学校協働本部の整備及び支援等 

■成果指標（計画目標） 現況値（Ｒ５年度末） 目標値（Ｒ12 年度末） 

・学校運営協議会が設置されている学校数 

・地域学校協働本部が組織されている学校数 

6 校 

9 校 

市立小・中・義務教育学校 

全 31 校※ 

※みどりが丘小学校分離新設校を含む 

 

【継続】 

4-1-② 地域の特性に対応した防災訓練の実施 

推進部署 危機管理課 

具体的な取組の概要 

地域の特性に応じた防災訓練を実施することで，市民の防災知識及び防災行動力を高める

とともに地域防災力の向上を図ります。 

市と学校，地域住民の三者が連携した防災訓練を学校において実施し，防災教育の推進を

図ります。 

  

〈実施する事業例〉 

 地震災害対応訓練，風水害対応訓練 等 ※年 70回を目標に実施 
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【新規】 

4-1-③ 部活動の地域移行の実施 

推進部署 保健体育課 

具体的な取組の概要 

部活動の地域連携や地域移行を推進し，子どもたちが，将来にわたって文化スポーツ芸術活

動に親しむ環境を整備するとともに，子どものニーズに応じた多種多様な活動を体験できる機

会の確保を目指します。 

 

〈実施する事業例〉 

休日及び平日部活動の地域連携の推進の研究・検討及び推進 
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 第４章 資料         
 ※案では，未掲載です。 

  計画策定後に掲載することとしております。 
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はじめに  

 

令和６年度は４年に一度のスポーツの祭典であるオリンピックが，フラン

ス・パリで開催され，本市出身の柔道女子４８㎏級角田夏実選手が本市初の

金メダル，スポーツクライミング男子ボルダー＆リード安楽宙斗選手が銀メ

ダルを獲得する快挙を成し遂げました。両選手の全力のパフォーマンスは，

世界中に感動を与え，かけがえのないレガシーとなり，本大会を契機とし，

人々のスポーツに対する意識が高まるとともに，「する」スポーツだけでは

なく，「観る」スポーツや「支える」スポーツといった様々な関わり方によ

り，多様な人々がスポーツに親しむ機会が増えました。  

八千代市では，平成２５年３月に「八千代市スポーツ推進計画」，令和３

年３月には「第２期八千代市スポーツ推進計画」を策定し，スポーツによっ

て市民それぞれが健康で活動的になり，スポーツをきっかけとして地域の

様々な人々がつながり，地域が活性化するような環境づくりを推進してまい

りました。第３期となる本計画でも，これまでの理念や「スポーツ活動の推

進」,「スポーツ環境の整備」,「スポーツ施設の充実」の３本柱を継続する

と共に，市民の皆様に分かり易い計画となるよう，重点的・先導的に取り組

むべき施策や進捗状況を確認するための目標値の見直しを行い，スポーツ施

策を総合的，計画的に推進してまいります。  

人生１００年時代を豊かで充実したものとするためには，スポーツの役割

は非常に大きく，すべての人々がスポーツを楽しみながら健康づくり，生き

がいづくり，仲間づくりができる社会にしていく必要があります。そのため

には，子どもから高齢者まで，障害のある人もない人もスポーツを楽しむこ

とができる環境がより一層求められます。スポーツで人も地域も健康で持続

可能な八千代にしていけるよう，今後も市民・地域・スポーツ関係団体等と

綿密に連携を図り，スポーツ施策の推進に努めるとともに，スポーツの意義

や価値について広く発信し，すべての人々のスポーツを行う機会の確保，安

全・公正にスポーツを行うことができる環境を整備してまいりますので，よ

り一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。  

結びに，本計画策定にあたり , 市民アンケート，パブリックコメント等を

通し，スポーツ推進への貴重な御意見，御提言をいただきました多くの市民

の皆様を始め，スポーツ推進審議会委員及び市議会議員の皆様に心より感謝

申し上げます。  

 

令和７年３月                    

八千代市教育委員会     

教育長 嶺岸 秀一   
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第１章  計画の策定にあたって 

 

第１節  計画策定の趣旨  

 

我が国におけるスポーツは，明治期以降，体育教育の一環として行われてき

ましたが，近年はスポーツが健康の維持増進や生きがいとして，あるいはスポ

ーツを観ることによる豊かな生活の支え，さらには地域の絆の形成に活用され

る等，まちづくりとの関係が深くなっています。  

また，国の政策は，平成２２年に策定された「スポーツ立国戦略」では，目

指す姿として「すべての人々にスポーツを！スポーツの楽しみ・感動を分かち，

支え合う社会へ」としています。  

千葉県では，県の体育・スポーツのあるべき姿を展望した総合的な指針とし

て「千葉県体育・スポーツ推進計画」を策定し，現在は第１３次の計画によっ

て，「スポーツ立県千葉」の実現を目指し，スポーツの振興を図っています。  

本市においても，平成１３年に「八千代市スポーツ振興マスタープラン」を

策定し，市民があらゆる機会と活動の場において，その適正と健康状態に応じ

て自主的にスポーツを楽しむことができるよう環境整備に努め，平成２５年に

は，本市におけるスポーツ推進の具体的な計画として，「八千代市スポーツ推

進計画」を，令和３年３月に「第２期八千代市スポーツ推進計画」を策定して

います。  

日本人の健康寿命は世界最高水準であり，さらなる延伸が予想されています。

人生１００年時代［※］の基盤は，一人一人の心身の健康であり，スポーツを

通した健康づくりへの関心も高まっており，誰もが気軽にスポーツを楽しめる

環境を整え，心身両面からの健康づくりを進めることが重要になっています。 

パリ２０２４オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とした市

民のスポーツに対する気運の上昇や健康志向の高まりから，一人でも多くの市

民が生涯にわたってスポーツに親しみ，健康で明るく豊かな生活を送ることが

できるよう，スポーツ施策の基本的な考え方や具体的な施策を示す，「第３期

八千代市スポーツ推進計画」を策定します。  

 

 

※ロンドン・ビジネス・スクール教授のリンダ・グラットンとアンドリュー・ス

コットが『 LIFE SHIFT（ライフ・シフト）１００年時代の人生戦略』で提唱し

た言葉。世界で長寿化が急激に進み，先進国では２００７年生まれの２人に１

人が１００歳を超えて生きる「人生１００年時代」が到来すると予測し，これ

までとは異なる新しい人生設計の必要性を説いている。  
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第２節  計画の位置付け 

 

本計画は，「スポーツ基本法」第１０条第１項に規定される「地方スポーツ

推進計画」として策定するものです。  

策定に当たっては，国の「第３期スポーツ基本計画」，県の「第１３次千葉

県・体育スポーツ推進計画」を参酌するとともに，「八千代市第５次総合計画」

等，市の関連計画との整合性を図ります。  

【スポーツ推進計画の位置付け】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

※本市における総合的かつ計画的にまちづくりを進める指針として策定され る

「八千代市第５次総合計画」と整合を図り，学校教育，生涯学習，文化・スポ

ーツに関する施策を包含したものであり，教育の基本目標及び施策の方向性等

を示す計画です。  

１ 教育振興基本計画  

２ スポーツ基本法  

３ スポーツ基本計画  

 

第４期八千代市教育振興基本計画※ 

国  

千葉県  八千代市  

関連する部署の個別計画  

１ 教育振興基本計画  

２ 千葉県体育・スポーツ振興条例  

３ 千葉県体育・スポーツ推進計画  

 

 

１ 八千代市総合計画  

２ 八千代市教育大綱  

第２期八千代市  

学校教育推進計画  

第３期八千代市  

スポーツ推進計画  

第４期八千代市  

生涯学習推進計画  
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第３節  計画の期間  

 

本市の目指す「スポーツ環境が整備され，市民の誰もがスポーツを楽しむこ

とのできる，健康で活力に満ちたまち」の実現に向けて，計画期間を令和７年

度から令和１２年度までの６年間とし，第２期の計画を経て第３期を策定しま

す。  

なお，計画期間内であっても社会情勢やスポーツを取り巻く現状や課題等を

踏まえ，必要に応じて見直をするものとします。  

              

計画等               Ｒ３年 度  

（2021 ）  

Ｒ４年 度  

（2022 ）  

Ｒ５年 度  

（2023 ）  

Ｒ６年 度  

（2024 ）  

Ｒ７年 度  

（2025 ）  

Ｒ８年 度  

（2026 ）  

Ｒ９年 度  

（2027 ）  

Ｒ10 年度  

（2028 ）  

Ｒ11 年度  

（2029 ）  

Ｒ12 年度  

（2030 ）  

[国 ] 

教育振興基本計画  

 

          

［県 ］  

教育振興基本計画  

 

          

［市 ］  

総合計画基本構想  

          

［市 ］  

総合計画基本計画  

          

［市 ］  

教育振興基本計画  

          

［市 ］  

学校教育推進計画  

          

［市 ］  

生涯学習推進計画   

          

［市 ］  

スポーツ推進計画   

          

 

年度  

八千代市第５次総合計画  

基本構想  

【令和３年度～令和 10 年度 】  

八千代市第５次総合計画  

前期基本計画  

【令和３年度～令和６年度 】  

八千代市第５次総合計画  

後期基本計画  

【令和７年度～令和 10 年度 】  

第 ３期 八 千 代 市 教 育

振興基本計画  

【令和４年度～  

令和６年度 】  

第４期八千代市教育振興基本計画  

【令和７年度～令和 12 年度 】 

八千代市学校教育推進計画

【令和４年度～令和６年度 】  

第２期八千代市学校教育推進計画  

【令和７年度～令和 12 年度 】  

第３期八千代市生涯学習  

推進計画  

【令和３年度～令和６年度 】  

第４期八千代市生涯学習推進計画  

【令和７年度～令和 12 年度 】  

第２期八千代市スポーツ  

推進計画  

【令和３年度～令和６年度 】  

第３期八千代市スポーツ推進計画  

【令和７年度～令和 12 年度 】  

第２期  

第 ３期 千葉県教育振興基本計画  

次 世 代 へ光 り輝 く 「教 育 立 県 ちば」

プラン  

【令 和 ２年 度～令和 ６年 度 】  

第４期教育振興基本計画  

【令和５年度～令和９年度 】  

令和５年６月 １６日閣議決定  

第 ３ 期 教 育 振

興基本計画  

【H30～R4 年 度 】  

第４期千葉県教育振興基本計画  

【令和７年度～令和１１年度 】  
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第４節  スポーツ環境をめぐる現状と課題  

  

令和６年２月に，住民基本台帳から抽出した１８歳以上の市民３，５００名

を対象にアンケート調査を実施し，１，１２７名の回答があり，回収率は  

３２．２％でした。  

「あなたはスポーツや運動（ウオーキング，散歩，筋力トレーニングを含む）

をどの程度行っていますか」では，ほとんど（またはまったく）やらない人が

前回調査では半数を占めておりましたが，今回の調査では３０．３ %となり，

この数年で体を動かすことへの意識が市民に根付いてきていることが伺えま

す。「週に１～２回程度行う」，「週に３～５回程度行う」，「ほぼ毎日行う」，

「月に１～３回程度行う」の順となっております。  

スポーツ庁がスポーツ基本計画のなかで目標値として挙げている「週１回以

上のスポーツ実施率」について，令和５年度の世論調査結果では５２．０％に

対して，本市の今回の調査では，５８．４％となっており，本市の実施率が全

国より高くなっております。  

「あなたはスポーツをどの程度行っていますか」では，「ほとんど（または

まったく）やらない人」が前回は５０％に対して今回は３０．３ %と減少しま

したが，その理由は「忙しくて時間がとれないから」が５割弱で依然として多

く，これは前回と同様の結果となっております。  

また，「スポーツをほとんど（またはまったく）やらない」と回答した人で

も「今後スポーツを行いたいと思いますか」の質問では，「条件が合えば行い

たい」と「今後行う」という回答を合わせると７割弱の方がスポーツに関心を

もっていることから，忙しくて時間がとれない方にも気軽にできるスポーツ活

動の体制づくりや環境づくりが今後の課題の一つとなります。  

「あなたがスポーツや運動をする理由を教えてください」の質問では，「健

康の維持や体力づくりのため」が最も多く，次に「運動不足解消のため」，「趣

味や生きがいのため」，「気晴らしやストレス発散のため」の順となっており

ます。前回調査と比較し，「健康維持や体力づくり」の割合が，２０％も増加

しており，市民の健康志向がさらに高まっていると考えられます。  

また，「あなたが行っているスポーツ種目を教えてください」では，ウォー

キングが最も多く，次に筋力トレーニング，ランニングの順となっており，こ

ちらも前回調査と同様の結果であるとともに，個人で気楽に時間のある際に行

えるスポーツが多い傾向となっております。  
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第５節  社会情勢の変化  

１ 多様性を認め合うまちの実現  

「共生社会」とは，これまで必ずしも十分に社会参加できる環境のなかった

障害のある方をはじめ，配慮が必要な人々が積極的に参加・貢献していくこと

ができる社会であるとともに，誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い，

人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会であり，国は，この

ような社会を目指すことを積極的に取り組むべき重要な課題と捉えています。 

スポーツには，ジェンダー平等をはじめとする幅広い社会課題の解決に寄与

する力があると期待されています。一方で，我が国における各種競技団体の役

員の女性参加は世界各国と比べると遅れており，東京２０２０オリンピック競

技大会の開催を通じて，ジェンダー平等に対する国民の関心が高まりました。 

これからは，スポーツに親しむ場においても，性別，年齢，障害の有無，国

籍等にかかわらず，多様性を尊重するとともに，社会的包摂の観点から，それ

ぞれの人が持つ潜在的な能力をできる限り発揮できるようにするため，誰も排

除せず，一人一人を社会の構成員として取り込むことが重要です。  

２ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への取り組み 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は，平成２７年９月の国連サミットで採択

された国際目標であり，１７のゴール・１６９のターゲットから構成され「誰

一人取り残さない」社会の実現を目指して，経済・社会・環境をめぐる広範な

課題に統合的に取り組むものです。  

本計画は，ＳＤＧｓが示す  １７  のゴールの内，「３  すべての人に健康と

福祉を」，「１７  パートナーシップで目標を達成しよう」の目標達成に資す

る取り組みであるとともに，他のゴール・側面と合わせて本計画においても，

ＳＤＧｓの理念を踏まえ，施策の展開を図っていく必要があります。  

 

≪持続可能な開発目標≫ 
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第６節  本計画におけるスポーツ  

 

本計画は，「スポーツ」を幅広く捉え，自らが身体を動かして行う「する」

スポーツだけではなく，競技を観戦する「観る」スポーツや，監督・コーチ等

の指導者，スポーツ大会の審判やスタッフ，プロチームのファンやサポーター

として参加する「支える」スポーツ等も，スポーツとして捉えています。  

さらに，階段の昇り降りや，駅までの徒歩の移動，身近な場所・環境での散

歩等，日常生活における身体活動を含むものとしても捉え，「スポーツ」とい

う概念や活動を広く定義づけ，市民のだれもが楽しめるスポーツを推進してい

きます。  

                    

       

≪千葉県民スポーツ大会結団式≫  

 

 

 

≪スポーツ推進委員によるフロアカーリング大会≫  
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第２章  計画の基本的な考え方  

第１節  基本理念  

 

本市におけるスポーツの推進につきましては，八千代市第５次総合計画の

「豊かな心と文化を育むまちづくり」において，将来のまちの姿として「スポ

ーツ環境が整備され，市民の誰もがスポーツを楽しむことのできる，健康で活

力に満ちたまち」を掲げております。  

本計画は，八千代市第５次総合計画の柱の一つである，「豊かな心と文化を

育むまちづくり」を目指し，これからの本市におけるスポーツのあるべき姿を

示し，快適な生活環境とするための指針とするものです。  

スポーツは，心身の健全な発達，健康及び体力の向上や維持増進，精神的な

充足感の獲得だけではなく，世代を超えた地域社会の交流や市民スポーツ大会

等を通じた地域の活性化等，豊かな生活を送る上で数多くの役割を担っており

ます。このため，市民が生涯に渡ってスポーツに親しむことのできる環境づく

りを進めることは，極めて重要な意義を有しています。  

 

 

                     

 

 

 

 

 

≪フォークダンス大会≫  

 

 

基本理念  

市民の誰もが健康で活力に満ちたスポーツのまちづくり  
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第３章  計画の具体的な取り組み 

第１節  スポーツ活動の推進  

 

１ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進  

【現状】  

情報化社会の進展や人間関係の希薄化等，日常生活において体を動かす機会

の減少による体力や運動能力の低下，さらにはストレスの増大や生活習慣病の

増加等，心身両面にわたる健康上の問題が顕在化し，スポーツに対する市民の

ニーズも多様化しております。  

このような中，これまでの競技スポーツに加え，余暇時間を活用して身近で

気楽に楽しめるニュースポーツへの関心が高まりを見せております。現在，本

市での「週１回以上のスポーツ実施率」は全国よりも高くなっており，本市の

スポーツ推進の向上が伺えます。この傾向を継続していくために，今後も，子

どもから大人，高齢者や障害のある人まで，それぞれのライフステージに応じ

て，気軽にスポーツに親しめるような環境を整備することで，スポーツ活動の

機会を増やすとともに，スポーツ活動に対する正しい知識・理解を深め，スポ

ーツを日常化するためのさらなる取り組みが必要です。  

 

【今後の取り組み】  

◯市民アンケート調査結果から，スポーツをしなかった人の理由は，「忙し

くて時間がないから」や「身近に適当な施設や場所がないから」が多いこ

とから，スポーツをする・しない人どちらに対しても，気軽にできるスポ

ーツ機会の提供に努めます。  

◯高齢者は，「健康の維持や体力づくり」，「運動不足解消」のために「ウ

ォーキング」，「ゴルフ」等のスポーツを行っている人が多い一方で，「健

康上の理由から」，「身近に適当な施設や場所がないから」，「スポーツ

が好きではないから」を理由にスポーツをしていない人も多いことから，

身近な場所で，高齢者が参加しやすい機会の充実を図るとともに，気軽に

できるスポーツを普及していくことが必要です。  

 

【主な施策事業】  

◯市民アンケートの実施等，市民ニーズに関する情報収集  

◯ニュースポーツの普及を目的とした教室の開催等  

◯やちよ元気体操等の健康体操の推進  
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２ 障害のある人のスポーツ活動の推進  

 

【現状と課題】  

障害のある人にとってのスポーツ活動は，障害の程度に応じた健康維持増進

のほか，自立と社会参加を促進するという役割があります。  

パラスポーツへの関心が高まる現在，障害のある人と健常者が協力し，理解

し合うことが，障害のある人のスポーツ活動を推進する上で必要です。  

また，八千代市身体障害者福祉会等と連携して，障害のある人と健常者がと

もにスポーツを楽しむ環境づくりに一層取り組むとともに，施設のバリアフリ

ー化等障害のある人がスポーツに参加しやすい環境整備の取り組みが必要で

す。  

 

【今後の取り組み】  

◯障害の種類や程度に応じてスポーツを楽しむことができるよう，関係団体

と協力しながらスポーツ活動のきっかけづくりや環境づくりに努めます。 

◯障害のある人とない人が共に参加できるスポーツ大会の普及に努めます。 

○障害のある人もない人も一緒にできるスポーツ活動や大会の普及に努め，

障害者スポーツの理解・啓発を推進します。  

 

【主な施策事業】  

◯市民団体等へのボッチャ [※ ]，ペタンク，フロアカーリング等の用具の貸

し出し  

◯ニューリバーロードレース in 八千代    

 

≪スポーツ推進委員によるボッチャ研修会≫ 

※ボッチャ：ヨーロッパで生まれた，重度脳性麻痺者または同程度の四肢重度障

害者のために考案されたスポーツで，パラリンピック正式種目。ジャックボー

ル（目標球）と呼ばれる白いボールに赤，青のそれぞれのボールを投げたり，

転がしたり，他のボールに当てたりして，いかに近づけるかを競う。  
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３ スポーツ大会の開催  

 

【現状と課題】  

現在，市や教育委員会が主催するスポーツ教室やスポーツ大会のほか，市民

スポーツ大会や市民レクリエーション大会，また，大規模なスポーツ大会とし

て，ニューリバーロードレース in 八千代等が開催されており，たくさんの市

民が参加しています。  

市民アンケート調査結果から，スポーツをしなかった理由として，「忙しく

て時間がないから」，「スポーツが好きではないから」が最も多いことから，

仕事や家事を両立しながら，スポーツができる環境の充実，スポーツをしたく

なるきっかけづくりが必要です。  

 

【今後の取り組み】  

◯幅広い層の市民が参加できる，市民スポーツ大会や市民レクリエーション

大会，スポーツイベント等を開催します。  

◯市内外の選手が参加することでスポーツによる地域交流を図るとともに，

広く本市の魅力を発信できるスポーツ大会やスポーツイベントを開催し

ます。  

◯ニューリバーロードレース in 八千代の開催をはじめ，様々なスポーツ大

会やスポーツイベントはボランティアスタッフにより支えられて成り立

っています。「支える」スポーツとして参加できるスポーツボランティア

の周知に努め，市民が気軽に活躍できる場の提供に努めます。  

 

【主な施策事業】  

◯市民スポーツ大会や市民レクリエーション大会等の開催  

◯ニューリバーロードレース in 八千代  

 

 

≪ニューリバーロードレース小学生部門≫ 
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４ 競技力の向上★ 

 

【現状と課題】  

現在，八千代市を代表して出場する県民スポーツ大会や全国高等学校総合体

育大会において優秀な成績を収める選手やチームが多く輩出されております。

このことは，地域への誇りと連帯感を育み，市民相互の交流の活性化にも繋が

ります。  

今後は，競技力の向上を図るために，八千代市スポーツ協会やスポーツ関係

団体等との連携を深め，県民スポーツ大会に参加する選手の育成や支援を行う

とともに，全国大会等に出場する選手を補助する体制の充実を図る等，選手を

バックアップする体制の拡充が求められます。  

本市にゆかりのある選手が，全国大会や国際大会及びオリンピック・パラリ

ンピックで活躍することは市民にとって誇りであり，多くの市民に夢や感動を

与えるとともに，スポーツへの関心・意欲を高めることにもつながります。パ

リ２０２４オリンピック競技大会でメダリストが輩出されたことから，メダリ

ストと子ども達との触れ合いの機会を創出し，スポーツへの関心を高めること

が必要です。  

 

【今後の取り組み】  

◯競技力の向上や競技スポーツ人口の裾野の拡大を目指し，市民スポーツ大

会の開催や県民スポーツ大会に参加する選手の育成・支援に努めます。  

◯多くの市民が身近な場所でトップレベルの競技や試合を観戦する機会の

提供に努め，「観る」スポーツを推進します。  

◯全国大会に出場する選手を支援する補助制度の充実に努めます。  

◯全国大会や国際大会等で優秀な成績を収めた市民等を表彰し，その功績を

たたえます。  

◯オリンピックメダリストをはじめ，民間企業との包括連携協定を活用して

トップアスリートによるスポーツ教室の開催に向けて調整を図ります。  

◯全国高等学校総合体育大会等出場補助金等次世代を担う子ども達のため

の支援制度の検討します。  

 

【主な施策事業】  

◯市民スポーツ大会の開催及び県民スポーツ大会の参加者支援  

◯各種トップアスリートによるスポーツ教室の開催  
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第２節  スポーツ環境の整備  

 

１ スポーツ指導者の育成  

 

【現状と課題】  

本市では，地域のスポーツ指導者 [※ ]の育成のため，八千代市スポーツ協会

と共催でスポーツ指導員養成講習会を開催しています。また，スポーツ指導者

の資質向上を図るため，スポーツ関係団体に対し，講習会や研修会の情報提供

を行っています。  

しかし，市民の健康意識の高まりや学校の部活動との連携 [※ ]等の多様化す

る市民ニーズに対し，スポーツ指導者が十分に対応しているとは言えない状況

です。今後のさらなるスポーツ活動の推進や普及を考えた場合，様々なスポー

ツ活動に対応するため，専門的な知識を持ったスポーツ指導者の育成や，効果

的に活用できるシステムの構築が重要となります。  

 

【今後の取り組み】  

◯スポーツ指導者の資質向上や育成に向けて，指導者向け講習会を引き継き

開催していきます。  

◯国・県が開催するスポーツ指導者研修会等への積極的な参加を促します。 

 

【主な施策事業】  

◯スポーツ指導員養成講習会の開催支援  

◯スポーツ関係団体に対する研修会等の情報提供等  

 

 

≪スポーツ指導者講習会≫ 

 

※スポーツ指導者：八千代市スポーツ協会等スポーツ団体加盟の指導者  

※部活動の地域連携や地域移行を推進し，子ども達が，将来にわたって文化スポ

ーツ芸術活動に親しむ環境を整備するとともに，子どものニーズに応じた多種

多様な活動を体験できる機会の確保を目指します。  
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２ スポーツ推進委員の資質向上と活動の充実  

 

【現状と課題】  

スポーツ推進委員は，年に３０回以上の講座を行う等，高齢者へのスポーツ

指導や体力維持活動，ニュースポーツの普及等，市民がスポーツに親しむ環境

づくりに努めるほか，市民と行政との調整役としての重要な役割を担っていま

す。  

今後はさらに多様化する市民ニーズに対応するため，各種研修会や講習会へ

の参加等，スポーツ推進委員の資質向上が求められます。また，スポーツ推進

委員の活動を広報することで，地域のスポーツ活動の活発化につなげる必要が

あります。  

 

【今後の取り組み】  

◯地域住民が主体的にスポーツを行えるよう，スポーツ推進委員の活動を支

援します。  

◯多様化する市民ニーズに応じた指導ができるよう，県等が主催する講習会

への積極的な参加を促す等，スポーツ推進委員の資質向上を図ります。  

◯スポーツ推進委員の活用等について周知に努め，誰もが気軽にスポーツを

楽しむことができる機会を提供します。  

 

【主な施策事業】  

◯スポーツ推進委員による講座の開催  

◯県や自治体が開催する各種講習会等の情報提供等  

 

≪スポーツ推進委員によるソフトバレーボール大会≫ 
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３ 関係団体との連携★ 

 

【現状と課題】  

スポーツの推進に向けて，地域住民やスポーツ関係団体及び行政が連携を図

るとともに，それぞれが主体的なスポーツ推進の担い手となって取り組む必要

があります。  

本市におけるスポーツ推進の担い手となる八千代市スポーツ協会では，競技

スポーツの推進と競技力の向上を目指し，市民スポーツ大会の開催やスポーツ

指導者の養成，県民スポーツ大会への選手派遣等を行っています。また，八千

代市レクリエーション協会では，日常的に継続できるレクリエーション活動を

通じて，市民の心身の健康への一助としてのレクリエーションの普及活動を展

開しており，市民の楽しみや生きがいの機会を提供しています。スポーツ推進

委員においては，ニュースポーツの普及活動等を推進し，地域スポーツの推進

者として，各地域で活躍しています。  

現在市主催のイベントといたしましては，スポーツ協会，レクリエーション

協会の加盟競技団体が運営する市民スポーツ（レクリエーション）大会をはじ

め，スポーツ推進委員によるソフトバレーボール大会やフロアカーリング大会

のほか，実行委員会とともにニューリバーロードレースｉｎ八千代を開催して

おります。今後，多様化する市民ニーズに対応するため，様々なスポーツ関係

団体とより一層連携する必要があります。  

 

【今後の取り組み】  

◯市民のスポーツ活動を推進するため，八千代市スポーツ協会，八千代市レ

クリエーション協会，スポーツ少年団をはじめとしたスポーツ関係団体と

の連携を図るとともに，スポーツ活動及びレクリエーション活動の普及に

努めます。  

◯関係する行政関係部署と連携を図ることで，市民サービスの向上に努めま

す。  

◯小中義務教育学校と連携し，児童生徒が各種スポーツ大会に関わる機会の

創出に努めます。  

 

【主な施策事業】  

◯八千代市スポーツ協会，八千代市レクリエーション協会，スポーツ少年団

等との連携  

◯健康づくり課や障害者支援課等，関係行政部署・機関との連携等  
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４ 地域スポーツの支援拡大  

 

【現状と課題】  

総合型地域スポーツクラブは，市民の誰もが体力や年齢，技術，興味，目的

に応じて，「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」スポーツに

親しむことができるスポーツクラブです。  

住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境を整備することは，地域社会の

再生において重要な意義を有するものであるとともに，生涯を通じた住民のス

ポーツ参画の基盤となるものです。このような観点から，総合型地域スポーツ

クラブが中心となり，地域スポーツの担い手としての重要な役割を果たしてい

けるよう支援します。  

現在，萱田・ゆりのき地区で設立された「八千代中央コミュニティスポーツ

クラブ」，勝田台地区で設立された「八千代ファミリアスポーツクラブ」，阿

蘇地区を中心に活動している「一般社団法人みんなの BUKATSU」の３つの総合

型地域スポーツクラブの活動支援を行っております。  

また，ライフステージに応じて住民が安心して地域でスポーツ活動に取り組

んでいくためには，その基盤として，住民のニーズに応えつつ，スポーツ指導

者やその活動の場となるスポーツ施設等を充実させる必要があります。さらに，

地域の企業や大学は，人材や施設，研究能力等を有しており，地域スポーツに

おいて，これらを積極的に活用していくため，企業や大学等との連携を図りま

す。  

 

【今後の取り組み】  

◯総合型地域スポーツクラブの認知度を高めるよう周知に努めます。  

◯地域のスポーツ活動を活性化させるため，総合型地域スポーツクラブの活

動を支援します。  

 

【主な施策事業】  

◯総合型地域スポーツクラブの活動場所の確保等の活動支援  

◯総合型地域スポーツクラブの活動に関する市ホームページ等への掲載   
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５ スポーツ情報の収集と提供  

 

【現状と課題】  

市民のスポーツへの参加意欲を促進するためには，各種スポーツ大会等で優

秀な成績を収めた市民の情報を周知するとともに，市民が幅広いスポーツ情報

を容易に入手できる仕組みが求められます。  

現在，市ホームページ等を利用して，スポーツ教室やスポーツ大会の開催を

始めとした各種スポーツ情報を発信しておりますが，今後はホームページの内

容の拡充や，様々な媒体を利用することで，誰もがいつでもスポーツに関する

情報を得られるよう，充実した情報の発信に努めます。  

また，施設予約システムを利用者にとって身近で使いやすいシステムとする

ことで，市民が手軽に施設を利用したスポーツ活動を行えるよう努めます。  

 

【今後の取り組み】  

◯「広報やちよ」や市ホームページ等の各種メディアを通して，スポーツ教

室やスポーツ大会等の情報提供に努めます。  

◯各種スポーツ大会等で活躍した市民の情報を収集し，広く市民への周知に

努めます。  

◯ＳＮＳ等のソーシャルメディアを活用し，効果的な情報提供・発信を行い，

市民のスポーツへの関心や主体的な取り組みを促進します。   

 

【主な施策事業】  

◯「広報やちよ」や市ホームページ等の掲載内容の拡充   

◯施設予約システムの利便性の向上  

 

≪ニューリバーロードレース１０Kｍ（一般・市民）部門≫  
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第３節  スポーツ施設の充実  

 

１ スポーツ施設の管理・運営★ 

 

【現状と課題】  

市民が気軽にスポーツに楽しみ，それぞれのライフステージに応じて積極的

にスポーツ活動を行い，健康で活力のある充実した生活を送るには，ハード面

の基盤となるスポーツ施設の存在が不可欠です。  

現在本市には体育館や野球場・庭球場の他，総合グラウンドやスポーツ広場

等，様々なスポーツ施設がありますが，その多くで老朽化が進んでおり，市民

がいつでも安全にスポーツ活動に取り組むことができるよう，早急な対策を行

うとともに，市民ニーズを踏まえた，誰もが使いやすいスポーツ施設を目指し

て，施設や設備の整備や充実を推進することが必要です。  

 

【今後の取り組み】  

◯スポーツ施設の予約方法等の改善や，設備・備品の管理等を行い，市民の

誰もが利用しやすいスポーツ施設の運営に努めます。  

◯施設管理者である指定管理者の持つ民間の専門的なノウハウを施設の管

理・運営に活用し，質の高いサービスを利用者に提供することで，利用満

足度や利用者の増加に努めます。  

◯老朽化した施設の改修等の実施については，市民サービスへの影響を考慮

した上で，八千代市公共施設等個別施設計画との整合性を図りながら対応

します。  

◯老朽化した施設の計画的な整備や改修を進めるとともに，バリアフリー化

にも努めます。  

◯公園や広場の整備を進めるとともに，未利用地等を活用し，市民が気軽に

利用できるスポーツ活動の場の確保に努めます。  

 

【主な施策事業】  

◯指定管理者との連携によるスポーツ施設の適正な管理  

◯市民体育館改修工事  

◯市民体育館使用料の見直し  
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２ 学校体育施設の活用  

 

【現状と課題】  

本市では，「スポーツ基本法」に基づき，学校教育に支障のない範囲で小・

中学校の学校体育施設（運動場，体育館，柔・剣道場）の開放を行っており，

毎年多くの市民が利用してスポーツを楽しむ等，地域のスポーツ活動の場とし

て重要な役割を果たしています。   

地域のスポーツ活動を推進していく上では，既存の利用者だけではなく，今

まで利用したことのない人にも，気軽にスポーツができる機会を提供していく

必要があります。  

 

【今後の取り組み】  

◯学校体育施設を有効に活用するため，利用団体との連携・調整を図ります。 

◯利用者の利便性を向上するため，利用方法の改善に努めます。  

◯学校体育施設への空調機設置に伴い，使用料の検討を行います。  

 

【主な施策事業】  

◯学校体育施設利用者との連携の充実  

◯学校体育施設利用者のニーズの収集等  

 

≪学校体育施設開放の様子≫ 
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令和１２年度  令和５年度  

令和５年度  令和１２年度  

令和５年度  令和１２年度  

第４章  計画の目標設定  

 本計画によるスポーツの推進効果を明確に把握できるように，定量的な指標

を設定し，目標達成を目指します。計画期間内であっても，必要に応じて目標

値の見直しをするものとします。  

 

第１節  スポーツ活動の推進  

目標値「週１回以上のスポーツ実施率」  

令和６年２月に実施した「次期八千代市スポーツ推進計画策定に関する市民

アンケート「問５あなたはスポーツをどの程度行っていますか」の回答では，

週１回以上のスポーツをする人の割合が５８．４ %でした。今後，誰もが気軽

にできるスポーツ活動の場と機会の充実に努め，週１回以上スポーツをする人

の割合の増加を目指します。  

実績値  58.4％ ⇒ 75.0％       目標値  

第２節  スポーツ環境の整備  

目標値「スポーツ推進委員依頼講座の受講者数」 

スポーツ推進委員がニュースポーツ等の普及を目的として，市民に実技指導

や助言を行う講座を開催しています。前回までの指標は講座数でしたが，受講

者数で指標を設定するのが適切と考え，今後，ニュースポーツ等の講座内容の

充実や活動の周知を図ることにより，受講者数の増加を目指します。  

実績値  1,115 人 ⇒ 1,230 人  目標値 

第３節  スポーツ施設の充実  

目標値「体育施設利用者数」  

本市には体育館，野球場，庭球場，総合グラウンド等が有り，たくさんの市

民が利用しています。今後，施設や設備の充実を図り，誰もが気軽に利用でき

る施設として利用者の増加を目指します。  

実績値  571,694 人 ⇒ 75 万人  目標値 
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資 料 

○第３期八千代市スポーツ推進計画策定経過 

○令和５年度 次期八千代市スポーツ推進計画策定に係わるアンケート結果 
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○第３期八千代市スポーツ推進計画策定経過 

 

実  施  日  内   容  

令和６年２月１９日  
次期八千代市スポーツ推進計画（素案）策定に関する市

民アンケート実施  

令和６年７月１９日  

第１回八千代市スポーツ推進審議会開催  

【議題】  

（１）市民アンケートの結果について  

（２）次期八千代市スポーツ推進計画の策定について 

【報告】  

（１）パブリックビューイングの実施について  

（２）有料公園施設の改修工事について  

１０月  

１１月  

 

庁内関係部局と調整  

 

令和 7 月１月２７日  パブリックコメントを実施（～２月１４日）  

令和７年１月２８日  

第２回八千代市スポーツ推進審議会開催  

【議案】  

第３期八千代市スポーツ推進計画（素案）を諮問  

【報告】  

（１）パブリックビューイングの結果について  

（２）有料公園施設の改修工事について  

 

２月    

  

第３期八千代市スポーツ推進計画（素案）の答申  

３月   パブリックコメントの結果を公表  
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○令和５年度 次期八千代市スポーツ推進計画策定に係わるアンケート結果 
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◇ 調査実施の概要   

 

１ 調 査 目 的 第３期八千代市スポーツ推進計画の策定にあたり，市民のスポーツに対す

る意識・意向，活動状況を把握し，計画に反映させるとともに，今後のス

ポーツ施策立案の基礎資料とすることを目的として実施したものである。  

２ 調査の概要 

（１）調査地域 八千代市内全域 

（２）調査対象 八千代市に在住する満 18 歳以上の男女（以下，市内在住者調査）   

（３）配布数と調査方法 

  ※市内在住の 18 歳以上を対象に層化抽出法により抽出した。層化は性別，年齢別，７地域別で行い，

市全体に対する割合に比例するように抽出した。 

（４）調査期間 令和 6年 2月 22日～ 3月 15 日 

（５）回答数 1,127人（郵送：748通，Ｗｅｂ：379通） 

 

市内在住者調査 
配布数 3,500人を住民基本台帳から無作為※に抽出した。      

調査方法 郵送・Ｗｅｂ併用法（郵送配布－郵送・Ｗｅｂ回収） 



 

 

 

 

 

 

 

 



令和5年度　次期八千代市スポーツ推進計画策定に係るアンケート結果 令和6年7月17日 現在

回答数 1127 郵送: 748通 電子申請： 379通

問１　あなたの性別は。 合計 割合

1 男 463 41.1%

2 女 661 58.7%

不明 3 0.3%

問２　あなたの年齢（年代）は。 合計 割合

1 10代 15 1.3%

2 20代 78 6.9%

3 30代 132 11.7%

4 40代 190 16.9%

5 50代　 206 18.3%

6 60代 171 15.2%

7 70代 194 17.2%

8 80代以上 130 11.5%

9 不明 11 1.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

問３　あなたの職業は。 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 農林業 9 0.8% 0 2 0 0 1 3 3 0 0

2 自営業 46 4.1% 0 3 2 8 14 7 9 3 0

3 会社員 335 29.7% 0 32 77 79 84 49 13 1 0

4 公務員 42 3.7% 0 4 13 14 5 6 0 0 0

5 主婦 218 19.3% 0 4 17 34 31 43 55 34 0

6 学生 38 3.4% 14 23 0 0 0 0 0 0 1

7 パート・アルバイト 182 16.1% 0 6 16 44 53 34 26 2 1

8 無職 216 19.2% 0 2 4 4 8 25 82 84 7

9 その他 35 3.1% 0 2 1 7 10 4 6 5 0

10 無記入 6 0.5% 1 0 2 0 0 0 0 1 2

41.1%

58.7%

0.3%

男女別人数の集計

男 女 不明

1.3%
6.9%

11.7%

16.9%

18.3%

15.2%

17.2%

11.5%

1.0%

年齢（年代）の集計

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明

0 50 100 150 200 250 300 350 400

農林業

自営業

会社員

公務員

主婦

学生

パート・アルバイト

無職

その他

無記入

職業年齢別回収結果

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

問４　あなたが現在お住いの地区は。 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

B 大和田 61 5.4% 2 4 10 10 4 9 11 10 1

A 萱田町 32 2.8% 0 2 6 5 6 5 4 3 1

A 萱田 29 2.6% 0 3 4 5 8 6 2 1 0

A 大和田新田 188 16.7% 2 14 17 37 48 24 37 8 1

A ゆりのき台 44 3.9% 0 6 8 11 8 5 3 3 0

B 高津 53 4.7% 2 2 4 6 9 9 10 11 0

B 高津団地 10 0.9% 0 0 1 0 2 1 3 3 0

B 緑が丘 63 5.6% 0 5 8 8 14 13 8 6 1

B 高津東 12 1.1% 0 0 0 3 4 2 3 0 0

B 緑が丘西 41 3.6% 0 3 15 11 6 3 3 0 0

C 八千代台 102 9.1% 1 10 8 14 19 19 18 11 2

C 八千代台東 18 1.6% 0 1 2 2 2 3 4 4 0

C 八千代台西 19 1.7% 0 1 0 3 4 0 3 8 0

C 八千代台南 17 1.5% 0 1 2 2 3 5 4 0 0

C 八千代台北 42 3.7% 0 2 4 7 10 8 6 5 0

D 桑納 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 麦丸 4 0.4% 1 0 0 0 0 1 2 0 0

D 吉橋 14 1.2% 0 1 2 4 4 0 1 2 0

D 真木野 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 神久保 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 小池 1 0.1% 0 0 0 1 0 0 0 0 0

D 桑橋 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 佐山 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 平戸 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 島田 2 0.2% 0 0 0 0 2 0 0 0 0

D 島田台 7 0.6% 0 0 0 0 1 3 2 1 0

D 尾崎 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 大学町 9 0.8% 0 0 2 0 1 0 6 0 0

E 村上 93 8.3% 1 8 9 15 16 17 19 8 0

E 上高野 50 4.4% 0 3 5 11 9 9 9 4 0

E 下市場 10 0.9% 1 0 2 2 1 2 1 1 0

E 村上団地 4 0.4% 0 0 0 0 0 0 0 4 0

E 村上南 27 2.4% 0 2 4 4 6 4 5 2 0

E 勝田台北 15 1.3% 0 1 3 0 2 1 1 6 1

E 下高野 1 0.1% 0 0 0 0 0 1 0 0 0

F 米本 22 2.0% 0 1 0 2 3 4 7 5 0

F 神野 3 0.3% 0 1 2 0 0 0 0 0 0

F 保品 3 0.3% 0 1 1 0 0 0 1 0 0

F 堀の内 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F 米本団地 2 0.2% 0 0 0 0 0 1 1 0 0

G 勝田台 92 8.2% 3 3 7 21 12 9 16 20 1

G 勝田台南 6 0.5% 1 1 0 1 0 3 0 0 0

G 勝田 5 0.4% 0 0 0 1 0 1 1 2 0

H 無記入 26 2.3% 1 2 6 4 2 3 3 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

年齢/地域 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

A 大和田 293 26.0% 2 25 35 58 70 40 46 15 2

B 高津・緑が丘 240 21.3% 4 14 38 38 39 37 38 30 2

C 八千代台 198 17.6% 1 15 16 28 38 35 35 28 2

D 睦 37 3.3% 1 1 4 5 8 4 11 3 0

E 村上 200 17.7% 2 14 23 32 34 34 35 25 1

F 阿蘇 30 2.7% 0 3 3 2 3 5 9 5 0

G 勝田台 103 9.1% 4 4 7 23 12 13 17 22 1

H 無記入 26 2.3% 1 2 6 4 2 3 3 2 3
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問5 あなたはスポーツや運動（ウォーキング，散歩，筋力トレーニング等を含む）をどの程度行っていますか。（１つ選択） 781

※「5」と回答した方は問12へお進みください 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 ほぼ毎日行っている 175 15.5% 2 6 14 13 18 29 51 39 3

2 週に３～５回程度行う 213 18.9% 3 11 16 20 32 39 51 38 3

3 週に１～２回程度行う 271 24.0% 4 22 19 46 63 44 45 26 2

4 月に１～３回程度行う 122 10.8% 2 13 26 31 22 15 10 2 1

5  ほとんど（または全く）やらない 341 30.3% 4 26 56 79 71 44 37 24 0

6 無記入 5 0.4% 0 0 1 1 0 0 0 1 2

大和田,26.0%

高津・緑が丘,21.3%

八千代台,17.6%睦,3.3%

村上,17.7%

阿蘇,2.7%

勝田台,9.1% 無記入,2.3%

地区別人数の集計

0 50 100 150 200 250 300 350 400

ほぼ毎日行っている

週に３～５回程度行う

週に１～２回程度行う

月に１～３回程度行う

ほとんど（または全く）やらない

無記入

あなたはスポーツをどの程度行っていますか

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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問６　あなたがスポーツや運動を行う主な理由を教えてください。（１つ選択）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 健康の維持や体力づくりのため 462 59.2% 4 17 39 59 72 85 107 75 4

2 気晴らしやストレス発散のため 59 7.6% 1 10 6 11 9 10 8 3 1

3 運動不足解消のため 133 17.0% 3 13 11 15 27 14 30 18 2

4 記録や技能を向上させるため 13 1.7% 1 1 1 3 3 2 0 2 0

5 趣味や生きがいのため 67 8.6% 1 8 7 14 16 10 8 2 1

6 家族とのコミュニケーションのため 23 2.9% 0 0 9 6 4 2 2 0 0

7 友人や知人とのコミュニケーションのため 11 1.4% 0 1 1 1 2 1 2 3 0

8 その他 19 2.4% 1 2 1 2 3 4 3 2 1

9 無記入 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0

問７　あなたは主に誰とスポーツを行いますか。（１つ選択）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 自分ひとり 438 56.1% 4 17 39 59 72 85 107 75 4

2 家族と 132 16.9% 1 10 6 11 9 10 8 3 1

3 職場や学校の仲間と 21 2.7% 3 13 11 15 27 14 30 18 2

4 地域の仲間と 49 6.3% 1 1 1 3 3 2 0 2 0

5 クラブやサークルの仲間と 82 10.5% 1 8 7 14 16 10 8 2 1

6 その他 27 3.5% 0 0 9 6 4 2 2 0 0

7 無記入 32 4.1% 0 1 1 1 2 1 2 3 0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

健康の維持や体力づくりのため

気晴らしやストレス発散のため

運動不足解消のため

記録や技能を向上させるため

趣味や生きがいのため

家族とのコミュニケーションのため

友人や知人とのコミュニケーションのため

その他

無記入

あなたがスポーツをする理由

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

自分ひとり

家族と

職場や学校の仲間と

地域の仲間と

クラブやサークルの仲間と

その他

無記入

あなたは誰とスポーツを行いますか

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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問８　あなたは主にどのような形でスポーツ活動をしていますか。（１つ選択）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 地域住民が中心のクラブ 87 11.0% 2 3 1 11 8 10 27 25 0

2 友人知人のクラブ 50 6.3% 0 4 4 4 11 6 8 12 1

3 民間企業の会員制クラブ 118 14.9% 0 8 13 18 21 27 20 11 0

4 学校のクラブ活動 5 0.6% 3 1 1 0 0 0 0 0 0

5  個人で行う 489 61.9% 6 36 52 73 89 80 97 51 5

6  その他 20 2.5% 0 0 1 2 3 1 7 4 2

7 無記入 21 2.7% 0 0 4 3 4 4 1 2 3

0 100 200 300 400 500 600

地域住民が中心のクラブ

友人知人のクラブ

民間企業の会員制クラブ

学校のクラブ活動

個人で行う

その他

無記入

あなたはどのような形でスポーツ活動をしていますか

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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問9　あなたが行っている主なスポーツの種目を１つ教えてください。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 ウォーキング 277 36.3% 2 15 16 44 52 55 56 33 4

2 筋力トレーニング 87 11.4% 2 5 12 18 15 13 16 6 0

3 ランニング 54 7.1% 1 1 1 1 10 11 22 7 0

4 ゴルフ 50 6.6% 0 4 10 10 12 7 3 4 0

5 水泳 21 2.8% 0 2 2 1 1 5 7 3 0

6 テニス 31 4.1% 0 3 5 1 6 6 4 6 0

7 ヨガ 26 3.4% 0 0 5 5 8 3 2 3 0

8 卓球 14 1.8% 0 2 0 0 0 0 4 8 0

9 体操 19 2.5% 0 0 0 0 3 3 5 8 0

10 ストレッチ 15 2.0% 0 1 3 1 4 2 4 0 0

11 野球 17 2.2% 0 2 3 5 1 1 3 2 0

12 サッカー 16 2.1% 1 2 6 4 1 0 2 0 0

13 グラウンドゴルフ 10 1.3% 0 0 0 0 0 0 2 8 0

14 やちよ元気体操 9 1.2% 0 0 0 0 0 0 6 3 0

15 ダンス 22 2.9% 1 3 1 2 5 8 2 0 0

16 その他 44 5.8% 1 6 6 7 11 6 5 2 0

17 なし 17 2.2% 0 1 1 2 1 0 4 6 2

18 無記入 34 4.5% 0 1 2 3 3 3 12 5 5

0 50 100 150 200 250 300

ウォーキング

筋力トレーニング

ランニング

ゴルフ

水泳

テニス

ヨガ

卓球

体操

ストレッチ

野球

サッカー

グラウンドゴルフ

やちよ元気体操

ダンス

その他

なし

無記入

あなたが行っているスポーツの種目は

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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問10　あなたがスポーツや運動を行う施設を教えてください。（３つまで選択）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 市民体育館 48 8.8% 2 8 5 3 8 4 10 8 0

2 八千代総合運動公園野球場 19 3.5% 0 3 2 4 4 1 4 0 1

3 萱田地区公園野球場 8 1.5% 0 1 1 2 2 0 2 0 0

4 八千代総合運動公園庭球場 30 5.5% 0 2 3 4 6 7 6 2 0

5 萱田地区公園庭球場 8 1.5% 0 1 1 2 1 1 1 1 0

6 村上第１公園庭球場 7 1.3% 0 1 1 0 0 1 3 1 0

7 八千代台近隣公園小体育館 5 0.9% 0 0 1 1 0 0 2 1 0

8 勝田台中央公園小体育館 15 2.7% 1 2 0 2 2 0 4 4 0

9 八千代台近隣公園運動広場・自由広場 33 6.0% 0 2 2 4 3 5 6 11 0

10 八千代総合運動公園多目的広場 33 6.0% 0 2 2 5 7 7 8 2 0

11 村上グラウンド 5 0.9% 0 0 0 1 0 2 1 1 0

12 睦スポーツ広場 3 0.5% 0 0 0 1 0 0 2 0 0

13 市内小中学校の体育施設 19 3.5% 3 0 0 6 3 2 1 4 0

14 セントラルスポーツ生涯学習プラザ 49 9.0% 1 2 4 6 11 13 7 4 1

15 ふれあいプラザ 23 4.2% 0 3 1 4 3 4 4 4 0

16 スポーツの杜公園 16 2.9% 0 1 2 3 3 4 1 2 0

17 民間のスポーツクラブ 125 22.9% 1 8 13 17 24 25 22 15 0

18 市外の公共スポーツ施設 51 9.3% 1 7 6 11 9 4 11 2 0

19 その他 29 5.3% 1 2 3 3 4 6 3 6 1

20 八千代市総合グラウンド 20 3.7% 2 3 4 6 3 1 1 0 0

問11　市内の公共スポーツ施設を利用した際，どのようなことを感じましたか。（自由記述）

0 20 40 60 80 100 120 140

市民体育館

萱田地区公園野球場

萱田地区公園庭球場

八千代台近隣公園小体育館

八千代台近隣公園運動広場・自由広場

村上グラウンド

市内小中学校の体育施設

ふれあいプラザ

民間のスポーツクラブ

その他

スポーツを行う施設

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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問12　スポーツや運動をほとんど（または全く）行わない主な理由を教えてください。（１つ選択） 341

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 忙しくて時間がないから 168 49.3% 2 15 39 48 34 23 5 2 0

2 健康上の理由から 36 10.6% 0 1 0 5 5 5 12 8 0

3 身近に適当な施設や場所がないから 31 9.1% 0 3 4 5 5 4 6 4 0

4 お金がかかるから 15 4.4% 0 0 2 3 6 2 2 0 0

5 スポーツが好きではないから 44 12.9% 0 4 3 12 13 6 4 2 0

6 その他 23 6.7% 0 1 0 4 3 2 7 6 0

7 無回答 24 7.0% 2 2 8 2 5 2 1 2 0

問13　今後スポーツや運動を行いたいと思いますか。（１つ選択）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 今後は行う 21 6.2% 3 1 1 6 4 4 0 2 0

2 条件が合えば行いたい 217 63.6% 0 22 41 57 45 30 15 7 0

3 今後も行わない 31 9.2% 0 1 3 6 6 1 6 8 0

4 わからない 67 19.6% 1 2 10 9 16 9 15 5 0

5 無回答 5 1.5% 0 0 1 1 0 0 1 2 0

絶対数＝問５回答者数

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

忙しくて時間がないから

健康上の理由から

身近に適当な施設や場所がないから

お金がかかるから

スポーツが好きではないから

その他

無回答

スポーツをほとんど（または全く）やらない理由

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明

0 50 100 150 200 250

今後は行う

条件が合えば行いたい

今後も行わない

わからない

無回答

今後スポーツを行いたいと思いますか

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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問14　スポーツ施設で特に重要だと思うことを教えてください。（１つ選択）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 使用料がかからない、または安い 167 14.8% 5 15 24 45 24 21 23 9 1

2 家や職場に近い・交通の便がよい 160 14.2% 1 15 31 28 33 24 18 10 0

3 施設や設備が整っている 119 10.6% 2 17 16 23 21 18 15 7 0

4 駐車場がある 56 5.0% 0 3 11 12 10 7 8 5 0

5 利用時間帯が適している 22 2.0% 0 1 2 8 8 2 1 0 0

6 予約や利用手続きが簡単 46 4.1% 3 2 6 11 9 8 4 3 0

7 職員やスタッフの対応がよい 11 1.0% 0 2 3 2 1 1 1 1 0

8 スポーツ教室や講座が充実している 26 2.3% 1 1 6 4 6 4 2 1 1

9 その他 9 0.8% 0 0 0 1 1 2 3 2 0

10 無回答 511 45.3% 3 22 33 56 93 84 119 92 9

問15　八千代市に現在あるスポーツ施設以外に，どのようなスポーツ施設があったら良いと思いますか。（3つまで記入）

※現在，市内にあるスポーツ関係施設は問10に記載されております。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 体育館 39 2.9% 0 2 3 10 5 7 9 3 0

2 野球場 18 1.4% 0 1 2 5 5 1 3 1 0

3 武道場・弓道場 7 0.5% 1 1 0 0 3 1 1 0 0

4 サッカー場 12 0.9% 1 0 1 3 3 0 2 2 0

5 総合運動場 22 1.7% 0 0 2 6 6 1 4 3 0

6 テニスコート 32 2.4% 1 3 5 4 9 4 5 1 0

7 屋外プール 13 1.0% 0 0 1 4 5 2 1 0 0

8 屋内プール 104 7.8% 0 11 13 20 26 18 11 5 0

9 グラウンドゴルフ場 6 0.5% 0 0 0 0 0 1 5 0 0

10 ウォーキングコース・ジョギングコース 21 1.6% 0 1 1 2 3 6 5 3 0

11 トレーニングセンター・ジム 86 6.5% 1 6 8 17 28 13 9 4 0

12 その他 287 21.7% 3 17 25 26 39 30 23 16 0

13 これ以上必要ない 41 3.1% 0 1 4 5 12 5 7 7 0

14 無回答 637 48.1% 9 39 74 102 94 90 129 89 11

0 100 200 300 400 500 600

使用料がかからない、または安い

家や職場に近い・交通の便がよい

施設や設備が整っている

駐車場がある

利用時間帯が適している

予約や利用手続きが簡単

職員やスタッフの対応がよい

スポーツ教室や講座が充実している

その他

無回答

スポーツ施設で重要だと思うことは何ですか

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明

0 100 200 300 400 500 600 700

体育館

武道場・弓道場

総合運動場

屋外プール

グラウンドゴルフ場

トレーニングセンター・ジム

これ以上必要ない

八千代市にどのようなスポーツ施設があったらいいと思いますか

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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問16　昭和５９年に完成し,施設の老朽化が課題となっている八千代総合運動公園野球場の今後についてどう思いますか。（１つ選択）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 新しく建て替える 316 28.0% 3 23 34 60 62 51 54 26 3

2 改修しながら利用していく 504 44.7% 9 36 69 90 82 79 78 57 4

3 現状のまま利用していく 59 5.2% 3 2 5 10 11 13 8 6 1

4 廃止する 88 7.8% 0 8 7 19 22 7 16 9 0

5 その他 73 6.5% 0 5 14 7 19 10 11 7 0

6 無回答 87 7.7% 0 4 3 4 10 11 27 25 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 既にスポーツ団体やクラブチーム等で利用している 74 6.6% 2 1 7 26 12 6 6 14 0

2 今後利用したい　 278 24.7% 4 19 44 54 50 38 42 26 1

3 利用する予定はない 735 65.3% 8 57 80 108 142 122 137 75 6

4 無回答 39 3.5% 1 1 1 2 2 5 8 15 4

問17　市では，スポーツ団体やクラブチーム等に対して市内小中義務教育学校等の体育施設（体育館や運動場）の開放事業を行っていますが，それ

0 100 200 300 400 500 600

新しく建て替える

改修しながら利用していく

現状のまま利用していく

廃止する

その他

無回答

八千代総合運動公園野球場の今後について

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明

0 100 200 300 400 500 600 700 800

既にスポーツ団体やクラブチーム等で利用している

今後利用したい

利用する予定はない

無回答

市内小中学校の体育施設（体育館や運動場）利用したいか

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明

33



問18　次のスポーツ大会やイベント等のうち，知っているものを選んでください。（いくつでも）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 市民体育大会 441 35.4% 5 25 29 62 78 72 103 65 2

2 市民レクリエーション大会 84 6.7% 0 2 5 11 4 9 25 27 1

3 ソフトバレーボール大会 50 4.0% 0 4 4 8 6 11 5 11 1

4 市民体力テスト・ニュースポーツ体験会 54 4.3% 0 4 2 7 10 11 7 11 2

5 フロアカーリング大会 14 1.1% 0 1 2 0 1 2 2 5 1

6 ユニバーサルホッケー八千代市オープン大会 15 1.2% 0 1 3 4 2 3 1 0 1

7 八千代市身体障害者スポーツ大会 67 5.4% 0 3 5 9 11 14 9 14 2

8 フォークダンス大会 16 1.3% 0 1 1 0 1 5 4 3 1

9 ニューリバーロードレースｉｎ八千代 440 35.3% 8 22 31 91 110 79 60 36 3

10 コミュニティワールドカップサッカーｉｎ八千代 37 3.0% 1 2 5 4 8 9 5 2 1

11 無回答 29 2.3% 1 1 2 1 3 2 5 10 4

問19　スポーツや運動の情報を得る手段としてどのような方法を希望しますか。（いくつでも）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 広報やちよ 684 36.9% 5 25 43 90 123 129 158 104 7

2 市ホームページ 316 17.0% 4 18 32 62 72 61 48 19 0

3 チラシ・ポスター 264 14.2% 5 18 38 50 51 39 42 21 0

4 自治会回覧 150 8.1% 0 8 14 15 18 26 39 28 2

5 やちよ情報メール 121 6.5% 0 1 7 28 38 21 18 7 1

6 SNS（X（旧Twitter），LINE，Facebook等） 254 13.7% 8 36 62 69 53 15 9 2 0

7 その他 29 1.6% 0 4 3 5 6 3 3 5 0

8 無回答 36 1.9% 1 2 2 4 5 1 8 10 3

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

市民体育大会

市民レクリエーション大会

ソフトバレーボール大会

市民体力テスト・ニュースポーツ体験会

フロアカーリング大会

ユニバーサルホッケー八千代市オープン大会

八千代市身体障害者スポーツ大会

フォークダンス大会

ニューリバーロードレースｉｎ八千代

コミュニティワールドカップサッカーｉｎ八千代

無回答

スポーツイベント等のうち、知っているもの

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明

0 100 200 300 400 500 600 700 800

広報やちよ

市ホームページ

チラシ・ポスター

自治会回覧

やちよ情報メール

SNS（X（旧Twitter），LINE，Facebook等）

その他

無回答

希望する市内のスポーツ活動の情報を得る手段方法

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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問20　市のスポーツイベントや施設に関して，どのような情報を知りたいですか。（3つまで選択）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 施設の有無や施設概要 535 22.3% 6 48 74 102 99 84 73 47 2

2 施設の利用方法 508 21.1% 6 41 64 86 93 88 80 48 2

3 施設の予約状況 368 15.3% 9 34 64 82 81 46 30 21 1

4 スポーツ大会・イベント情報 303 12.6% 9 22 42 56 65 38 45 24 2

5 スポーツに関連した健康づくりに関する情報 211 8.8% 1 6 9 21 36 49 51 38 0

6 スポーツ団体・サークルの情報 203 8.5% 2 11 33 38 37 33 32 17 0

7 スポーツのやり方（ルールやトレーニング方法等）に関する情報 100 4.2% 2 7 10 18 19 19 16 9 0

8 スポーツボランティアに関する情報 33 1.4% 0 2 2 6 1 6 9 6 1

9 スポーツ指導者に関する情報 36 1.5% 0 2 4 8 10 5 7 0 0

10 その他 36 1.5% 0 5 1 1 12 4 6 7 0

11 無回答 69 2.9% 1 0 1 4 5 6 22 23 7

問21　高齢者スポーツの推進として，市には主にどのようなことに取り組んでほしいですか。（１つ選択）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 高齢者向けのスポーツ教室や大会の開催 173 15.4% 4 18 16 34 25 24 28 22 2

2 高齢者が行うスポーツ種目の情報発信 93 8.3% 1 4 8 13 16 14 23 14 0

3 高齢者が行うスポーツの指導者育成 28 2.5% 0 1 2 6 5 7 5 2 0

4 高齢者が気軽にできるスポーツや運動プログラムの普及 323 28.7% 4 27 40 61 63 56 45 26 1

5 高齢者が継続してスポーツが行える施設・環境の整備 279 24.8% 3 12 38 47 52 47 51 29 0

6 高齢者が楽しめるスポーツ観戦場所や機会の提供 102 9.1% 0 9 11 15 18 17 19 11 2

7 高齢者を対象としたスポーツ団体等の活動支援 30 2.7% 2 2 6 6 8 1 3 2 0

8 その他 46 4.1% 0 4 9 7 12 3 4 6 1

9 無回答 53 4.7% 1 1 2 1 7 2 16 18 5

0 100 200 300 400 500 600

施設の有無や施設概要

施設の利用方法

施設の予約状況

スポーツ大会・イベント情報

スポーツに関連した健康づくりに関する情報

スポーツ団体・サークルの情報

スポーツのやり方（ルールやトレーニング方法等）に関する情報

スポーツボランティアに関する情報

スポーツ指導者に関する情報

その他

無回答

市内のスポーツイベントや施設に関して，どのような情報を知りたいですか

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明

0 50 100 150 200 250 300 350

高齢者向けのスポーツ教室や大会の開催

高齢者が行うスポーツ種目の情報発信

高齢者が行うスポーツの指導者育成

高齢者が気軽にできるスポーツや運動プログラムの普及

高齢者が継続してスポーツが行える施設・環境の整備

高齢者が楽しめるスポーツ観戦場所や機会の提供

高齢者を対象としたスポーツ団体等の活動支援

その他

無回答

高齢者スポーツの推進

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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問22　障がい者スポーツの推進として，市には主にどのようなことに取り組んでほしいですか。（1つ選択）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 障がい者向けのスポーツ教室や大会の開催 179 15.9% 3 16 18 32 28 34 26 22 0

2 障がい者が行うスポーツ種目の情報発信 136 12.1% 1 15 6 24 24 25 28 13 0

3 障がい者が行うスポーツの指導者育成 56 5.0% 0 3 8 6 10 12 8 9 0

4 障がい者が気軽にできるスポーツや運動プログラムの普及 264 23.4% 2 17 44 51 52 33 45 20 0

5 障がい者が継続してスポーツが行える施設・環境の整備 290 25.7% 4 15 29 52 56 44 56 31 3

6 障がい者が楽しめるスポーツ観戦場所や機会の提供 41 3.6% 2 2 9 7 9 4 6 1 1

7 障がい者への理解を深めるスポーツイベントの開催 33 2.9% 0 5 7 4 9 5 3 0 0

8 障がい者を対象としたスポーツ団体等の活動支援 39 3.5% 2 2 4 11 6 7 5 2 0

9 その他 23 2.0% 0 1 5 2 7 4 1 2 1

10 無回答 66 5.9% 1 2 2 1 5 3 16 30 6

問23　子ども達のスポーツの推進として，市には主にどのようなことに取り組んでほしいですか。（１つ選択）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 子ども達向けのスポーツ教室や大会の開催 265 23.5% 4 26 38 43 48 41 37 26 2

2 子ども達が行うスポーツ種目の情報発信 74 6.6% 0 3 5 7 7 16 24 12 0

3 子ども達が行うスポーツの指導者育成 93 8.3% 0 3 10 17 15 17 14 17 0

4 子ども達が気軽にできるスポーツや運動プログラムの普及 196 17.4% 0 14 29 39 39 31 31 13 0

5 子ども達が継続してスポーツが行える施設・環境の整備 277 24.6% 8 17 32 53 54 39 46 26 2

6 子ども達が楽しめるスポーツ観戦場所や機会の提供 84 7.5% 2 7 13 12 20 12 14 3 1

7 子ども達を対象としたスポーツ団体等の活動支援 67 5.9% 1 6 4 15 13 9 12 7 0

8 その他 18 1.6% 0 2 0 2 7 3 1 2 1

9 無回答 53 4.7% 0 0 1 2 3 3 15 24 5

0 50 100 150 200 250 300 350

障がい者向けのスポーツ教室や大会の開催

障がい者が行うスポーツ種目の情報発信

障がい者が行うスポーツの指導者育成

障がい者が気軽にできるスポーツや運動プログラムの普及

障がい者が継続してスポーツが行える施設・環境の整備

障がい者が楽しめるスポーツ観戦場所や機会の提供

障がい者への理解を深めるスポーツイベントの開催

障がい者を対象としたスポーツ団体等の活動支援

その他

無回答

障がい者スポーツの推進

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明

0 50 100 150 200 250 300

子ども達向けのスポーツ教室や大会の開催

子ども達が行うスポーツ種目の情報発信

子ども達が行うスポーツの指導者育成

子ども達が気軽にできるスポーツや運動プログラムの普及

子ども達が継続してスポーツが行える施設・環境の整備

子ども達が楽しめるスポーツ観戦場所や機会の提供

子ども達を対象としたスポーツ団体等の活動支援

その他

無回答

子ども達のスポーツの推進

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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問24　地域住民が参加するスポーツ活動で，最も重要だと思うことを教えてください。（１つ選択）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 幅広い世代が参加できること 336 29.8% 4 26 38 43 48 41 37 26 2

2 同世代が参加していること 72 6.4% 0 3 5 7 7 16 24 12 0

3 家族や友人が参加していること 45 4.0% 0 3 10 17 15 17 14 17 0

4 身近な場所で行われること 280 24.9% 0 14 29 39 39 31 31 13 0

5 参加しやすい日時であること 98 8.7% 8 17 32 53 54 39 46 26 2

6 魅力的な内容であること 231 20.5% 2 7 13 12 20 12 14 3 1

7 その他 19 1.7% 1 6 4 15 13 9 12 7 0

8 無回答 45 4.0% 0 2 0 2 7 3 1 2 1

問25　今までにスポーツに関するボランティア活動に参加したことがありますか。（指導者も含む）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 参加したことがある 141 12.5% 3 9 11 25 25 21 26 19 2

2 参加したことがない 960 85.2% 12 69 120 163 179 150 160 102 5

3 無回答 26 2.3% 0 0 1 2 2 0 8 9 4

0 50 100 150 200 250 300

幅広い世代が参加できること

同世代が参加していること

家族や友人が参加していること

身近な場所で行われること

参加しやすい日時であること

魅力的な内容であること

その他

無回答

地域住民が参加できるスポーツ活動

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明

0 200 400 600 800 1000 1200

参加したことがある

参加したことがない

無回答

スポーツに係るボランティア活動に参加したことがありますか

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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問26　今後，スポーツに関するボランティア活動をしてみたいと思いますか。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 機会があれば活動してみたい 406 36.0% 11 36 50 67 81 79 52 27 3

2 あまり活動したくない 598 53.1% 3 38 79 116 110 81 110 58 3

3 その他 81 7.2% 1 3 2 6 13 10 21 25 0

4 無回答 42 3.7% 0 1 1 1 2 1 11 20 5

問27　現在市内には３つの「総合型地域スポーツクラブ」がありますが，活動に参加したいと思いますか。（１つ選択）

1 2 3 4 5 6 7 8

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 既に参加している 18 1.6% 0 1 1 1 1 4 2 6 0

2 ぜひ入りたい 14 1.2% 0 2 1 3 0 1 2 5 0

3 条件が合えば入りたい 483 42.9% 12 37 68 85 107 78 67 28 0

4 入りたくない 518 46.0% 3 32 57 93 91 80 100 60 0

5 無回答 93 8.3% 0 6 5 8 7 8 22 31 0

0 100 200 300 400 500 600 700

機会があれば活動してみたい

あまり活動したくない

その他

無回答

今後，スポーツに関するボランティ活動をしてみたいですか

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明

0 100 200 300 400 500 600

既に参加している

ぜひ入りたい

条件が合えば入りたい

入りたくない

無回答

「総合型地域スポーツクラブ」の活動に参加したいですか

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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問28　総合型地域スポーツクラブに入る条件のうち，特に重要なものを教えてください。（１つ選択） 絶対数 483

問27で3条件が合えば入りたい（→問２８へお進みください）と回答した人対象 1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 自宅や学校，職場から近い・交通の便が良い 144 29.8% 1 9 23 28 32 17 25 9 0

2 施設・設備が充実している 32 6.6% 0 2 5 5 8 7 3 2 0

3 自分の好きなスポーツができる 92 19.0% 4 7 13 15 21 13 13 6 0

4 色々な種目ができる 11 2.3% 1 0 2 2 1 2 3 0 0

5 加入料・会費が安い 69 14.3% 4 6 12 17 15 7 7 0 1

6 指導者が充実している 13 2.7% 1 0 1 3 3 4 0 1 0

7 活動時間が合う 56 11.6% 0 10 7 12 15 7 3 2 0

8 その他 5 1.0% 1 0 1 1 0 1 1 0 0

9 無回答 61 12.6% 0 3 4 2 12 20 12 8 0

0 20 40 60 80 100 120 140 160

自宅や学校，職場から近い・交通の便が良い

施設・設備が充実している

自分の好きなスポーツができる

色々な種目ができる

加入料・会費が安い

指導者が充実している

活動時間が合う

その他

無回答

総合型地域スポーツクラブに入る条件

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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問29　よく観戦（テレビ・インターネットでの視聴，現地での観戦等）するスポーツはなんですか。（３つまで記入）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 野球 516 23.0% 4 37 50 73 88 91 105 65 3

2 サッカー 366 16.3% 4 24 4 74 78 56 62 29 1

3 テニス 79 3.5% 0 7 0 8 15 13 15 12 0

4 ラグビー 57 2.5% 0 0 0 10 15 12 6 7 0

5 バレーボール 143 6.4% 1 14 1 23 22 27 20 15 1

6 ゴルフ 118 5.3% 0 2 0 3 17 22 45 25 1

7 マラソン 86 3.8% 1 4 1 13 13 14 25 13 2

8 フィギュアスケート 36 1.6% 1 1 0 6 8 7 5 5 0

9 卓球 121 5.4% 3 8 1 9 19 18 27 27 1

10 相撲 58 2.6% 0 1 0 3 4 15 20 13 0

11 バスケットボール 149 6.7% 1 16 0 31 31 18 22 16 0

12 水泳 19 0.8% 0 0 0 6 2 2 5 3 0

13 駅伝 25 1.1% 0 2 0 4 7 6 2 0 0

14 アイススケート 11 0.5% 0 1 0 1 2 3 3 1 0

15 バドミントン 14 0.6% 1 2 0 1 0 5 2 0 0

16 その他 186 8.3% 2 6 1 23 37 18 21 15 2

17 無回答 255 11.4% 5 17 39 50 46 30 32 30 6

0 100 200 300 400 500 600

野球

サッカー

テニス

ラグビー

バレーボール

ゴルフ

マラソン

フィギュアスケート

卓球

相撲

バスケットボール

水泳

駅伝

アイススケート

バドミントン

その他

無回答

よく観戦（テレビ・インターネットでの視聴、現地での観戦等）するスポーツ

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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問30　今後参加してみたいスポーツイベントを教えてください。（３つまで選択）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 スポーツ体験型のイベント 358 24.4% 7 28 62 83 69 48 46 15 0

2 健康づくりをテーマにしたイベント 507 34.5% 0 22 37 78 88 100 117 62 3

3 スポーツの指導，講習が受けられるイベント 173 11.8% 3 16 28 39 33 22 24 8 0

4 体力テスト，スポーツテスト 217 14.8% 2 19 35 38 39 28 32 21 3

5 本格的にスポーツを楽しめるイベント（マラソン大会や競技会等） 111 7.6% 6 10 21 29 25 9 9 2 0

6 その他 43 2.9% 0 2 3 6 11 7 8 5 1

7 無回答 60 4.1% 0 2 0 3 7 10 14 23 1

0 100 200 300 400 500 600

スポーツ体験型のイベント

健康づくりをテーマにしたイベント

スポーツの指導，講習が受けられるイベント

体力テスト，スポーツテスト

本格的にスポーツを楽しめるイベント（マラソン大会や競技会等）

その他

無回答

今後参加したいスポーツイベントは

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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問31　今後どのようなスポーツや運動をしたいと思いますか。（3つまで記入）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 ウォーキング 112 7.6% 0 3 8 16 24 16 27 16 2

2 マラソン 31 2.1% 1 0 4 9 9 4 4 0 0

3 ランニング 41 2.8% 0 7 4 9 10 5 3 3 0

4 ゴルフ 41 2.8% 0 3 2 2 10 6 16 2 0

5 水泳 22 1.5% 0 2 3 5 3 3 6 0 0

6 テニス 73 4.9% 2 5 11 15 17 12 5 6 0

7 ヨガ 69 4.7% 0 4 5 15 23 15 7 0 0

8 卓球 54 3.7% 0 2 4 6 9 13 15 5 0

9 ストレッチ 54 3.7% 0 5 4 15 14 6 6 4 0

10 野球 25 1.7% 0 2 3 5 6 5 2 2 0

11 サッカー 26 1.8% 1 6 4 9 3 1 2 0 0

12 グラウンドゴルフ 10 0.7% 0 0 0 1 0 1 3 5 0

13 ダンス 34 2.3% 0 2 5 6 8 6 5 2 0

14 バスケットボール 24 1.6% 1 4 6 7 4 2 0 0 0

15 バドミントン 30 2.0% 0 2 4 8 6 5 3 2 0

16 その他 340 23.0% 7 14 24 33 57 36 39 27 2

17 無回答 493 33.3% 5 33 62 74 68 71 94 79 7

0 100 200 300 400 500 600

ウォーキング

マラソン

ランニング

ゴルフ

水泳

テニス

ヨガ

卓球

ストレッチ

野球

サッカー

グラウンドゴルフ

ダンス

バスケットボール

バドミントン

その他

無回答

今後どのようなスポーツや運動をしたいですか

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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問32　スポーツ推進にどのような効果を期待しますか。（３つまで選択）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 項目 合計 割合 10代 20代 30代 40代 50代　 60代 70代 80代以上 不明

1 健康・体力の増進 850 36.4% 12 55 101 149 156 138 142 91 6

2 生きがいづくり 378 16.2% 5 22 30 57 78 62 69 49 6

3 青少年の健全育成 155 6.6% 1 9 21 28 22 28 27 17 2

4 余暇の有効活用 289 12.4% 3 18 26 37 55 58 54 38 0

5 親子や家族の交流 128 5.5% 0 25 40 33 13 7 7 3 0

6 地域コミュニティの形成 164 7.0% 3 17 23 27 39 18 16 19 2

7 世代間交流の促進 98 4.2% 2 4 15 17 16 14 18 12 0

8 地域の活性化 167 7.2% 5 17 14 37 33 21 24 16 0

9 その他 17 0.7% 1 2 1 5 6 0 1 1 0

10 無回答 89 3.8% 0 4 2 11 13 9 23 24 3

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

健康・体力の増進

生きがいづくり

青少年の健全育成

余暇の有効活用

親子や家族の交流

地域コミュニティの形成

世代間交流の促進

地域の活性化

その他

無回答

スポーツ推進にどのような効果を期待しますか

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 不明
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八千代市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

現行 改正案 

別表(第15条) 別表(第15条) 

課名 事務 

(略) (略) 

指導課 (1)～(10) (略) 

(11) 適応支援センターに関すること。 

(12)～(14) (略) 

(略) (略) 
 

課名 事務 

(略) (略) 

指導課 (1)～(10) (略) 

(11) 教育支援センターに関すること。 

(12)～(14) (略) 

(略) (略) 
 

 

議案第５号資料



八千代市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

現行 改正案 

(公印の新調，改刻等) (公印の新調，改刻等) 

第7条 管守者は，公印を新調し，改刻し，及び廃止しようとするときは，

公印新調・改刻・廃止申請書(第1号様式)を教育総務課長に提出しなけ

ればならない。 

第7条 管守者又は公印取扱責任者(以下「管守者等」という。)は，公印

を新調し，改刻し，及び廃止しようとするときは，公印新調・改刻・

廃止申請書(第1号様式)を教育総務課長に提出しなければならない。 

  

(公印の保存等) (公印の保存等) 

第10条 管守者は，改刻し，及び廃止した公印を教育総務課長に引継ぎ

しなければならない。 

第10条 管守者等は，改刻し，及び廃止した公印を教育総務課長に引継

ぎしなければならない。 

2・3 (略) 2・3 (略) 

  

(公印の使用) (公印の使用) 

第11条 公印は，正規の勤務時間内において管守者の指示する場所で使

用しなければならない。ただし，正規の勤務時間外に使用することに

ついて，管守者が特にやむを得ないと認めて承認した場合は，この限

りでない。 

第11条 公印は，正規の勤務時間内において管守者等の指示する場所で

使用しなければならない。ただし，正規の勤務時間外に使用すること

について，管守者等が特にやむを得ないと認めて承認した場合は，こ

の限りでない。 

2 公印を使用しようとする者は，押印すべき文書に決裁された起案文書

(以下「決裁文書」という。)を添えて管守者又は公印取扱責任者に提示

し，その承認を受けなければならない。ただし，決裁文書を提示する

ことができないときは，公印使用簿(第3号様式)による。 

2 公印を使用しようとする者は，次に定めるところにより，公印の使用

の承認を受けなければならない。 

 (1) 文書管理システム(八千代市文書管理規則(平成12年八千代市規則

議案第６号資料



第30号)第2条第7号の文書管理システムをいう。以下この項において

同じ。)の方法により決裁を受けたものにあっては，管守者等に対し，

文書管理システムを用いて公印の使用に係る手続を行うとともに，

公印を押印すべき文書を提示すること。 

 (2) 文書管理システム以外の方法により決裁を受けたものにあって

は，公印を押印すべき文書に決裁された起案文書(以下この条におい

て「決裁文書」という。)を添えて，管守者等に提示すること。 

 3 前項第2号の規定にかかわらず，決裁文書を提示できないものについ

ては，公印使用簿(第3号様式)を添えるものとする。 

3 前項の承認は，次の各号に掲げる事項を確認した後でなければ与えて

はならない。 

4 第2項の承認は，次の各号に掲げる事項を確認した後でなければ与え

てはならない。 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

  

(印影の印刷) (印影の印刷) 

第12条 (略) 第12条 (略) 

2 前項の規定により公印の印影を印刷した書類が不用になったときは，

教育総務課長に引継ぎをしなければならない。 

2 前項の規定により公印の印影を印刷した書類が不用になったときは，

当該事務を所管する課の長(以下「所管課長」という。)は，速やかに焼

却，裁断等の適当な方法で廃棄しなければならない。 

3 教育総務課長は，前項の規定により公印の印影を印刷した書類の引継

ぎを受けたときは，焼却その他適当な方法で廃棄しなければならない。 

 

  

(電子計算機による公印) (電子計算機による公印) 



第13条 (略) 第13条 (略) 

2 電子公印を使用しようとするときは，当該事務を所管する課の長(以下

「所管課長」という。)は，電子公印使用承認申請書(第5号様式)により，

教育総務課長に申請して承認を受けなければならない。 

2 電子公印を使用しようとするときは，所管課長は，電子公印使用承認

申請書(第5号様式)により，教育総務課長に申請して承認を受けなけれ

ばならない。 

3～5 (略) 3～5 (略) 

  

(公印の事故報告) (公印の事故報告) 

第15条 管守者は，公印の盗難，紛失，不正使用，偽造等の事故が発生

したときは，直ちに教育総務課長を経て教育長に公印事故報告書(第6

号様式)により報告しなければならない。 

第15条 管守者等は，公印の盗難，紛失，不正使用，偽造等の事故が発

生したときは，速やかに教育総務課長の合議を経て教育長に公印事故

報告書(第6号様式)により報告しなければならない。 

  



第1号様式(第7条) 

公印新調・改刻・廃止申請書 

年  月  日   

 教育総務課長    様 

 

管守者        ㊞  

         □新調 

次のとおり公印を□改刻したいので申請します。 

        □廃止 

名 称  

種 別 □庁 印       □職 印 

ひな形番号 □ 

書 体 □古印体  □てん書  □隷書  □かい書 

寸 法 □方  ×  mm  □径   mm 

印 材 □木印  □ゴム印  □その他(  ) 

個 数              個 

用 途  

理 由 

 

 

 

管 守 者  公印取扱責任者  

ひ な 形  

□新 調 

□改 刻 

□廃 止 

年 月 日 

 

 

第1号様式(第7条) 

公印新調・改刻・廃止申請書 

年  月  日   

 （宛先） 教育総務課長 

 

管 守 者 又 は  

公印取扱責任者            

         □新調 

次のとおり公印を□改刻したいので申請します。 

        □廃止 

名 称  

種 別 □庁 印       □職 印 

ひな形番号 □ 

書 体 □古印体  □てん書  □隷書  □かい書 

寸 法 □方  ×  mm  □径   mm 

印 材 □木印  □ゴム印  □その他(  ) 

個 数              個 

用 途  

理 由 

 

 

 

管 守 者  公印取扱責任者  

ひ な 形  

□新 調 

□改 刻 

□廃 止 

年 月 日 

 

 



 

第3号様式(第11条第3項) 

公  印  使  用  簿 

使 用 年 月 日 
公 印 使 用 課 

標 題 部 数 公 印 名 
押 印

数 

管守者等 

承 認 印 
備 考 

課 長 担当者 

年 月 日         

年 月 日         

年 月 日         

年 月 日         

年 月 日         

年 月 日         

年 月 日         

年 月 日         

 

 

 

第3号様式(第11条第2項) 

公  印  使  用  簿 

使 用 年 月 日 
公 印 使 用 課 

標 題 部 数 公 印 名 
押 印

数 

管守者 

承認印 
備 考 

課 長 担当者 

年 月 日         

年 月 日         

年 月 日         

年 月 日         

年 月 日         

年 月 日         

年 月 日         

年 月 日         

 

 



第4号様式(第12条第1項) 

公印印影印刷承認申請書 

年  月  日   

 

 教育総務課長    殿 

 

申請者          ㊞  

 次のとおり公印の印影を印刷したいので申請します。 

名 称  

種 別 □庁 印         □職 印 

ひな形番号  

公印を印刷

する文書の

名 称 

 

公印印刷の

寸 法 
□方  ×  mm  □径    mm 

印刷数量及 

び使用期間 
枚 (使用期間)   年  月～  年  日  

理 由 

 

 

 

備 考  

 

第4号様式(第12条第1項) 

公印印影印刷承認申請書 

年  月  日   

 

 （宛先） 教育総務課長 

 

申請者             

 次のとおり公印の印影を印刷したいので申請します。 

名 称  

種 別 □庁 印         □職 印 

ひな形番号  

公印を印刷

する文書の

名 称 

 

公印印刷の

寸 法 
□方  ×  mm  □径    mm 

印刷数量及 

び使用期間 
枚 (使用期間)   年  月～  年  月  

理 由 

 

 

 

備 考  

 



第5号様式(第13条第2項) 

電子公印使用承認申請書 

年  月  日   

（宛先） 教育総務課長 

 

申請者        ○印   

 

  次のとおり電子公印を使用したいので申請します。 

公 印 の 名 称  

電子公印を使用する 

文 書 の 名 称 
 

使 用 開 始 年 月 日 年   月   日 

電 子 公 印 の 寸 法 □方   mm 

理 由  

偽造等の防止措置  

備 考  

 

 

第5号様式(第13条第2項) 

電子公印使用承認申請書 

年  月  日   

（宛先） 教育総務課長 

 

申請者           

 

  次のとおり電子公印を使用したいので申請します。 

公 印 の 名 称  

電子公印を使用する 

文 書 の 名 称 
 

使 用 期 間 年  月  日～  年  月  日 

電子公印を使用する 

シ ス テ ム の 名 称 
 

電 子 公 印 の 寸 法 □方   mm 

理 由  

偽造等の防止措置  

備 考  

 

 



第6号様式(第15条) 

公 印 事 故 報 告 書 

次のとおり，公印の事故があったので報告します。 

報 告 年 月 日 

決 裁 年 月 日 

決

 

 

 

裁 

教育長 教育次長  課長 

報

 

 

 

告 

部課名 

 

 
    

補佐 副主幹 主査 担当 課長 補佐 副主幹 主査  担当  

      
 

 
  

公印名及び個数 (   個)              

ひ な 形 番 号  発生年月日 年 月 日 

事 故 発 生 場 所  

事 故 内 容  

事故時の管守状況  

公印管守者氏名印 ㊞ 
公印取扱責任者

氏名印 
㊞ 

そ の 他 の 事 項  

 

第6号様式(第15条) 

公 印 事 故 報 告 書 

（宛先） 八千代市教育委員会教育長 

 

管 守 者 又 は             

公印取扱責任者              

 

公印の事故について，次のとおり報告します。 

 

公印名及び個数 (      個) 

ひ な 形 番 号  発生年月日 年 月 日 

事 故 発 生 場 所  

事 故 内 容  

事 故 時 の 

管 守 状 況 
 

公 印 管 守 者 

所 属 ・ 氏 名 
 

公印取扱責任者 

所 属・氏 名 
 

そ の 他 の 事 項 

 

 

  

 



八千代市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令 

現行 改正案 

(育児及び看護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等) (育児及び看護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等) 

第7条の2 職員は，深夜勤務制限請求書(第3号様式の2)により，深夜にお

ける勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。)について，

その初日及び末日とする日を明らかにして，その初日の1月前までに職

員の勤務時間，休暇等に関する条例(平成7年千葉県条例第1号)第8条の2

第2項又は第4項の規定による請求を校長を経由して教育委員会に行う

ものとする。 

第7条の2 職員は，深夜勤務制限請求書(第3号様式の2)により，深夜にお

ける勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。)について，

その初日及び末日とする日を明らかにして，その初日の1月前までに職

員の勤務時間，休暇等に関する条例(平成7年千葉県条例第1号)第8条の2

第2項及び第4項の規定による請求を校長を経由して教育委員会に行う

ものとする。 

2 (略) 2 (略) 

  

(休暇) (休暇) 

第10条 (略) 第10条 (略) 

2～7 (略) 2～7 (略) 

 8 職員は，勤務時間規則第15条の2の規定により，子育て部分休暇の請

求をしようとするときは，子育て部分休暇承認請求書(第10号様式の2

の2)に当該請求に係る子の氏名，職員との続柄等及び生年月日を証する

書類を添え，校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。 

 9 職員は，子育て部分休暇の期間中に，次の各号のいずれかに該当する

事由が生じたときは，速やかに養育状況変更届(第10号様式の2の3)を校

長を経由して教育委員会に提出しなければならない。 

 (1) 産前の休暇を始め，又は出産したとき。 

議案第７号資料



 (2) 子育て部分休暇の承認に係る子が死亡したとき。 

 (3) 子育て部分休暇の承認に係る子が職員の子でなくなったとき。 

 (4) 子育て部分休暇の承認に係る子を養育しなくなったとき。 

 10 前2項に規定する書類の提出があったときは，校長は，副申書(第10

号様式の2の4)又は副申書(第10号様式の2の5)を添えて教育委員会に提

出しなければならない。 

8 (略) 11 (略) 

  

(育児休業等) (育児休業等) 

第10条の3 (略) 第10条の3 (略) 

2・3 (略) 2・3 (略) 

4 職員は，育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務の期間の

延長を受けようとするときは，前項前段に規定する書類に当該期間の

延長を必要とする事情を説明する書類を添え，校長を経由して任命権

者に提出しなければならない。 

4 第2項の規定は，育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務の

期間の延長を受けようとする場合に準用する。 

5 職員は，育児休業又は育児短時間勤務の期間中に，次の各号のいずれ

かに該当する事由が生じたときは，速やかに養育状況変更届(第10号様

式の6)を，校長を経由して任命権者に提出しなければならない。 

5 職員は，育児休業又は育児短時間勤務の期間中に，次の各号のいずれ

かに該当する事由が生じたときは，速やかに養育状況変更届を校長を

経由して任命権者に提出しなければならない。 

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略) 

6 前各項に規定する書類の提出があったときは，校長は，副申書(第10

号様式の7)を教育委員会を経由して任命権者に提出しなければならな

い。 

6 前各項に規定する書類の提出があったときは，校長は，副申書(第10

号様式の7)又は副申書(第10号様式の7の2)を教育委員会を経由して任

命権者に提出しなければならない。 



7 (略) 7 (略) 

  

(自己啓発等休業) (自己啓発等休業) 

第10条の7 職員は，地方公務員法第26条の5の規定による自己啓発等休

業の承認を受けようとする場合は，自己啓発等休業承認申請書(第10号

様式の18)に，大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容及び期間が確

認できる書類(合格通知の写し，教育施設が発行する入学証明書等)並び

に確認書(第10号様式の19)を添付して，原則として自己啓発等休業を始

めようとする日の3月前までに，校長を経由して任命権者に提出しなけ

ればならない。この場合において，教育委員会は自己啓発等休業の承

認申請に関する意見書(第10号様式の20)を添えるものとする。 

第10条の7 職員は，地方公務員法第26条の5の規定による自己啓発等休

業の承認を受けようとする場合は，自己啓発等休業承認申請書(第10号

様式の18)に，大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容及び期間が確

認できる書類(合格通知の写し，教育施設が発行する入学証明書等)並び

に自己啓発等休業の承認申請に関する意見書(第10号様式の19)を添付

して，原則として自己啓発等休業を始めようとする日の3月前までに，

校長を経由して任命権者に提出しなければならない。 

2 前項の規定は，職員が自己啓発等休業の期間の延長の承認を受けよう

とする場合について準用する。 

2 職員は，自己啓発等を行う大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容

及び期間の変更により，承認された休業期間等を延長する等の変更を

する必要が生じたときは，自己啓発等休業承認申請書を添付して速や

かに校長を経由して任命権者に提出しなければならない。 

3 職員は，次に掲げる事由に該当する場合は，自己啓発等休業に係る履

修・活動状況変更届(第10号様式の21)を校長を経由して任命権者に提出

しなければならない。 

3 職員は，次に掲げる事由に該当する場合は，自己啓発等休業に係る履

修・活動状況変更届(第10号様式の20)を校長を経由して任命権者に提出

しなければならない。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 在学している大学等課程を休学したとき。 (2) 在学している大学等課程を休学しているとき。 

(3) 在学している大学等課程を停学にされたとき。 (3) 在学している大学等課程を停学にされているとき。 

(4) 在学している大学等課程の授業を頻繁に欠席しているとき。 (4) 在学している大学等課程の授業を欠席しているとき。 



(5)～(7) (略) (5)～(7) (略) 

 (8) その他前各号に類するとき。 

4 前3項に規定する書類の提出があったときは，校長は，副申書(第10号

様式の22)を添えて速やかに教育委員会を経由して任命権者に提出しな

ければならない。 

4 前3項に規定する書類の提出があったときは，校長は，自己啓発等休

業副申書(第10号様式の21)又は履修・活動状況変更副申書(第10号様式

の22)を添えて速やかに教育委員会を経由して任命権者に提出しなけれ

ばならない。 

  

 



第1号様式(第3条第1項)

篁_____^

氏

年

上記の者は,

年

名

身

(表)

日生月

八千代市立学校職員であることを証明する。

月 日

分 証 明 書

会へ返納

この証明書は,常に携帯すること。

この証明書を他人に譲渡し,又は貸与しないこ

この証明書は新たな証明書が交付されたとき

八千代市教育委員会

身

4

注

を失ったときは

(裏)

この証明書の有ナ期間は

事 項

囲

盲ちに返還すること。

交付の日から5

第1号様式(第3条第1項)

と。

又は職員の

とする。

氏

年

上記の者は,

年

名

身

(表)

日生月

八千代市立学校職員であることを証明する。

月 日

分 証 明 書

この証明書は,常時携帯すること。

この証明書を他人に譲渡し,又は貸与しないこと。

記載事項に変更を生じた場合は直ちに訂正を受けること。

八千代市教育委員会

退職等により不

すること。

注

(裏)

事 項

となったときは

則

官ちに教*委

意意

1
 
2
 
3

1
 
2
 
3
 
4



1
寺

支
払
予
算

5
 
0
 
分

ー
ー
寺 Ⅱ

1
寺 Ⅱ

休
等

前
後

前
後

0
 
0
 
/
ー

ー
ー
侍

前
後

5
 
0
 
分

ー
ー
吟

前
後

荊
後

0
 
0
 
分

ー
ー
寺

前
後

5
 
0
 
分

ー
ー
碍

前
後

務

前
後

刃

回

荊
後

円

前
後

回

円

日

前
後

円

回

前
後

円

円

前
後

回

円

円

前
後

円

円

円

前
後

円

円

前
後

務

円

円

円

円

1
寺

5
 
0
 
ノ
ノ

ー
ー
寺

円

実

の
の
規
時

等
後
正
務

杵
・
の
動
数

振
荊
週
の
冏

円円

円

円

円

時
計

務勤
間

休
等

穎

荊
後

支
額

当手
給

前
後

円

0
 
0
 
分

ー
ー
冒

支
計

当
額

手
給

支
計

当
額

手
給

前
後

円

時
計

務勤
抽

務
等

合

5
 
0
 
ノ
ノ

ー
ー
冒

前
後

支
額

当手
給

目

前
後

支
払

0
 
0
 
分

ー
ー
ぱ

支
計

当
額

手
給

第 第

前
後

注

5
 
0
 
分

ー
ー
侍

詞

前
後

計

予
算

目

計

前
後

冴

回

第

前
後

円

前
後

回

合

円

前
後

円

回

注

前
後

円

円

前
後

回

円

円

前
後

円

円

円

前
後

円

円

前
後

円

円

円

円

円

実

円円

円

円

円

時
計

務勤
問

績

支
額

当手
給

円

支
計

当
額

手
給

目

円

時
計

務勤
問

第

支
額

当手
給

目

1
辺
:
.

週
ヨ

第3号様式(第7条第2写D

時Ⅲ1外勤務手当等整理癖

如」

正規の勤

日(休口

を除く。)

日

11寺

所属

曜日

"1 外勤務

疹

時問

休日

職()紲

週休Uの振杵等

振杵鱗の前

日の勤務日

刀/日()

牙給

第款

/()

職名・氏瑠

/()

休Ⅱ

時分

/()

時冏

時問

勤務

/()

夜開

時問

時問

/()

勤務

時問

時開

/()

時問

時問

布口心勤務

/()

時問

時問

5時問

以上の

宿日症

/()

時問

時問

5時問

未満の

宿日直

/()

時問

時間

備考

第3号様式(第7条第2項)

/()

時問

時問

/()

"寺問外効務千当弊整理卸

時問

時問

時問

/()

時問

時問

時問

/()

時問

時問

勤

/()

時問

時間

勧

時問

時間

1 「勤務時問計」欄に合計の時問数を記人する場合は,30分以上は匂」り上げ,30分未満は切り捨てること。

2 「宿日直勤務」欄については,該当する区分に0印を記入すること。この場合において,人事委員会の定める日に引き続いて行

われる宿直勤務の場合は,0印を記入し.回数は外書きとすること。

/()

時問

時問

時間

時問

/()

時問

時問

正規の勤

1ヨ 日

を除く。)

時

時問

所麟

時問

時問

1{1

剛"

第項

時間

時問

外勤務

時問

務
凡'

時問

休日

時問

職()薮

週休日の振啓等

時問

振魯響の前

の勤務罰

月/日()

時問

時問

振魯等の

前・後の

週の正規

の勤務時

問数

時間

職名・氏宏'

/()

時間

/()

休Π

/()

時開

時問

動務

夜脚

/()

時問

時間

/()

勤務

時問

時問

/()

時問

時問

宿註泣動務

/()

時問

特問

5時岡

以上の

宿日直

/()

時問

時問

5時刷

未満の

宿日直

/()

時問

時問

例"当

/()

時間

時問

/()

時問

時問

時問

/()

時問

特問

時問

/()

時問

時問

,ノ()

時問

時問

時問

時問

1 「勤務時間計」欄に合計の時問数を記入する場合は,30分以上は切り上げ,30分未満は切り捨てること。

2 「宿日直勤務」欄については,該当する区分に0印を記入すること。この場合において,人事委員会の定める日に引き続いて行

われる宿直勤務の場合は,0印を記入し.回数は外書きとすること。

/()

時問

時問

時問

時間

/()

時問

時問

時問

時間

時問

時問

時間

時問

時問 時問

時間

時問

牙給

第款

第項

第款

第項

勤務

第款

第項



第3号様式の2(第7条の2第1項)

深夜勤務制限請求書

八千代市教育委員会

下記のとおり

1 請求に係る子又

は要看護者

様

のため 深夜勤務の制限を請求します

氏

2 職員の配偶者で

当該子の親である

ものの有無及び状

況

続

生

柄

名

年

3 要看護者の状態

及ぴ具体的な看護

の内容

等

年

月

画^

職氏名

4 請求に係る期間

日

の効

た日

月

口深夜において就業している

口負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害
により養育が困難である

口産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週

問)又は産後8週間以内である

口当該子と別居している

口有

注

日

年

1 該当する口には,レ印を記入すること。

2 「続柄等」欄は,請求に係る子又は要看護者の請求者との続柄等(請求に係る子が勤

務時間規則第4条第3項第1号に規定する特別養子縁組の成立前の監護対象者等に該当す

る場合にあっては,その事実)を記入すること。

3 「生年月日」欄は,子を養育するために請求する場合にのみ記入すること。なお,請

求に係る子が請求の際に出生していない場合には,「生年月日」欄に出産予定日を記入

し,口出産予定日にレ印を記入すること。

4 「養子縁組の効力が生じた日」欄は,子を養育するために請求する場合のみ記

入すること。

5 「職員の配偶者で当該子の親であるものの有無及び状況」欄は,子を養育す

るために請求する場合のみ記入すること。なお,「就業している」とは,就業日

数が1月に3日を超えることをいう。

6 「要看護者の状態及び具体的な看護の内容」欄は,要看護者を看護するため

に請求する場合のみ記入すること。

フ「請求に係る期問」欄は,子を養育するため深夜勤務の制限を請求する場合

には,当該請求に係る子が満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の日を制限

終了日として請求すること。

年

月

月

日(口出産予定日)

日

第3号様式の2(第7条の2第1項)

深夜勤務制限請求書

日から

日まで

1 口毎日

1口その他(

八千代市教育委員会

口無

下記のとおり 〔・゛〕

1 請求に係る子又

は要看護者

様

のため深夜務の制限を請求します

氏

2 職員の配偶者で

当該子の親である

ものの有無及び状

況

続

生

柄

養子縁

力が生

名

年

3 要看護者の状態

及び具体的な看護

の内容

年

等

月

組の効

じた日

4 請求に係る期問

日

月

口有

口深夜において就業している

口負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害

により養育が困難である

口産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週

間)又は産後8週間以内である

口当該子と別居している

注

日

年

1 該当する口には,レ印を記入すること。

2 「続柄等」欄は,請求に係る子又は要看護者の請求者との続柄等(請求に係る子が勤

務時問規則第4条第3項第1号に規定する特別養子縁組の成立前の監護対象者等に該当す

る場合にあっては,その事実)を記入するこ占。

3 「生年月日」欄は,子を養育するために請求する場合にのみ記入すること。なお,請

求に係る子が請求の際に出生していない場合には,「生年月日」欄に出産予定日を記入

し,口出産予定日にレ印を記入すること。

4 「養子縁組の効力が生じた日」欄は,子を養育するために請求する場合のみ記

入すること。

5 「職員の配偶者で当該子の親であるものの有無及び状況」欄は,子を養育す

るために請求する場合のみ記入すること。なお,「就業している」とは,就業日

数が1月に3日を超えることをいう。

6 「要看護者の状態及び具体的な看護の内容」欄は,要看護者を看護するため

に請求する場合のみ記入すること。

フ「請求に係る期間」欄は,子を養育するため深夜勤務の制限を請求する場合

には,当該請求に係る子が満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の日を制限

終了日として請求すること。

年

月

月

日(口出産予定日)

日

日から

日まで

1口毎日
1 口その他(

口無

登

記

月
月

年
年

記

〕
*
月
、
、
0

旦
旦

縁
生

子
が

養
力

月
月

年
年

組
じ



第6号様式(第9条第1項)

決裁 月

研修承認癖

日 曜 日・時数 研修の場所

、ノ、ノ、ノ＼ノ、ノ、ノ、、ノ、、, J、、ノ、ノ＼ノ~"゛ノ、ノ、ノノ、ノ、ノ、、ノ、ノ

名

研修内容 届出者 取扱者

ノ、ノ、ノ、ノ、J、LJ /、ノ、

第6号様式(第9条第1項)

、ノ'、ノ＼. L"

決裁 月

研修承認簿

日 曜 日・時数 研修の場所

、ノ、ノ、、ノ、,ノ、i、.ノ、ノ、、ノ＼ノ、ノ、ノ、、ノ、ノ＼ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ

名

研修内容 取扱者

へ、、气、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、 、ノ、]ノ、"'、ノ＼ノ、 V'、ノ、V V

職
氏

職
氏



第6号様式の2(第9条第1項)

研修日時(時間)

研修計画書

日()

分から

分まで

時間)

教科

研修

等(

日()

分から

分まで

時間)

研修場所(連絡先)

の

職氏名

具体的な内容

教科

年

域等(

月

日()

分から

分まで

時問)

研修場所(連絡先)

日

教科 等(

日()

分から

分まで

時間)

研修場所(連絡先)

第6号様式の2(第9条第1項)

教科 域等(

研修揚所(連絡先)

研修日時(時問)

研修計画書

日()

分から

分まで

時間)

教科等(

研修

日()

分から

分まで

時間)

研修場所(連絡先)

の

職氏名

具体的な内容

教科等(

年 月

日()

分から

分まで

時間)

研修場所(連絡先)

日

教科等(

日()

分から

分まで

時間)

研修場所(連絡先)

教科等(

研修場所(連絡先)

月
時
時

月
時
時

月
時
時

月
時
時

月
時
時

月
時
時

月
時
時

月
時
時



7号様式( 10 1項)

年次休暇前年度繰越日時数

長 務

届出

月日

整

時問)

理

月

届

癖

日

旦二壁_数

日計

出

_、"<

ノ^

日・時間

'、、ノ^ノ

注理由欄には年次休暇の場合は記入を要しないものとすること

累計

事

休暇等の種別

~ノ

項

▲"ノ /L、、ノ_「"气ノ_゛LA "ー

理

療養休暇

由

年次休蝦

届出者

'」'_^^

7吋様式(

取扱者

ノ」りノ'、

10

ノ、、..ノ.、

ノ、

1項)

年次休暇前年度繰越日時数

、、

の休暇

ノ、'

艮

時問

、

務

届出

月日

整

時間

理

分)

月

届

日

ν'、、人.<、、"゛、、'、

旦二壁数二li

日計

出

"、ノ、、ノ、、、 i

、,、、、

注理由欄には

~、'

事

塁赴

、、、、

、、,

休暇等の種別

、、 J

'、'゛"、"＼'、ノ、"

、、、゛＼'、、、、 A ＼゛、、,、,、、

項

療養休暇

次休暇の場合は記入を要しないものとすること

理

時間

、ノ

分

、ノノ".、

由

、 J、ノ、、ノ、ノノ、ノ、ノノ、、ノ、ノノ、ノ、ノノノ、ノ、,ノ、ノ、ノノ、ノ、ノ、

特別休暇

ノ、、、、ノノ、ノ、ノノ、1 /、ノ、ノ、ノノ、ノ、、ノ、J、、ノ、ノノ、ノ、ノ气

J

時問

無給の休暇

日 時間 分

年次休暇無給休暇

獄
氏

旦

、

分
一

寺

旦旦

目

分堕旦引

壁
氏

ノ、

旦
(
一

旦

U
 
Jノ

日j呂特

旦旦

Ⅱ

堕

＼
、

ヘ

、
、气

旦訓
ヨ

堕



第10号様式(第10条第6項)

八千代市立

職氏名

私は,職員の勤務時問,休暇等に関する規則第15条の規定による看護休暇の承認を受け

たいので下記のとおり申請します。

校長様

看護休暇承認、申請書

氏

続

疾

柄

名

病

治

名

等

療

看護の必要性

等

状

承認を受けようとす

る理由

況

年

承認を受けようとす
る期間

生年月日

月

態

日

当該要看護者の看護を必要
とする1の継続する状態

数における 口月口

注

年

様

1 「看護の必要性」欄には,要看護者の症状及び日常生活への支障の程度について記載

すること。

2 「承認を受けようとする理由」欄は,承認を受けようとする期間及び態様についての

理由を記載すること。なお,当該要看護者の看護を必要とする1の継続する状態におい

て再度の申請となる場合には,その理由も記載すること。

3 「態様」欄の該当する口には,レ印を記入すること。

月

1日を単位とするもの

30分を単位とし,1日を通じて4時間を限度とするもの

上記の態様を併用するもの

(歳)

日から

日問

第10号様式(第10条第6項)

年

八千代市立

月

回目

所^

職氏名

私は,職員の勤務時問,休暇等に関する規則第15条の規定による看護休暇の承認を受け

たいので下記のとおり申請します。

当該要看護者の看護のために

取得した看護休暇の通算期間

日までの 日間

校長様

看護休暇承認申請書

氏

続

疾

柄

名

病

治

日間

名

等

療

看護の必要性

等

状

承認を受けようとす

る理由

況

年

承認を受けようとす
る期間

生年月日

月

態

日

当該要看護者の看護を必要
とする1の継続する状態
における申請回数

注

年

様

1 「看護の必、要性」欄には,要看護者の症状及び日常生活への支障の程度について記載

すること。

2 「承認を受けようとする理由」欄は,承認を受けようとする期間及び態様についての

理由を記載すること。なお,当該要看護者の看護を必、要とする1の継続する状態におい

て再度の申請となる場合には,その理由も記載すること。

3 「態様」欄の該当する口には,レ印を記入すること。

月

1日を単位とするもの

30分を単位とし,1日を通じて4時間を限度とするもの

上記の態様を併用するもの

(歳)

日から 年 月

回目
当該要看護者の看護のために

取得した看護休暇の通算期間

日までの 日間

記

要
看
護
者
の
状
態
等

ロ
ロ
ロ

記

要
看
護
者
の
状
態
等

ロ
ロ
ロ



10号様式の2の2( 10条 8項)

△壬垈也^槿

私は下記により子育て部休暇の承認を請求します

子*て部分休暇承認請求書

'麦L

1 請求に係る

子

氏

2 請求期間

及び時間

銃_樋_笠

生年月日

名

所属

職氏名

g堕旦三二E

生

備

注

考

この請求書には請求に係る子の氏名請求者との、柄等及ぴ生年月日を証明する

書類(医師又は助産師が発行する出生(産)証明書母子健康手帳の出生届出済証明

書,{公署が発行する出生届受理証明書等)を添付すること(写しでも可)

2 子育て部分休暇の承認方

3 該当する口にはレ印を記入すること

面に記入すること

日生

生皿
午後

'F "1」

午後

職からの請求に基づき取り消された場合はそのヒを

分~

分~

旦旦

分
分

堕
堕釜

分
分

壁
壁

壁
堕

起

旦

壁
壁

生

一
一
一

毎
そ
(
一

壁旦
旦

生
生

獣旦
旦

任
生

3
-

1
一



子*て部,休暇の認の取消しを請求する日時

日付 生___^
分0沍
分まで

ム甕L

分空巨
分まで

分杢生
分立工

分から

分生二壁

生____後

分から

分まで

分塑巨
分まで

分立沍
分圭工

分から

分まで

名氏

職旦三二上

畦間数

分から

分生二壁

分之沍
分生二空

分から

分まで

分から

分ま工

分から

分生工

分つ担
分まで

取消

請求日

時間

分

分つ沍
分ま工

分から

分生工

分から

分ま工

取消

承認、日

時間

分

分■生
分ま二壁

備考

分壁立
分生二交

時間

分

分立沍
分生工
分から

分生工

分堕沍
分まで

時問

分

司

鳥
ノ
刀

間
分

間
分
郎
一
分

ル
分

ル
分

間
分
間
分

壁
時

間
分
一

壁
時

製

壁
時

獲

間
分

壁
時

援

鳥

堕
時

懸

壁
堕

織

鳥

壁
堕

ら
で

力
ま

,
分

壁
壁

挫

間
分

堕
時

堕
時

幾

ル
ノ

壁
時

挫

堕
堕

裟

畦
畦

援

壁
時

壁

壁
堕

援

畦
時

畦
時

壁
時

ら
で

力
ま

分
分

嘘
壁

裟

壁
時

裟

壁
時

壁
時

時
時

時
時

時
時

時
時

壁
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時

時
時



10号式の2の3(第10条 9項)

養

次のとおり

況変更届

子*て部分休暇

届出の事由

口育児休業等に係る子を養育しなくなった。

*児短時問勤務

年月日

部

口同居しなくなった

口その他(

育児休業等に係る子が死亡した

に係る子の養育の状況について変更が生じたのでけ出ます

*児休業等に係る子と離縁した

育1 休業等に係る子との養子縁組が取り消された

生

育児休業等に係る子との親族 f.、が特別養子縁組により終了した

*児休業等に係る子についての民法 817条の2 1項の規定による請求に係る{事

劃旦塗工L左」

旦食俊」壁症

*児休業に係る子との養子,組が成立しないまま児童福祉法 27条 1項第3号の

規定による措置が解除された。

口その他(

2 届出の事由が発生した日

口託児できるようになった

注該当する口には レ印を記入すること

育児休業

分休業

旦
旦
旦
旦
旦
旦

釜

遂

1
一



10号様式の2の4( 10条 10項)

△壬垈血^様

このことについて職幽の勤務時間休暇等に関する、例第15条の2により子*て部

休暇の承認請求書の提出がありました力

申

子育て部八休暇の承認について(副申)

書

該当壁旦

誼丞E優
る子

所属

請求期間

氏名

請求時間

氏名

下記の事項を認し副申します

第

校長

生

通勤時問

口毎日

その他

託児施設

その他

'、y

続桓

口

毎

職名

時間

その他(

(託児時間:

1

年鹸

(託児時問:

該当する口には

旦請求者以外の当該子の親が子育て部分休暇その他の育児のための短時間勤務の制度

分(託児先を経由する時間を含む。)

生年

月日

日から

の適用を受けている場合及び託児の態様通勤の状況以外に子一て部分休暇を必要と
する事情がある場合には

レ を記入すること

日まで

日生

「その他の欄にその内容を記入すること

年月

年月

量
旦旦

託
様

記
一

塗

)
)

ノ
刀
ノ
刀

堕
時釜畦

時

旦

旦
口



10号、式の2の5( 10条 10項)

八千代市教六委=会様

このことについて養育状況変更届の提出がありましたので下記の事項を確認し副申

上生土」

申

子育て部分休暇に係る子の養育状況の変更について(副申)

該_当_獄^

書

請求に係る子

所

職・氏名

属

氏

届出の内容

口休暇に係る子を養育しなくなった。

第

名

校長

口同居しなくなった

口その他(

休暇に係る子が死亡した

摘

(注)該当する口にはレ印を記入すること。

続柄

休暇に係る子と縁した(養子

要

休暇に係る子との親子関係が特別養子縁組により終了した

その他(

口職務復墨

生年月日

旦会堪ご壁症

且の取消しを含む)

その他(

日生年月

丑
旦旦生

旦
旦
旦
旦

起

旦



10号様式の5

壬茎県数査^

10 の3 1項

*児休(*児休業延長)承氾i求書

私は下記により

2項)

='弐
児休業の承認

育児休業の期間の延長

請求に係る子

所属

職氏名

g壁旦三二E

宣詰丞上生生」

』&_____^

2 請求の内容

続 柄

生_生_"L』.

口育児休業の承認

請求期間

生

1 既E査塁体
業をした期間

等

佳

再度の育児休業の承認

再度の育児休業又は再度の育児休業の期問の延長が必要な事情を

記入(

5備 考

ロ*児休業の期間の延長

この請求書(育児休業の期ルの延長に係るものを除く

名請求者との、柄等及び生年月日を証明する

口再度の育児休業の期間の延長

(産)証明書母子健康手帳の出生届出済証明書官公が発行する出生届受理証明書

日生

等)を添付すること(写しでも可)

日から

請求に係る子の出生前に請求する場合には

日から

日から

後の期間を記入し

10号様式の5

速やかに行うこと。

生

「5 備考の欄には請求に係る子以外に3歳に満たない子を

てはその氏名請求者との柄等及び生年月日請求に係る子が養子の場合において

は養子縁組の十力が発生した日

壬莱児歓宣^

10

を受けている場合においてはその'並ぴに当該請求に係る子の氏名及び当該承認の請

日まで

求に係る期占等について記入すること

「1 請求に係る子の欄の記入及び証明書'の添付は出生後

の3

4 該当する口にはレ印を記入すること

日まで

1項・

日まで

*児休業(*児休業延長)承認請求書

私は下記により

2項)

(医師又は産師が発行する出生

)には請求に係る子の氏

「3 請求期間」の欄は出産予定日以

請求に係る子以外の子について現に*児休業の承認

冒k
児休業の承認

育児休業の期間の延長

請求に係る子

氏_____^

続

2 請求の内容

重^

職氏金

墾並員三二上

を請求します

する場△にお、

生年月

柄

生

等

*児休業の承認、(次にげる一児業の承認を除く

同一の子にハる3回目ジ後の*児休業の承認(既に2回の育児休
(地方公務の*児休業等にする'律 2条 1項各号にげる

日

請求期問

児休業を除く)をした場合のものに限る以下同じ)

ロ*児休業の期問の最初の延長

生既E査児依業
をした期問

ロ*児休業の期間の再度の延長

:・ 同一の子に係る3回目以後の*児休業の承認*児休業の期間の

再度の延長が必要な事1圭を記入

生

5備

日生

考

この請求書(育児休業の期間の延長に係るものを除く

名請求者との続柄等及び生月日を証明する書(諧市又は助産師が発行する出
(産)証明書母子健康手帳の出生届出、証明

等)を添付すること(写しでも可)

2 請求に係る子の出生前に請求する場合には

日から

後の期問を記入し

速やかに行うこと

てはその氏名請求者との北柄及び生月日

「5

は養子縁組のナカが発生した日

を受けている場合においてはそのヒ並びに当該請求に係る子の氏名及び当該承認の

考」の欄には請求に係る子以外に3歳に満たない子を養*する場合におし

求に係る,問等について記入すること

4 該当する口には

「1 請求に係る子」の欄の記入ぴ

日まで

{公が発行する出生届受理証明

レ

)には請求に係る子の氏

を記入すること

「3

二圭求に係る子以外の子について現に出児休業の承静

畳全

請求に、る子が養子の場合において

の

は

ジ

年月年月

年月

生旦

生旦

年月

年月

年月

注

槿

記
一

旦

護
瓢

1
一

旦
旦
旦
月

生
生
生
年

旦
旦

ら
ら
ら
ら

カ
カ
カ
カ

日
日
日
日

2
-

1
一

1
一

旦
旦
旦
月

生
生
生
年

ネ
の

)
一

3
-

様

塗
1
一

起

3
-

3
-

旦3
-

口
※



第10号様式の5の2(第10条の3第3項)

育児短時間勤務承認請求書

千葉県教育委員会様

私は,下記により

育児短時間勤務の承認

請求に係る子

育児短時間勤務の期問の延長

2 請求の内容

氏

続

3 請求期問

所属

職氏名

(職員コード

生年月

口

柄

名

を請求します。

育児短時間勤務の承認

4 勤務の形態

等

年

再度の育児短時間勤務の承認
再度の育児短時間勤務が必、要な事情を記入

日

月

勤務の日

及ぴ時間帯

週19時間35分勤務(月~金において週5日,
週24時間35分勤務(月~金において週5日,
週23時間15分勤務(月~金において週3日,
週19時間25分勤務(月~金において週3日,

勤務,うち1日は1日3時間55分勤務)

日

年

年

5 既に育児短
時間勤務をし
た期間

月

毎日

月

口育児短時問勤務の期問の延長

6備

日から

月

注

日生

火

1 この請求書(育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く。)には,請求に係る子
の氏名,請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類(医師又は助産師が発行する出
生(産)証明書,母子健康手帳の出生届出済証明書,官公署が発行する出生届受理証明
書等)を添付すること(写しでも可)。

2 請求に係る子の出生前に請求する場合には,「3 請求期間」欄は,出産予定日以後
の期問を記入し,「1 請求に係る子」欄の記入及ぴ証明書類の添付は,出生後速やか
に行うこと。

3 「勤務の日及び時間帯」欄に掲げられていない日に勤務を希望する揚合等,当該欄
により難い場合には,「6 備考」欄に必要な事項を記入すること。

4 「6 備考」欄には,請求に係る子以外に小学校就学前の子を養育する場合において
はその氏名,請求者との続柄等及び生年月日,請求に係る子が養子の場合においては
養子縁組の効力が発生した日,請求に係る子以外の子について現に育児短時間勤務の
承認を受けている場合においてはその旨並ぴに当該承認、に係る子の氏名及び当該承認
の請求に係る期問等について記入すること。

5 該当する口には,レ印を記入すること。

時分~

時分~

考

年

日寺ノ'、(、

第10号様式の5の2(第10条の3第3項)

育児短時間勤務承認請求書

時分

月

時分

1日3時間砧分勤務)
1日4時間55分勤務)
1日7時間45分勤務)
うち2日は1日7時間45分

日まで

時分

葛南教育事務所長様

日から

日から

水

木

金

時分~

私は,下記により

時分~

時分~

時分

日まで

日まで

時分

育児短時間勤務の承認

時分

請求に係る子

育児短時問勤務の期問の延長

2 請求の内容

氏

続

3 請求期間

所属

職氏名

(職員コード

生年月

柄

口

名

を請求します。

育児短時問勤務の承認

4 勤務の形態

等

年

再度の育児短時間勤務の承認
再度の育児短時間勤務が必要な事情を記入

日

月

週19時間35分勤務(月~金において週5日,
週24時問35分勤務(月~金において週5日,
週23時間15分勤務(月~金において週3日,
週19時間25分勤務(月~金において週3日,

勤務,うち1日は1日3時問郭分勤務)

勤務の日

及び時問帯

日

年

年

5 既に育児短
時間勤務をし
た期間

月

毎日

月

口育児短時間勤務の期間の延長

6備

日から

月

注

日生

火

時分~

1 この請求書(育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く。)には,請求に係る子
の氏名,請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類(医師又は助産師が発行する出
生(産)証明書,母子健康手帳の出生届出済証明書,官公署が発行する出生届受理証明
書等)を添付すること(写しでも可)。

2 請求に係る子の出生前に請求する場合には,「3 請求期問」欄は,出産予定日以後
の期間を記入し,「1 請求に係る子」欄の記入及び証明書類の添付は,出生後速やか
に行うこと。

3 「勤務の日及び時間帯」欄に掲げられていない日に勤務を希望する場合等,当該欄
により難い場合には,「6 備考」欄に必要な事項を記入すること。

4 「6 備考」欄には,請求に係る子以外に小学校就学前の子を養育する場合において
はその氏名,請求者との続柄等及び生年月日,請求に係る子が養子の場合においては
養子縁組の効力が発生した日,請求に係る子以外の子について現に育児短時間勤務の
承認を受けている場合においてはその旨並びに当該承認、に係る子の氏名及び当該承認
の請求に係る期間等について記入すること。

5 該当する口には,レ印を記入すること。

時分~

考

年

時分~

時刀

月

時分

1日3時間55分勤務)
1日4時間邪分勤務)
1日7時問45分勤務)
うち2日は1日7時問45分

日まで

時分

日から

日から

水

木

金

時分~

時分~

時分~

時分

日まで

日まで

時分

時分

記

月
月

口
※

年
年

ロ
ロ
ロ
ロ

月
月

年
年

記

月
月

口
※

年
年

ロ
ロ
ロ
ロ

月
月

年
年



10号様式の6( 10

千県(※部休業の場合には八千代市)教*委

の3 項)
;'式

迭四上室旦査児短堕間勤贅に係る子の養*の況について変更が生じたので届け出ます

況変更

査_』星_体_業

部分休業

届出の事由

ロ*児休業等に係る子を養*しなくなった

口同居しなくなった

旦壁虫他ξ

*児休業等に係る子が死亡した口

口

口

口

口

*1 休業等に係る子と離縁した

育児休業等に係る子との養子縁組が取り消された

*児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した

生

*児休業等に係る子についての民法 817条の2 1項の規定による請求に係る事

窒劃聖徃^

口負傷・疾病

口 六児休業等に係る子との養子縁組が成立しないまま1、童福祉法第27条 1項第3号の

規定によるキ仕署が角除された

口その他(

届出の事由が発生した日

口託1 できるようになった

注該当する口には

生

第」」1^削除

レ印を記入すること

゛

2
-

極

釜

会

1
一



10号様式の7( 10条の3 6項)

壬茱児歓宣^遂

このことについて地方公務の育児休業等にする法

業(同法 3条 1項に規定する{児休業期間の延長)の承認請求書が提出されたので下記

申

の事項を確認し副申します。

*児休(育児休業延長)の承認について(副申)

八千代市立

当 該職

請求に係る子

請求の内容

駈^

金

氏名

校長

誼_茎_』胡^

氏名

口育児休業

旦簣度四^

年月

請求の理由

2条 1項に規定する*児休

既_丞_謬_^

続柄等

注該当する口には

(再度の*児休業又は再度の育児休業期間の延長の場合に記)

生

*添付書類

10号'式の7( 10条の3 6項)

出産証明

口育児休業の期間の延長

生年月日

日から

・*児休業の期間の延長再度の*児休業及び再度の育児休業期間の延長の場合は

職名

口再度の士1、休業,問の延長

辞令の写しも添付すること

生●セ

レ を記入すること

母子健康手帳の出生届出、証明等の写しを添付すること

日から

壬葉県数宣^様

日生

日まで

このことについて地方公務の育児休業等に関する法

申

(同法 3条 1項に規定する育児休業期問の延長)の承認請求書が提出されたので下記

の事項を確認し副申します

日まで

育児休業(*児休業延長)の承認について(-1」申)

八千代市立

当_並_'壁^

請求に係る子

請求の内容

所^

氏名

校長

請求

氏名

口育児休業

口再度の育児休業

請求の理由

期 問

2条 1項に規定する*児休

匪_丞_謬_^

続柄等

注該当する口には

再の*児休業又は再度の*児休業期問の延長の場合に記)

*添付書類

職名

年齢

出産証明

ロ*児休業の期問の延長

生年月日

日から

'児休業の期問の延長再度の*児休業及ぴ再度の一児休業期占の延長の場合は

口再度の*1。休業期ルの延長

辞令の写しも添付すること

生

レ を記入すること

母子健康手帳の出生届出済証明書の写しを添付すること

日から

日生

日まで

日まで

年月

生旦

年月

年月

年月

年月

年月

号
一
旦旦

第
生

書

起

旦

起

員

呈
旦旦

篁
生

旦



千葉県教育委員会様

このことについて別添のとおり*1 短時間勤務承認請求が提出されたのでー」申しま

生L

*児短時間勤務の承認、(育児短時間勤務の期間の延長)について(副申)

申 書

八千代市立

②

校長

J

墨
旦旦

第
生



壬葉県数査^様

このことについて養*状況変更届の提出がありましたので下記の事項を確認し一11申

上生土」

申

育児休業(部八休業)に係る子の養*状況の変更について(副申)

当該職

書

八千代市立

届出に係る子

所___^

職

@

氏名

氏名

校長

ロ*児休業等に係る子を養育しなくなった

届出の内容

口同居しなくなった口負傷・疾病口託児できるようになった

口その他(

口育児休業等に係る子が死亡した

続柄等

育児休業等に係る子と

*児休業等に係る子との養子縁組が取り消された

*児休業等に係る子との親族関係が特別養子組により終了した

*児休業等に係る子についての民法第817条の2 1項の規定による

生年月日

摘

請求に、る事判事件が終了した

*児休業等に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法 2

注該当する口には

7条第1項第3号の規定による措置が解除された

口

しJこ

要

その他(

生月

口職務復墨

日生

レ を記入すること

口その他(

量
旦旦

第
生

記
一

員

旦

ロ
ロ
ロ
ロ



壬葉県教査^様

副

このことについて別添のとおり養育状況変更届が提出されたので副申します

申

*児短時間勤矛に、る子の

書

八千代市立

1'弐、

璽

況のハ更について(-11申)

校長

丑
旦旦

篁
生



八千代市教育委員会様

副

このことについて地方公務の*児休等にヨする法律第19条 1項の規定により部

休業承認請求書の提出がありましたので下記の事項を確認し副申します

申

当_』亥_』並^

八千代市立

部分休業の承認について(副申)

請求に係る子

請求期間

所属

氏名

旦

請求時間

氏名

校長

そ の

毎日

続柄等

(請求者以外の当該子の親が部休業その他の育児のための短時鳥勤務

注該当する口には

他

の制度の適用を受けている場合にはその内容を記入すること)

日から

生年月日

その他(

職名

年齢

レ を記入すること

日まで

日生年月

年月生旦

丑
旦旦

第
生

旦 旦

起



第100 式の7の2( 10条の3 6項)

葛南教育事務所長様

このことについて別添のとおり*児短時間勤務承認請求書が提出されたので一11申しま

申

育児短時間勤務の承認について(副申)

八千代市立 校長

丑
旦旦

第
生



10号様式の19( 10条の7 1項)

千葉県教育委員会

確認書

私は自己啓発等休業の承認を申請するに当たり休業の結果を職務'・ヨ後に公務へ還

元することで公務の能率的な運営に資するものとする自己啓発等休業制度の趣旨を理角

し,職務復帰後も5年以上継続して勤務します。

亟^

職氏名

墾塗旦三二宣

年月日

様



第19量様式^(第10条の7第1項)

千葉県教育委員会様

下記の職員の申請に係る標記のことについて,意見書を提出します。

自己唐発等休業の承認、申請に関する意見書

申 請

△壬隹血^

市教育委員会の意見

所属

者

月

氏名

職名

第1Ω量遂式四旦(第10条の7第1項)

年眺

千葉県教育委員会様

下記の職員の申請に係る標記のことについて,意見書を提出します。

自己啓発等休業の承認申請に関する意見書

申

八千代市教*委一会出長

請

市教育委員会の意見

所属

者

月

氏名

職名

年齢

号
日

第
年

記

号
日

第
年

記



第四墨様式四塑(第10条の7第田動

千葉県教育委員会様

履修

自己啓発等休業に係る 状況変更届

活動

このことについて,下記のとおり変更が生じたので届け出ます。

その他

事由

口大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた

口在学している大学等課程を休学した

口在学している大学等課程を停学にされた

口在学している大学等課程の授業を頻繁E欠席している

口参加している外国における奉仕活動の全部を行っていない

口参加している外国における奉仕活動の一部を行ってぃない

口大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている

所属

職氏名

年 月 日

2 事由が生じた年月日,期問,理由等

2 事由が生じた年月日,期問,理由等

第]ρ墨オ^(第10条の7第3項)

千葉県教育委員会様

注該当する口には,レ印を記入すること。

履修

自己啓発等休業に係る 状況変更届

活動

このことについて,下記のとおり変更が生じたので届け出ます。

事由

口大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた

口在学している大学等課程を休学している

所属

職氏名

在学している大学等課程を停学にされている

在学している大学等課程の授業を欠席している

参加している外国における奉仕活動の全部を行っていない

参加している外国における奉仕活動の一部を行っていない

大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている

年

注該当する口には,レ印を記入すること。

月 日

記記

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ



第10口様式の21(第10条の7 4項

壬茎県塾宣^様

自 己啓発等休業副申書

このことについて別添のとおり申請があり

と認められますので承認くださるようお願いします。

自己啓発等休業の承認申請について(副申)

八千代市立 校長

内容を確認したところ下記のとおり適当

曼
旦旦

篁
生

起



第10号様式の22( 10条の7 4項)

壬莱児歓宣委^遂

長ル●L晝

このことについて別添のとおり申請があり

と認められますので承認くださるようお願いします。

自己啓発等休業の承認申請について(副申)

△壬岱血皇

金

校長

内容を確認したところ下記のとおり適当

10号様式の22( 10条の7第4項)

履修

千葉県教育委員会様

活動状況変更一11 申書

このことについて別添のとおり自己啓発等休業に係る履修・活動状況変更届が提出さ

自己啓発等休業に係る

れたので副申します

八千代市立

履修

活動

況の変更について(-11申)

校長

量
旦旦

第
生量

旦旦

第
生

起



千葉県教育委員会

副申書

このことについて別添のとおり自己啓発等休業に係る履修・活動状況変更届が提出さ

自己啓発等休業に係る

れたので副申します。

八千代市立

②

履修

活動

状況の変更について(-11申)

校長

丑
旦旦

第
生

槿



第15号様式(第17条)

八千代市立

下記のとおり試験(選考)を受けたいのでお届けします。

受

校長様

日

試験(選考)機関名

試験(選考)期日

試験(選考)の場所

合格後の資格

験 届

年

職氏名

月 日

第15号様式(第17条)

八千代市立

下記のとおり試験(選考)を受けたいのでお届けします。

校長様

、

試験(選考)機関名

試験(選考)期日

試験(選考)の場所

合格後の資格

験 届

年

所属

壁氏圭

月

受

記記

1
2
3
4

1
2
3
4



第亜量様^

八千代市立

職務念鶉務免除承認申請書

下記のとおり職務に専念する

校長様

期間又は期日

事 由

の免除を受けたいので申請します

職氏名

第匹墨様^

八千代市立

職務専念義務免除承認申請書

校長様

下記のとおり職務に専念する務の免除を再けたいので申請します

期間又は期日

2事 由

駈^

職氏名

生

年月日

1
一

起

1
一

2
-

起



16号様式の2( 18 )

△壬垈玉^様

職チ専念務免除承認申請書

下記のとおり

期間又は期日

務に念する務の免除を戸けたいので申請しまt

事 由

所属

職氏名

16号様式の2( 18条)

△壬垈血^聳

下記のとおり職務に念する義務の免除を受けたいので申請します

チ免除承認、申請

期間又は期日

2事

所属

職氏名

生

由

年月日

1
一

起

2
-

1
一

起



第17号様式(第19条)

八千代市教育委員会様

履歴事項異動届

下記のとおり履歴事項を変更したのでお届けします。

日

旧履歴事項

新履歴事項

変更事由

変更年月日

及び所属コード 所属コ

職・氏

年

及び職員コード

月

記

日

第17号様式(第19条)

八千代市教育委員会様

履歴事項異動届

職一員」ヨ_ニ」t

下記のとおり履歴事項を変更したのでお届けします。

旧履歴事項

新履歴事項

変更事由

変更年月日

職・氏

年 月

ド

名

属所 所

記

属

名

1
 
2
 
3
 
4

1
 
2
 
3
 
4



八千代市適応支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

現行 改正案 

八千代市適応支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則 八千代市教育支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則 

  

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この規則は，八千代市適応支援センターの設置及び管理に関する

条例(平成9年八千代市条例第7号)第10条の規定により，八千代市適応支

援センター(以下「適応支援センター」という。)の管理に関し必要な事

項を定めるものとする。 

第1条 この規則は，八千代市教育支援センターの設置及び管理に関する

条例(平成9年八千代市条例第7号)第10条の規定により，八千代市教育支

援センター(以下「教育支援センター」という。)の管理に関し必要な事

項を定めるものとする。 

  

(開所時間) (開所時間) 

第2条 適応支援センターの開所時間は，午前9時から午後5時までとす

る。ただし，八千代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に

必要があると認めるときは，開所時間を変更することができる。 

第2条 教育支援センターの開所時間は，午前9時から午後5時までとす

る。ただし，八千代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に

必要があると認めるときは，開所時間を変更することができる。 

  

(休所日) (休所日) 

第3条 適応支援センターの休所日は，次に掲げるとおりとする。ただし，

教育委員会が特に必要があると認めるときは，休所日を変更し，又は

臨時に休所日を定めることができる。 

第3条 教育支援センターの休所日は，次に掲げるとおりとする。ただし，

教育委員会が特に必要があると認めるときは，休所日を変更し，又は

臨時に休所日を定めることができる。 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

  

(通所の申請) (通所の申請) 

議案第８号資料議案第８号資料



第4条 適応支援センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)

は，八千代市適応支援センター通所許可申請書(第1号様式)に必要事項

を記入して申請しなければならない。 

第4条 教育支援センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)

は，八千代市教育支援センター通所許可申請書(第1号様式)に必要事項

を記入して申請しなければならない。 

  

(通所の許可) (通所の許可) 

第5条 教育委員会は，前条の通所許可申請が適切であると認めるとき

は，八千代市適応支援センター通所許可書(第2号様式)を申請者に交付

するものとする。 

第5条 教育委員会は，前条の通所許可申請が適切であると認めるとき

は，八千代市教育支援センター通所許可書(第2号様式)を申請者に交付

するものとする。 

 

 



第1号様式(第4条) 

 

八千代市適応支援センター通所許可申請書 

 

年  月  日   

 

 (宛先) 八千代市教育委員会 

 

 

住 所             

保護者                 

氏 名             

 

 下記の者を八千代市適応支援センターに通所させたいので申請します。 

 

記 

学 校 名 

  

学年・組      年     組 

ふ り が な   生 年 月 日 

児童生徒の

氏 名 

  

    年    月    日 

児童生徒の

住 所 
(電話)           

通 所 方 法 

ア 電車  イ バス  ウ 自転車 

エ 徒歩  オ 保護者の送迎 

カ その他(                           ) 

保 護 者 の

希望・意見 

  

 



第1号様式(第4条) 

 

八千代市教育支援センター通所許可申請書 

 

年  月  日   

 

 (宛先) 八千代市教育委員会 

 

 

住 所             

保護者                 

氏 名             

 

 下記の者を八千代市教育支援センターに通所させたいので申請します。 

 

記 

学 校 名 

  

学年・組      年     組 

ふ り が な   生 年 月 日 

児童生徒の

氏 名 

  

    年    月    日 

児童生徒の

住 所 
(電話)           

通 所 方 法 

ア 電車  イ バス  ウ 自転車 

エ 徒歩  オ 保護者の送迎 

カ その他(                           ) 

保 護 者 の

希望・意見 

  

 



第2号様式(第5条) 

 

 

八千代市適応支援センター通所許可書 

 

 

年  月  日   

 

 

        様 

 

 

八千代市教育委員会 印  

 

 

 下記の者について，八千代市適応支援センターへの通所を許可します。 

 

 

記 

児童生徒の氏名 

  

通 所 許 可 期 間     年  月  日  ～    年  月  日 

 



第2号様式(第5条) 

 

 

八千代市教育支援センター通所許可書 

 

 

年  月  日   

 

 

        様 

 

 

八千代市教育委員会 印  

 

 

 下記の者について，八千代市教育支援センターへの通所を許可します。 

 

 

記 

児童生徒の氏名 

  

通 所 許 可 期 間     年  月  日  ～    年  月  日 

 



八千代市青少年センター設置条例施行規則の一部を改正する規則 

現行 改正案 

(職員の職及び職務) (職員の職及び職務) 

第4条 条例第4条の規定により青少年センターに置かれる職員は，事務

職員とし，その職及び職務は，次表に掲げるとおりとする。 

第4条 条例第4条の規定により青少年センターに置かれる職員の職及び

職務は，次表に掲げるとおりとする。 

職員 職 職務 

事務職員 主査 (略) 

主任指導

員 

上司の命を受け，青少年の指導に従事する。 

主査補 (略) 

主任主事 (略) 

指導員 上司の命を受け，青少年の指導に従事する。 

主事 (略) 
 

職員 職 職務 

指導主事 主任指導

主事 

上司の命を受け，青少年の指導及び学校教育に

関する専門的事項の指導に関する事務に従事

する。 

指導主事 上司の命を受け，青少年の指導及び学校教育に

関する専門的事項の指導に関する事務に従事

する。 

事務職員 主査 (略) 

主査補 (略) 

主任主事 (略) 

主事 (略) 
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令和７年３月  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八 千 代 市 長 

八 千 代 市 議 会 議 長 

八千代市選挙管理委員 会 

八 千 代 市 代 表 監 査 委 員 

八千代市農業委員 会会長 

八 千 代 市 教 育 委 員 会 

八 千 代 市 消 防 長 

八 千 代 市 事 業 管 理 者 
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Ⅰ  策定にあたって  

 

１  策定趣旨  

 

 本市では，障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促

進法」という。）等に基づき，これまで，障害者を対象とした採用試験

の実施や，「チャレンジドオフィスやちよ」1の開設により，障害者雇用

を促進するために新たな障害者雇用の在り方，障害者雇用の拡大につい

て検討を重ね，積極的に取り組んできました。  

 

 令和元年６月には，障害者雇用促進法の改正により，国及び地方公共

団体が率先して障害者を雇用する責務が明示されるとともに，厚生労働

大臣が定める指針に即して，「障害者である職員の職業生活における活

躍の推進に関する取組に関する計画（以下「障害者活躍推進計画）とい

う。」を作成することとされました。  

 これを受け，本市においても障害のある人の雇用の機会の確保及び障

害のある職員が安心して働くことが出来る環境づくりを推進するため，

令和２年に「八千代市障害者活躍推進計画（前期計画）」を策定し，取

組を進めてきました。  

 

 この度，前期計画が令和６年度末に終了することから，これまでの取

り組みを踏まえ，令和７年度から令和１１年度の５年間を計画期間とし

て第２期計画を策定します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1  一般企業で働く意欲があるものの，なかなか就労に結びつかない障害者の方を対象

に，非常勤職員として一定期間採用し，地方公務員としての職務経験を積むことで就

労支援を行う。各所属から依頼を受けて，文書の印刷・封入，パソコンの入力等の業

務を実施。  
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２  策定主体  

 

 八千代市全体で障害者の活躍推進に向けた取組を推進するため，各任

命権者が連名で計画を策定します。具体的な目標については，任命権者

ごとに実情に応じて設定するものとします。  

 

３  計画期間及び公表等  

 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間を計画期

間とします。  

 

なお，計画期間内においては，毎年度，取組状況等を把握し，必要に

応じて計画の見直しを行うとともに，目標の達成状況及び計画に掲げる

取組の実施状況等についても，市のホームページに掲載するなど，適切

な方法で公表します。また，改定を行った計画は，庁内電子掲示板への

掲載等により，全ての職員に対して周知します。  
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Ⅱ  本市の障害者雇用率の状況  

 

 国及び地方自治体には，対象障害者である職員の任免に関する状況を

障害者雇用率として厚生労働大臣に通報することが義務付けられてい

ます。  

前期計画期間における，障害者雇用率の状況は以下のとおりです。な

お，数値については，特例認定 2を受けている部局を合算して算出したも

のです。  

 

 

 

算定の基礎と

なる職員の数  

障害者である

職員の数  
実雇用率  

法定  

雇用率  

令和６年度  1,338.0 人  30.5 人  2.28％  2.8％  

令和５年度  1,274.5 人  31.5 人  2.47％  2.6% 

令和４年度  1,200.0 人  27.5 人  2.29% 2.6% 

令和３年度  1,167.0 人  29.5 人  2.53% 2.6% 

令和２年度  1,140.0 人  29.0 人  2.54% 2.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 地方公共団体の機関（市長部局）と人的関係が緊密である等の機関（議会事務局・

選挙管理委員会事務局・監査委員事務局・農業委員会事務局・消防本部を除く他部

局）の申請に基づき厚生労働大臣の認定を受けた場合に，他部局に勤務する職員を市

長部局に勤務する職員とみなすものである。  
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Ⅲ  これまでの取り組みと課題・目標  

 

１  障害者雇用促進に向けたこれまでの取組と課題  

 

 

①  障害者の活躍を推進する体制整備  

 障害者雇用推進者 3として職員課長相当職を選任しています。また，職

員課において障害者職業生活相談員 4を配置し，令和４年度からは２名

体制としています。  

計画の点検・評価については，八千代市障害者雇用推進チームを設置

し，年度毎に計画の数値目標の達成状況及び計画に掲げる取組の実施状

況等を報告・公表しています。  

 

②  採用  

 障害のある方を対象とした職員採用試験とともに，チャレンジドオフ

ィスやちよのスタッフの拡充等，障害者雇用推進に取り組んでいます。

しかし，令和３年度より法定雇用率が未達成となっており，法定雇用率

の達成に向けて，さらに採用活動を拡大していく必要があります。  

 

③  定着支援  

 毎年度，前年度の採用者の定着状況を把握・進捗管理しています。前

期計画期間における，不本意を理由とする離職はありませんでした。  

 また，すでに任用されている障害のある職員対しては，定期的に「職

場の満足度に関するアンケート調査」を実施し，職場環境に関する状況

を調査・把握しています。令和６年１２月に実施したアンケートでは，

八千代市で働くことの全体評価を，「満足」「やや満足」と回答した人は

６７％，「どちらでもない」は２２％，「やや不満」「不満」は１１％でし

た。業務量の多さや障害特性への認識・理解不足などが要因にあげられ，

これらの意見・要望に対して改善・対応していくことが課題です。  

 

 

 

                                                   
3 障害者を雇用する事業所で，障害者雇用の取組体制を整備する者。労働局に届出が

必要。  
4 障害者を５人以上雇用する事業所で，障害のある従業員の職業生活に関する相談・

指導を行う。  
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２  目標について  

 

①  採用に関する目標  

任命権者名  目標内容  

八千代市長  

八千代市教育委員会  

八千代市事業管理者  

【目標】  

特例認定を受けている部局において，当該年６

月１日時点の法定雇用率以上を目標とする。  

 

【評価方法】  

毎年の任免状況通報により把握・進捗管理。  

八千代市議会議長  

八千代市選挙管理委員会  

八千代市代表監査委員  

八千代市農業委員会会長  

八千代市消防長  

障害者雇用の推進に関する理解を促進する。  

   

②  定着に関する目標  

任命権者名  目標内容  

八千代市長  

八千代市議会議長  

八千代市選挙管理委員会  

八千代市代表監査委員  

八千代市農業委員会会長  

八千代市教育委員会  

八千代市消防長  

八千代市事業管理者  

【目標】  

不本意を理由とする離職を生じさせない。  

 

【評価方法】  

毎年の任免状況通報のタイミングで，人事記録を

元に，前年度採用者の定着状況を把握・進捗管理。  

常勤職員…毎年，障害のある方を対象とした職

員採用試験における採用者の１年間の定着率を

算出する。  

会計年度任用職員…離職が生じた場合に，離職

理由を把握する。  
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Ⅳ  目標達成に向けた取組内容  

 

１  各任命権者共通項目  

 

 

１  障害者の活躍を推進する体制整備  

 組織面  

○  障害者雇用推進者として職員課長相当職を選任する。  

○  障害者職業生活相談員を選任し，職場や障害のある職員から

の相談に対して必要な対応を行う。  

○  八千代市障害者雇用推進チームを設置し，年度毎に計画の数

値目標の達成状況及び計画に掲げる取組の実施状況等を点

検・評価する。  

○  労働局が主催する公務部門向け障害者職業生活相談員資格

認定講習や精神・発達障害者仕事サポーター養成講座の受講

を進めることで，障害のある職員の働きやすい職場づくりを

推進する。  

２  障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出  

   ○  現に勤務する障害のある職員には，意向調査や組織内アンケ

ート等を活用し，職務の選定等について検討を行う。  

○  今後採用する障害者には，面接において能力や職務の希望の

聞き取りを行うことにより，職務の選定や創出についての検

討を行う。  

○  現に障害者を採用していない部局においては，今後障害者が

配置されることを想定し，職務の選定や創出についての検討

体制を整える。  

３  障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理  

 

(1)職務環境  

○  障害のある職員からの要望を踏まえ，障害特性に配慮した

環境（就労支援機器の導入，バリアフリー整備等）の整備

を検討するとともに，必要に応じて勤務体制等の人事的配

慮を行う。  

○  新規に採用した障害者については，必要な配慮等を把握，

適切な措置を講じる。  
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(2)募集・選

考  

○  採用試験に当たり，障害者からの要望を踏まえ，障害特性

に応じた配慮を行う。  

○  募集・採用に当たっては，以下の取扱いを行わない。  

・特定の障害を排除し，又は特定の障害に限定する。  

・自力で通勤できることといった条件を設定する。  

・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。  

・特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。  

○  チャレンジドオフィスやちよにおける，就労移行支援事業

所の利用者や特別支援学校の生徒を対象とした職場実習を

引続き行い，業務とのマッチングを図る。  

(3)働き方  ○  柔軟な働き方の実現等を図るため，テレワークや年次休暇

や病気休暇等の各種休暇制度の利用を促進する。  

○  障害特性に配慮した勤務体制を検討する。  

(4)その他  ○  在職中に疾病・事故等により障害者となった職員である中

途障害者について，円滑な職場復帰のために必要な職務選

定，職場環境の整備等や通院への配慮を行う。  

○  障害があることの申告等を理由として，職場において不利

益な取り扱いを受けることがないよう，各所属に対する理

解・周知を徹底する。  

 

   

 

 

 

 

 

 



議案第11号資料

№ 区 分 氏 名 経 歴 ・ 職 業

R7.4.1 ～

R9.3.31

R7.4.1 ～

R9.3.31

R7.4.1 ～

R9.3.31

R7.4.1 ～

R9.3.31

R7.4.1 ～

R9.3.31

4 福　祉 曲 沼 三 七 夫
 船橋人権擁護委員協議会
 人権擁護委員

5 教　育 花 屋 哲 郎  秀明大学学校教師学部教授

2 医　療 高 梨 潤 一
 東京女子医科大学
 八千代医療センター副院長

3 心　理 大 橋 和 佳
 八千代市教育支援センター
 臨床心理士

八千代市いじめ問題対策調査委員会名簿（案）

任 期

1 法　律 富田 絵津子
 鈴木牧子法律事務所
 弁護士



 

 

 

（改定案） 
 

 

 

 

 

八千代市いじめ防止基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年６月 

(最終改定 令和７年４月) 
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はじめに 

 

 いじめは，いじめを受けた児童生徒の基本的人権及び教育を受ける権利を著しく侵害し，そ

の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず，その生命又は身体に重

大な危険を生じさせるおそれがあるものである。  

 八千代市（以下「市」という。）では，現在，第５次基本構想（令和３～１０年）に掲げた

将来都市像「人がつながり 未来につなぐ 緑豊かな 笑顔あふれるまち やちよ」の実現に

向け，また，八千代市教育振興基本計画の八千代市の教育目標「しなやかに未来を拓き，豊か

に生きる人間を育む」の達成を目指し，教育の充実を図っていく。 

 「八千代市いじめ防止基本方針（以下「市基本方針」という。）」は，八千代市教育委員会

（以下「市教育委員会」という。）が所管する市立小中義務教育学校（以下「学校」という。）

に在籍する児童及び生徒（以下「児童等」という。）の尊厳を保持する目的の下，市，学校，

地域住民，家庭その他の関係者の連携の下，いじめの問題の克服に向けて取り組むよう，いじ

め防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。）第１２条及び千葉県いじ

め防止対策推進条例（平成２６年千葉県条例第３１号）第６条の規定に基づき，市の実情に応

じた，いじめの防止等（いじめの防止，いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同

じ。）のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。いじめ防止や

対応等の取組については，「いじめの防止等のための基本的な方針（以下「国基本方針」とい

う。）」1及び「千葉県いじめ防止基本方針」2，「生徒指導提要（改訂版）」3等を基本とし，

実情に合った基本方針となるよう見直しを行い，改訂をしたところである。 

  

 

第１ いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項 

 

１ 基本理念 

 いじめは，全ての児童等に関係する問題である。いじめの防止等の対策は，全ての児童等が

安心して学校生活を送り，様々な活動に取り組むことができるよう，学校の内外を問わず，い

じめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 

 また，全ての児童等がいじめを行わず，いじめを認識しながら放置することがないよう，い

じめの防止等の対策は，いじめが，いじめを受けた児童等の心身に深刻な影響を及ぼす許され

ない行為であることについて，十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。 

 加えて，いじめの防止等の対策は，いじめを受けた児童等及びいじめを受けた児童等を助け

ようとした児童等の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ，市，学校，

地域住民，家庭，その他の関係者の連携の下，いじめの問題を克服することを目指して行われ

なければならない。 

 

２ いじめの定義とその態様 

  市基本方針におけるいじめの定義及び用語の定義は以下のとおりとする。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1 いじめの防止等のための基本的な方針 

（平成２５年１０月１１日文部科学大臣決定 平成２９年３月１４日改定） 
2 千葉県いじめ防止基本方針 

（平成２６年８月２０日千葉県・千葉県教育委員会 平成２９年１１月１５日改定） 
3 生徒指導提要（改訂版） 

（平成２２年３月文部科学省 令和４年１２月改定） 
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いじめ 

 

児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児

童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な

影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）

であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じている

ものをいう。 

一定の人的関係 

 

学校の内外を問わず，同じ学校・学級や部活動の児童等や塾やスポー

ツクラブ等当該児童等が関わっている仲間や集団（グループ）等，当

該児童等と何らかの人的関係を指す。 

物理的な影響 

 

 

   

身体的な影響のほか，金品をたかられたり，隠されたり，嫌なことを

無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合い

であっても，見えない所で被害が発生している場合もあるため背景に

ある事情の調査を行い，児童等の感じる被害性に着目し，いじめに該

当するか否かを判断する必要がある。 

保護者 親権を行う者(親権を行う者のないときは，未成年後見人)をいう。 

 具体的ないじめの態様4としては，以下のようなものがある。 

   ○冷やかしやからかい，悪口や脅し文句，嫌なことを言われる 

   ○仲間はずれ，集団による無視をされる 

   ○軽くぶつかられたり，遊ぶふりをして叩かれたり，蹴られたりする 

   ○ひどくぶつかられたり，叩かれたり，蹴られたりする 

   ○金品をたかられる 

   ○金品を隠されたり，盗まれたり，壊されたり，捨てられたりする 

   ○嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられたりする 

   ○パソコンや携帯電話等で，誹謗・中傷や嫌なことをされる 等    

 上記で挙げた「いじめの態様」の中には，犯罪行為として取り扱われるべきと認められ，早

期に警察に相談することが重要なものや児童等の生命，身体又は財産に重大な被害が生じるよ

うな，直ちに警察に通報することが必要なもの5が含まれる。これらについては，教育的な配慮

や被害者の意向への配慮の上で，早期に警察に相談・通報の上，警察と連携した対応を取るこ

とが必要である。 

 

３ いじめの理解 

いじめの問題は，心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという，学校を含めた社

会全体に関する国民的な課題である。 

 ほとんどの児童等がいじめの被害者になり得ること，また加害者にもなり得ることがある。

「いじめは良くない」とほとんどの児童等が分かっているはずなのにもかかわらず，小４～ 

中３までの６年間を追跡すると，９割の児童等がいじめた経験を持っているということが調査

データ6によって確認されている。したがって，児童等が「いじめはしない」という感覚を，学

校や家庭での日常生活の中で身に付けるように，働きかけることが重要である。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
4 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 文部科学省  
5 いじめが抵触する可能性がある刑罰法規例…… 不同意わいせつ(刑法第176条) 自殺関与(同202条) 

傷害(同204条) 暴行(同208条) 脅迫(同222条) 強要(同223条) 名誉毀損(同230条) 侮辱(同231条)  

窃盗(同235条) 恐喝(同249条) 器物損壊等(同261条) 児童ポルノ提供等(児童買春，児童ポルノに係る 

行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条) 私事性的画像記録提供(リベンジポル 

ノ)(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第3条)等 
6 「いじめ追跡調査2016-2018」令和３年７月 国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター 
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また，いじめを防ぐには，『傍観者』の中から勇気をふるっていじめを抑止する『仲裁者』

や，いじめを訴える『相談者』が現れるかどうかが重要となる。 

 

４ いじめの防止等に関する基本的な考え方 

（１）いじめの防止 

  いじめに取り組む基本姿勢は，人権尊重の精神を貫いた教育活動を展開することである。

したがって，児童等が人権意識を高め，共生的な社会の一員として市民性を身に付けるよう

な働きかけを日常の教育活動を通して行うことが，いじめ防止につながる発達支持的生徒指

導7と考えることができる。また，「全ての児童等にとって安全で安心な学校づくり・学級づ

くり」を目指すことも，いじめ防止につながる発達支持的生徒指導と捉えることができる。

市の学校教育の重点目標である「ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の推進」を目指す

中で，「誰一人取り残さない」という考えの下，全ての児童等が安心でき，自己有用感や充

実感を感じられる学校生活づくりも未然防止の観点から重要である。 

  これに加えて，いじめの問題への取組の重要性について市民全体に認識を広め，地域，家

庭と一体となって取組を推進するための普及啓発が必要である。 

（２）いじめの早期発見 

  いじめの早期発見は，いじめへの迅速な対処の前提であり，全ての大人が連携し，児童等

のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。いじめは大人が気付きにくく判断し

にくい形で行われることを認識し，ささいな兆候であっても，いじめではないかとの疑いを

持って，早い段階から的確に関わりを持ち，いじめを隠したり軽視したりすることなく積極

的に認知することが必要である。いじめの早期発見のため，学校や市教育委員会は，定期的

なアンケート調査や教育相談の実施，電話相談窓口の周知等により，児童等がいじめを訴え

やすい体制を整えるとともに，地域，家庭と連携して児童等を見守ることが必要である。  

（３）いじめへの対処 

  いじめと疑われる事案が確認された場合，学校は直ちに，いじめを受けた児童等やいじめ

を知らせてきた児童等の安全を確保し，いじめたとされる児童等に対して事情を確認した上

で適切に指導する等，組織的な対応を行うことが必要である。また，家庭や市教育委員会へ

の連絡・相談や，事案に応じた関係機関との連携が必要である。 

  このため，教職員は平素より，いじめを把握した場合の対処の在り方について理解を深め

ておくことが必要であり，また，学校における組織的な対応を可能とするような体制整備が

必要である。 

（４）地域や家庭との連携 

  社会全体で児童等を見守り，健やかな成長を促すため，地域や家庭に学校の取組について

周知して，連携を図ることが重要である。学校は平素から家庭や地域にいじめ対策について

の積極的な情報発信に努め，いじめの問題を含む問題行動等が発生した際に，迅速に協力し，

対処できる体制を確立しておくことが重要である。 

（５）関係機関との連携 

いじめの問題への対応については，学校や市教育委員会においていじめる児童等に対し 

て必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず，その指導により十分な効果を上げるこ

とが困難な場合等には，学校や市教育委員会だけで抱え込まずに，関係機関（医療，福祉，

司法等）との適切な連携が必要である。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
7 特定の課題を意識することなく，全ての児童生徒を対象に，学校の教育目標の実現に向けて，教育課程内外全

ての教育活動において進められる生徒指導の基盤となるもの【生徒指導提要（改訂版）1.2生徒指導の構造】 
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第２ いじめの防止等のために市が実施する施策 

 

市は，法第６条の規定により，いじめの防止等のための対策を総合的に策定し，推進する。 

また，これに必要な財政上の措置（法第１０条）その他の必要な措置を講ずる。 

   

１ 八千代市いじめ問題対策連絡協議会の設置 

 市は，法第１４条第１項の規定により，いじめ防止等に関する関係機関の連携の推進を図る

ため，「八千代市いじめ問題対策連絡協議会」を条例により設置する。いじめ問題対策に関す

る連絡協議，情報交換，意見聴取を行い，実効的ないじめ防止等に努めるものとする。 

  

２ 八千代市いじめ問題対策調査委員会の設置 

 市教育委員会は，法第１４条第３項の規定により，連絡協議会との円滑な連携の下に，学校

におけるいじめの防止等の対策を実効的に行うために，市教育委員会の附属機関として条例に

より，「八千代市いじめ問題対策調査委員会」を設置し，公平性・中立性を確保する。  

 

３ 市教育委員会の具体的取組 

 市教育委員会は，法第７条の規定により，学校に在籍する全ての児童等が安心して学校生活

を送り，様々な活動に取り組むことができるよう，学校の内外を問わず，いじめが行われなく

なるようにすることを旨として，各学校のいじめ防止等の取組を指導，助言，支援する役割を

担うものとする。 

（１）いじめの防止・早期発見 

  ア 学校の教育活動全体を通じた豊かな心の育成   

  イ 児童等の主体的な活動の推進 

  ウ いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保 

  エ いじめに関する調査研究等の実施 

  オ 相談体制の整備 

  カ ＳＮＳ等を介したインターネット上のいじめ(ネットいじめ)を監視する関係機関との 

連携の強化及び事案に対処する体制の整備   

  キ 学校いじめ防止基本方針についての指導，助言 

  ク 「八千代市いじめ問題対策連絡協議会」及び「八千代市いじめ問題対策調査委員会」 

の運営 

（２）いじめに対する措置 

  ア いじめの認知への対応   

  イ 重大事態への対応 

  ウ 学校教育法第３５条第１項（第４９条において準用する場合を含む。）の規定に 

基づくいじめを行った児童等の出席停止 

  エ 警察への通報・相談の指導，助言 

（３）学校及び教職員への指導，支援 

  ア 教職員の資質・能力の向上 

 イ 学校訪問等による指導 

  ウ 学校評価を踏まえた学校への必要な指導・助言 
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第３ いじめの防止等のために学校が実施すべき施策 

 

 いじめの問題への対応は学校における最重要課題の一つであり，特定の教職員が抱え込むの

ではなく，学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。 

  

１ 学校いじめ防止基本方針の策定 

 学校は，法第１３条の規定により，いじめの防止等の取組の基本的な方向や具体的内容等を

「学校いじめ防止基本方針」として策定し，各学校のホームページに掲載するほか，入学時

や年度初め等，様々な機会を活用して児童等，保護者に周知し，説明する。 

さらに，学校いじめ防止基本方針に示された，アンケート調査，個人面談，いじめの認知

と対応，校内研修等，学校の具体的な取組の実施状況について学校評価の評価項目に設定し，

各学校は評価結果を踏まえ，ＰＤＣＡサイクルに基づいて，学校におけるいじめの防止等の

ための取組の改善を図る必要がある。 

その際には，保護者，地域住民，関係機関の参画を得て，協議等を通して全教職員の共通

理解のもと方針を決定，実行し，その成果を定期的に点検・評価して必要に応じた学校いじ

め防止基本方針の改善を行うことが重要である。 

 

２ 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織 

 学校は，法第２２条の規定により，いじめの防止，いじめの早期発見及びいじめへの対処等

に関する措置を実効的に行うため，組織的な対応を行う中核となる常設の組織を置かなければ

ならない。 

当該組織の具体的な役割としては，以下のもの等が挙げられる。なお，法第２８条第１項に

規定する重大事態の調査のための組織について，学校が調査を行う場合には，この組織を母体

として事案の性質に応じて適切に専門家を加えるなどして対応する。 

 ア 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な活動が記されたいじめ防止プロ

グラム（いじめの未然防止・早期発見，いじめへの対処，校内研修等の施策等の年間計画）

の作成，実行，検証，修正の中核としての役割 

 イ いじめの早期発見のため，相談・通報を受け付ける窓口としての役割 

 ウ いじめの早期発見・事案対処のため，疑いに関する情報や児童等の問題行動などに係る

情報収集と記録，共有を行う役割 

エ 教職員間での情報共有が可能になるように，情報や対応方針の「可視化（見える化）」

を図る役割 

オ 学校のいじめに係る状況及び対策について家庭や地域に情報提供するとともに，学校・

家庭・地域の連携・協働による取組の推進 

カ いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて，アンケート調査や面談等に

より，いじめの情報の迅速な共有，関係のある児童等への事実関係の聴取，被害児童等に

対する支援・加害児童等に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携 

キ 学校いじめ防止基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能しているかについての点

検を行い，学校いじめ防止基本方針の見直しを行う役割（ＰＤＣＡサイクルの実行を含む。） 
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３ 学校におけるいじめの防止等に関する措置 

 学校及び教育委員会は，連携していじめの防止や早期発見，対処等にあたる。 

（１）いじめの未然防止 

 「いじめは，どの児童等にも，どの学校でも，起こりうるものである」という事実を踏ま

えて，全ての児童等を対象に，いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。 

 児童等の社会性を育むためには，自分と他人は違いがあることを認めた上で，お互いの人

格を尊重する態度を養うことが大切である。また，いじめの衝動を発生させる原因としては，

勉強や人間関係等のストレスがかかることや自己有用感・充実感を感じ取ることができない

ことが考えられ，丁寧な内面理解に基づく働きかけが必要となる。 

学校として特に配慮が必要な児童等については，教職員が個々の児童等の特性を理解し，

情報を共有して学校全体で注意深く見守り，日常的に適切な支援を行うとともに，保護者と

の連携や，周囲の児童等に対する必要な指導を組織的に行い，いじめの未然防止・早期発見

に取り組む。また，法教育の視点から，いじめの問題を考える取組を推進する。 

ＳＮＳを介したインターネット上のいじめなど，発見が難しい形態が増加していることを

受け，外形的に確認できるいじめの状況に加えて，それぞれの児童等の様子の変化を注意深

く見取るとともに，ネットの取り扱い等についての啓発を行い，配付端末（タブレット等）

の使用について留意する。一人一台配付されている端末は，正しく使用をしなかった場合ト

ラブルの原因になる，気付かないうちにいじめの加害者になる，犯罪に巻き込まれる等の危

険性があることから，適切な利用に向けてチェックリスト等を使い継続的な指導を行う。 

 ［学校いじめ防止基本方針策定の主な観点］  

１ 心の教育の充実 

２ 互いに認め合う学級経営の充実 

３ 「生徒指導の実践上の視点」を踏まえた教育活動や「わかる授業」の実践 

４ 自分たちの問題として考え取り組むための児童会・生徒会活動 

５ 児童等の様々な特性に配慮するための支援 

６ 情報モラル教育（デジタル・シティズンシップ教育）及び啓発活動の充実 

７ 教職員一人一人の児童等の変化を察知しようとする姿勢と児童等への見守り 

（２）いじめの早期発見 

  いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり，遊びやふざけあいを装って行わ

れたりするなど，大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は

認識することが大切である。そのために，「ＳＯＳの出し方教育」について，いじめ防止プ

ログラムの中に盛り込み，年度始めなど適切な時期に，県が作成した指導資料等8を活用して

実施する。 

また，日頃から児童等の見守りや信頼関係の構築等に努め，児童等が示す変化や危険信号

を見逃さないようアンテナを高く保つ。あわせて，学校は定期的なアンケート調査や教育相

談の実施等により，児童等がいじめを訴えやすい体制を整え，いじめの実態把握に取り組む。 

  さらに，ＳＮＳ等を介したインターネット上のいじめに対しては，関係機関と連携し，ネ

ットパトロール等から状況を把握し，早期発見，早期対応に努める。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
8 平成３１年４月１１日付け教児生第３２号「児童生徒に対する「ＳＯＳの出し方教育」の実施について（依頼）」 

令和４年９月２１日付け事務連絡「児童生徒に対する「ＳＯＳの出し方教育」指導資料について（依頼）」 

令和５年８月２３日付け教児安第４４５号，子親セ第２５１号 

「児童生徒の自殺予防のための総合的な取組について（通知）」（ＳＯＳの出し方教育啓発動画） 
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 ［学校いじめ防止基本方針策定の主な観点］  

１ 日常的な関わりの中での児童等自身の変化と人間関係の観察 

２ アンケート調査の実施 

３ 教育相談の充実 

４ ＳОＳの出し方教育に関する児童等及び保護者への啓発の実施 

（３）いじめの相談・通報 

  学校は，校内における相談，通報の体制を整備するだけではなく，児童等及び保護者に対

して，校外での相談，通報機関連絡先等を，必要に応じて利用できるように周知する。あわ

せて，日頃より相談，通報することが適切な行為であることを十分に指導するとともに児童

等及びその保護者，教職員が，抵抗なくいじめに関して相談できる体制整備が必要である。 

 ［学校いじめ防止基本方針策定の主な観点］  

１ 学校内外の相談窓口の周知徹底（いじめを訴えることが卑怯な行為ではない等） 

２ 保護者との連絡・相談方法の周知 

３ 家庭での児童等の様子に関する相談方法の周知 

（４）いじめを認知した場合の対応 

  学校の教職員がいじめを発見し， 又は相談を受けた場合には，速やかに，学校いじめ対策

組織に対し当該いじめに係る情報を報告し，学校の組織的な対応につなげなければならない。

報告・相談を迅速に行うためには，教職員が情報共有をする手順及び情報共有すべき内容（い

つ，どこで，誰が，何を，どのように等）を明確に定め，確認しておく必要がある。また，

各教職員は，学校の定めた方針等に沿って，いじめに係る情報を適切に記録しておく必要が

ある。さらに，学校いじめ対策組織において情報共有を行った後は，事実関係の確認の上，

組織的に対応方針を決定し，その後の対応は，以下のような点の共通理解をしておく必要が

ある。 

ア いじめられている児童等の理解と傷ついた心のケア   

イ 被害者のニーズの確認   

ウ いじめ加害者と被害者の関係修復 

  エ いじめの解消   

「いじめが解消している状態」［国基本方針より抜粋］ 

① いじめに係る行為が止んでいること  

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われ

るものを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは，

少なくとも３か月を目安とする。 ただし，いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間

が必要であると判断される場合は，この目安にかかわらず，学校の設置者又は学校いじめ

対策組織の判断により，より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は，相当の

期間が経過するまでは，被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し，期間が経過した

段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は，改めて，相当の期間を設定して状況を注

視する。 

② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において，被害児童生徒がいじ

めの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその

保護者に対し，心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。 
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ただし，いじめが第１－２のような暴行や傷害等犯罪行為にあたると認められる場合や，

児童等の生命，身体又は財産に重大な被害が生じる場合などは，直ちに警察に通報していじ

めを受けた児童等を守る。その際は，学校での適切な指導，支援を行い，いじめを受けた児

童等及びその保護者の意向にも配慮した上で警察に相談，通報し，連携して対応する。 

学校は，いじめが解消に至っていない段階では，被害児童等を徹底的に守り通し，その安

全・安心を確保する責任を有する。学校いじめ対策組織においては，いじめが解消に至るま

で被害児童等の支援を継続するため，支援内容，情報共有，教職員の役割分担を含む対応方

針を定め，確実に実行する。 

上記のいじめが「解消している」状態とは，あくまで，一つの段階に過ぎず，「解消して

いる」状態に至った場合でも，いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ，学

校の教職員は，当該いじめの被害児童等及び加害児童等については，日常的に注意深く観察

する必要がある。 

また，いじめをきっかけとして不登校に陥った児童等については，いじめの解消に向けた

取組だけでなく，保護者や関係機関との連携を図りつつ，当該児童等への不登校対策の充実

に取り組んでいく必要がある。 

 ［学校いじめ防止基本方針策定の主な観点］  

１ 報告連絡等の手順を明確にした組織的対応 

２ 丁寧な事実確認と方針の決定 

３ いじめられた児童等の心情を理解した具体的な対応 

４ いじめた児童等への具体的な対応 

５ 周囲の児童等への具体的な対応 

６ 保護者との連携（方針の説明，適切な情報提供，指導後の定期的な情報交換等） 

７ 関係機関との連携 

８ ＳＮＳ等を介したインターネット上で行われるいじめ（ネットいじめ）への対応 

   

第４ いじめの防止等のための保護者及び地域等の役割 

 

１ 保護者の役割 

 保護者は，その保護する児童等がいじめを受けた場合には，適切に当該児童等をいじめか

ら保護する必要がある。いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが何よりも優

先されるべきである。 

 また，保護者は「いじめが絶対に許されない行為である」ことを保護する児童等に理解さ

せ，いじめを行うことのないよう，必要な指導に努める必要がある。実際に，いじめが発生

すれば，いじめた児童等の保護者は，適切な指導やしつけを行っていたかどうかが問われた

り，賠償責任が問われたりする可能性がある。 

 以上の点を踏まえると，家庭教育の役割は極めて重要であり，各家庭は，学校や県，市か

ら発せられる，いじめに関する情報や啓発資料等を積極的に活用し，いじめの防止のための

措置に協力する等努めるものとする。 

 

２ 地域等の役割 

 保護者を含めた地域住民は，地域の大人として児童等に対する見守り，児童等との交流の

機会の確保，その他，安心して児童等が過ごすことができる環境づくりに努め，地域の児童

等との交流を積極的に行うことなどの必要がある。 
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 また，地域住民は，いじめを発見した場合，又はいじめの疑いがあると認められる場合に

は，市，学校などに情報を提供するよう努める必要がある。いじめは，学校外において起こ

ることも少なくない。学校外でいじめ事案が発生すると，人の目が届きにくいことから重症

化する傾向もあり，速やかな対応が必要である。 

 

第５ 重大事態への対処 

 

 重大事態については，国基本方針，県基本方針，及び市基本方針，「いじめの重大事態の

調査に関するガイドライン9」により適切に対応する。 

 

１ 重大事態の意味 

 法第２８条の「いじめにより」とは，各号に規定する児童等の状況に至る要因が当該児童等

に対して行われるいじめにあることを意味する。 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑い

があると認めるとき。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ

ている疑いがあると認めるとき。 

法第２８条第１項第１号『生命・心身・財産重大事態』の「生命，心身又は財産に重大な被

害」については，いじめを受けた児童等の状況に着目して判断する。例えば，次の場合等が想

定される。 

○児童等が自殺を企図した場合     ○身体に重大な傷害を負った場合 

   ○金品等に重大な被害を被った場合   ○精神性の疾患を発症した場合  

 法第２８条第１項第２号『不登校重大事態』の「相当の期間」については，年間３０日を目

安とする。ただし，上記目安にかかわらず，児童等の個々の状況を適切に把握し，市教育委員

会や学校の判断により，迅速に調査に着手することも必要である。 

 

２ 重大事態に発展させない困難課題対応的生徒指導10 

 いじめを重大事態化させないためには，適切な対応を怠ればどのようないじめも深刻化する

可能性があるという危機意識を教職員間で共有した上で，組織的にいじめに係る情報を共有し，

ケースに応じた対応策を検討していくことが求められる。いじめの問題が複雑化し，対応が難

しくなりがちなケースについては，できるだけ早い段階から，スクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカー等を交えたケース会議で丁寧なアセスメントを行い，多角的な視点から

組織的対応を進めることが求められる。 

なお，問題に応じて，事実関係を整理した上で警察へ相談する等，学校外の関係機関等との

密接な連携を図ること，及び関係する児童等の保護者に対するきめ細かな連絡と相談を行い，

信頼関係を築くことが重要である。また，いじめが認知された後の対応として，市教育委員会

等への報告，及び情報の整理と管理，ケース会議等の記録の作成と保管を行うことも不可欠で

ある。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
9 いじめの重大事態の調査に関するガイドライン（平成２９年３月文部科学省 令和６年８月改定） 
10 いじめ，不登校，少年非行，児童虐待等特別な指導・助言を必要とする特定の児童生徒を対象に，校内の教

職員だけでなく，校外の教育委員会等，警察，病院，児童相談所，ＮＰＯ等関係機関との連携・協働による

課題対応を行うもの【生徒指導提要（改訂版）1.2生徒指導の構造】 
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３ 重大事態の報告 

 いじめの重大事態の疑いが生じた時点で，学校は，学校いじめ対策組織を迅速に開き，第一

に被害者等の安全確保とケアを実施する。以後，一貫した組織的対応を行う。 次に，当該組織

を活用し，情報を整理し，当該の事案が重大事態に当たるか否か判断するが，判断に迷う場合

は，市教育委員会に連絡し，協議をしながら対応を決定する。 

重大事態と認められる場合，学校は市教育委員会に電話等で速やかに報告を行い，その後，

重大事態の発生報告書による報告を行う。 

 市教育委員会は，発生報告書をもって市長に報告する。また，千葉県教育委員会に発生報告

書を提出する。なお，市教育委員会は，必要に応じて千葉県教育委員会に協力を要請すること

ができる。 

 

４ 重大事態の調査 

（１）調査の主体等の決定 

  市教育委員会及び学校は，重大事態と判断したときは，市教育委員会は，調査の主体が市

教育委員会又は学校のいずれかを決定する。このとき，学校主体の調査では重大事態への対

処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果を得られないと市教育委員会が判断す

る場合や学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には市教育委員会において

調査を実施する。 

  学校が調査の主体となる場合は，いじめの防止等の対策のための組織を母体として事案の

性質に応じて適切に専門家を加えるなどして対応する。 

  市教育委員会が調査の主体となる場合は，「市教育委員会事務局いじめ調査委員会」を招

集し，調査チームを置き調査を行う。 

  市教育委員会は，必要があると認めるときは「八千代市いじめ問題対策連絡協議会」及び

「八千代市いじめ問題対策調査委員会」に諮問する。 

（２）事実関係を明確にするための調査の実施 

法第２８条による調査は，「公平性・中立性」を確保しながら，客観的な事実関係を速や

かに調査し，発生防止に努めることが求められる。また，「事実関係を明確にする」とは，

「重大事態に至る原因となったいじめ行為が，いつ(いつ頃から)，誰から行われ，どのよう

な態様であったか，いじめを生んだ背景事情や児童等の人間関係にどのような問題があった

か，学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を，可能な限り網羅的に解明する

こと」である。 

  調査に当たっては，国基本方針改定時に策定された「いじめの重大事態の調査に関する

ガイドライン」の内容により適切に実施する。 

  ３の発生報告書による報告後，重大事態調査の開始が決定した時点で，学校は市教育委員 

 会に電話等で速やかに報告を行い，その後，重大事態調査の開始報告書により報告する。 

市教育委員会は，開始報告書をもって市長に報告する。また，千葉県教育委員会に開始報

告書を提出する。 
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５ 調査結果の提供と報告 

 学校又は市教育委員会は，いじめを受けた児童等やその保護者に対して，調査によって明ら

かになった事実関係等必要な情報を適時，適切な方法で提供する。これらの提供に当たっては，

学校又は市教育委員会は，他の児童等のプライバシーの保護に配慮するなど，関係者の個人情

報には十分配慮し，適切に提供する。 

 あわせて，当該児童等やその保護者への情報提供及び調査結果の公表に際しては，個人情報

の保護について適切な配慮及び措置を施すことに留意する。 

 また，調査した結果について，学校又は直接調査に当たった市教育委員会の附属機関（常設

又は新たに設置された第三者委員会等）は，市教育委員会に報告する。市教育委員会は市長に

報告する。なお，いじめを受けた児童等又はその保護者が希望する場合には，いじめを受けた

児童等又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け，調査結果の報告に添えて市長に報

告する。その後，市教育委員会は，千葉県教育委員会に調査結果の情報提供を行う。 

 

６ 調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置 

（１）再調査 

  上記５の報告を受けた市長は，当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種

の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは，法第２８条第１項の規定による調査

の結果について，法第３０条第２項の規定により調査を行うことができる。 

（２）再調査の結果を踏まえた措置等 

市長は，再調査を実施した場合，その結果を市議会に報告する。法第３０条第３項に基づ

き，個々の事案の内容に応じ，個人のプライバシーに対しては必要な配慮を確保することが

求められる。 

また，市長及び市教育委員会は，再調査の結果を踏まえ，自らの権限及び責任において，

当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要な

措置を講ずる。 

 

第６ その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項 

 

１ 調査結果等の資料の保存について 

  いじめに関する調査結果等の資料については，市の定める文書の保存に関する規則に従い，

適切に取り扱う必要がある。 

 

２ 教職員の業務の精選について 

教職員が，児童等と直接，関わる時間を十分確保することは，いじめ問題のみならず，

教育活動の成果を高める根源的な問題である。従来から行っている方法をそのまま踏襲し

た非効率的な事務が教職員のより本来的な業務を圧迫することがないように各学校，市教

育委員会，関係部局は業務を点検し，事務の効率化を図る必要がある。 

 

３ 市基本方針の見直しについて 

市は，法の施行状況等を勘案して市基本方針の見直しを検討する。また，必要があると認

められるときは，その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。市基本方針の内容に

変更等があった場合には，ホームページ等を活用し，遅滞なく市民に周知する。 



「八千代市いじめ防止基本方針」の改定について（新旧対応表） 

八千代市いじめ防止基本方針 

 平成２７年６月策定 

平成３０年３月改定 

令和６年４月改定 

令和７年４月改定 

改訂前 改訂後 

（Ｐ１ はじめに） 

八千代市（以下「市」という。）では，現在，第５次基本構想（令和３～１０

年）に掲げた将来都市像「人がつながり 未来につなぐ 緑豊かな 笑顔あ

ふれるまち やちよ」の実現に向け，また，八千代市教育振興基本計画の八

千代教育の目標「未来を拓き，豊かに生きる人間を育む」の達成を目指し，

教育の充実に向けて取り組んでいる。 

 

八千代市（以下「市」という。）では，現在，第５次基本構想（令和３～１

０年）に掲げた将来都市像「人がつながり 未来につなぐ 緑豊かな 笑

顔あふれるまち やちよ」の実現に向け，また，八千代市学校教育推進計

画の八千代市の教育の目標「しなやかに未来を拓き，豊かに生きる人間を

育む未来を拓き，豊かに生きる人間を育む」の達成を目指し，教育の充実

を図っていく。に向けて取り組んでいる。 

（Ｐ９ 第５ 重大事態への対処） 

重大事態については，国基本方針，県基本方針，及び市基本方針，「い

じめの重大事態の調査に関するガイドライン」（平成２９年３月１４

日策定 文部科学省，及び「不登校重大事態に係る調査の指針」（平成

２８年３月 文部科学省初等中等教育局）により適切に対応する。 

 

重大事態については，国基本方針，県基本方針，及び市基本方針，「い

じめの重大事態の調査に関するガイドライン 9」（平成２９年３月１４

日策定 文部科学省，及び「不登校重大事態に係る調査の指針」（平成

２８年３月 文部科学省初等中等教育局）により適切に対応する。 

（注釈） （注釈） 
9 いじめの重大事態の調査に関するガイドライン（平成２９年３月文

部科学省 令和６年８月改定） 

※上記の他に，フォントや漢字などの表記を統一する修正をおこなった。 
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